
○
内
閣
府
令
第

号

情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
八
号
）
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令

第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
仮
想
通
貨
交
換

業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記

1



載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
一
条
）

第
二
章

業
務
（
第
十
三
条
―
第
三
十
二
条
）

第
二
章

業
務
（
第
十
二
条
―
第
二
十
五
条
）

第
三
章

監
督
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
九
条
）

第
三
章

監
督
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
条
―
第
四
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
六
条
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
暗
号
資
産
」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
」
、
「
暗

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
仮
想
通
貨
」
、
「
仮
想
通
貨
交
換
業
」
、
「
仮

号
資
産
の
交
換
等
」
、
「
暗
号
資
産
の
管
理
」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、

想
通
貨
の
交
換
等
」
、
「
仮
想
通
貨
交
換
業
者
」
、
「
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業

「
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
、
「
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
、
「
暗
号

者
」
、
「
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
、
「
仮
想
通
貨
交
換
業
務
」
又
は
「

資
産
交
換
業
務
」
、
「
信
託
会
社
等
」
又
は
「
銀
行
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資

銀
行
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
暗
号

。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
仮
想
通
貨
、
仮
想
通
貨
交
換
業
、
仮
想
通
貨
の
交
換

資
産
、
暗
号
資
産
交
換
業
、
暗
号
資
産
の
交
換
等
、
暗
号
資
産
の
管
理
、
暗
号

等
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
、
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業

資
産
交
換
業
者
、
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
、

者
協
会
、
仮
想
通
貨
交
換
業
務
又
は
銀
行
等
を
い
う
。

暗
号
資
産
交
換
業
務
、
信
託
会
社
等
又
は
銀
行
等
を
い
う
。

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
」
と
は
、
法
第
二
条

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
項
各
号
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
取
引
を
い
う
。
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一

暗
号
資
産
交
換
業
者
等

暗
号
資
産
交
換
業
者
、
外
国
暗
号
資
産
交
換
業

者
又
は
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
百
八
十

五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
等
を
業
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。

二

暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引

法
第
二
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為

に
係
る
取
引
を
い
う
。

三

暗
号
資
産
交
換
契
約

法
第
六
十
三
条
の
九
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
契

約
を
い
う
。

四

委
託
等

媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
の
申
込
み
を
い
う
。

五

受
託
等

媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
の
申
込
み
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

六

暗
号
資
産
信
用
取
引

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
に
信
用
を
供
与
し
て

行
う
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
い
う
。

七

履
行
保
証
暗
号
資
産

法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

履
行
保
証
暗
号
資
産
を
い
う
。

（
訳
文
の
添
付
）

（
訳
文
の
添
付
）

第
二
条

法
（
第
三
章
の
二
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
資
金
決
済
に

第
二
条

法
（
第
三
章
の
二
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
資
金
決
済
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
い
、
第
三
章
の
二
に
限
る
。
同
条
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
い
、
第
三
章
の
二
に
限
る
。
同
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
（
令
第
三
十
一

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
（
令
第
三
十
条

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長

長
等
」
と
い
う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ

等
」
と
い
う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

て
は
、
当
該
財
務
局
長
等
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事

は
、
当
該
財
務
局
長
等
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情

情
に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は

に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
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、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
が
定
款
又
は

そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
が
定
款
又
は
第

第
六
条
各
号
（
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び

六
条
各
号
（
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第

第
十
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
り
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た

十
七
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
り
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の

の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と

と
す
る
。

す
る
。

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
又
は
仮
想
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
書
類

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
書
類

中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が

中
、
外
国
通
貨
又
は
仮
想
通
貨
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
四
条

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第

第
四
条

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
紙
様
式
第

一
号
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
）
に
よ
り

一
号
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
別
紙
様
式
第
二
号
）
に
よ
り

作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書

作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
登
録
申
請
書
に
、
当
該
登
録
申
請
書

の
写
し
二
通
及
び
同
条
第
二
項
の
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

の
写
し
二
通
及
び
同
条
第
二
項
の
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
五
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

取
り
扱
う
暗
号
資
産
の
概
要

一

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
概
要
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［
号
を
削
る
。
］

二

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
の
方
法

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
の

三

仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
の

所
在
地
及
び
連
絡
先

所
在
地
及
び
連
絡
先

三

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と

［
号
を
加
え
る
。
］

が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式

に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を

保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

四

加
入
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
そ
の
会

四

加
入
す
る
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
主
要
な

員
（
法
第
八
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
会
員
を
い
う
。
）
と
す
る
も
の
に

協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
名
称

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
六
条

法
第
六
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

第
六
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
申
請
の
日
前

三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

取
締
役
等
（
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
取
締
役

二

取
締
役
等
（
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
取
締
役
等

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
取
締
役
等
が
外
国
人

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
民
票
の
抄
本
（
当
該
取
締
役
等
が
外
国
人
で

で
あ
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

あ
る
場
合
に
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本

三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
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国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
又
は
住
民
票
の
抄
本
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る

る
書
面

書
面

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

取
締
役
等
が
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨

四

取
締
役
等
が
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
号
ロ
に
該
当
し
な
い
旨
の

の
官
公
署
の
証
明
書
（
当
該
取
締
役
等
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙

官
公
署
の
証
明
書
（
当
該
取
締
役
等
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
別
紙
様

様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
誓
約
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
誓
約
書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
国
の
法
令
の
規

七

外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
外
国
の
法
令
の
規

定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
と
同
種
類
の
登

定
に
よ
り
当
該
外
国
に
お
い
て
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
と
同
種
類
の
登

録
（
当
該
登
録
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て

録
（
当
該
登
録
に
類
す
る
許
可
そ
の
他
の
行
政
処
分
を
含
む
。
）
を
受
け
て

暗
号
資
産
交
換
業
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

八

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（

八

最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（

関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
登
録
の
申
請
の

関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面
（
登
録
の
申
請
の

日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
第
四
百
三

日
を
含
む
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
会
社
法
（
平
成
十

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
そ
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す

照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）

る
そ
の
成
立
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）

九

［
略
］

九

［
同
上
］

十

事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
収
支
の
見

十

事
業
開
始
後
三
事
業
年
度
に
お
け
る
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
収
支
の
見

込
み
を
記
載
し
た
書
面

込
み
を
記
載
し
た
書
面

十
一

取
り
扱
う
暗
号
資
産
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

十
一

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

十
二

暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
組
織
図
（
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行

十
二

仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
組
織
図
（
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
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う
組
織
を
含
む
。
）

う
組
織
を
含
む
。
）

十
三

暗
号
資
産
交
換
業
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

十
三

仮
想
通
貨
交
換
業
を
管
理
す
る
責
任
者
の
履
歴
書

十
四

暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

十
四

仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
第
二
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
五

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う

十
五

仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う

際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

際
に
使
用
す
る
契
約
書
類

十
六

暗
号
資
産
交
換
業
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
六

仮
想
通
貨
交
換
業
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
委
託
に
係
る
契
約
の
契
約
書

当
該
委
託
に
係
る
契
約
の
契
約
書

十
七

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
を
記

十
七

［
同
上
］

載
し
た
書
面

イ

指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第

イ

指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
（
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
存
在
す
る
場
合

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
法
第
六
十
三
条
の
十
二

が
存
在
す
る
場
合

当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
法
第
六
十
三
条
の
十
二

第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず

第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず

る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務

る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務

紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は
名
称

ロ

指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該

ロ

指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

十
八

［
略
］

十
八

［
同
上
］

（
暗
号
資
産
交
換
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
登
録
簿
の
縦
覧
）
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第
八
条

金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
係
る
暗
号

第
八
条

金
融
庁
長
官
は
、
そ
の
登
録
を
し
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
係
る
仮
想

資
産
交
換
業
者
登
録
簿
を
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
本
店
（
外
国
暗
号
資
産

通
貨
交
換
業
者
登
録
簿
を
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
本
店
（
外
国
仮
想
通
貨

交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
同
じ
。
）
の

交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
け
る
主
た
る
営
業
所
。
以
下
同
じ
。
）
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧

所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
又
は
福
岡
財
務
支
局
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
等
）

（
財
産
的
基
礎
等
）

第
九
条

法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
九
条

［
同
上
］

基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

資
本
金
の
額
が
一
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一

資
本
金
の
額
が
一
千
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

二

純
資
産
額
（
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ

二

純
資
産
額
（
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ

に
代
わ
る
書
面
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除

に
代
わ
る
書
面
に
計
上
さ
れ
た
資
産
の
合
計
額
か
ら
負
債
の
合
計
額
を
控
除

し
た
額
を
い
う
。
）
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
（
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
者

し
た
額
を
い
う
。
）
が
負
の
値
で
な
い
こ
と

に
あ
っ
て
は
、
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額

以
上
で
あ
る
こ
と
。
）
。

２

法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
第
十
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に

は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
の
た
め
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
職
務
を
適
正
に
執

執
行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

行
す
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と

と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
一
条

法
第
六
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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一

取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
つ
い
て
そ
の
取
扱
い
を
や
め
よ
う
と
す
る
場
合

二

取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
術
又
は
仕
様
の
変
更
を
理
由

と
し
て
当
該
暗
号
資
産
の
保
有
者
に
対
し
て
新
た
な
暗
号
資
産
が
付
与
さ
れ

る
場
合
（
暗
号
資
産
交
換
業
の
業
務
に
関
し
て
あ
ら
か
じ
め
知
り
得
た
場
合

を
除
く
。
）

三

暗
号
資
産
交
換
業
の
内
容
又
は
方
法
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ

暗
号
資
産
交
換
業
の
種
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
項

ロ

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
の
申
込
み
の
受
付
方
法

ハ

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
暗
号
資
産

交
換
業
の
利
用
者
の
金
銭
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
管
理
の
方
法

ニ

法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
暗
号
資

産
に
係
る
管
理
の
方
法

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
十
一
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

届
出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
号
を
削
る
。
］

一

商
号
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項

証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
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法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

二

資
本
金
の
額
を
変
更
し
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登

記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

三

営
業
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
（
第
十
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
）

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明

書

［
号
を
削
る
。
］

四

取
締
役
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
に
係
る
第
六
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る

書
類

ロ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
新
た
に
取
締

役
等
に
な
っ
た
者
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る

。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ハ

別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
各
号

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

五

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式

に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含

む
。
）
の
百
分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
）
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合

別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た
株
主
の
名
簿
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一

取
り
扱
う
暗
号
資
産
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

当
該
変
更
し
よ
う
と

六

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項

す
る
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

に
係
る
第
六
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
面

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
内
容
又
は
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

当
該

七

仮
想
通
貨
交
換
業
の
内
容
又
は
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に

が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

掲
げ
る
書
類
及
び
当
該
事
項
が
前
条
第
三
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
事
項
で
あ

類

る
場
合
に
は
そ
の
変
更
に
係
る
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

八

委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
又
は
委
託
先
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変

更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
六
号
に
掲
げ
る
書
類

［
号
を
削
る
。
］

九

他
に
行
っ
て
い
る
事
業
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

十

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
財
務
局
長
等
か
ら
受
け
て
い
る
仮
想
通
貨

交
換
業
者
が
本
店
の
所
在
地
を
他
の
財
務
局
長
等
の
管
轄
す
る
区
域
に
変
更

し
た
場
合

第
三
号
に
定
め
る
書
類
及
び
当
該
変
更
前
に
交
付
を
受
け
た
第

七
条
の
登
録
済
通
知
書

［
号
を
削
る
。
］

十
一

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
す
る
方
法
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合

同
項
に
規
定
す
る
管
理
す
る
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
事
実
が

確
認
で
き
る
書
面

［
号
を
削
る
。
］

十
二

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
加
入
し
、
又
は
脱
退
し
た
場
合

認
定

資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
加
入
し
、
又
は
脱
退
し
た
事
実
が
確
認
で
き
る
書

面

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

［
項
を
加
え
る
。
］

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
届

出
書
に
、
当
該
変
更
届
出
書
の
写
し
二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
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分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
官
公
署
が
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は

、
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
号
を
変
更
し
た
場
合

そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項

証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
及
び
別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た

法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

二

資
本
金
の
額
を
変
更
し
た
場
合

そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登

記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

三

営
業
所
の
設
置
、
位
置
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
（
第
九
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
）

そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明

書
四

取
締
役
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
に
係
る
第
六
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
当
該
変
更
に
係
る
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る

書
類

ロ

新
た
に
取
締
役
等
に
な
っ
た
者
の
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
新
た
に
取
締

役
等
に
な
っ
た
者
の
氏
名
に
併
せ
て
当
該
変
更
届
出
書
に
記
載
し
た
場
合

に
お
い
て
、
イ
に
掲
げ
る
書
類
（
第
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
限
る

。
）
が
当
該
婚
姻
前
の
氏
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
書
面

ハ

別
紙
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
各
号

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

五

取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
が
あ
っ
た
事
項
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に
係
る
第
六
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類

六

暗
号
資
産
交
換
業
の
内
容
又
は
方
法
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更

が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書

類
七

委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
又
は
委
託
先
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変

更
が
あ
っ
た
事
項
に
係
る
第
六
条
第
十
六
号
に
掲
げ
る
書
類

八

他
に
行
っ
て
い
る
事
業
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

当
該
変
更
に
係
る
事
項

を
記
載
し
た
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

九

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
財
務
局
長
等
か
ら
受
け
て
い
る
暗
号
資
産

交
換
業
者
が
本
店
の
所
在
地
を
他
の
財
務
局
長
等
の
管
轄
す
る
区
域
に
変
更

し
た
場
合

第
三
号
に
定
め
る
書
類
及
び
そ
の
変
更
前
に
交
付
を
受
け
た
第

七
条
に
規
定
す
る
登
録
済
通
知
書

十

主
要
株
主
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

別
紙
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
た

株
主
の
名
簿

十
一

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
加
入
し
、
又
は
脱
退
し
た
場
合

認
定

資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
加
入
し
、
又
は
脱
退
し
た
事
実
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
面

３

財
務
局
長
等
は
、
前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ

２

財
務
局
長
等
は
、
前
項
第
十
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
号
の
他
の
財
務
局
長
等
に
当
該
届
出
が
あ
っ
た

る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
号
の
他
の
財
務
局
長
等
に
当
該
届
出
が
あ
っ
た

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
財
務
局
長
等
は
、
通
知
を
受
け
た
事
項

３

前
項
の
通
知
を
受
け
た
財
務
局
長
等
は
、
通
知
を
受
け
た
事
項
を
仮
想
通
貨

を
暗
号
資
産
交
換
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
し
た
者

交
換
業
者
登
録
簿
に
登
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
第
七

に
対
し
第
七
条
に
規
定
す
る
登
録
済
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

条
の
登
録
済
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
十
三
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
業
務
の
内

第
十
二
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
の
業
務
の
内

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理

を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

（
個
人
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
）

第
十
四
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
暗
号
資
産
交

第
十
三
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
仮
想
通
貨
交

換
業
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報

換
業
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報

の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報

の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場
合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報

の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を

の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

（
特
別
の
非
公
開
情
報
の
取
扱
い
）

第
十
五
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
暗
号
資
産
交

第
十
四
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
仮
想
通
貨
交

換
業
の
利
用
者
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯

換
業
の
利
用
者
に
関
す
る
人
種
、
信
条
、
門
地
、
本
籍
地
、
保
健
医
療
又
は
犯

罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
行
う
暗
号
資

罪
経
歴
に
つ
い
て
の
情
報
そ
の
他
の
特
別
の
非
公
開
情
報
（
そ
の
行
う
仮
想
通

産
交
換
業
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
取
り

貨
交
換
業
の
業
務
上
知
り
得
た
公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
い
う
。
）
を
取
り

扱
う
と
き
は
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的

扱
う
と
き
は
、
適
切
な
業
務
の
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）

（
委
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
）
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第
十
六
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
業
務
の
一

第
十
五
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
の
業
務
の
一

部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に

部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

委
託
先
が
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か
つ
迅

三

委
託
先
が
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
を
適
切
か

速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

四

委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場

四

委
託
先
が
当
該
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
等
、
暗

合
に
は
、
他
の
適
切
な
第
三
者
に
当
該
業
務
を
速
や
か
に
委
託
す
る
等
、
仮

号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た

想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置

め
の
措
置

五

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
し
、
当
該

五

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
し
、
当
該

業
務
に
係
る
利
用
者
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業

業
務
に
係
る
利
用
者
の
保
護
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
業

務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
た
め
の
措
置

る
た
め
の
措
置

（
暗
号
資
産
交
換
業
の
広
告
の
表
示
方
法
）

第
十
七
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
て
広
告

［
条
を
加
え
る
。
］

を
す
る
と
き
は
、
法
第
六
十
三
条
の
九
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
暗
号
資
産

の
交
換
等
を
行
わ
な
い
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
及
び
次
条
各
号
に
掲
げ

る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
は
、
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う

ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る

16



。（
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
）

第
十
八
条

法
第
六
十
三
条
の
九
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
性
質
で

［
条
を
加
え
る
。
］

あ
っ
て
、
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

二

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
十
九
条

法
第
六
十
三
条
の
九
の
三
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

［
条
を
加
え
る
。
］

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

二

暗
号
資
産
の
取
引
数
量
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

三

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
資
力
又
は
信
用
に
関
す
る
事
項

四

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
暗
号
資
産
交
換
業
の
実
績
に
関
す
る
事
項

五

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

六

暗
号
資
産
の
発
行
者
、
暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又

は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕
組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で

き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用
又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項
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七

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
、
報
酬
若
し
く
は
費

用
の
金
額
若
し
く
は
そ
の
上
限
額
又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
に
関
す
る
事
項

（
禁
止
行
為
）

第
二
十
条

法
第
六
十
三
条
の
九
の
三
第
四
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
の

［
条
を
加
え
る
。
］

利
用
者
の
保
護
に
欠
け
、
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次

に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は

そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
利
用
者
（
暗

号
資
産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
暗
号
資
産
の
性

質
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

二

利
用
者
に
対
し
、
法
第
六
十
三
条
の
九
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
暗
号

資
産
の
交
換
等
を
行
わ
な
い
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な

い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
同
条
第
三
号
及
び
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を

当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し

く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
交
換
契

約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

三

暗
号
資
産
交
換
契
約
（
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る

契
約
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
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結
の
勧
誘
の
要
請
を
し
て
い
な
い
利
用
者
に
対
し
、
訪
問
し
、
又
は
電
話
を

か
け
て
、
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為
（
暗
号
資
産
交

換
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
利
用
者
（
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以

上
の
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
行
っ
た
者
に
限
る

。
）
に
対
し
て
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為
を
除
く
。

）
四

暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
利
用
者

に
対
し
、
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
を
し
な
い
で

勧
誘
を
す
る
行
為
（
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
利
用

者
（
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
二
以
上
の
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資

産
と
の
交
換
を
行
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締

結
の
勧
誘
を
す
る
行
為
を
除
く
。
）

五

暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
利
用
者
が
当
該
暗
号
資
産
交
換
契

約
を
締
結
し
な
い
旨
の
意
思
（
当
該
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
旨
の
意
思
を
含
む
。
）
を
表
示
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

六

暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
に
つ
き
、
利
用
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の

状
況
及
び
暗
号
資
産
交
換
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
て
不
適
当
と
認

め
ら
れ
る
勧
誘
を
す
る
行
為

七

利
用
者
に
対
し
、
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
、
又

は
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
表
示
を
す
る
行
為

八

利
用
者
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八

十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
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第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交

換
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む

。
）
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
取
引
又
は
そ

の
受
託
等
を
す
る
行
為

九

暗
号
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規

定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変

動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
当
該
暗
号
資
産
等

に
係
る
暗
号
資
産
の
売
買
若
し
く
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
又
は
こ
れ
ら

の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

十

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を

反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号
資
産

等
に
係
る
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
受
託
等
を
す

る
行
為

十
一

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
取
り
扱

う
若
し
く
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
又
は
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者

に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の

暗
号
資
産
と
の
交
換
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
全
て
の
利
用
者
が
容

易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対

し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗

号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）
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十
二

利
用
者
か
ら
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
委
託

等
を
受
け
、
当
該
委
託
等
に
係
る
売
買
又
は
交
換
を
成
立
さ
せ
る
前
に
、
自

己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
委
託
等
に
係
る

売
買
の
価
格
若
し
く
は
交
換
の
数
量
と
同
一
又
は
そ
れ
よ
り
も
有
利
な
価
格

若
し
く
は
数
量
で
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
す
る

行
為

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
の
定
款

そ
の
他
の
規
則
（
利
用
者
の
保
護
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実

な
遂
行
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
加
入
し
な

い
法
人
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
内
容
の
社
内
規
則
）
に
違
反
す
る
行

為
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
保
護
に
欠
け
、
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か

つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

（
仮
想
通
貨
と
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
と
の
誤
認
防
止
）

第
二
十
一
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
（
暗
号
資

第
十
六
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮

産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で
暗
号
資

想
通
貨
の
交
換
等
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書

産
の
交
換
等
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の

面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
と
本
邦
通
貨

交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
行

又
は
外
国
通
貨
と
の
誤
認
を
防
止
す
る
た
め
の
説
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に

２

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

一

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

二

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ

［
号
を
加
え
る
。
］
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が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

［
号
を
加
え
る
。
］

の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

取
り
扱
う
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者

二

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い

に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は

な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い

特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

る
場
合
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証
の
内
容

者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証
の
内
容
を
含
む
。
）

五

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

三

そ
の
他
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
と
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
と
の
誤
認
防
止

に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

３

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利

３

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
に
お
い
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利

用
者
と
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

用
者
と
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
及
び

当
該
利
用
者
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
窓
口
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
利
用
者
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に
窓
口
に
掲

。

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

（
利
用
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
二
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
（
暗
号
資

第
十
七
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮

産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
で
暗
号
資

想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に

産
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し

対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
商
号
及
び
住
所

一

当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
商
号
及
び
住
所

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
で
あ
る
旨
及
び
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
登
録
番

二

仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
る
旨
及
び
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
登
録
番

号

号
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三

当
該
取
引
の
内
容
（
当
該
取
引
が
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産

三

当
該
取
引
の
内
容

と
の
交
換
で
あ
る
場
合
に
は
、
自
己
が
そ
の
相
手
方
と
な
っ
て
当
該
取
引
に

係
る
売
買
若
し
く
は
交
換
を
成
立
さ
せ
る
か
、
又
は
媒
介
し
、
取
次
ぎ
し
、

若
し
く
は
代
理
し
て
当
該
取
引
に
係
る
売
買
若
し
く
は
交
換
を
成
立
さ
せ
る

か
の
別
を
含
む
。
）

［
号
を
削
る
。
］

四

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
概
要

四

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
そ
の
他
の
者
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
の
変
化

五

取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず

を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

び
そ
の
理
由

五

前
条
第
二
項
第
二
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
取
引
に
つ

六

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
取
引
に
つ
い
て
利
用
者
の
判
断
に
影

い
て
利
用
者
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
由
を
直
接
の

響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
事
由
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず

原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

由
［
号
を
削
る
。
］

七

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
す
る
方
法
及
び
次
の
イ

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
者
の

氏
名
、
商
号
又
は
名
称

イ

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

銀
行
等
（
法
第
二
条
第
十

七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行
を
除
く
。
）
又
は
外
国
の
法
令

に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号

）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
者
（
第
二
十
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
預
金
銀
行
等
」
と
い

う
。
）

ロ

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
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関
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
信
託
業
務
を
行
う
者
（

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
十
条

第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。

）
ハ

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法

当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者

ニ

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法

同
号
に
規
定
す
る
第
三
者

六
・
七

［
略
］

八
・
九

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

十

当
該
取
引
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金
額
で
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準

又
は
こ
れ
ら
の
計
算
方
法

八

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

十
一

［
同
上
］

イ

指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合

当
該
暗

イ

指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
す
る
場
合

当
該
仮

号
資
産
交
換
業
者
が
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手

想
通
貨
交
換
業
者
が
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
手

続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約

続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
す
る
措
置
を
講
ず
る
当
該
手
続
実
施
基
本
契
約

の
相
手
方
で
あ
る
指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は

の
相
手
方
で
あ
る
指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
又
は

名
称

名
称

ロ

指
定
暗
号
資
産
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該

ロ

指
定
仮
想
通
貨
交
換
業
務
紛
争
解
決
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合

当
該

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
の
内
容

九

［
略
］

十
二

［
同
上
］

２

暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

［
項
を
加
え
る
。
］

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産

と
の
交
換
の
委
託
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
自
己
が
当
該
委
託
等
に
係

る
売
買
又
は
交
換
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
理
由

二

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用

者
の
金
銭
を
信
託
す
る
信
託
会
社
等
の
商
号
又
は
名
称

三

当
該
取
引
が
外
国
通
貨
で
表
示
さ
れ
た
金
額
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
又
は

こ
れ
ら
の
計
算
方
法

３

暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

［
項
を
加
え
る
。
］

事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
も
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
暗
号
資
産
交
換
業
の

利
用
者
の
暗
号
資
産
に
係
る
管
理
の
方
法
及
び
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方

法
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

イ

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法

当
該
暗
号
資
産
交
換
業

者
ロ

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法

同
号
に
規
定
す
る
第
三

者

二

法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
履
行
保
証
暗
号

資
産
に
係
る
管
理
の
方
法
及
び
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応

じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
者
の
氏
名
、
商
号
又
は
名
称

イ

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
方
法

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
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者
ロ

第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法

同
号
に
規
定
す
る
第
三

者

４

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号
資
産

２

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮
想
通
貨

交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契

交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契

約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付

約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
次
の
イ
又
は
ロ
に

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
場
合

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ

暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
場
合

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

５

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
、
暗
号
資
産

３

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
し
、
仮
想
通
貨

交
換
業
の
利
用
者
か
ら
金
銭
又
は
暗
号
資
産
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

交
換
業
の
利
用
者
か
ら
金
銭
又
は
仮
想
通
貨
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に

、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
商
号
及
び
登
録
番
号

一

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
商
号
及
び
登
録
番
号

二

当
該
利
用
者
か
ら
受
領
し
た
金
銭
の
額
又
は
暗
号
資
産
の
数
量

二

当
該
利
用
者
か
ら
受
領
し
た
金
銭
の
額
又
は
仮
想
通
貨
の
数
量

三

［
略
］

三

［
同
上
］

６

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号
資
産

４

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮
想
通
貨

交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
と
き
は
、
三
月
を
超
え

交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
と
き
は
、
三
月
を
超
え

な
い
期
間
ご
と
に
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方

な
い
期
間
ご
と
に
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
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法
に
よ
り
、
取
引
の
記
録
並
び
に
管
理
す
る
利
用
者
の
金
銭
の
額
及
び
暗
号
資

法
に
よ
り
、
取
引
の
記
録
並
び
に
管
理
す
る
利
用
者
の
金
銭
の
額
及
び
仮
想
通

産
の
数
量
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貨
の
数
量
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

（
そ
の
他
利
用
者
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
二
十
三
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
、

第
十
八
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
し
、
仮

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正

想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な

か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
つ
い
て
、
暗
号

一

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
つ
い
て
、
仮
想

資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
利
用
者
の
保
護
を
図

通
貨
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
利
用
者
の
保
護
を
図

り
、
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に

る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
に
つ

二

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
つ
い
て
、
捜
査

い
て
、
捜
査
機
関
等
か
ら
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
が
詐
欺
等
の

機
関
等
か
ら
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
が
詐
欺
等
の
犯
罪
行
為
に

犯
罪
行
為
に
利
用
さ
れ
た
旨
の
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を

利
用
さ
れ
た
旨
の
情
報
の
提
供
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
犯

勘
案
し
て
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
暗

罪
行
為
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
取
引
の
停
止
等

号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措
置

を
行
う
措
置

三

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機

三

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機

を
利
用
し
て
、
利
用
者
と
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
に
は

を
利
用
し
て
、
利
用
者
と
仮
想
通
貨
に
係
る
取
引
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
利
用
者
が
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を

、
当
該
利
用
者
が
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
他
の
者
を
誤
認
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

四

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
利
用
者
か
ら
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る

四

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
、
利
用
者
か
ら
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
に
係
る
指
図
を
受

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
に
係
る
指
図
を
受
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け
る
場
合
に
は
、
当
該
指
図
の
内
容
を
、
当
該
利
用
者
が
当
該
指
図
に
係
る

け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
図
の
内
容
を
、
当
該
利
用
者
が
当
該
指
図

電
子
計
算
機
の
操
作
を
行
う
際
に
容
易
に
確
認
し
及
び
訂
正
す
る
こ
と
が
で

に
係
る
電
子
計
算
機
の
操
作
を
行
う
際
に
容
易
に
確
認
し
及
び
訂
正
す
る
こ

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置

五

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
利
用
者
の
保
護

［
号
を
加
え
る
。
］

又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
を
取
り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

六

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
つ
い
て
、
そ
の

［
号
を
加
え
る
。
］

取
り
扱
う
若
し
く
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
又
は
当
該
暗
号
資
産
交

換
業
者
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
、
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
売
買
又

は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る

も
の
（
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
全
て
の
利
用

者
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に

管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

七

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
暗
号
資
産

［
号
を
加
え
る
。
］

交
換
業
に
関
す
る
報
告
書
に
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
貸
借
対
照

表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含

む
。
）
を
公
表
す
る
措
置

八

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
、
暗
号
資

［
号
を
加
え
る
。
］

産
の
借
入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置

イ

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
よ
る
暗
号
資
産
の
借
入
れ
は
暗
号
資
産
の
管
理

に
該
当
せ
ず
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
借
り
入
れ
た
暗
号
資
産
は
法

第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の

暗
号
資
産
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
及
び
当
該
借
入
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れ
の
相
手
方
は
法
第
六
十
三
条
の
十
九
の
二
第
一
項
の
権
利
を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
相
手
方
が
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
で

き
る
内
容
に
よ
り
表
示
す
る
措
置

ロ

暗
号
資
産
の
借
入
れ
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
負
担
す
る
債
務
が

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
返
済
能
力
に
比
し
て
過
大
と
な
り
、
又
は
そ

の
返
済
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
保
護
に
欠
け
、
又
は

暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
ら
な
い

よ
う
、
当
該
債
務
の
残
高
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
の
体
制
（
暗
号
資
産

の
借
入
れ
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、

借
り
入
れ
た
暗
号
資
産
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
返
済
期
限
を
記
録
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
を
整
備
す
る
措
置

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
暗
号
資
産

［
項
を
加
え
る
。
］

交
換
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
取
り
扱
う
暗
号
資
産
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
交
換

業
の
利
用
者
が
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
行
う
に

際
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
認
識
で
き
る
よ
う
継
続
的
に

表
示
す
る
措
置

イ

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
利
用
者
か
ら
の
委
託
等
を
受
け
て
暗
号
資

産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
成
立
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当

該
委
託
等
に
係
る
暗
号
資
産
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項

が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

 

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
利
用
者
か
ら
の
委
託
等
を
受
け
て
成
立

さ
せ
る
当
該
暗
号
資
産
の
売
買
に
お
け
る
最
新
の
約
定
価
格
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認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
又
は
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
が
指

定
す
る
者
が
公
表
す
る
最
新
の
参
考
価
格

ロ

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
相
手
方
と
な
っ
て
暗
号
資
産
の
売
買
又
は

他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
を
行
う
場
合
（
イ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。

）
に
は
、
そ
の
暗
号
資
産
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
が

な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

 

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
提
示
す
る
当
該
暗
号
資
産
の
購
入
に
お

け
る
最
新
の
価
格

 

当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
提
示
す
る
当
該
暗
号
資
産
の
売
却
に
お

け
る
最
新
の
価
格

 

イ 

に
規
定
す
る
最
新
の
約
定
価
格

 

イ 

に
規
定
す
る
最
新
の
参
考
価
格

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
つ
い
て
暗
号

資
産
交
換
業
の
利
用
者
に
複
数
の
取
引
の
方
法
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置

イ

利
用
者
の
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
係
る
注
文
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の

種
類
ご
と
に
、
最
良
の
取
引
の
条
件
で
執
行
す
る
た
め
の
方
針
及
び
方
法

を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
措
置

ロ

利
用
者
か
ら
の
委
託
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産

と
の
交
換
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
し
な
い
で
、
自
己
が
そ
の
相
手

方
と
な
っ
て
当
該
売
買
又
は
交
換
を
成
立
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び

に
当
該
売
買
又
は
交
換
を
行
う
こ
と
が
イ
に
規
定
す
る
方
針
及
び
方
法
に

適
合
す
る
理
由
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
速
や
か
に
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
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の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
提
供
す
る
措
置

ハ

利
用
者
の
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
係
る
注
文
を
執
行
し
た
日
か
ら
三
月

以
内
に
、
当
該
利
用
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
注
文
の
執
行
が

イ
に
規
定
す
る
方
針
及
び
方
法
に
適
合
す
る
理
由
並
び
に
当
該
注
文
に
係

る
暗
号
資
産
の
種
類
、
数
量
及
び
売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
暗
号
資
産

と
の
交
換
の
別
、
受
注
日
時
、
約
定
日
時
並
び
に
執
行
の
方
法
に
つ
い
て

の
情
報
を
、
当
該
利
用
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
書

面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
当
該
利
用
者
に
提
供
す
る
措
置

三

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
伴
い
、
当
該

暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
そ
の
利
害
関
係
人
と
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者

の
利
益
が
相
反
す
る
こ
と
に
よ
り
利
用
者
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
関

す
る
情
報
を
適
正
に
管
理
し
、
か
つ
、
当
該
暗
号
資
産
の
交
換
等
の
実
施
状

況
を
適
切
に
監
視
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
措
置
及
び
こ
れ
に
関
す
る

方
針
を
定
め
て
、
公
表
す
る
措
置

四

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
つ
い
て
、
暗

号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し

く
は
内
容
又
は
暗
号
資
産
の
交
換
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
利
用

者
が
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条

の
二
十
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
当
該
利
用
者
と
の
間
の
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
の

停
止
等
を
行
う
措
置
そ
の
他
の
暗
号
資
産
の
交
換
等
に
係
る
不
公
正
な
行
為
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の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
暗
号
資
産

交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失

［
項
を
加
え
る
。
］

、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
自
己
の
暗
号
資
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者

の
暗
号
資
産
で
当
該
利
用
者
に
対
し
て
負
担
す
る
暗
号
資
産
の
管
理
に
関
す
る

債
務
の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行

に
関
す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
対
応
及
び
そ
れ
を
実

施
す
る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
内
規
則
等
）

（
社
内
規
則
等
）

第
二
十
四
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
業
務
の

第
十
九
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
そ
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
の
業
務
の
内

内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
仮

暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該

想
通
貨
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
当
該
仮

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
講
ず
る
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
に
定
め
る
措
置

想
通
貨
交
換
業
者
が
講
ず
る
法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
に
定
め
る
措
置
の

の
内
容
の
説
明
及
び
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社

内
容
の
説
明
及
び
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内

内
規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
者
に
対
す
る
研
修
、
委
託
先
に
対
す
る

規
則
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
者
に
対
す
る
研
修
、
委
託
先
に
対
す
る
指

指
導
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十

導
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分

分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
財
産
の
管
理
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
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基
づ
き
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
の
金
銭
を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

預
金
銀
行
等
へ
の
預
金
又
は
貯
金
（
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義

に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

二

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
等
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補 

の
契
約
の
あ

る
も
の

２

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

利
用
者
の
仮
想
通
貨
を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
仮
想
通
貨
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
仮
想
通
貨
を
管
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る
仮
想
通
貨

利
用
者
の
仮
想
通

貨
と
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
仮
想
通
貨
と
を
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当

該
利
用
者
の
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
ど
の
利
用
者
の
仮
想
通
貨
で
あ
る
か
が
直

ち
に
判
別
で
き
る
状
態
（
当
該
利
用
者
の
仮
想
通
貨
に
係
る
各
利
用
者
の
数

量
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を
含
む
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

二

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
仮
想
通
貨

当
該
第

三
者
に
お
い
て
、
利
用
者
の
仮
想
通
貨
と
自
己
の
固
有
財
産
で
あ
る
仮
想
通

貨
と
を
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
利
用
者
の
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
ど

の
利
用
者
の
仮
想
通
貨
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ

る
方
法

（
利
用
者
区
分
管
理
信
託
の
要
件
等
）
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［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
一
条

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
金
銭
信
託
（
以
下
「
利
用
者
区

分
管
理
信
託
」
と
い
う
。
）
に
係
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
委
託
者
と
し
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
等
を

受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業

に
係
る
取
引
に
係
る
利
用
者
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

受
益
者
代
理
人
を
選
任
し
、
当
該
受
益
者
代
理
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一

の
者
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認

会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
監
査
法
人
、
税
理
士
、
税
理
士
法
人
又

は
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
弁
護
士
等
」
と

い
う
。
）
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

複
数
の
利
用
者
区
分
管
理
信
託
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の

利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
つ
い
て
同
一
の
受
益
者
代
理
人
を
選
任
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
の
み
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
受
益
者
代
理
人
が
、
他
の
受
益
者
代
理
人
が
権
限

を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

イ

法
第
六
十
三
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十

三
条
の
二
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

ロ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
又
は
特
別
清
算
開

始
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
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国
内
に
お
い
て
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し

く
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
本
店
の
所
在
す
る

国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き

。
）
。

ハ

仮
想
通
貨
交
換
業
の
廃
止
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、

国
内
に
設
け
た
全
て
の
営
業
所
に
お
け
る
仮
想
通
貨
交
換
業
の
廃
止
。
以

下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
解
散
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に

あ
っ
て
は
、
国
内
に
設
け
た
営
業
所
の
清
算
の
開
始
。
以
下
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
し
た
と
き
又
は
法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
仮
想
通
貨
交
換
業
の
全
部
又
は
一
部
の
廃
止
若
し
く
は
解
散
の
公
告
を

し
た
と
き
。

ニ

法
第
六
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部

の
停
止
の
命
令
を
受
け
た
と
き
。

五

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
利
用
者

区
分
管
理
金
額
（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
し
管

理
す
る
利
用
者
の
金
銭
を
当
該
利
用
者
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
十

二
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
よ

り
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六

利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
を
当
該
利
用

者
区
分
管
理
信
託
の
元
本
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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七

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契

約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
を
超
過
す
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
過
額
の
範
囲
内
で
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係

る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
を
行
う
と
き
。

ロ

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
管
理
す
る
こ
と
又
は
他

の
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
信
託
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約

を
行
う
場
合

八

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契

約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
に
係
る
信
託
財
産
を
委
託
者
に
帰
属
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

九

弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
利
用

者
の
受
益
権
が
当
該
受
益
者
代
理
人
に
よ
り
全
て
の
利
用
者
に
つ
い
て
一
括

し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十

利
用
者
の
受
益
権
が
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
に
よ
り
一
括
し
て

行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
を
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

利
用
者
が
受
益
権
を
行
使
す
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
支
払
わ

れ
る
金
額
が
、
当
該
受
益
権
の
行
使
の
日
に
お
け
る
元
本
換
価
額
に
、
当
該

日
に
お
け
る
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
に
対
す
る
当
該
利
用
者
に
係
る
個
別

利
用
者
区
分
管
理
金
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
当
該
個
別
利

用
者
区
分
管
理
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
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額
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二

利
用
者
が
受
益
権
を
行
使
す
る
日
に
お
け
る
元
本
換
価
額
が
利
用
者
区

分
管
理
必
要
額
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
は
委
託
者
に
帰
属
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
「
元
本
換
価
額
」
と
は
、
利
用
者
区
分
管

理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
の
元
本
額
を
い
う
。

（
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
等
の
算
定
等
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
二
条

利
用
者
区
分
管
理
信
託
の
方
法
に
よ
り
管
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
及
び
利
用
者
区
分

管
理
必
要
額
を
毎
日
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
分
別
管
理
監
査
）

［
条
を
削
る
。
］

第
二
十
三
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
金
融
庁
長

官
の
指
定
す
る
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
一
回
以
上
、
公
認
会
計

士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
（
以
下
「
分
別
管
理
監
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
分
別
管
理
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
監
査
に
係
る
業
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

二

仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
子
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は
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執
行
役
か
ら
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
業
務
以
外
の
業
務
に
よ
り

継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者

三

監
査
法
人
で
そ
の
社
員
の
半
数
以
上
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
も
の

（
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
す
る
特
則
）

第
二
十
五
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
（
暗
号
資

［
条
を
加
え
る
。
］

産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
の
間
で
暗
号
資
産
信
用
取
引
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者

に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
つ
い
て
利
用
者
が
預
託
す
べ
き
保
証
金
の
額

及
び
そ
の
計
算
方
法
並
び
に
利
用
者
が
当
該
保
証
金
を
預
託
し
、
及
び
そ
の

返
還
を
受
け
る
方
法

二

当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
す
る
損
失
の
額
が
前
号
の
保
証
金
の
額
を

上
回
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
信
用
供
与
に
係
る
債
務
の
額
、
弁
済
の
期
限

及
び
決
済
の
方
法

四

そ
の
他
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
内
容
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら

れ
る
事
項

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号
資
産

信
用
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
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適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

そ
の
他
当
該
契
約
の
内
容
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

３

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
か
ら
暗
号
資
産
信
用

取
引
の
保
証
金
を
受
領
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書

面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
第
二
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

当
該
利
用
者
か
ら
受
領
し
た
も
の
が
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
保
証
金
で
あ

る
旨

二

当
該
保
証
金
に
係
る
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
種
類
及
び
暗
号
資
産
信
用
取

引
の
対
象
と
す
る
暗
号
資
産
の
種
類

４

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号
資
産

信
用
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
と
き
は
、
三
月
を
超
え
な
い
期
間

ご
と
に
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

、
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
暗
号
資
産
信
用
取

引
の
未
決
済
勘
定
明
細
及
び
評
価
損
益
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
暗
号
資
産
信
用
取
引
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
（
個
人
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
保
証
金
の
額
が
、
当
該
利
用
者
が
行
お
う
と
し

39



、
又
は
行
う
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に

不
足
す
る
場
合
に
、
当
該
利
用
者
に
そ
の
不
足
額
を
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く

、
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
を
行
い
、
又
は
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
信

用
供
与
を
継
続
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
（
個
人
を
除
く
。
）
の
暗
号
資
産
信
用
取
引

の
保
証
金
の
額
が
、
当
該
利
用
者
が
行
お
う
と
し
、
又
は
行
う
暗
号
資
産
信

用
取
引
の
額
に
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
又
は
暗

号
資
産
の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
（
こ
れ
ら
の
暗
号
資
産
に

係
る
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
元
本
の
額
に

対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
比
率
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ

ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
暗
号

資
産
信
用
取
引
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
不
足
す
る
場
合

に
、
当
該
利
用
者
に
そ
の
不
足
額
を
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
暗
号
資

産
信
用
取
引
を
行
い
、
又
は
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
信
用
供
与
を
継
続

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

三

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
行
っ
た
暗
号
資
産
信

用
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
当
該
利
用
者
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額

が
、
当
該
利
用
者
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
約
し
た
計
算
方
法
に
よ
り
算
出
さ

れ
る
額
に
達
す
る
場
合
に
行
う
こ
と
と
す
る
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
決
済
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の

十
分
な
管
理
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
当
該
場
合
に
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引

を
行
う
措
置
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四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
つ
い

て
、
当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
暗
号
資
産

信
用
取
引
に
係
る
業
務
の
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
当
該
業
務
の
適
正

か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

６

第
一
項
、
第
三
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
保
証
金
は
、
暗
号
資
産
を
も
っ
て

充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に

」
と
あ
る
の
は
、
「
、
当
該
保
証
金
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
暗
号
資
産
の

種
類
並
び
に
数
量
、
充
当
価
格
及
び
こ
れ
ら
の
計
算
方
法
並
び
に
」
と
す
る
。

７

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
暗
号
資
産
信
用
取
引
の
保
証
金

の
全
部
又
は
一
部
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
の
規
則
（
金
融

庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
利
用
者
の
金
銭
の
管
理
）

第
二
十
六
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

［
条
を
加
え
る
。
］

基
づ
き
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
金
銭
を
信
託
す
る
と
き
は
、
信
託
会
社

等
へ
の
金
銭
信
託
（
以
下
「
利
用
者
区
分
管
理
信
託
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て

、
当
該
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契
約
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満

た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
等
を
受
託
者
と
し
、
か

つ
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
に
係

る
利
用
者
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
こ
と
。

二

受
益
者
代
理
人
を
選
任
し
、
当
該
受
益
者
代
理
人
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
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の
者
は
、
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認

会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
監
査
法
人
、
税
理
士
、
税
理
士
法
人
又

は
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
弁
護
士
等
」
と

い
う
。
）
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

複
数
の
利
用
者
区
分
管
理
信
託
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
利
用
者

区
分
管
理
信
託
に
つ
い
て
同
一
の
受
益
者
代
理
人
を
選
任
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
の
み
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
（
当
該
受
益
者
代
理
人
が
、
他
の
受
益
者
代
理
人
が
権
限

を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

イ

法
第
六
十
三
条
の
十
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十

三
条
の
二
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

ロ

破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
又
は
特
別
清
算
開

始
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、

国
内
に
お
い
て
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
、
更
生
手
続
開
始
若
し

く
は
特
別
清
算
開
始
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
本
店
の
所
在
す
る

国
に
お
い
て
当
該
国
の
法
令
に
基
づ
き
同
種
類
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
き

。
）
。

ハ

暗
号
資
産
交
換
業
の
全
部
の
廃
止
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ

て
は
、
国
内
に
設
け
た
全
て
の
営
業
所
に
お
け
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
廃

止
。
以
下
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
解
散
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
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業
者
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
設
け
た
営
業
所
の
清
算
の
開
始
。
以
下
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
全
部
の
廃
止
若
し
く
は
解
散
の
公
告
を

し
た
と
き
。

ニ

法
第
六
十
三
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
全

部
又
は
一
部
の
停
止
の
命
令
を
受
け
た
と
き
。

五

利
用
者
区
分
管
理
信
託
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で

元
本
の
補 

の
契
約
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
信
託
財
産
に
属
す

る
金
銭
の
運
用
が
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年

内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る

方
法
に
準
ず
る
方
法
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
利
用
者

区
分
管
理
金
額
（
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
管

理
す
る
利
用
者
の
金
銭
を
当
該
利
用
者
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
十

四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
よ
り
そ
の
不

足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
を
そ
の
時
価
に
よ
り

算
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
利
用
者
区
分
管
理
信
託
が
信
託
業
務
を
営
む

金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
の
補 

の
契
約
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合

を
除
く
。
）
。

八

利
用
者
区
分
管
理
信
託
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
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元
本
の
補 

の
契
約
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
信
託
財
産
の
元

本
の
評
価
額
を
当
該
金
銭
信
託
の
元
本
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九

次
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契

約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
を
超
過
す
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
超
過
額
の
範
囲
内
で
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係

る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
を
行
う
と
き
。

ロ

他
の
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
と
し
て
信
託
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契
約
の
全
部
又
は
一
部
の

解
約
を
行
う
場
合

十

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
契

約
の
全
部
又
は
一
部
の
解
約
に
係
る
信
託
財
産
を
委
託
者
に
帰
属
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
特
に
必

要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
受
託
者
に
対
し
て

信
託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二

弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
利

用
者
の
受
益
権
が
当
該
受
益
者
代
理
人
に
よ
り
全
て
の
利
用
者
に
つ
い
て
一

括
し
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三

利
用
者
の
受
益
権
が
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
に
よ
り
一
括
し

て
行
使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
契
約
を
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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十
四

利
用
者
が
受
益
権
を
行
使
す
る
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
支
払
わ

れ
る
金
額
が
、
当
該
受
益
権
の
行
使
の
日
に
お
け
る
元
本
換
価
額
（
利
用
者

区
分
管
理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
の
元
本
を
換
価
し
て
得
ら
れ
る
額
（
利
用

者
区
分
管
理
信
託
が
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
の

補 

の
契
約
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
元
本
額
）
を
い
う
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
日
に
お
け
る
利
用
者
区
分
管
理
必
要
額
に
対
す

る
当
該
利
用
者
に
係
る
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
額
が
当
該
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当

該
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

利
用
者
が
受
益
権
を
行
使
す
る
日
に
お
け
る
元
本
換
価
額
が
利
用
者
区

分
管
理
必
要
額
を
超
過
す
る
場
合
に
は
、
当
該
超
過
額
は
委
託
者
に
帰
属
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
個
別
利
用
者
区
分
管
理
金
額
及
び
利
用
者
区
分
管

理
必
要
額
を
毎
営
業
日
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
管
理
）

第
二
十
七
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
前
段
の

［
条
を
加
え
る
。
］

規
定
に
基
づ
き
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
暗
号
資
産
を
管
理
す
る
と
き
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
当
該
暗
号
資
産
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る
暗
号
資
産

利
用
者
の
暗
号
資

産
と
自
己
の
暗
号
資
産
と
を
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
当
該
利
用
者
の
暗
号

資
産
に
つ
い
て
ど
の
利
用
者
の
暗
号
資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
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状
態
（
当
該
利
用
者
の
暗
号
資
産
に
係
る
各
利
用
者
の
数
量
が
自
己
の
帳
簿

に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管

理
す
る
方
法

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
暗
号
資
産

当
該
第

三
者
に
お
い
て
、
利
用
者
の
暗
号
資
産
と
そ
れ
以
外
の
暗
号
資
産
と
を
明
確

に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
利
用
者
の
暗
号
資
産
に
つ
い
て
ど
の
利
用
者
の

暗
号
資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

２

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
利
便
の
確
保
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
の
円

滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
の
状
況
に
照
ら
し
、

次
項
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
暗

号
資
産
（
当
該
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
が
、
そ
の
管

理
す
る
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
に
百
分
の

五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

３

法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
利
用
者
の
保
護
に
欠
け
る

お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合

暗
号
資
産
交
換
業
の
利

用
者
の
暗
号
資
産
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録
媒

体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の
他
こ

れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合

暗
号
資
産
交
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換
業
の
利
用
者
の
暗
号
資
産
の
保
全
に
関
し
て
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者

が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の
利
用
者
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

（
利
用
者
財
産
に
係
る
分
別
管
理
監
査
）

第
二
十
八
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為

［
条
を
加
え
る
。
］

又
は
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
の
状

況
に
つ
い
て
、
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎

年
一
回
以
上
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
（
以
下
「
分
別
管
理
監
査

」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
者
は
、
分
別
管
理
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
監
査
に
係
る
業
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
の
子
会
社
（
会
社
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子

会
社
を
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
若
し
く
は

執
行
役
か
ら
公
認
会
計
士
若
し
く
は
監
査
法
人
の
業
務
以
外
の
業
務
に
よ
り

継
続
的
な
報
酬
を
受
け
て
い
る
者
又
は
そ
の
配
偶
者

三

監
査
法
人
で
そ
の
社
員
の
半
数
以
上
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
も
の

（
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
管
理
）

第
二
十
九
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
一
項
前

［
条
を
加
え
る
。
］

段
の
規
定
に
基
づ
き
履
行
保
証
暗
号
資
産
を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

47



掲
げ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る
履
行
保
証
暗
号
資
産

履
行
保

証
暗
号
資
産
と
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
暗
号
資
産
及
び
履
行
保
証
暗

号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号
資
産
と
を
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
が

履
行
保
証
暗
号
資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
（
履
行
保
証
暗

号
資
産
の
数
量
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を
含
む
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
履
行
保
証
暗
号
資
産
と
そ
れ
以
外
の
暗
号
資
産

と
を
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
履
行
保
証
暗
号
資
産
で
あ
る
か

が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

２

法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
利
用
者
の
保
護
に
欠

け
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合

履
行
保
証
暗
号
資
産
を

移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い

な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の

物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的

安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

二

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合

履
行
保
証
暗

号
資
産
の
保
全
に
関
し
て
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
自
己
で
管
理
す
る

場
合
と
同
等
の
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
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合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

（
履
行
保
証
暗
号
資
産
に
係
る
分
別
管
理
監
査
）

第
三
十
条

第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
の
十
一
の
二
第
二
項
に
お

［
条
を
加
え
る
。
］

い
て
法
第
六
十
三
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
八
条
中
「
分
別
管
理
監
査
」
と
あ
る
の

は
、
「
履
行
保
証
暗
号
資
産
分
別
管
理
監
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

（
消
費
生
活
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
二
十
四
条

［
同
上
］

（
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
苦
情
処
理
措
置
及
び
紛
争
解
決
措
置
）

第
三
十
二
条

法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
四
項
に
規
定
す
る
苦
情
処
理
措
置
と
し

第
二
十
五
条

［
同
上
］

て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

イ

暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

イ

仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
等

え
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
等

関
連
苦
情
の
う
ち
暗
号
資
産
交
換
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

関
連
苦
情
の
う
ち
仮
想
通
貨
交
換
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か

つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

つ
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
業
務
運
営
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確

ロ

仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確

に
遂
行
す
る
た
め
の
社
内
規
則
（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
責

に
遂
行
す
る
た
め
の
社
内
規
則
（
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
に
お
け
る
責

任
分
担
を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
整
備
す
る
こ
と

任
分
担
を
明
確
化
す
る
規
定
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
整
備
す
る
こ
と
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。

。

ハ

暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
の
申
出
先
を
利
用
者
に
周
知
し
、
並
び
に

ハ

仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
の
申
出
先
を
利
用
者
に
周
知
し
、
並
び
に

イ
の
業
務
運
営
体
制
及
び
ロ
の
社
内
規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

イ
の
業
務
運
営
体
制
及
び
ロ
の
社
内
規
則
を
公
表
す
る
こ
と
。

二

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
が
行
う
苦
情
の
解
決
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換

二

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
が
行
う
苦
情
の
解
決
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換

業
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

業
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

三

消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項

三

消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項

又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦

又
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦

情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

四

令
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処

四

令
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
苦
情
を
処

理
す
る
手
続
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

理
す
る
手
続
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

五

暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に

五

仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に

遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
（
法
第
九

遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
（
法
第
九

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次
項
第
四
号
に
お
い
て

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
人
を
い
う
。
次
項
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関

同
じ
。
）
が
実
施
す
る
苦
情
を
処
理
す
る
手
続
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関

連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

連
苦
情
の
処
理
を
図
る
こ
と
。

２

法
第
六
十
三
条
の
十
二
第
五
項
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
措
置
と
し
て
内
閣
府

２

［
同
上
］

令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に

一

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規

規
定
す
る
会
則
若
し
く
は
当
該
会
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
規
則
に
規

定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に
よ

定
す
る
機
関
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
当
該
機
関
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に
よ

り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
紛
争
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
紛
争
（
法
第
百
一
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
等
関
連

て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
等
関
連

紛
争
の
う
ち
暗
号
資
産
交
換
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

紛
争
の
う
ち
仮
想
通
貨
交
換
業
務
に
関
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
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お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

二

消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ

二

消
費
者
基
本
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
あ

っ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業

っ
せ
ん
又
は
同
条
に
規
定
す
る
合
意
に
よ
る
解
決
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業

関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

三

令
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解

三

令
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
実
施
す
る
紛
争
の
解

決
を
図
る
手
続
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

決
を
図
る
手
続
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

四

暗
号
資
産
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に

四

仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
業
務
を
公
正
か
つ
的
確
に

遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す

遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
人
的
構
成
を
有
す
る
法
人
が
実
施
す

る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を

る
紛
争
の
解
決
を
図
る
手
続
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を

図
る
こ
と
。

図
る
こ
と
。

３

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
四
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

３

前
二
項
（
第
一
項
第
五
号
及
び
前
項
第
四
号
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が

ら
ず
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
法
人
が

実
施
す
る
手
続
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
暗
号
資
産
交

実
施
す
る
手
続
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
関
連
苦
情
の
処
理
又
は
仮
想
通
貨
交

換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

換
業
関
連
紛
争
の
解
決
を
図
っ
て
は
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
三
十
三
条

法
第
六
十
三
条
の
十
三
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る

第
二
十
六
条

法
第
六
十
三
条
の
十
三
に
規
定
す
る
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る

帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
と
す
る
。

帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
記
録

一

仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
記
録

二

［
略
］

二

［
同
上
］

三

顧
客
勘
定
元
帳
（
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
暗
号
資
産
交
換

三

顧
客
勘
定
元
帳
（
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮
想
通
貨
交
換

業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
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を
締
結
す
る
場
合
に
限
る
。
）

を
締
結
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

注
文
伝
票

［
号
を
加
え
る
。
］

五

各
営
業
日
に
お
け
る
管
理
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
金
銭
の
額

四

各
営
業
日
に
お
け
る
管
理
す
る
利
用
者
の
金
銭
の
額
及
び
仮
想
通
貨
の
数

の
記
録
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
に
限
る
。
）

量
の
記
録
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
に
限
る
。

）

六

各
営
業
日
に
お
け
る
利
用
者
区
分
管
理
信
託
に
係
る
信
託
財
産
の
額
の
記

五

各
営
業
日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
額
の
記
録
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号

録
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
利
用
者
の
金
銭
を
管
理
す
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
限
る
。
）

七

各
営
業
日
に
お
け
る
管
理
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
暗
号
資
産

［
号
を
加
え
る
。
］

の
数
量
の
記
録
（
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）

八

分
別
管
理
監
査
の
結
果
に
関
す
る
記
録
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲

六

分
別
管
理
監
査
の
結
果
に
関
す
る
記
録

げ
る
行
為
又
は
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）

九

履
行
保
証
暗
号
資
産
分
別
管
理
監
査
の
結
果
に
関
す
る
記
録
（
暗
号
資
産

［
号
を
加
え
る
。
］

の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）

２

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
帳
簿
の
閉
鎖
の
日
か
ら
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三

２

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
帳
簿
の
閉
鎖
の
日
か
ら
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
十
年
間
、
同
項
第
四
号

号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
十
年
間
、
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
七
年
間
、
同
項
第
五
号
か
ら
第

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
五
年
間
、
当

九
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
あ
っ
て
は
少
な
く
と
も
五
年
間
、
当
該
帳
簿

該
帳
簿
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
国
内
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
は
、
国
内
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
帳
簿
書
類
が
外
国
に
設
け
た
営
業
所
に
お
い
て
作
成

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
帳
簿
書
類
が
外
国
に
設
け
た
営
業
所
に
お
い
て
作
成

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
後
遅
滞
な
く
国
内
に
お
い
て
そ
の
写
し
を

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
後
遅
滞
な
く
国
内
に
お
い
て
そ
の
写
し
を

保
存
し
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
帳
簿
書
類
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

保
存
し
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
帳
簿
書
類
が
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、

52



磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
国
内
に
設
け
た
営
業
所

。
）
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
、
か
つ
、
国
内
に
設
け
た
営
業
所
に
お
い
て
当
該
電

に
お
い
て
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
し
た
も
の
を
遅
滞
な

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
し
た
も
の
を
遅
滞
な
く
閲
覧
す
る
こ
と

く
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。（
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
記
録
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
記
録
）

第
三
十
四
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
取
引

第
二
十
七
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引

記
録
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

記
録
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

前
項
第
一
号
の
取
引
日
記
帳
に
は
、
法
第
二
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
二
号

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
行
為
（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
利
用
者
と
の
間
で
暗
号

二

利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
仮
想
通
貨
交
換
業
の
利
用
者
と
の
間
で
仮
想

資
産
交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。

通
貨
交
換
業
に
係
る
取
引
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。

）

）

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
別

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
別

五

暗
号
資
産
の
名
称

五

仮
想
通
貨
の
名
称

六

暗
号
資
産
の
数
量

六

仮
想
通
貨
の
数
量
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七

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

七

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

っ
て
は
、
当
該
他
の
仮
想
通
貨
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

十

暗
号
資
産
信
用
取
引
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

暗
号
資
産
信
用
取
引
で
あ
る
旨

ロ

新
規
又
は
決
済
の
別

ハ

信
用
供
与
に
係
る
債
務
の
額
及
び
弁
済
の
期
限

ニ

当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他

の
対
価
の
額

３

第
一
項
第
二
号
の
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法
第
二
条
第
七

３

［
同
上
］

項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
（
媒
介
又
は
代
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

五

暗
号
資
産
の
名
称

五

仮
想
通
貨
の
名
称

六

暗
号
資
産
の
数
量

六

仮
想
通
貨
の
数
量

七

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

七

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

っ
て
は
、
当
該
他
の
仮
想
通
貨
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

八

［
略
］

八

［
同
上
］

九

暗
号
資
産
信
用
取
引
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

暗
号
資
産
信
用
取
引
で
あ
る
旨

ロ

新
規
又
は
決
済
の
別
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ハ

信
用
供
与
に
係
る
債
務
の
額
及
び
弁
済
の
期
限

ニ

当
該
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他

の
対
価
の
額

４

第
一
項
第
三
号
の
自
己
勘
定
元
帳
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

４

［
同
上
］

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
の
名
称

一

仮
想
通
貨
の
名
称

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
別

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
別

五

暗
号
資
産
の
数
量

五

仮
想
通
貨
の
数
量

六

自
己
が
保
有
す
る
金
銭
の
額
及
び
暗
号
資
産
の
数
量
の
残
高

六

自
己
が
保
有
す
る
金
銭
の
額
及
び
仮
想
通
貨
の
数
量
の
残
高

（
顧
客
勘
定
元
帳
）

（
顧
客
勘
定
元
帳
）

第
三
十
五
条

第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
勘
定
元
帳
と
は
、

第
二
十
八
条

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
顧
客
勘
定
元
帳
と
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

利
用
者
勘
定
元
帳
（
暗
号
資
産
の
交
換
等
を
行
う
者
に
限
る
。
）

一

利
用
者
勘
定
元
帳

二

暗
号
資
産
管
理
明
細
簿
（
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）

二

仮
想
通
貨
管
理
明
細
簿
（
法
第
二
条
第
七
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行

う
者
に
限
る
。
）

２

前
項
第
一
号
の
利
用
者
勘
定
元
帳
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
ご
と
に

２

前
項
第
一
号
の
利
用
者
勘
定
元
帳
は
、
利
用
者
ご
と
に
作
成
し
、
次
に
掲
げ

作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

入
出
金
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
差
引
残
高

［
号
を
加
え
る
。
］

三

暗
号
資
産
の
名
称

二

仮
想
通
貨
の
名
称

四

［
略
］

三

［
同
上
］
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五

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
別

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
別

六

［
略
］

五

［
同
上
］

七

暗
号
資
産
の
数
量

六

仮
想
通
貨
の
数
量

八

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

七

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

っ
て
は
、
当
該
他
の
仮
想
通
貨
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

九

暗
号
資
産
信
用
取
引
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

暗
号
資
産
信
用
取
引
で
あ
る
旨

ロ

信
用
供
与
に
係
る
債
務
の
額
及
び
弁
済
の
期
限

ハ

保
証
金
に
関
す
る
事
項
（
保
証
金
の
種
類
、
受
入
年
月
日
又
は
返
却
年

月
日
及
び
金
額
又
は
数
量
）

３

第
一
項
第
二
号
の
暗
号
資
産
管
理
明
細
簿
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者

３

第
一
項
第
二
号
の
仮
想
通
貨
管
理
明
細
簿
は
、
利
用
者
ご
と
に
作
成
し
、
次

ご
と
に
作
成
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

［
号
を
加
え
る
。
］

二

受
入
れ
又
は
引
出
し
の
別
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
差
引
残
高

一

受
入
れ
又
は
引
出
し
の
別
及
び
そ
の
年
月
日

三

利
用
者
の
暗
号
資
産
を
管
理
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

利
用
者
の
仮
想
通
貨
を
管
理
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

暗
号
資
産
の
名
称

三

仮
想
通
貨
の
名
称

五

暗
号
資
産
の
数
量

四

仮
想
通
貨
の
数
量

（
注
文
伝
票
）

第
三
十
六
条

第
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
注
文
伝
票
に
は
、
法
第
二
条
第
七

［
条
を
加
え
る
。
］

項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
己
、
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
の
別
（
自
己
の
取
引
の
発
注
の
場
合
に
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あ
っ
て
は
、
自
己
）

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
氏
名
又
は
名
称

三

暗
号
資
産
の
名
称

四

売
付
け
、
買
付
け
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
別

五

受
注
数
量
及
び
発
注
数
量

六

約
定
数
量

七

指
値
又
は
成
行
の
別
（
指
値
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
価
格
及
び
注
文

の
有
効
期
限
（
当
該
有
効
期
限
が
当
日
中
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む

。
）

八

受
注
日
時
及
び
発
注
日
時

九

約
定
日
時

十

約
定
価
格
又
は
単
価
及
び
金
額
（
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
約
定
価
格
に
準
ず
る
も
の
）

十
一

暗
号
資
産
信
用
取
引
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
信
用
取
引
で
あ
る
旨

ロ

新
規
又
は
決
済
の
別

ハ

信
用
供
与
に
係
る
債
務
の
額
及
び
弁
済
の
期
限

十
二

取
引
が
不
成
立
の
場
合
に
は
、
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ

る
事
項
に
代
え
て
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
原
因

（
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
報
告
書
）

（
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
報
告
書
）

第
三
十
七
条

法
第
六
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
す
る
報

第
二
十
九
条

法
第
六
十
三
条
の
十
四
第
一
項
の
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
報

告
書
は
、
事
業
概
況
書
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
に
係
る
収
支
の
状
況
を
記
載
し

告
書
は
、
事
業
概
況
書
及
び
仮
想
通
貨
交
換
業
に
係
る
収
支
の
状
況
を
記
載
し
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た
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ

た
書
面
に
分
け
て
、
別
紙
様
式
第
十
一
号
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ

て
は
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
三
月

て
は
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
三
月

以
内
（
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
四
月

以
内
（
外
国
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
あ
っ
て
は
、
事
業
年
度
の
末
日
か
ら
四
月

以
内
）
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
内
）
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
そ
の
写
し

２

前
項
の
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
そ
の
写
し

二
通
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
、
損
益
計
算

二
通
並
び
に
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
、
損
益
計
算

書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
暗
号
資
産
交

書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
書
類
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士

換
業
者
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
書
類
に
つ
い
て
の
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人

又
は
監
査
法
人
の
監
査
報
告
書
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

の
監
査
報
告
書
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
財
産
の
管
理
に
関
す
る
報
告
書
）

（
利
用
者
財
産
の
管
理
に
関
す
る
報
告
書
）

第
三
十
八
条

法
第
六
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
三

第
三
十
条

法
第
六
十
三
条
の
十
四
第
二
項
の
報
告
書
は
、
別
紙
様
式
第
十
三
号

号
に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
以

に
よ
り
作
成
し
、
事
業
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
ご
と
に

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
対
象
期
間
経
過
後

、
当
該
期
間
経
過
後
一
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
月
以
内
に
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

前
項
の
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
そ
の
写
し

２

前
項
の
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
に
そ
の
写
し

二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

二
通
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一

を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
に
定
め
る
書
類
は
、
当
該
報
告
書
に
係
る
対
象
期
間
経
過
後
二
月
以
内
に
提

出
す
れ
ば
足
り
る
。

一

暗
号
資
産
の
管
理
を
行
う
場
合

対
象
期
間
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
関
連

一

第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
方
法
に
よ
り
利
用
者
の
金
銭
を
管
理
す
る
場

す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）

合

預
金
又
は
貯
金
の
口
座
の
あ
る
預
金
銀
行
等
が
発
行
す
る
残
高
証
明
書

二

暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
金
銭
を
管
理
す
る
場
合

信
託
会
社
等
が

二

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
方
法
に
よ
り
利
用
者
の
金
銭
を
管
理
す
る
場
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発
行
す
る
残
高
証
明
書

合

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
等
が
発
行
す
る
残
高
証
明
書

三

第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
の
利

三

第
二
十
条
第
二
項
各
号
の
方
法
に
よ
り
利
用
者
の
仮
想
通
貨
を
管
理
す
る

用
者
の
暗
号
資
産
を
管
理
す
る
場
合

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
当
該
暗

場
合

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
当
該
仮
想
通
貨
の
残
高
に
係
る
情
報
を

号
資
産
の
残
高
に
係
る
情
報
を
書
面
に
出
力
し
た
も
の
そ
の
他
の
暗
号
資
産

書
面
に
出
力
し
た
も
の
そ
の
他
の
仮
想
通
貨
の
残
高
を
証
明
す
る
も
の

の
残
高
を
証
明
す
る
も
の

四

第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
履
行
保
証
暗
号
資
産
を

［
号
を
加
え
る
。
］

管
理
す
る
場
合

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
の

残
高
に
係
る
情
報
を
書
面
に
出
力
し
た
も
の
そ
の
他
の
履
行
保
証
暗
号
資
産

の
残
高
を
証
明
す
る
も
の

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

履
行
保
証
暗
号
資
産
分
別
管
理
監
査
を
受
け
た
場
合

公
認
会
計
士
又
は

［
号
を
加
え
る
。
］

監
査
法
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
直
近
の
報
告
書
の
写
し

（
公
告
の
方
法
）

（
公
告
の
方
法
）

第
三
十
九
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
同
上
］

（
廃
止
の
届
出
等
）

（
廃
止
の
届
出
等
）

第
四
十
条

［
略
］

第
三
十
二
条

［
同
上
］

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

２

［
同
上
］

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

暗
号
資
産
交
換
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

五

仮
想
通
貨
交
換
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

六

事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
暗
号
資
産
交
換

六

事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
仮
想
通
貨
交
換

業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
業
務
の
承
継
方
法
及
び
そ

業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
業
務
の
承
継
方
法
及
び
そ
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の
承
継
先

の
承
継
先

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
営
業
所
で
の
掲
示

４

法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
営
業
所
で
の
掲
示

に
は
、
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
業
務
の

に
は
、
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
業
務
の

承
継
に
係
る
公
告
を
す
る
場
合
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
債
務
の

承
継
に
係
る
公
告
を
す
る
場
合
を
除
き
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
債
務
の

履
行
の
完
了
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
の
利
用
者
の
財
産
の
返
還
又
は
利
用
者
へ

履
行
の
完
了
及
び
利
用
者
の
財
産
の
返
還
又
は
利
用
者
へ
の
移
転
の
方
法
を
示

の
移
転
の
方
法
を
示
す
も
の
と
す
る
。

す
も
の
と
す
る
。

５

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公

５

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
法
第
六
十
三
条
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書

告
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
に
よ
り
作
成
し
た
届
出
書

に
、
当
該
公
告
の
写
し
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
、
当
該
公
告
の
写
し
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

６

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に

６

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
事
業
譲
渡
、
合
併
又
は
会
社
分
割
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
暗
号
資
産
交
換
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前

よ
り
仮
想
通
貨
交
換
業
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前

項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
業
務
の
承
継
に
係
る
契
約
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の

項
の
届
出
書
に
は
、
当
該
業
務
の
承
継
に
係
る
契
約
の
内
容
及
び
当
該
業
務
の

承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承
継
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
令
違
反
行
為
等
の
届
出
）

（
法
令
違
反
行
為
等
の
届
出
）

第
四
十
一
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
取
締
役
等
又
は
従
業
者
に
暗
号
資
産
交

第
三
十
三
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
取
締
役
等
又
は
従
業
者
に
仮
想
通
貨
交

換
業
に
関
し
法
令
に
違
反
す
る
行
為
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実

換
業
に
関
し
法
令
に
違
反
す
る
行
為
又
は
仮
想
通
貨
交
換
業
の
適
正
か
つ
確
実

な
遂
行
に
支
障
を
来
す
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
実

な
遂
行
に
支
障
を
来
す
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
実

を
知
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ

を
知
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
別
紙
様
式
第
十
六
号
に
従
い
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］
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（
経
由
官
庁
）

（
経
由
官
庁
）

第
四
十
二
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
（
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
よ
う

第
三
十
四
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
そ
の

と
す
る
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
登
録

他
法
及
び
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「

申
請
書
そ
の
他
法
及
び
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

に
お
い
て
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ
う
と
す
る

て
、
当
該
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
事
務
所
又

場
合
に
お
い
て
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財

は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
仮
想
通
貨
交
換

務
事
務
所
又
は
小
樽
出
張
所
若
し
く
は
北
見
出
張
所
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
暗

業
者
は
、
当
該
申
請
書
等
を
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
を
経
由
し
て

号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該
申
請
書
等
を
当
該
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長

こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
経
由
し
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
請
書
等
の
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
の
経
由
）

（
申
請
書
等
の
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
の
経
由
）

第
四
十
三
条

暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
申
請
書
等
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ

第
三
十
五
条

仮
想
通
貨
交
換
業
者
は
、
申
請
書
等
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
よ

う
と
す
る
と
き
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
を
経
由

う
と
す
る
と
き
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
財
務
事
務
所
長
又
は
出
張
所
長
を
経
由

す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
を
経
由
し
て
提
出
す

す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
を
経
由
し
て
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
四
十
四
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
同
上
］
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別紙様式第１号（第４条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
（郵便番号  －  ）     

申請者 住  所              
電話番号（  ）  －    

商  号              

代表者の
氏  名            印 

登  録  申  請  書 
 資金決済に関する法律第 63 条の３第１項の規定により暗号資産交換業者の登
録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません
。 

別紙様式第１号（第４条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
（郵便番号  －  ）     

申請者 住  所              
電話番号（  ）  －    

商  号              

代表者の
氏  名            印 

登  録  申  請  書 
 資金決済に関する法律第 63 条の３第１項の規定により仮想通貨交換業者の登
録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません
。 

（第２面） 
［表略］ 

（記載上の注意） 
［１．～３． 略］ 
４．「取締役及び監査役等」は、監査等委員会設置会社にあっては取締役
、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役を記載すること。
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所を併せ
て記載すること。 

５．［略］ 
６．「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先」は
、国外の者を対象に業務を行う場合には、主要国・地域別の利用者から
の苦情又は相談に応ずる営業所（業務委託先も含む。）の所在地及び連
絡先を併せて記載すること。 

７．［略］ 

（第２面） 
［同左］ 

（記載上の注意） 
［１．～３． 同左］ 
４．「取締役及び監査役等」は、監査等委員会設置会社にあっては取締役
、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役を記載すること。
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所も記載
すること。 

５．［同左］ 
６．「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先」は
、国外の者を対象に業務を行う場合には、主要国・地域別の利用者から
の苦情又は相談に応ずる営業所（業務委託先も含む。）の所在地及び連
絡先も記載すること。 

７．［同左］ 

（第３面） 

７．営業所の名称及び所在地 

［表略］ 
（記載上の注意） 
 １．暗号資産交換業の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 
［２．・３． 略］ 

（第３面） 

７．営業所の名称及び所在地 

［同左］ 
（記載上の注意） 
 １．仮想通貨交換業の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 
［２．・３． 同左］ 
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（第４面） 
８．取り扱う暗号資産の名称及びその概要 

暗号資産の名称  
暗号資産の

単位 
 

暗号資産の主な

用途 
 

暗号資産の保有

又は移転の仕組

み 

 

暗号資産の発行

状況 
 

暗号資産の流通

状況 
 

暗号資産に表示

される権利義務

の内容 

 

暗号資産に内在

するリスク 
 

その他事項  
 

（第４面） 
８．仮想通貨交換業の内容及び方法 

  仮想通貨交換業の内容及び方法 
仮想通貨交換業の名称  
取り扱う仮想通貨の名

称  

仮想通貨交換業の内容  

仮想通貨と法定通貨又

は他の仮想通貨の交換

レートの決定方法 
 

営業日及び営業時間  
利用者が支払うべき手

数料、報酬若しくは費

用の金額若しくはその

上限額又はこれらの計

算方法 

 

 

（記載上の注意） 
１．取り扱う暗号資産ごとに記載すること。 
 
２．「暗号資産の単位」は、取り扱う暗号資産の計算単位について記載する
こと。 

 
３．「暗号資産の保有又は移転の仕組み」は、暗号資産の発行又は移転に係
る記録の方法や取引の認証方法等、当該暗号資産の保有又は移転の仕組み
について簡潔に記載（又は図示）すること。 

４．「暗号資産の発行状況」は、発行者の有無、発行者の名称、総発行量及
び発行可能な数量に上限がある場合は、その上限等について記載すること
。 

５．「暗号資産の流通状況」は、国内の暗号資産交換業者又は海外の事業者
で既に取り扱われている暗号資産の場合には、当該事業者における当該暗
号資産の取引の状況について、実務上可能な範囲で簡潔に記載すること。
また、ICOにおいて発行されたトークンの場合は、当該ICOに基づくトーク
ンの販売状況について、実務上可能な範囲で記載すること。 

（記載上の注意） 
１．「営業日及び営業時間」は、その行う仮想通貨交換業の形態が複数存在
する場合には、全てについて記載すること。 
２．「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法」は、業務委託先等に対して利用者が支払う金額
についても記載すること。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第４面の次に添付すること。 
 
［加える。］ 
 
 
［加える。］ 

 

（第５面） 
６．「暗号資産に表示される権利義務の内容」は、暗号資産に表示される権

（第５面） 
  仮想通貨交換業の概要図 
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利に係る債務者の名称を併せて記載すること。 
７．「その他事項」は、特定の者によりその価値を保証されている場合は、
当該者の氏名又は商号若しくは名称及び当該保証の内容、暗号資産の価値
又は仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者や事業が存在する場合
は、その者の名称及びその事業の概要並びにその他利用者が認識すべき当
該暗号資産の特性について簡潔に記載すること。 

８．取り扱う暗号資産の概要について記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載して、その書面を第５面の次に添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載上の注意） 

１．仮想通貨交換業の内容ごとに、仮想通貨交換業者、利用者その他の関係
者（業務委託先等）の契約関係や債権・債務関係が分かるように簡略に図
示すること。 

２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第５面の次に添付すること。 

（第６面） 
９．暗号資産交換業の内容及び方法 

  暗号資産交換業の内容及び方法 
暗号資産交換業の名称  
暗号資産交換業の種類  
暗号資産交換業の内容    

（第６面） 
  業務委託状況 

受 託 者 の 氏 名 等 委託に係る業務の内容 
氏名又は商号若しくは名称 住     所  
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取り扱う暗号資産の名

称  

利用者からの申込みの

受付方法  

暗号資産と法定通貨又

は他の暗号資産の交換

レートの決定方法 
 

営業日及び営業時間  
利用者が支払うべき手

数料、報酬若しくは費

用の金額若しくはその

上限額又はこれらの計

算方法 

 

（記載上の注意） 
１．その行う暗号資産交換業について複数のビジネスモデルが存在する場合
は、当該ビジネスモデルごとに記載すること。 

２．「暗号資産交換業の種類」は、法第２条第７項各号のいずれの業務に該
当するかを明示すること。また、第１条第２項第６号に規定する暗号資産
信用取引に該当する業務を行う場合には、その旨を記載すること。 

３．「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法」は、業務委託先等に対して利用者が支払う金
額について記載すること。 

４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第６面の次に添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
（記載上の注意） 

１．業務委託状況は、仮想通貨交換業の一部を第三者に委託している場合に
、その形態ごとに記載すること。 

２．業務委託状況について記載しきれないときは、この様式の例により作成
した書面に記載して、その書面を第６面の次に添付すること。 

（第７面） 
  暗号資産交換業の概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第７面） 
  取り扱う仮想通貨の概要 
仮想通貨の名称  

仮想通貨の

単位 
 

  

当該仮想通貨の

仕組み 
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（記載上の注意） 
１．暗号資産交換業の内容ごとに、暗号資産交換業者、利用者その他の関係
者（業務委託先等）の契約関係や債権・債務関係が分かるように簡略に図
示すること。 

［削る。］ 
 
［削る。］ 
 
［削る。］ 
 
 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第７面の次に添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他事項 

 

 

 

 
 

（記載上の注意） 
１．原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載することとすること。 
 
 
２．「仮想通貨の単位」は、取り扱う仮想通貨の計算単位について記載する
こと。 

３．「当該仮想通貨の仕組み」は、仮想通貨の発行方法や取引の認証方法等
、当該仮想通貨の仕様について簡潔に記載（又は図示）すること。 

４．「その他事項」は、発行者の有無、取り扱う仮想通貨が有するリスクそ
の他利用者が認識すべき当該仮想通貨の特性について簡潔に記載するこ
と。 

５．取り扱う仮想通貨の概要について記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載して、その書面を第７面の次に添付すること。 

（第８面） 
  法第 63条の 11第１項に規定する利用者の金銭に係る管理の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第８面） 
９．法第 63条の 11第１項に規定する管理の方法 

利用者の金銭の管理方法  
 
 

利用者の仮想通貨の管理方法  
 
 

10．仮想通貨交換業の他に行っている事業の種類 
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（記載上の注意） 
１．信託会社等の商号又は名称及び金銭信託の内容について具体的に記載す
ること。 

２．金銭信託が元本補 の契約のあるものである場合は、その旨を併せて記
載すること。 

３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第８面の次に添付すること。 

 
 

（記載上の注意） 
日本標準産業分類表細分類により記載すること。 

11．加入する認定資金決済事業者協会の名称 
 
 
 
 
 

 

（第９面） 
  法第 63条の 11第２項に規定する利用者の暗号資産に係る管理の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第９面） 
12．登録免許税領収書貼付欄 
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（記載上の注意） 
１．利用者の暗号資産に係る管理の方法については、原則として、暗号資産
の種類ごとに具体的に記載すること。 

２．第三者をして管理させる場合は、当該第三者の名称を併せて記載するこ
と。 

３．法第63条の11第２項後段に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗
号資産が存在する場合は、当該暗号資産の種類及び上限並びに当該暗号資
産の管理の方法を併せて記載すること。 

４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第９面の次に添付すること。 

 
 
 
 
 

 

（第10面） 
  法第63条の11の２第１項に規定する履行保証暗号資産に係る管理の方

法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 
１．履行保証暗号資産の種類及び履行保証暗号資産に係る管理の方法につい
て具体的に記載すること。 

２．第三者をして管理させる場合は、当該第三者の名称を併せて記載するこ
と。 

３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第10面の次に添付すること。 

（第11面） 
10．業務委託の状況 

受 託 者 の 氏 名 等 委託に係る業務の内容 
氏名又は商号若しくは名

称 住  所  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

１．業務委託の状況は、暗号資産交換業の内容ごとに記載すること。 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第11面の次に添付すること。 

（第 12面） 
11．主要株主の氏名又は商号若しくは名称 

（ふ り が な） 
保有する議決権の数 

 

氏名又は商号若しくは名称 割合 

 
個 ％  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

   

［加える。］ 
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（記載上の注意） 
１．「主要株主」とは、第５条第３号に規定する主要株主をいう。 
２．「議決権」とは、第５条第３号に規定する議決権をいう。 
３．保有する議決権の数の多い順序に従い作成すること。 
４．「割合」とは、第５条第３号に規定する総株主の議決権の数に対する同
号に規定する主要株主の保有する議決権の数の百分比をいう。 

５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第12面の次に添付すること。 

（第 13面） 
12．暗号資産交換業の他に行っている事業の種類 

 
 
 
 
 
 

（記載上の注意） 
１．日本標準産業分類表細分類により記載すること。 
２．その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合は、その
内容を記載すること。 

13．加入する認定資金決済事業者協会の名称 
 
 
 
 
 
 

 

［加える。］ 

（第 14面） 
14．登録免許税領収書貼付欄 

 

［加える。］ 
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別紙様式第２号（第４条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
（第１面） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

（郵便番号  －  ）     
申請者 住  所              

電話番号（  ）  －    
商  号              

代表者の氏名 

国内における
代表者の氏名          印 

登  録  申  請  書 

別紙様式第２号（第４条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
（郵便番号  －  ）     

申請者 住  所              
電話番号（  ）  －    

商  号              

代表者の氏名 

国内における
代表者の氏名          印 

登  録  申  請  書 
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 資金決済に関する法律第 63 条の３第１項の規定により暗号資産交換業者の登
録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません
。 

 資金決済に関する法律第 63 条の３第１項の規定により仮想通貨交換業者の登
録を申請します。この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません
。 

（第２面）［略］ （第２面）［同左］ 
（第３面） 

［表略］ 
（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 
３．「外国の法令の規定により当該外国において受けている登録等」は、資
金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国におい
て暗号資産交換業者の登録と同種類の登録（当該登録に類する許可その他
の行政処分を含む。）を記載すること。 

４．「取締役及び監査役に相当する者」とは、外国暗号資産交換業者におけ
る取締役及び監査役に相当する者を記載すること。 

５．［略］ 
６．「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先」は、
国外の者を対象に業務を行う場合には、主要国・地域別の利用者からの苦
情又は相談に応ずる営業所（業務委託先も含む。）の所在地及び連絡先を
併せて記載すること。 

７．［略］ 

（第３面） 
［同左］ 
（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 
３．「外国の法令の規定により当該外国において受けている登録等」は、資
金決済に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国におい
て仮想通貨交換業者の登録と同種類の登録（当該登録に類する許可その他
の行政処分を含む。）を記載すること。 

４．「取締役及び監査役に相当する者」とは、外国仮想通貨交換業者におけ
る取締役及び監査役に相当する者を記載すること。 

５．［同左］ 
６．「利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先」は、
国外の者を対象に業務を行う場合には、主要国・地域別の利用者からの苦
情又は相談に応ずる営業所（業務委託先も含む。）の所在地及び連絡先も
記載すること。 

７．［同左］ 
（第４面） 

10．営業所の名称及び所在地 
［表略］ 
（記載上の注意） 

１．暗号資産交換業の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 
［２．・３． 略］ 

（第４面） 
10．営業所の名称及び所在地 

［同左］ 
（記載上の注意） 

１．仮想通貨交換業の業務上主要な活動が行われる場所を記載すること。 
［２．・３． 同左］ 

（第５面） 
11．取り扱う暗号資産の名称及びその概要 

暗号資産の名称  
暗号資産の

単位 
 

暗号資産の主な

用途 
 

暗号資産の保有

又は移転の仕組

み 

 

暗号資産の発行

状況 

 

 

暗号資産の流通

状況 

 

 

（第５面） 
11．仮想通貨交換業の内容及び方法 

  仮想通貨交換業の内容及び方法 
仮想通貨交換業の名称  

 
取り扱う仮想通貨の名

称 
 
 

仮想通貨交換業の内容  
 

仮想通貨と法定通貨又

は他の仮想通貨の交換

レートの決定方法 
 

  
営業日及び営業時間  
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暗号資産に表示

される権利義務

の内容 

 

 

 

暗号資産に内在

するリスク 

 

 

その他事項 

 

 

 

 

 
利用者が支払うべき手

数料、報酬若しくは費

用の金額若しくはその

上限額又はこれらの計

算方法 

 

 

（記載上の注意） 
１．取り扱う暗号資産ごとに記載すること。 
 
２．「暗号資産の単位」は、取り扱う暗号資産の計算単位について記載する
こと。 

 
３．「暗号資産の保有又は移転の仕組み」は、暗号資産の発行又は移転に係
る記録の方法や取引の認証方法等、当該暗号資産の保有又は移転の仕組み
について簡潔に記載（又は図示）すること。 

４．「暗号資産の発行状況」は、発行者の有無、発行者の名称、総発行量及
び発行可能な数量に上限がある場合は、その上限等について記載すること
。 

５．「暗号資産の流通状況」は、国内の暗号資産交換業者又は海外の事業者
で既に取り扱われている暗号資産の場合は、当該事業者における当該暗号
資産の取引の状況について、実務上可能な範囲で簡潔に記載すること。ま
た、ICOにおいて発行されたトークンの場合は、当該ICOに基づくトークン
の販売状況について、実務上可能な範囲で記載すること。 

（記載上の注意） 
１．「営業日及び営業時間」は、その行う仮想通貨交換業の形態が複数存在
する場合には、全てについて記載すること。 

２．「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法」は、業務委託先等に対して利用者が支払う金
額についても記載すること。 

３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第５面の次に添付すること。 

 
［加える。］ 
 
 
［加える。］ 

 

（第６面） 
６．「暗号資産に表示される権利義務の内容」は、暗号資産に表示される権
利に係る債務者の名称を併せて記載すること。 

７．「その他事項」は、特定の者によりその価値を保証されている場合は、
当該者の氏名又は商号若しくは名称及び当該保証の内容、暗号資産の価値
又は仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者や事業が存在する場合
には、その者の名称及びその事業の概要並びにその他利用者が認識すべき
当該暗号資産の特性について簡潔に記載すること。 

８．取り扱う暗号資産の概要について記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載して、その書面を第６面の次に添付すること。 

（第６面） 
  仮想通貨交換業の概要図 
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（記載上の注意） 
１．仮想通貨交換業の内容ごとに、仮想通貨交換業者、利用者その他の関係
者（業務委託先等）の契約関係や債権・債務関係が分かるように簡略に図
示すること。 

２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第６面の次に添付すること。 

（第７面） 
12．暗号資産交換業の内容及び方法 

  暗号資産交換業の内容及び方法 
暗号資産交換業の名称  

暗号資産交換業の種類  

暗号資産交換業の内容  
取り扱う暗号資産の名

称  

利用者からの申込みの

受付方法  

暗号資産と法定通貨又

は他の暗号資産の交換

レートの決定方法 
 

営業日及び営業時間  

（第７面） 
  業務委託状況 

受 託 者 の 氏 名 等 委託に係る業務の内容 
氏名又は商号若しくは名称 住  所  
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利用者が支払うべき手

数料、報酬若しくは費

用の金額若しくはその

上限額又はこれらの計

算方法 

 

（記載上の注意） 
１．その行う暗号資産交換業について複数のビジネスモデルが存在する場合
は、当該ビジネスモデルごとに記載すること。 

２．「暗号資産交換業の種類」は、法第２条第７項各号のいずれの業務に該
当するかを明示すること。また、第１条第２項第６号に規定する暗号資産
信用取引に該当する業務を行う場合には、その旨を記載すること。 

３．「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上
限額又はこれらの計算方法」は、業務委託先等に対して利用者が支払う金
額についてを併せて記載すること。 

４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第７面の次に添付すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
（記載上の注意） 

１．業務委託状況は、仮想通貨交換業の一部を第三者に委託している場合に
、その形態ごとに記載すること。 

２．業務委託状況について記載しきれないときは、この様式の例により作成
した書面に記載して、その書面を第７面の次に添付すること。 

（第８面） 
  暗号資産交換業の概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第８面） 
  取り扱う仮想通貨の概要 
仮想通貨の名称  

仮想通貨の

単位 
 

    

当該仮想通貨の

仕組み 
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（記載上の注意） 
１．暗号資産交換業の内容ごとに、暗号資産交換業者、利用者その他の関係
者（業務委託先等）の契約関係や債権・債務関係が分かるように簡略に図
示すること。 

［削る。］ 
 
［削る。］ 
 
［削る。］ 
 
 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第８面の次に添付すること。 

  

その他事項 

 

 

 

（記載上の注意） 
１．原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載することとすること。 
 
 
２．「仮想通貨の単位」は、取り扱う仮想通貨の計算単位について記載する
こと。 

３．「当該仮想通貨の仕組み」は、仮想通貨の発行方法や取引の認証方法等
、当該仮想通貨の仕様について簡潔に記載（又は図示）すること。 

４．「その他事項」は、発行者の有無、取り扱う仮想通貨が有するリスクそ
の他利用者が認識すべき当該仮想通貨の特性について簡潔に記載するこ
と。 

５．取り扱う仮想通貨の概要について記載しきれないときは、この様式の例
により作成した書面に記載して、その書面を第８面の次に添付すること。 

（第９面） 
  法第 63条の 11第１項に規定する利用者の金銭に係る管理の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第９面） 
12．法第 63条の 11第１項に規定する管理の方法 

利用者の金銭の管理方法  
 
 

利用者の仮想通貨の管理方法  
 
 

13．仮想通貨交換業の他に行っている事業の種類 
 
 
 
 
 
 
（記載上の注意） 

日本標準産業分類表細分類により記載すること。 
14．加入する認定資金決済事業者協会の名称 
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（記載上の注意） 

１．信託会社等の商号又は名称及び金銭信託の内容について具体的に記載す
ること。 

２．金銭信託が元本補 の契約のあるものである場合は、その旨を併せて記
載すること。 

３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第９面の次に添付すること。 

 
 

 

（第 10面） 
  法第 63条の 11第２項に規定する利用者の暗号資産に係る管理の方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載上の注意） 

（第 10面） 
15．登録免許税領収書貼付欄 
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１．利用者の暗号資産に係る管理の方法については、原則として、暗号資産
の種類ごとに具体的に記載すること。 

２．第三者をして管理させる場合は、当該第三者の名称を併せて記載するこ
と。 

３．法第63条の11第２項後段に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗
号資産が存在する場合は、当該暗号資産の種類及び上限並びに当該暗号資
産の管理の方法を併せて記載すること。 

４．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第10面の次に添付すること。 

 
 
 

 

（第11面） 
  法第63条の11の２第１項に規定する履行保証暗号資産に係る管理の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（記載上の注意） 

１．履行保証暗号資産の種類及び履行保証暗号資産に係る管理の方法につい
て具体的に記載すること。 

２．第三者をして管理させる場合は、当該第三者の名称を併せて記載するこ

［加える。］ 
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と。 
３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第11面の次に添付すること。 

（第 12面） 
13．業務委託の状況 

受 託 者 の 氏 名 等 委託に係る業務の内容 
氏名又は商号若しくは名称 住  所  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
（記載上の注意） 

１．業務委託の状況は、暗号資産交換業の内容ごとに記載すること。 
２．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第12面の次に添付すること。 

［加える。］ 

（第 13面） 
14．主要株主の氏名又は商号若しくは名称 

（ふ り が な） 
保有する議決権の数 

 

氏名又は商号若しくは名称 割合 
   

［加える。］ 
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個 ％  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

   
   
   
 

  
 
 

（記載上の注意） 
１．「主要株主」とは、第５条第３号に規定する主要株主をいう。 
２．「議決権」とは、第５条第３号に規定する議決権をいう。 
３．保有する議決権の数の多い順序に従い作成すること。 
４．「割合」とは、第５条第３号に規定する総株主の議決権の数に対する同
号に規定する主要株主の保有する議決権の数の百分比をいう。 

５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第13面の次に添付すること。 
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（第14面） 
15．暗号資産交換業の他に行っている事業の種類 

 
 
 
 
 
 
（記載上の注意） 

１．日本標準産業分類表細分類により記載すること。 
２．その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産の借入れを行う場合は、その
内容を記載すること。 

16．加入する認定資金決済事業者協会の名称 
 
 
 
 
 
 

 

［加える。］ 

（第15面） 

17．登録免許税領収書貼付欄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［加える。］ 
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別紙様式第３号（第６条第１号、第12条第２項第１号、第４号関係） ［略］ 
 

別紙様式第３号（第６条、第11条第１項関係） ［同左］ 

別紙様式第４号（第６条第４号、第12条第２項第４号関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

国 籍 

国籍に属する国にお
ける住所又は居所  

居 住 地 
氏 名 
（通称名     ） 
生 年 月 日 

誓   約   書 
 私は、資金決済に関する法律第63条の５第１項第11号ロに該当しないことを誓
約します。 

（記載上の注意） 
［略］ 

 

別紙様式第４号（第６条、第11条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

国 籍 

国籍に属する国にお
ける住所又は居所  

居 住 地 
氏 名 
（通称名     ） 
生 年 月 日 

誓   約   書 
 私は、資金決済に関する法律第63条の５第１項第10号ロに該当しないことを誓
約します。 

（記載上の注意） 
［同左］ 

 
別紙様式第５号（第６条第５号、第12条第２項第４号関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
履     歴     書 

［表略］ 
（記載上の注意） 
１．法第63条の５第１項第11号に規定する取締役等について記載すること。 
２．［略］ 
３．「賞罰」は、法第63条の５第１項第11号ハからホまでに該当するものを全
て記載すること。 

［４．・５． 略］ 
 

別紙様式第５号（第６条、第11条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

履     歴     書 
［同左］ 
（記載上の注意） 
１．法第63条の５第１項第10号に規定する取締役等について記載すること。 
２．［同左］ 
３．「賞罰」は、法第63条の５第１項第10号ハからホまでに該当するものを全
て記載すること。 

［４．・５． 同左］ 
 

別紙様式第６号（第６条第５号、第12条第２項第４号関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

沿         革 
［表略］ 

（記載上の注意） 
１．法第63条の５第１項第11号に規定する取締役等について記載すること。 

別紙様式第６号（第６条、第11条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

沿         革 
［同左］ 

（記載上の注意） 
１．法第63条の５第１項第10号に規定する取締役等について記載すること。 
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［２．～４． 略］ 
５．「賞罰」は、法第63条の５第１項第11号ハからホまでに該当するものを全
て記載すること。 

［６．・７． 略］ 
 

［２．～４． 同左］ 
５．「賞罰」は、法第63条の５第１項第10号ハからホに該当するものを全て記
載すること。 

［６．・７． 同左］ 
 

別紙様式第７号（第６条第６号、第12条第２項第10号関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

株  主  の  名  簿 

(A) 総株主の議決権の数 個 
登録申請者との関係 

氏名又は商号若しくは名称 (B) 保有する 
議決権の数 

割合（Ｂ／

Ａ） 
 個 ％  
［略］    

計 個 ％  
（記載上の注意） 

１．「総株主の議決権」とは、第５条第３号に規定する総株主の議決権をい
う。 

２．「議決権」とは、第５条第３号に規定する議決権をいう。 
 
 
［３．～５． 略］ 
 

別紙様式第７号（第６条、第11条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

株  主  の  名  簿 

(A) 総株主の議決権の数 個 
登録申請者との関係 

氏名、商号又は名称 (B) 保有する 
議決権の数 

割合（Ｂ／

Ａ） 
 個 ％  
［同左］    

計 個 ％  
（記載上の注意） 

１．「総株主の議決権」とは、第11条第１項第５号に規定する総株主の議決
権をいう。 

２．「議決権」とは、仮想通貨交換業者の株主が当該仮想通貨交換業者の株
主総会の決議に参加する権利として、１株につき１個付与されているもの
をいう。 

［３．～５． 同左］ 
 

別紙様式第８号（第７条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

文 書 番 号 
年  月  日 

商    号 
代表者の氏名       殿 

財務（支）局長       印 
暗号資産交換業者の登録について 

年   月   日付で申請のあった標記のことについては、下記のとおり登録
したので通知します。 

記 
登 録 番 号    財務（支）局長第  号 
登録年月日       年  月  日 

 

別紙様式第８号（第７条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

文 書 番 号 
年  月  日 

商    号 
代表者の氏名       殿 

財務（支）局長       印 
仮想通貨交換業者の登録について 

年   月   日付で申請のあった標記のことについては、下記のとおり登録
したので通知します。 

記 
登 録 番 号    財務（支）局長第  号 
登録年月日       年  月  日 

 
別紙様式第10号（第12条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
別紙様式第10号（第11条１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
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年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 
（郵便番号  －  ）  

住  所           
電話番号（  ）  －    
商  号           

代表者の
氏  名        印  

変 更 届 出 書（事前） 
下記の事項について変更しますので、資金決済に関する法律第63条の６第１項

の規定により届け出ます。 
記 

変更（予定）年月日 変 更 に 係 る 事 項 
変  更  後 変  更  前 

   

（記載上の注意） 
１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

［削る。］ 
 
 
 
２．・３． ［略］ 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 
（郵便番号  －  ）  

住  所           
電話番号（  ）  －    
商  号           

代表者の
氏  名        印  

変 更 届 出 書 
下記の事項について変更しましたので、資金決済に関する法律第63条の６第１

項の規定により届け出ます。 
記 

変 更 年 月 日 変 更 に 係 る 事 項 
変  更  後 変  更  前 

   

（記載上の注意） 
１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの
書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏
名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す
ることができる。 

２．本店（外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内
における主たる営業所）の所在地を他の財務（支）局長の管轄する区域に
変更した場合においては、従前に交付を受けた別紙様式第８号の登録済通
知書を添付すること。 

３．・４． ［同左］ 

 

別紙様式第10号の２（第12条第２項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号 財務（支）局長 第 号 
（郵便番号  －  ）  

住  所           
電話番号（  ）  －    

［様式を加える。］ 
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商  号           

代表者の
氏  名        印  

変 更 届 出 書（事後） 
下記の事項について変更しましたので、資金決済に関する法律第63条の６第２

項の規定により届け出ます。 
記 

変 更 年 月 日 変  更  に  係  る  事  項 
変  更  後 変  更  前 

   

（記載上の注意） 
１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

２．本店（外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内
における主たる営業所）の所在地を他の財務（支）局長の管轄する区域に
変更した場合においては、従前に交付を受けた別紙様式第８号の登録済通
知書を添付すること。 

３．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を添付すること。 

４．登録申請書の第２面以後に係る変更届出については、当該変更事項を修
正した新たな頁を添付すること。 

５．変更に係る事項が「取り扱う暗号資産の名称」又は「暗号資産交換業の
内容及び方法」である場合には、法第63条の６第１項の規定による届出が
不要である理由を適宜の箇所に記載すること。 

 

別紙様式第11号（第37条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
事  業  報  告  書 

第  期  年  月  日から  
年  月  日まで  

年  月  日 
金融庁長官 殿 

別紙様式第11号（第29条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
事  業  報  告  書 

第  期  年  月  日から  
年  月  日まで  

年  月  日 
金融庁長官 殿 

（      ） （      ） 
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住  所          
商  号          

代表者の
氏  名        印 

  年  月  日から  年  月  日までの暗号資産交換業に係る業務
及び収支の状況を次のとおり報告します。 

目           次 
第１ 事業概況書 

［１～３ 略］ 
４ 暗号資産交換業の状況 
５ ［略］ 

第２ 暗号資産交換業に係る収支の状況 
（記載上の注意） 

法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につい
ては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、
「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名
のみを記載することができる。 

住  所          
商  号          

代表者の
氏  名        印 

  年  月  日から  年  月  日までの仮想通貨交換業に係る業務
及び収支の状況を次のとおり報告します。 

目           次 
第１ 事業概況書 

［１～３ 同左］ 
４ 仮想通貨交換業の状況 
５ ［同左］ 

第２ 仮想通貨交換業に係る収支の状況 
（記載上の注意） 

法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書
類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏名」
欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載すること
ができる。 

（第２面） 

第１ 第  期  年  月  日から
事業概況書 

年  月  日まで
１．［略］ 
２．営業所の増減 

［表略］ 
（記載上の注意） 

事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である暗号資産交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書を
その登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略するこ
とができる。 
 

３．取締役等及び職員の増減 
［表略］ 
（記載上の注意） 

１．「執行役」の欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取
締役を兼務する執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること
。 
 当期末における取締役を兼務する執行役の員数   人 

２．［略］ 
３．「職員」の欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」の欄

（第２面） 

第１ 第  期  年  月  日から
事業概況書 

年  月  日まで
１．［同左］ 
２．営業所の増減 

［同左］ 
（記載上の注意） 

事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である仮想通貨交
換業者が、資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号。以下「法
」という。）第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書を
その登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略するこ
とができる。 

３．取締役等及び職員の増減 
［同左］ 
（記載上の注意） 

１．「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締
役を兼務する執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 
 当期末における取締役を兼務する執行役の員数   人 

 
２．［同左］ 
３．「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、

（      ） （      ） 
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は、守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載すること。 
４．［略］ 

守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載すること。 
４．［同左］ 

（第３面） 
４．暗号資産交換業等の状況 

［削る。］ 
 

  自己勘定取引 
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為の状況等 

 暗号資産の単位 
売買・交換 

取引数量 金額 

売買    

売買    

売買    

交換 
  

 
  

交換 
  

 
  

交換 
  

 
  

 

  顧客勘定取引 
  暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為及びそれらの行為

の取次の状況 

 
暗号資産
の単位 

売買・交換 取次 

取引数量 金額 取引数量 金額 

売買      

売買      

売買      

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

  暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為の媒介若しくは代
理の状況 

（第３面） 
４．仮想通貨交換業等の状況 

①．年間取扱件数 
取り扱う仮想通貨の名称：                

  自己勘定取引（売買・交換） 
  仮想通貨の売買 

 件 数 仮想通貨の増減 法定通貨の増減 
平均購入（売却） 

金額 

仮想通貨の購入 件 円

仮想通貨の売却 件 円

合 計 件 円

  他の仮想通貨との交換（他の仮想通貨の名称：       ） 

 件 数 仮想通貨の増減 
他の仮想通貨の

増減 
平均取得（譲渡） 

単位 

仮想通貨の取得 件 

仮想通貨の譲渡 件 

合 計 件 

  顧客勘定取引（売買・交換の媒介・取次・代理） 
  仮想通貨の売買の媒介・取次・代理 

 

 件 数 仮想通貨の増減 法定通貨の増減 
平均購入（売却） 

金額 

仮想通貨の購入 

（媒介・取次・
代理） 

件 円 円

仮想通貨の売却 

（媒介・取次・
代理） 

件

合 計 件

 
 

  他の仮想通貨との交換の媒介・取次・代理（他の仮想通貨の名称：   ） 
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暗号資産
の単位 

媒介 代理 

取引数量 金額 取引数量 金額 

売買      

売買      

売買      

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月 31 日までの間である暗号資産
交換業者が、法第63条の 15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報
告書をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省
略することができる。 

２．「自己勘定取引」は、暗号資産交換業者が自己の資産をもって行う取引
（暗号資産交換業の利用者との間で行う暗号資産交換業に係る取引を除
く。）について記載する。 

３．「交換」の欄は、交換の対象となる暗号資産をそれぞれ上段・下段に記
載する。 

４．「金額」の欄は、円で表示の上、帳簿価額を記載する。 
５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第３面の次に添付すること。 

 
件 数 仮想通貨の増減 

他の仮想通貨の
増減 

平均取得 
（譲渡）金額 

仮想通貨の取得 
（媒介・取次・

代理） 

件

仮想通貨の譲渡 
（媒介・取次・

代理） 

合 計 件
 

（第４面） 
［削る。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．法定通貨及び暗号資産の残高 

  自己勘定 
  ［略］ 

（第４面） 
（記載上の注意） 

１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月 31 日までの間である仮想通貨
交換業者が、法第63条の 15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報
告書をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省
略することができる。 

２．原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載する。 
３．売買件数は、約定基準により記載する。 
４．仮想通貨の金額欄については、交換によって自己又は顧客が所得した仮
想通貨の数量及び簿価を記載する。 

５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第３面の次に添付すること。 

５．法定通貨及び仮想通貨の残高 
  自己勘定 
  ［同左］ 
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  暗号資産 

暗号資産の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

合     計  円 円 

  顧客勘定 
  ［略］ 
  暗号資産 

暗号資産の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

合     計  円 円 

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月 31 日までの間である暗号資産
交換業者が、法第63条の 15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報
告書をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省
略することができる。 

２．「暗号資産の名称」の欄には、取り扱う暗号資産ごとに記載する。 
 
３．「  自己勘定   暗号資産」及び「  顧客勘定   暗号資産」
の表中、括弧書きには取り扱う暗号資産で用いている単位を記載する。 

４．［略］ 

  仮想通貨 

仮想通貨の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 

 （） 円 

 （） 円 

合     計  円 

  顧客勘定 
  ［同左］ 
  仮想通貨 

仮想通貨の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 

 （） 円 

 （） 円 

合     計  円 

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である仮想通貨交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書
をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

２．「仮想通貨の名称」の欄には、原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載する
。 

３．「  自己勘定   仮想通貨」及び「  顧客勘定   仮想通貨」
の表中、括弧書きには取り扱う仮想通貨で用いている単位を記載する。 

４．［同左］ 
（第５面） 

６．苦情処理及び紛争解決の状況 
［略］ 
（記載上の注意） 

指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在する場合にあっては手続実施
基本契約を締結している指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名
称、指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在していない場合にあっては苦
情処理措置及び紛争解決措置の内容を記載すること。 

第２ 暗号資産交換業に係る収支の状況 

 

 期（実績） 期（実績） 期（実績） 期（予想） 

売上高     

売上原価     

（第５面） 
６．苦情処理及び紛争解決の状況 

［同左］ 
（記載上の注意） 

指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在する場合にあっては手続実施
基本契約を締結している指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名
称、指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在していない場合にあっては苦
情処理措置及び紛争解決措置の内容を記載すること。 

第２ 仮想通貨交換業に係る収支の状況 

（単位：千円） 

 期（実績） 期（実績） 期（実績） 期（予想） 

売上高     

売上原価     
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売上総利益     

販売費・一般管理費     

営業利益     

所要必要資金     

借入調達     

増資調達     

その他     
 

（記載上の注意） 
１．暗号資産交換業開始後三事業年度の実績と翌事業年度の予想を記載する
こと。 

２．［略］ 
以 上 

 

 
売上総利益     

販売費・一般管理費     

営業利益     

所要必要資金     

借入調達     

増資調達     

その他     

（記載上の注意） 
１．仮想通貨交換業開始後三事業年度の実績と翌事業年度の予想を記載する
こと。 

２．［同左］ 
以 上 

別紙様式第12号（第37条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
事  業  報  告  書 

 
 

第  期  年  月  日から  
年  月  日まで  

年  月  日 

金融庁長官 殿 
住    所          
商    号          

代表者の氏名          

国内における
代表者の氏名        印 

  年  月  日から  年  月  日までの暗号資産交換業に係る業務
及び収支の状況を次のとおり報告します。 

目          次 
第１ 事業概況書 

［１～３ 略］ 
４ 暗号資産交換業の状況 
５ ［略］ 

第２ 暗号資産交換業に係る収支の状況 
（記載上の注意） 

法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につい

別紙様式第12号（第29条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
事  業  報  告  書 

 
 

第  期  年  月  日から  
年  月  日まで  

年  月  日 
金融庁長官 殿 

住    所          
商    号          

代表者の氏名          

国内における
代表者の氏名        印 

  年  月  日から  年  月  日までの仮想通貨交換業に係る業務
及び収支の状況を次のとおり報告します。 

目          次 
第１ 事業概況書 

［１～３ 同左］ 
４ 仮想通貨交換業の状況 
５ ［同左］ 

第２ 仮想通貨交換業に係る収支の状況 
（記載上の注意） 

法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書

（      ） （      ） 
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ては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、
「国内における代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、
又は当該氏名のみを記載することができる。 

類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「国内における代
表者の氏名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを
記載することができる。 

（第２面） 

第１ 第  期  年  月  日から
事業概況書 

年  月  日まで
１．［略］ 

２．営業所の増減 
［表略］ 
（記載上の注意） 

事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である外国暗号資
産交換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告
書をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 
 

３．役職員の増減 
［表略］ 
（記載上の注意） 

１．「執行役」の欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取
締役を兼務する執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること
。 
 当期末における取締役を兼務する執行役の員数   人 

２．［略］ 
３．「職員」の欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」の欄
は、守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４．［略］ 

（第２面） 

第１ 第  期  年  月  日から
事業概況書 

年  月  日まで
１．［同左］ 
２．営業所の増減 

［同左］ 
（記載上の注意） 

事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である外国仮想通
貨交換業者が、資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号。以下
「法」という。）第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告
書をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

３．役職員の増減 
［同左］ 
（記載上の注意） 

１．「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締
役を兼務する執行役の員数については、欄外に次のとおり記載すること。 
 当期末における取締役を兼務する執行役の員数   人 

 
２．［同左］ 
３．「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、
守衛、用務員、自動車運転手等の職員数を記載すること。 

４．［同左］ 
（第３面） 

４．暗号資産交換業等の状況 
［削る。］ 

 

  自己勘定取引 

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為の状況 

 暗号資産の単位 
売買・交換 

取引数量 金額 

売買    

売買    

売買    

交換 
  

 
  

 

（第３面） 
４．仮想通貨交換業の状況 

①．年間取扱件数 
取り扱う仮想通貨の名称：                

  自己勘定取引（売買・交換） 

  仮想通貨の売買 

 件 数 仮想通貨の増減 法定通貨の増減 
平均購入（売却） 

金額 

仮想通貨の購入 件 円

仮想通貨の売却 件 円

合 計 件 円

  他の仮想通貨との交換（他の仮想通貨の名称：       ） 

（      ） （      ） 
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交換 
  

 
  

交換 
  

 
  

 
 

  顧客勘定取引 

  暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為及びそれらの行為
の取次の状況 

 
暗号資産
の単位 

売買・交換 取次 

取引数量 金額 取引数量 金額 

売買      

売買      

売買      

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

  暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る行為の媒介若しくは代
理の状況 

 
暗号資産
の単位 

媒介 代理 

取引数量 金額 取引数量 金額 

売買      

売買      

売買      

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

交換 
  

 
  

   

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である暗号資産交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書
をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

 件 数 仮想通貨の増減 
他の仮想通貨の

増減 
平均取得（譲渡） 

単位 

仮想通貨の取得 件

仮想通貨の譲渡 件

合 計 件

  顧客勘定取引（売買・交換の媒介・取次・代理） 
  仮想通貨の売買の媒介・取次・代理 

 

 件 数 仮想通貨の増減 法定通貨の増減 
平均購入（売却） 

金額 

仮想通貨の購入 
（媒介・取次・

代理） 
件 円 円

仮想通貨の売却 
（媒介・取次・

代理） 
件

合 計 件

 
 
  他の仮想通貨との交換の媒介・取次・代理（他の仮想通貨の名称：   ） 

 

 件 数 仮想通貨の増減 
他の法定通貨の

増減 
平均取得（譲渡） 

単位 

仮想通貨の取得 
（媒介・取次・

代理） 
件

仮想通貨の譲渡 
（媒介・取次・

代理） 

合 計 件
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２．「自己勘定取引」は、暗号資産交換業者が自己の資産をもって行う取引
（暗号資産交換業の利用者との間で行う暗号資産交換業に係る取引を除
く。）について記載する。 

３．「顧客勘定取引」は、外国暗号資産交換業者にあっては、国内に住所を
有する利用者に係る取引についてのみ記載する。 

４．「交換」の欄は、交換の対象となる暗号資産をそれぞれ上段・下段に記
載する。 

５．「金額」の欄は、円で表示の上、帳簿価額を記載する。 
６．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第３面の次に添付すること。 

（第４面） 
［削る。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．法定通貨及び暗号資産の残高 

  自己勘定 
  ［略］ 
  暗号資産 

暗号資産の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

 （） 円 円 

合     計  円 円 

  顧客勘定 
  ［略］ 
  暗号資産 

暗号資産の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円 円  

（第４面） 
（記載上の注意） 

１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である仮想通貨交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書
をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

２．原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載する。 
３．売買件数は、約定基準により記載する。なお、外国仮想通貨交換業者に
おいては、国内に住所を有する利用者との間で行われた売買件数について
のみ記載する。 

４．仮想通貨の金額欄については、交換によって自己又は顧客が所得した仮
想通貨の数量及び簿価を記載する。 

５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第３面の次に添付すること。 

５．法定通貨及び仮想通貨の残高 
  自己勘定 
  ［同左］ 
  仮想通貨 

仮想通貨の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円  

 （） 円  

 （） 円  

合     計  円  

  顧客勘定 
  ［同左］ 
  仮想通貨 

仮想通貨の名称 残     高 年間平均価格 期末の市場価格 

 （） 円   
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 （） 円 円 

 （） 円 円 

合     計  円 円 

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である暗号資産交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書
をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

２．「暗号資産の名称」の欄には、取り扱う暗号資産ごとに記載する。 
 
３．外国暗号資産交換業者にあっては、国内に住所を有する利用者に係る残
高についてのみ記載する。 

４．「  自己勘定   暗号資産」及び「  顧客勘定   暗号資産」
の表中、括弧書きには取り扱う暗号資産で用いている単位を記載する。 

５．［略］ 

 （） 円  

 （） 円  

合     計  円  

（記載上の注意） 
１．事業年度の期間が４月１日から翌年３月31日までの間である仮想通貨交
換業者が、法第63条の15第１項の規定に基づく当該事業年度の業務報告書
をその登録をした財務（支）局長に提出している場合には、記載を省略す
ることができる。 

２．「仮想通貨の名称」の欄には、原則、取り扱う仮想通貨ごとに記載する
。 

３．外国仮想通貨交換業者においては、国内に住所を有する利用者に係る残
高ついてのみ記載する。 

４．「  自己勘定   仮想通貨」及び「  顧客勘定   仮想通貨」
の表中、括弧書きには取り扱う仮想通貨で用いている単位を記載する。 

５．［同左］ 
（第５面） 

６．苦情処理及び紛争解決の状況 
［略］ 
（記載上の注意） 

指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在する場合にあっては手続実施
基本契約を締結している指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名
称、指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在していない場合にあっては苦
情処理措置及び紛争解決措置の内容を記載すること。 

第２ 暗号資産交換業に係る収支の状況（日本国内における暗号資産交換業に係
るものに限る。） 

 

 期（実績） 期（実績） 期（実績） 期（予想） 

売上高     

売上原価     

売上総利益     

販売費・一般管理費     

営業利益     

所要必要資金     

借入調達      
増資調達     

その他     

（記載上の注意） 
１．暗号資産交換業開始後三事業年度の実績と翌事業年度の予想を記載する

（第５面） 
６．苦情処理及び紛争解決の状況 

［同左］ 
（記載上の注意） 

指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在する場合にあっては手続実施
基本契約を締結している指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名
称、指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在していない場合にあっては苦
情処理措置及び紛争解決措置の内容を記載すること。 

第２ 仮想通貨交換業に係る収支の状況（日本国内における仮想通貨交換業に係
るものに限る。） 

（単位：千円） 

 期（実績） 期（実績） 期（実績） 期（予想） 

売上高     

売上原価     

売上総利益     

販売費・一般管理費     

営業利益     

所要必要資金     

借入調達      
増資調達     

その他     

（記載上の注意） 
１．仮想通貨交換業開始後三事業年度の実績と翌事業年度の予想を記載する
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こと。 
２．［略］ 

以 上 
 

こと。 
２．［同左］ 

以 上 

別紙様式第13号（第38条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
※登録番号   財務（支）局長  第  号 

（郵便番号  －  ） 
住  所          

電話番号（  ）  －    
商  号          

代表者の
氏  名            印 

利用者財産の管理に関する報告書 
暗号資産交換業者に関する内閣府令第 38 条第１項の規定により、利用者財産

の分別管理の状況を次のとおり報告します。 
１．利用者の金銭及び暗号資産の分別管理の状況 

 
管理の方法 

当期末残高 
（  年 月 

日） 

前期末残高 
（  年 月 

日） 
内   訳 

金 
 
 
 
 

銭 

 

   

（   千円） （   千円） 
外貨の種類： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

 

   

（   千円） （   千円） 
外貨の種類： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

暗 

号 

資 

産 

    

 （   千円） （   千円） 
暗号資産の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

 

   

（   千円） （   千円） 
暗号資産の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

 

別紙様式第13号（第30条第１項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
※登録番号   財務（支）局長  第  号 

（郵便番号  －  ） 
住  所          

電話番号（  ）  －    
商  号          

代表者の
氏  名            印 

利用者財産の管理に関する報告書 
仮想通貨交換業者に関する内閣府令第 30 条第１項の規定により、利用者財産

の分別管理の状況を次のとおり報告します。 
１．分別管理の状況 

 
管理の方法 

当期末残高 
（  年 月 

日） 

前期末残高 
（  年 月 

日） 
内   訳 

金 
 
 
 
 

銭 

 

   

（   千円） （   千円） 
外貨の種類： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

 

   

（   千円） （   千円） 
外貨の種類： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

仮 

想 

通 

貨 

    

 （   千円） （   千円） 
仮想通貨の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

 

   

（   千円） （   千円） 
仮想通貨の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 
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（第２面） 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

２．「管理の方法」の欄には、暗号資産について「自己で管理」 、「第三者
による管理」の別を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期
末残高及び前期末残高を記載すること。 

 
３．「当期末残高」及び「前期末残高」について、金銭であってその種類が
外貨である場合は外貨建てで記載するとともに、括弧内に邦貨換算した金
額を記載すること。また、暗号資産の場合は暗号資産建てで記載するとと
もに、括弧内に邦貨換算した金額を記載すること。 

４．「内訳」 の欄には、金銭の場合には受託者である信託会社等の商号又は
名称及び当該信託会社等ごとの当期末残高を記載すること。また、暗号資
産の場合には管理方法及び法第63条の11第2項後段に規定する内閣府令で
定める要件に該当するときはその旨を簡潔に記載し、暗号資産であって「
第三者による管理」の場合には相手方の商号又は名称及び当該相手方ごと
の当期末残高を記載すること。加えて、記載上の注意２．において邦貨換
算に使用した外国為替又は暗号資産の価格及び価格取得日を記載するこ
と。 

５．金銭については通貨ごとに記載し、暗号資産についてはその種類ごとに
記載すること。 

６．［略］ 
［削る。］ 

（第２面） 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの
書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏
名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す
ることができる。 

２．「管理の方法」の欄には、現金については「預金」 、「金銭信託」の別
を記載し、仮想通貨については「自己で管理」 、「第三者による管理」の
別を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期末残高及び前期
末残高を記載すること。 

３．「当期末残高」及び「前期末残高」について、金銭であってその種類が
外貨である場合は外貨建てで記載するとともに、括弧内に邦貨換算した金
額を記載すること。また、仮想通貨の場合は仮想通貨建てで記載するとと
もに、括弧内に邦貨換算した金額を記載すること。 

４．「内訳」 の欄には、金銭の場合には預金等の相手方の商号又は名称及び
当該相手方ごとの当期末残高を記載すること。また、仮想通貨であって「
自己で管理」の場合には管理方法を簡潔に記載し、仮想通貨であって「第
三者による管理」の場合には相手方の商号又は名称及び当該相手方ごとの
当期末残高も記載すること。加えて、２．において邦貨換算に使用した外
国為替又は仮想通貨の価格及び価格取得日を記載すること。 

 
 
５．金銭については通貨ごとに記載し、仮想通貨についてはその種類ごとに
記載すること。 

６．［同左］ 
２．分別管理監査の状況 

分別管理監査を行う者 分別管理監査の基準日 
分別管理監査の結果の

報告日 

   
 

（第３面） 
２．履行保証暗号資産の分別管理の状況 

 
管理の方法 

当期末残高 
（  年 月 

日） 

前期末残高 
（  年 月 

日） 
内   訳 

履
行
保
証

 

   

（   千円） （   千円） 
暗号資産の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日：      

［加える。］ 
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暗
号
資
産 

 

   

（   千円） （   千円） 
暗号資産の名称： 
邦貨換算価格： 
換算価格取得日： 

（記載上の注意） 
１．「管理の方法」の欄には、「自己で管理」、「第三者による管理」の別
を記載すること。また、記載した管理の方法ごとに当期末残高及び前期末
残高を記載すること。 

２．「当期末残高」及び「前期末残高」について、暗号資産建てで記載する
とともに、括弧内に邦貨換算した金額を記載すること。 

３．「内訳｣ の欄には、管理方法を簡潔に記載し、「第三者による管理」の
場合には相手方の商号又は名称及び当該相手方ごとの当期末残高も記載
すること。加えて、記載上の注意２．において邦貨換算に使用した暗号資
産の価格及び価格取得日を記載すること。 

４．暗号資産の種類ごとに記載すること。 
５．記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、
その書面を第３面の次に添付すること。 

３．分別管理監査の状況 

分別管理監査を行う者 分別管理監査の基準日 
分別管理監査の結果の報

告日 

   

４．履行保証暗号資産分別管理監査の状況 

履行保証暗号資産 
分別管理監査を行う者 

履行保証暗号資産 
分別管理監査の基準日 

履行保証暗号資産 
分別管理監査の結果の報

告日 

   
 

 
別紙様式第 14号（第40条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
（郵便番号  －  ）       

届出者 住  所                
電話番号（  ）  －      

商  号                

代表者の
氏  名             印 

暗号資産交換業の廃止等届出書 

 
別紙様式第 14号（第32条第１項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 
年  月  日 

財務（支）局長 殿 
（郵便番号  －  ）       

届出者 住  所                
電話番号（  ）  －      

商  号                

代表者の
氏  名             印 

仮想通貨交換業の廃止等届出書 
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資金決済に関する法律第63条の 20第１項の規定により届け出ます。 
記 

１．廃業等をした暗号資産交換業者 

商号  
登録年月日  
登録番号 財務（支）局長 第    号 
届出事由  
廃止等年月日  
暗号資産交換業の全部又は一部
を廃止したときは、その理由 
□全部 □一部 

 

暗号資産交換業の全部又は一部
廃止したときは、廃止する暗号資
産交換業の内容 
□全部 □一部 

 

事業譲渡等の事由により暗号資
産交換業を廃止したときは、当該
業務の承継方法及びその承継先 
□全部 □一部 

 

届出者と暗号資産交換業者の関
係 

 

（記載上の注意） 
１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

［２．～４． 略］ 
 

資金決済に関する法律第63条の 20第１項の規定により届け出ます。 
記 

１．廃業等をした仮想通貨交換業者 

商号  
登録年月日  
登録番号 財務（支）局長 第    号 
届出事由  
廃止等年月日  
仮想通貨交換業の全部又は一部
を廃止したときは、その理由 
□全部 □一部 

 

仮想通貨交換業の全部又は一部
廃止したときは、廃止する仮想通
貨交換業の内容 
□全部 □一部 

 

事業譲渡等の事由により仮想通
貨交換業を廃止したときは、当該
業務の承継方法及びその承継先 
□全部 □一部 

 

届出者と仮想通貨交換業者の関
係 

 

（記載上の注意） 
１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの
書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏
名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す
ることができる。 

［２．～４． 同左］ 
 

別紙様式第15号（第40条第５項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 
住所（郵便番号）             

電話番号（  ）  －       
商  号              

代表者の
氏  名           印 

別紙様式第15号（第32条第５項関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 
住所（郵便番号）             

電話番号（  ）  －       
商  号              

代表者の
氏  名           印 
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暗号資産交換業廃止公告届出書 
年  月  日付で下記の方法により暗号資産交換業の（ 全部 ・ 一部 ）

を廃止する旨の公告を行ったので、当該公告の写しを添付して、暗号資産交換業
者に関する内閣府令第40条第５項の規定により届け出ます。 

記 
公告の方法 
［略］ 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

２．本文中の括弧内について、暗号資産交換業の全部廃止か一部廃止かに応
じて丸囲みをすること。 

３．［略］ 
 

仮想通貨交換業廃止公告届出書 
年  月  日付で下記の方法により仮想通貨交換業の（ 全部 ・ 一部 ）

を廃止する旨の公告を行ったので、当該公告の写しを添付して、仮想通貨交換業
者に関する内閣府令第32条第５項の規定により届け出ます。 

記 
公告の方法 
［同左］ 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請書又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの
書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏
名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す
ることができる。 

２．本文中の括弧内について、仮想通貨交換業の全部廃止か一部廃止かに応
じて丸囲みをすること。 

３．［同左］ 
 

別紙様式第16号（第41条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 
住所（郵便番号）             

電話番号（  ）  －       
商  号              

代表者の
氏  名           印  

法令違反行為等届出書 
取締役等又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為又は暗号資産

交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったため、暗号資産交換業者
に関する内閣府令第41条の規定により届け出ます。 

記 
［表略］ 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請者又は法第63条の６第１項若しくは第２
項の規定による届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者につ
いては、これらの書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの
間、「代表者の氏名」の欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当
該氏名のみを記載することができる。 

別紙様式第16号（第33条関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

年  月  日 
財務（支）局長 殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 
住所（郵便番号）             

電話番号（  ）  －       
商  号              

代表者の
氏  名           印  

法 令 違 反 行 為 等 届 出 書 
取締役等又は従業者に仮想通貨交換業に関し法令に違反する行為又は仮想通貨

交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったため、仮想通貨交換業者
に関する内閣府令第33条の規定により届け出ます。 

記 
［同左］ 
（記載上の注意） 

１．法第63条の３第１項の登録申請者又は法第63条の６第１項の規定による
届出書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの
書類に記載した当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「代表者の氏
名」欄に当該氏名を括弧書きで併せて記載し、又は当該氏名のみを記載す
ることができる。 
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２．［略］ ２．［同左］ 
備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

３

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

電
子
記
録
移
転
権
利

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移

［
号
を
加
え
る
。
］

転
権
利
を
い
う
。

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

六

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

六

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

［
七
～
十
二

略
］

［
七
～
十
二

同
上
］

（
電
子
記
録
移
転
権
利
か
ら
除
か
れ
る
場
合
）

第
九
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

［
条
を
加
え
る
。
］

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一

当
該
財
産
的
価
値
を
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
に
取
得
さ

せ
、
又
は
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ

て
い
る
こ
と
。

イ

適
格
機
関
投
資
家

ロ

令
第
十
七
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
第
十
三
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号
に
掲
げ
る
者

ハ

企
業
年
金
基
金
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令

（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
二
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項

に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

ニ

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
三
十
三
条
の
二
第
三

項
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
個
人

ホ

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
三
十
三
条
の
二
第
四

項
に
定
め
る
者

二

当
該
財
産
的
価
値
の
移
転
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
権
利
を
有
す
る
者
か
ら

の
申
出
及
び
当
該
権
利
の
発
行
者
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か

ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ト

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
及
び
暗
号
資
産
」
と
す
る
。

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

第
十
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

第
十
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
金
融

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

［
一
～
二
十

略
］

［
一
～
二
十

同
上
］
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二
十
一

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に

二
十
一

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
託
会
社
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
管
理
型
信
託
会
社
を
除
く

規
定
す
る
信
託
会
社
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
管
理
型
信
託
会
社
を
除
く

。
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
二
イ 

、
第
四
号
の
二
ハ
及
び
第
七
号
に
お

。
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
二
イ 

及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
金
融
庁
長
官
に
届
出
を
行
っ
た
者

う
ち
金
融
庁
長
官
に
届
出
を
行
っ
た
者

二
十
二

信
託
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
（
同
条
第
七

二
十
二

信
託
業
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
外
国
信
託
会
社
（
同
条
第
七

項
に
規
定
す
る
管
理
型
外
国
信
託
会
社
を
除
く
。
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号

項
に
規
定
す
る
管
理
型
外
国
信
託
会
社
を
除
く
。
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号

の
二
イ 

、
第
四
号
の
二
ハ
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
金
融

の
二
イ 

及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
金
融
庁
長
官
に
届
出
を

庁
長
官
に
届
出
を
行
っ
た
者

行
っ
た
者

二
十
三

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長

二
十
三

［
同
上
］

官
に
届
出
を
行
っ
た
法
人
（
存
続
厚
生
年
金
基
金
を
除
き
、
ロ
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
届
出
を
行
っ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
業
務
執
行
組
合
員
等
（
組

合
契
約
を
締
結
し
て
組
合
の
業
務
の
執
行
を
委
任
さ
れ
た
組
合
員
、
匿
名
組

合
契
約
を
締
結
し
た
営
業
者
若
し
く
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
を
締
結
し

て
組
合
の
重
要
な
業
務
の
執
行
の
決
定
に
関
与
し
、
か
つ
、
当
該
業
務
を
自

ら
執
行
す
る
組
合
員
又
は
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
を
い

う
。
ロ
及
び
第
二
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
取
引
を
行
う
場
合
に

限
る
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
法
人
が
業
務
執
行
組
合
員
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全

ロ

当
該
法
人
が
業
務
執
行
組
合
員
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要

て
に
該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

件
に
該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

二
十
三
の
二

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
金
融

二
十
三
の
二

［
同
上
］

庁
長
官
に
届
出
を
行
っ
た
特
定
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
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（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
資
産
流
動
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
い
う
。
第
二
十
三
条
第
六
号
に
お

い
て
同
じ
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

資
産
流
動
化
法
第
二
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
資
産
（
そ
の

ロ

資
産
流
動
化
法
第
二
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
資
産
（
そ
の

取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
い
、
法
第
二

取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
い
、
法
第
二

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
含
む
。
第
十
三
条

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
含
む
。
第
十
三
条

第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ

第
二
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
有
価
証
券
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ

る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
有
価
証
券
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
管
理
及
び
処
分
に
係
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
信
託
会
社
等
（
資

。
）
の
管
理
及
び
処
分
に
係
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
信
託
会
社
等
（
資

産
流
動
化
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
の
う
ち
、
適

産
流
動
化
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
等
の
う
ち
、
適

格
機
関
投
資
家
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
チ
に
お
い
て
同

格
機
関
投
資
家
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。
第
三
項
第
三
号
チ
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
当
該
特
定
資
産
に
係
る
信
託
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
か
つ
、

じ
。
）
と
当
該
特
定
資
産
に
係
る
信
託
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
か
つ
、

当
該
届
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
の

当
該
届
出
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
の

決
議
が
あ
る
こ
と
。

決
議
が
あ
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二
十
四

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長

二
十
四

［
同
上
］

官
に
届
出
を
行
っ
た
個
人
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
届
出
を
行
っ
た
個

人
に
あ
っ
て
は
、
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て
取
引
を
行
う
場
合
に
限
る
。

）イ

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

［ 

・ 

略
］

［ 
・ 

同
上
］

ロ

当
該
個
人
が
業
務
執
行
組
合
員
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全

ロ

当
該
個
人
が
業
務
執
行
組
合
員
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
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て
に
該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

件
に
該
当
す
る
こ
と
（
イ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

［
二
十
五
～
二
十
七

略
］

［
二
十
五
～
二
十
七

同
上
］

２

そ
の
発
行
の
際
に
そ
の
取
得
勧
誘
が
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場

２

そ
の
発
行
の
際
に
そ
の
取
得
勧
誘
が
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
勧
誘
の
相
手
方

合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
勧
誘
の
相
手
方

か
ら
除
か
れ
る
適
格
機
関
投
資
家
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
又
は
同
項
第
二

か
ら
除
か
れ
る
適
格
機
関
投
資
家
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
又
は
同
項
第
二

号
イ
若
し
く
は
法
第
二
条
の
三
第
四
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

号
イ
若
し
く
は
法
第
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
っ
た
有
価
証
券
を
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
取
得
し
又
は
買
い
付
け

も
の
で
あ
っ
た
有
価
証
券
を
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
取
得
し
又
は
買
い
付
け

た
場
合
（
当
該
取
得
又
は
買
付
け
の
際
に
、
当
該
有
価
証
券
に
関
し
て
法
第
四

た
場
合
（
当
該
取
得
又
は
買
付
け
の
際
に
、
当
該
有
価
証
券
に
関
し
て
法
第
四

条
第
七
項
に
規
定
す
る
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
又
は
そ
の
者
が
前
項
第
一

条
第
七
項
に
規
定
す
る
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
又
は
そ
の
者
が
前
項
第
一

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

者
で
同
項
た
だ
し
書
の
指
定
を
既
に
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
た
場
合
、
同
項
第

者
で
同
項
た
だ
し
書
の
指
定
を
既
に
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
た
場
合
、
同
項
第

十
五
号
に
掲
げ
る
者
で
同
項
た
だ
し
書
の
指
定
を
既
に
解
除
さ
れ
て
い
た
者
で

十
五
号
に
掲
げ
る
者
で
同
項
た
だ
し
書
の
指
定
を
既
に
解
除
さ
れ
て
い
た
者
で

あ
っ
た
場
合
若
し
く
は
同
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
若
し
く
は
第
二

あ
っ
た
場
合
若
し
く
は
同
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
若
し
く
は
第
二

十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
第
五
項
に
規
定
す
る
期

十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
第
五
項
に
規
定
す
る
期

間
を
経
過
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
が
前
項
第
一
号
か
ら
第

間
を
経
過
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
者
が
前
項
第
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
同
項

十
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
同
項

た
だ
し
書
の
指
定
を
受
け
た
場
合
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
で
同
項
た
だ

た
だ
し
書
の
指
定
を
受
け
た
場
合
、
同
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
で
同
項
た
だ

し
書
の
指
定
を
解
除
さ
れ
た
場
合
又
は
同
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号

し
書
の
指
定
を
解
除
さ
れ
た
場
合
又
は
同
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号

若
し
く
は
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
第
五
項

若
し
く
は
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
第
五
項

に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け

に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け

の
申
込
み
又
は
そ
の
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
を
行
う
場
合
に
は
適
格
機
関
投

の
申
込
み
又
は
そ
の
買
付
け
の
申
込
み
の
勧
誘
を
行
う
場
合
に
は
適
格
機
関
投

資
家
に
該
当
す
る
者
と
み
な
し
て
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

資
家
に
該
当
す
る
者
と
み
な
し
て
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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［
３
～

略
］

［
３
～

同
上
］

11

11

第
一
項
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
非
居
住
者
に
限
る
。

第
一
項
第
二
十
三
号
及
び
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
非
居
住
者
に
限
る
。

12

12

）
並
び
に
同
項
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
は
、
本
邦
内

）
並
び
に
同
項
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
は
、
本
邦
内

に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て

に
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て

、
当
該
者
が
取
得
し
た
有
価
証
券
（
そ
の
発
行
の
際
に
そ
の
取
得
勧
誘
が
法
第

、
当
該
者
が
取
得
し
た
有
価
証
券
（
そ
の
発
行
の
際
に
そ
の
取
得
勧
誘
が
法
第

二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定

二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
同
号
の
規
定

に
よ
り
当
該
取
得
勧
誘
の
相
手
方
か
ら
除
か
れ
る
適
格
機
関
投
資
家
を
相
手
方

に
よ
り
当
該
取
得
勧
誘
の
相
手
方
か
ら
除
か
れ
る
適
格
機
関
投
資
家
を
相
手
方

と
し
て
行
う
も
の
又
は
同
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
法
第
二
条
の
三
第
四
項
第
二

と
し
て
行
う
も
の
又
は
同
項
第
二
号
イ
若
し
く
は
法
第
二
条
の
二
第
四
項
第
二

号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
有
価
証
券
に
限
る
。
）
に
係

号
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
有
価
証
券
に
限
る
。
）
に
係

る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
及
び
同
条
第
二
項
の
規

る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
者
を
代
理
す
る

定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
者
を
代
理
す
る

権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
同
一
種
類
の
有
価
証
券
等
）

（
同
一
種
類
の
有
価
証
券
等
）

第
十
条
の
二

令
第
一
条
の
四
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
イ

第
十
条
の
二

［
同
上
］

及
び
ロ
、
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
イ
、
第
一
条
の
七
第
二
号
イ 

、

ロ 

及
び 

並
び
に
ハ 

及
び 

、
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ

及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
、
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
イ
並
び
に
第
一

条
の
八
の
四
第
三
号
イ 

、
ロ 

及
び 

並
び
に
ハ 

及
び 

に
規
定
す
る
同

一
種
類
の
有
価
証
券
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
有
価
証
券
及

び
当
該
有
価
証
券
と
発
行
者
が
同
一
で
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
同
一
で
あ
る
有
価
証
券
と
す
る
。

［
一
～
十
八

略
］

［
一
～
十
八

同
上
］
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十
九

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
三
号
に
掲

十
九

［
同
上
］

げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者

以
外
の
会
社
が
発
行
し
た
有
価
証
券
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
証
券

」
と
い
う
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
当
該
特
約
に
基
づ
き
有
価
証
券
を
保
有
す
る

者
が
当
該
有
価
証
券
の
発
行
会
社
に
対
し
対
象
証
券
に
よ
る
償
還
を
受
け
る

権
利
を
有
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
に
定
め
る
事
項

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

二
十

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
三
号
に
掲

二
十

［
同
上
］

げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
前
号
に
規
定
す
る
特
約
以

外
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

第
十
八
号
に
定
め
る
事
項

イ

第
十
八
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
二
十
一
～
二
十
六

略
］

［
二
十
一
～
二
十
六

同
上
］

二
十
七

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

［
号
を
加
え
る
。
］

一
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産

ロ

信
託
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
受
益
債
権
の
内
容

ハ

弁
済
期

二
十
八

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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前
号
に
定
め
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

二
十
九

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

［
号
を
加
え
る
。
］

三
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
権
利
を
有
す
る
者
が
社
員
と
な
る
合
名
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同

会
社
が
行
う
事
業

三
十

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第
四

［
号
を
加
え
る
。
］

号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

前
号
に
定
め
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

三
十
一

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

［
号
を
加
え
る
。
］

五
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

出
資
対
象
事
業

三
十
二

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

［
号
を
加
え
る
。
］

六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

前
号
に
定
め
る
事
項
に
準
ず
る
事
項

三
十
三

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
令
第
一

［
号
を
加
え
る
。
］

条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
学
校
法
人
等
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
債
権
（
電

子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲

げ
る
事
項

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
取
得
勧
誘
に
お
け
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す

（
取
得
勧
誘
に
お
け
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す

る
制
限
等
）

る
制
限
等
）

第
十
一
条

令
第
一
条
の
四
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式
は

第
十
一
条

令
第
一
条
の
四
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式
は
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、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
満

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

た
す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す

一

当
該
有
価
証
券
に
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁

る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に

止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。
）

よ
り
記
録
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当

が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取

該
財
産
的
価
値
を
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

二

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情
報

当
す
る
こ
と
。

を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い

イ

当
該
有
価
証
券
に
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が

る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う

。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証

券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
（
社
債
等
振
替
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
有
価
証
券
に
転

売
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
（
社
債
等
振
替
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
加
入
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
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れ
て
い
る
こ
と
。

２

令
第
一
条
の
四
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲

２

令
第
一
条
の
四
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各

げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当
該
財
産
的
価

こ
と
。

値
を
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
す
る
こ
と
。

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

 

当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

れ
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
場
合
は
、
前
号
に
掲
げ
る
要
件
の
ほ
か
、
次
に

二

［
同
上
］

掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
。
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イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価

証
券
信
託
受
益
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第

証
券
信
託
受
益
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第

十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券

十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を

と
み
な
さ
れ
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該

有
す
る
も
の

受
託
有
価
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
受

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有

託
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一

す
る
も
の

受
託
有
価
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
受
託

条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
令

有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条

第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す

の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
令
第

る
こ
と
。

一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

こ
と
。

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券

次
の
い
ず
れ
か
の

ロ

［
同
上
］

場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

 

有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
売
買
そ
の
他

 

有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
よ
り
売
買
そ
の
他

の
取
引
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
（
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
ロ 

、

の
取
引
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
（
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
ロ
、
第

第
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ロ 

及
び
第
十
三
条
の
七
第
三
項
第
二

十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
十
三
条
の
七
第
三
項
第
二
号
ロ

号
ロ 

に
お
い
て
「
原
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
令
第
一
条
の
四
各

に
お
い
て
「
原
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は

号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区

第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応

分
に
応
じ
、
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
定
め

じ
、
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
定
め
る
場
合

る
場
合

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第

社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
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二
号
若
し
く
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
ロ
若
し

二
号
若
し
く
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
ロ
若
し

く
は
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行

く
は
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で

き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券

き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券

」
と
い
う
。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お

」
と
い
う
。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お

い
て
「
償
還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る

い
て
「
償
還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と

。

 

令
第
一
条
の
四
第
一
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
有

 

令
第
一
条
の
四
第
一
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
有

価
証
券

令
第
一
条
の
四
第
一
号
に
定
め
る
場
合
（
当
該
償
還
有
価
証

価
証
券

令
第
一
条
の
四
第
一
号
に
定
め
る
場
合
（
当
該
償
還
有
価
証

券
が
新
た
に
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
で
な
く
、
か
つ
、
当
該
償
還
有
価

券
が
新
た
に
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
で
な
く
、
か
つ
、
当
該
償
還
有
価

証
券
の
発
行
者
が
当
該
転
換
債
券
の
発
行
者
の
親
会
社
（
会
社
法
第
二

証
券
の
発
行
者
が
当
該
転
換
債
券
の
発
行
者
の
親
会
社
（
会
社
法
第
二

条
第
四
号
に
掲
げ
る
親
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
ニ 

条
第
四
号
に
掲
げ
る
親
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
ニ
、

及
び 

、
第
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ニ 
並
び
に
第
十
三
条
の
七

第
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ニ
及
び
第
十
三
条
の
七
第
三
項
第
二
号

第
三
項
第
二
号
ニ 

及
び 

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
会
社
（
同
法

ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
子
会
社
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
子
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号

子
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
第
三
項
第
二
号
ニ
、
第
十
三
条
の
四
第
二

ニ 

及
び 

、
第
十
三
条
の
四
第
二
項
第
二
号
ニ 

並
び
に
第
十
三
条

項
第
二
号
ニ
及
び
第
十
三
条
の
七
第
三
項
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。

の
七
第
三
項
第
二
号
ニ 

及
び 

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
な
い
場
合
（

）
で
な
い
場
合
（
以
下 

及
び 

に
お
い
て
「
既
発
行
償
還
有
価
証
券

以
下 

及
び 

に
お
い
て
「
既
発
行
償
還
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
」
と

で
あ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
イ
に
掲
げ

い
う
。
）
に
は
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
令
第
一
条
の
七
の
四
第
一

る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
令
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
に
定
め
る
場
合

号
に
定
め
る
場
合
（
既
発
行
償
還
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号

（
既
発
行
償
還
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
イ
に
掲
げ
る
要
件

イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
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［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

３

第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者

３

第
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は

ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に

ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載

書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電

項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ

方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面

）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は

交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
措
置
等
）

（
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
係
る
契
約
の
内
容

）

第
十
一
条
の
二

令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

及
び
第
二
号
ロ 

に

第
十
一
条
の
二

令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
規
定

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲

る
場
合
を
除
き
、
当
該
財
産
的
価
値
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
移
転
す
る

げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
の
当
事
者
が
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
事
項

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
と
す
る
。

を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該

有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
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に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

イ

公
開
買
付
け
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け

を
い
う
。
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て

株
券
等
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。
同

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
公
開
買
付
者
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に

規
定
す
る
公
開
買
付
者
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
譲

渡
す
る
場
合

ロ

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
等
に
対
し
て

同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合

ハ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
そ
の
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
、
執
行

役
、
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る

議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
若
し
く
は
他
人
の
名
義
を
も

っ
て
所
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ハ

に
お
い
て
「
特
定
役
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
当
該
特
定
役
員
の
被
支

配
法
人
等
（
当
該
発
行
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

ニ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て

所
有
す
る
会
社
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

２

令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

及
び
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内

［
項
を
加
え
る
。
］

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ

116



っ
て
は
、
当
該
契
約
の
当
事
者
が
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
事
項
を
除
く
。
）
と

す
る
。

一

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該

有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘

に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

イ

公
開
買
付
け
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
け

を
い
う
。
第
十
三
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ

て
株
券
等
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
株
券
等
を
い
う
。

同
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
公
開
買
付
者
（
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二

項
に
規
定
す
る
公
開
買
付
者
を
い
う
。
同
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

し
て
譲
渡
す
る
場
合

ロ

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
等
に
対
し
て

同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合

ハ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
そ
の
役
員
（
取
締
役
、
監
査
役
、
執
行

役
、
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る

議
決
権
に
係
る
株
式
若
し
く
は
出
資
を
自
己
若
し
く
は
他
人
の
名
義
を
も

っ
て
所
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
五
第
二
項
第
二
号
ハ

に
お
い
て
「
特
定
役
員
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
当
該
特
定
役
員
の
被
支

配
法
人
等
（
当
該
発
行
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
ハ
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

117



ニ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て

所
有
す
る
会
社
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

３

［
略
］

２

［
同
上
］

４

第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
前
項
の
被
支
配
法
人
等
と
は
、
特
定
役
員
が
他
の
法

３

第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
前
項
の
被
支
配
法
人
等
と
は
、
特
定
役
員
が
他
の
法

人
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
又

人
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
に
係
る
株
式
又

は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他

は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
法
人
等
を
い
う
。

の
法
人
等
を
い
う
。

５

第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
、
第
三
項
（
第
十
三
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準

４

第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
、
第
二
項
（
第
十
三
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
け
る
議
決
権
（
総
株
主
等
の
議
決
権
を
除
く
。
）

合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
け
る
議
決
権
（
総
株
主
等
の
議
決
権
を
除
く
。
）

に
は
、
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（

に
は
、
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八
条
第
一
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五

こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発

る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発

行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も

行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又
は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
に
お
け
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限
等

（
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
に
お
け
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限
等

）

）

第
十
二
条

令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
二
条

［
同
上
］

る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
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一

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第

一

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
新
株

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
五
号

予
約
権
付
社
債
券
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
五
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
十
五

に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
十
五

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
投
資
信
託
又

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
投
資
信
託
又

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
学
校
債
券
、
抵
当
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
学
校
債
券
、
抵
当
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
う
ち
抵
当
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
受
益

る
有
価
証
券
の
う
ち
抵
当
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に

証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
み
、
次
号
に

う
ち
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
み
、
次

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
電
子
記
録
移
転
権
利
（
次
号
に
掲
げ
る
も

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件

の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該

ロ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

当
す
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
と
当
該
有
価
証
券
の
取
得
勧
誘
に
応
じ
て

 

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
取
得

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

前
条
第
二

者
」
と
い
う
。
）
と
の
間
及
び
当
該
取
得
勧
誘
を
行
う
者
と
当
該
取
得

項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
財
産
的
価
値

者
と
の
間
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
以
下
ロ
に
お

を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す

い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結

る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

す
る
こ
と
を
取
得
の
条
件
と
し
て
、
取
得
勧
誘
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

 
 

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

 
転
売
制
限
の
内
容
が
、
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
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該
当
す
る
こ
と
。

す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
と
当
該
有
価
証
券
の
取
得
勧
誘
に
応
じ

る
権
利
の
内
容
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
（
当
該
有
価
証
券
が
外
国
に

(i)
て
当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下 

に
お
い
て
「

お
い
て
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
は
、
金
融
商
品
取
引
所
が

取
得
者
」
と
い
う
。
）
と
の
間
及
び
当
該
取
得
勧
誘
を
行
う
者
と
当

公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
と
認
め
る
書
面
に
お
い

該
取
得
者
と
の
間
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
（

て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
取
引
の
条
件
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場

(ii)

に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約

合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
勧
誘
を
行
う
者
（
金

を
締
結
す
る
こ
と
を
取
得
の
条
件
と
し
て
、
取
得
勧
誘
が
行
わ
れ
る

融
商
品
取
引
業
者
等
に
限
る
。
）
が
当
該
取
得
者
に
転
売
制
限
の
内
容

こ
と
。

を
説
明
し
た
上
で
、
当
該
取
得
者
が
転
売
制
限
を
遵
守
す
る
こ
と
に
同

転
売
制
限
の
内
容
が
、
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に

意
す
る
こ
と
を
取
得
の
条
件
と
し
て
、
取
得
勧
誘
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

(ii)
関
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
表
示

さ
れ
る
権
利
の
内
容
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
（
当
該
有
価
証
券
が

外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
は
、
金
融
商
品

取
引
所
が
公
益
又
は
投
資
者
保
護
の
た
め
必
要
か
つ
適
当
と
認
め
る

書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
係
る
取
引
の
条
件
と
し
て
記
載

さ
れ
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
勧

誘
を
行
う
者
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
限
る
。
）
が
当
該
取
得
者

に
転
売
制
限
の
内
容
を
説
明
し
た
上
で
、
当
該
取
得
者
が
転
売
制
限

を
遵
守
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
を
取
得
の
条
件
と
し
て
、
取
得

勧
誘
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

２

前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

２

前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

(ii)

い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
同
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
の
交

て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
の

(ii)

付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け

交
付
に
代
え
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受
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る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同
意

け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同

を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制

意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売

限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情

制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

す
。

な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
３
～
６

略
］

［
３
～
６

同
上
］

（
取
得
勧
誘
に
お
け
る
多
数
の
者
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限
等
）

（
取
得
勧
誘
に
お
け
る
多
数
の
者
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限
等
）

第
十
三
条

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式

第
十
三
条

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
式

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を

は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す

一

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付

る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当
該
権
利
を
取
得
し

け
に
係
る
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲
渡
す
る
こ
と
が

、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付
け
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る

禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。

財
産
的
価
値
を
一
括
し
て
移
転
す
る
場
合
以
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の

い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

二

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情
報

当
す
る
こ
と
。

を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い

イ

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買

る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

付
け
に
係
る
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲
渡
す
る
こ
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と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と

い
う
。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有

価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

２

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

２

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
さ
れ
る
日
以
前
六
月
以
内
に
発

一

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

行
さ
れ
た
令
第
一
条
の
六
に
規
定
す
る
同
種
の
新
規
発
行
証
券
（
当
該
同
種

イ

当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
さ
れ
る
日
以
前
六
月
以
内
に

の
新
規
発
行
証
券
の
取
得
勧
誘
を
行
っ
た
相
手
方
が
適
格
機
関
投
資
家
で
あ

発
行
さ
れ
た
令
第
一
条
の
六
に
規
定
す
る
同
種
の
新
規
発
行
証
券
（
当
該

っ
て
、
当
該
同
種
の
新
規
発
行
証
券
が
令
第
一
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
有
価

同
種
の
新
規
発
行
証
券
の
取
得
勧
誘
を
行
っ
た
相
手
方
が
適
格
機
関
投
資

証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る

家
で
あ
っ
て
、
当
該
同
種
の
新
規
発
行
証
券
が
令
第
一
条
の
四
各
号
に
掲

当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
取
得
し
た
も
の
（
当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
他
の

げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
を
含
む
。
次

き
に
お
け
る
当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
取
得
し
た
も
の
（
当
該
適
格
機
関

項
第
一
号
イ 

及
び
ロ 

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
枚
数
又
は
単
位
（
次
号

投
資
家
が
他
の
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く

(ii)

イ
に
お
い
て
単
に
「
単
位
」
と
い
う
。
）
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
こ
と

。
）
を
含
む
。
）
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。
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。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、

当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で
き
な
い
旨
の
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

二

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

イ

前
号
ロ
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

単
位
に
満
た
な

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

い
当
該
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

分
割
が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
前
号
ロ
の
制
限
が
付

位
未
満
に
分
割
で
き
な
い
旨
の
制
限
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
分
割
制
限
」

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

と
い
う
。
）
が
付
さ
れ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

 

分
割
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当

該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
分
割
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
分
割
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
前
号
ロ
の
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制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

３

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ハ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

３

令
第
一
条
の
七
第
二
号
ハ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
制
限
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
転
売
制
限

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
要

」
と
い
う
。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

 

当
該
権
利
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付

 

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は

け
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
一
括
し
て
移
転
す
る
場
合

買
付
け
に
係
る
当
該
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲

以
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら

渡
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限

れ
て
い
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場
合

 

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
（
以
下 
に
お
い
て
単
に
「
単
位

に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な
い
旨

」
と
い
う
。
）
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
単
位
に

又
は
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で
き
な
い

満
た
な
い
当
該
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
こ
と
が
で

旨
の
制
限

き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

当
す
る
こ
と
。

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

 

次
の
い
ず
れ
か
の
制
限
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価

証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又

(i)

124



は
買
付
け
に
係
る
当
該
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外

に
譲
渡
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場

(ii)
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な

い
旨
又
は
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で

き
な
い
旨
の
制
限

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
場
合
は
、
前
号
に
掲
げ
る
要
件
の
ほ
か
、
次
に

二

［
同
上
］

掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同

有
価
証
券
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受

項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限

託
有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八

る
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受
託

の
四
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に

有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の

応
じ
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の
四
第
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四
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応

三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

じ
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
社
債

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
社
債

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

し
く
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
ロ
若
し
く
は
ハ
に

し
く
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
ロ
若
し
く
は
ハ
に

掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行
し
た
も
の

掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行
し
た
も
の

に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券
」
と
い
う

特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券
」
と
い
う

。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
償

。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
償

還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区

還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

。

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

４

第
一
項
第
二
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ 

及
び
前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す

４

第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面

る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。

を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、

）
は
、
第
一
項
第
二
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ 

及
び
前
項
第
一
号
ロ 
に
規

第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
の

定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書

交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受

面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と

け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同

い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売

お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
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の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

し
た
も
の
と
み
な
す
。

な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
５
～
８

略
］

［
５
～
８

同
上
］

（
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に

（
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
適
格
機
関
投
資
家
以
外
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に

関
す
る
制
限
等
）

関
す
る
制
限
等
）

第
十
三
条
の
四

令
第
一
条
の
七
の
四
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
三
条
の
四

令
第
一
条
の
七
の
四
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

る
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す

一

当
該
有
価
証
券
に
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が
禁

る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当
該
財
産
的
価
値
を

止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。
）

適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技

が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取

術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

二

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情
報

当
す
る
こ
と
。

を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い

イ

当
該
有
価
証
券
に
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
す
る
場
合
以
外
の
譲
渡
が

る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う

。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証

券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
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て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

２

令
第
一
条
の
七
の
四
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、

２

令
第
一
条
の
七
の
四
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

イ

当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当
該
財
産
的
価

記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る

値
を
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

こ
と
。

す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

当
す
る
こ
と
。

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

 

当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ

れ
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
場
合
は
、
前
号
に
掲
げ
る
要
件
の
ほ
か
、
次
に

二

［
同
上
］

掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同

有
価
証
券
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受

項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限

託
有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ

る
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受
託

る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第

有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一
条
の
七
の
四
各
号
に
掲
げ
る

一
条
の
七
の
四
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
令
第
一
条
の
四
各
号
又
は
第
一

条
の
七
の
四
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第

社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
若
し
く
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
ロ
若
し

二
号
若
し
く
は
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
ロ
若
し

く
は
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行

く
は
ハ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で

き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券

き
る
旨
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券
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」
と
い
う
。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お

」
と
い
う
。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お

い
て
「
償
還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る

い
て
「
償
還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
。

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
場
合
に
該
当

す
る
こ
と
。

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

３

第
一
項
第
二
号
ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者

３

第
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は

ロ
又
は
前
項
第
一
号
ロ 
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定

前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
六
項
で
定
め
る
と
こ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

ろ
に
よ
り
当
該
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書

い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す

面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ

法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と

て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交

に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、

付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
措
置

（
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
係
る
契
約
の

等
）

内
容
）

第
十
三
条
の
五

令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ 

及
び
第
二
号
ロ 

に
規
定
す

第
十
三
条
の
五

令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
事

を
除
き
、
当
該
財
産
的
価
値
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が

項
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
の
当
事
者
が
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
事
項
を
除
く
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で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

当
該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に
応
じ
て
買
い

付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
当
該
売
付

け
勧
誘
等
に
応
じ
て
買
い
付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の

者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

イ

公
開
買
付
け
に
応
じ
て
株
券
等
を
公
開
買
付
者
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場

合
ロ

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
等
に
対
し
て

同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合

ハ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
そ
の
特
定
役
員
若
し
く
は
当
該
特
定
役

員
の
被
支
配
法
人
等
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

ニ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
議
決
権
（
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八

条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項

、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七

十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又

は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
）
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は

他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
会
社
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

２

令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ 

及
び
第
二
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令

［
項
を
加
え
る
。
］

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は

、
当
該
契
約
の
当
事
者
が
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
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一

当
該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に
応
じ
て
買
い

付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
当
該
売
付

け
勧
誘
等
に
応
じ
て
買
い
付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
特
定
投
資
家
等
以
外
の

者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

イ

公
開
買
付
け
に
応
じ
て
株
券
等
を
公
開
買
付
者
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場

合
ロ

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
役
員
等
に
対
し
て

同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合

ハ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
又
は
そ
の
特
定
役
員
若
し
く
は
当
該
特
定
役

員
の
被
支
配
法
人
等
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

ニ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

え
る
議
決
権
（
社
債
等
振
替
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
四
十
八

条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
社
債
等
振
替
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項

、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七

十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
又

は
出
資
に
係
る
議
決
権
を
含
む
。
）
に
係
る
株
式
又
は
出
資
を
自
己
又
は

他
人
の
名
義
を
も
っ
て
所
有
す
る
会
社
に
対
し
て
譲
渡
す
る
場
合

３

第
十
一
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る

２

第
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制

（
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
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限
等
）

限
等
）

第
十
三
条
の
六

令
第
一
条
の
八
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
三
条
の
六

［
同
上
］

要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

一

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第

一

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
新
株

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
新
株

予
約
権
付
社
債
券
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
五
号

予
約
権
付
社
債
券
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
項
第
十
五
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
十
五

に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
同
項
第
十
五

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
投
資
信
託
又

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
投
資
信
託
又

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十

は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
、
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
学
校
債
券
、
抵
当
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
学
校
債
券
、
抵
当
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
う
ち
抵
当
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
受
益

る
有
価
証
券
の
う
ち
抵
当
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に

証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち

受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
（
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
み
、
次
号
に

う
ち
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
み
、
次

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
電
子
記
録
移
転
権
利
（
次
号
に
掲
げ
る
も

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件

の
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該

ロ

当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
を
行
う
者
と
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に

当
す
る
こ
と
。

応
じ
て
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て

 

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移

、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
す

転
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

前
条
第
二

る
こ
と
を
買
付
け
の
条
件
と
し
て
、
売
付
け
勧
誘
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
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項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
財
産
的
価
値

を
特
定
投
資
家
等
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す

る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 
 

に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等

を
行
う
者
と
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に
応
じ
て
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け

を
行
お
う
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事

項
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
買
付
け
の
条
件
と

し
て
、
売
付
け
勧
誘
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

［
二
～
六

略
］

［
二
～
六

同
上
］

（
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
多
数
の
者
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限

（
売
付
け
勧
誘
等
に
お
け
る
多
数
の
者
へ
の
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
制
限

等
）

等
）

第
十
三
条
の
七

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ロ 
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
十
三
条
の
七

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

め
る
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す

一

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付

る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

当
該
権
利
を
取
得
し

け
に
係
る
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲
渡
す
る
こ
と
が

、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付
け
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る

禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う
。

財
産
的
価
値
を
一
括
し
て
移
転
す
る
場
合
以
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価
証
券
の

い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

二

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情
報

当
す
る
こ
と
。

を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ
て
い

イ

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買

る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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付
け
に
係
る
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲
渡
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と

い
う
。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有

価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

三

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
。

２

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は

２

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ロ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
が
行
わ
れ
る
日
以
前

一

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

一
月
以
内
に
売
付
け
勧
誘
等
（
令
第
一
条
の
七
の
三
各
号
に
掲
げ
る
取
引
を

イ

当
該
有
価
証
券
（
当
該
有
価
証
券
の
発
行
さ
れ
る
日
以
前
六
月
以
内
に

除
く
。
）
が
行
わ
れ
た
令
第
一
条
の
八
の
三
に
規
定
す
る
同
種
の
既
発
行
証

発
行
さ
れ
た
令
第
一
条
の
八
の
三
に
規
定
す
る
同
種
の
既
発
行
証
券
（
当

券
（
当
該
同
種
の
既
発
行
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
を
行
っ
た
相
手
方
が
適
格

該
同
種
の
既
発
行
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
を
行
っ
た
相
手
方
が
適
格
機
関

機
関
投
資
家
で
あ
っ
て
、
当
該
同
種
の
既
発
行
証
券
が
令
第
一
条
の
七
の
四

投
資
家
で
あ
っ
て
、
当
該
同
種
の
既
発
行
証
券
が
令
第
一
条
の
七
の
四
に

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当

定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
取
得

す
る
と
き
に
お
け
る
当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
取
得
し
た
も
の
（
当
該
適
格

し
た
も
の
（
当
該
適
格
機
関
投
資
家
が
他
の
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
し

機
関
投
資
家
が
他
の
適
格
機
関
投
資
家
に
譲
渡
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
除

た
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数

135



く
。
）
を
含
む
。
次
項
第
一
号
イ 

及
び
ロ 

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
枚

が
五
十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

(ii)

数
又
は
単
位
（
次
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
単
位
」
と
い
う
。
）
の
総
数
が
五

ロ

当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、

十
未
満
で
あ
る
こ
と
。

当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で
き
な
い
旨
の
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

二

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

イ

前
号
ロ
の
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

単
位
に
満
た
な

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

い
当
該
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

分
割
が
で
き
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
前
号
ロ
の
制
限
が
付

位
未
満
に
分
割
で
き
な
い
旨
の
制
限
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
分
割
制
限
」

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

と
い
う
。
）
が
付
さ
れ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

 

分
割
制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当

該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
分
割
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
分
割
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
前
号
ロ
の

制
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

３

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ハ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は

３

令
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
ハ 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当

一

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

イ

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
が
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転

イ

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
制
限
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
転
売
制
限

す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
要

」
と
い
う
。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。

 

当
該
権
利
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は
買
付

 

当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又
は

け
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
一
括
し
て
移
転
す
る
場
合

買
付
け
に
係
る
当
該
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外
に
譲

以
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら

渡
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限

れ
て
い
る
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場
合

 

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
（
以
下 

に
お
い
て
単
に
「
単
位

に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な
い
旨

」
と
い
う
。
）
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
単
位
に

又
は
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で
き
な
い

満
た
な
い
当
該
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
こ
と
が
で

旨
の
制
限

き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

ロ

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る
情

当
す
る
こ
と
。

報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付
さ
れ

 

次
の
い
ず
れ
か
の
制
限
（
以
下
ロ
に
お
い
て
「
転
売
制
限
」
と
い
う

て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

。
）
が
付
さ
れ
て
い
る
旨
が
当
該
有
価
証
券
に
記
載
さ
れ
、
当
該
有
価

証
券
の
取
得
者
に
当
該
有
価
証
券
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
。
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当
該
有
価
証
券
を
取
得
し
、
又
は
買
い
付
け
た
者
が
そ
の
取
得
又

(i)
は
買
付
け
に
係
る
当
該
有
価
証
券
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
場
合
以
外

に
譲
渡
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
旨
の
制
限

当
該
有
価
証
券
の
枚
数
又
は
単
位
の
総
数
が
五
十
未
満
で
あ
る
場

(ii)
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
性
質
に
よ
り
そ
の
分
割
が
で
き
な

い
旨
又
は
当
該
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
て
い
る
単
位
未
満
に
分
割
で

き
な
い
旨
の
制
限

 

当
該
有
価
証
券
の
取
得
者
に
交
付
さ
れ
る
当
該
有
価
証
券
に
関
す
る

情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限
が
付

さ
れ
て
い
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制

限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
号
の
細
分
を
削
る
。
］

ハ

社
債
等
振
替
法
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
が
当
該
有
価
証
券
に
転
売
制
限

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

二

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
場
合
は
、
前
号
に
掲
げ
る
要
件
の
ほ
か
、
次
に

二

［
同
上
］

掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
。

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

イ

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同

有
価
証
券
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受

項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限

託
有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八

る
。
）
の
う
ち
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

受
託

の
四
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
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有
価
証
券
が
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の

応
じ
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の
四
第

四
第
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区
分
に
応

三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

じ
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
又
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
社
債

ニ

社
債
券
及
び
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
社
債

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
令
第
一
条
の
七
第
二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若

し
く
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
ロ
若
し
く
は
ハ
に

し
く
は
第
一
条
の
八
の
四
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
又
は
ロ
若
し
く
は
ハ
に

掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行
し
た
も
の

掲
げ
る
有
価
証
券
（
当
該
社
債
券
の
発
行
者
以
外
の
者
が
発
行
し
た
も
の

に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

に
限
る
。
）
に
よ
り
償
還
さ
れ
る
旨
又
は
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の

特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券
」
と
い
う

特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
転
換
債
券
」
と
い
う

。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
償

。
）

当
該
償
還
に
よ
り
取
得
す
る
有
価
証
券
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
償

還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区

還
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

。

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

４

第
一
項
第
二
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ 

及
び
前
項
第
一
号
ロ 
に
規
定
す

４

第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面

る
書
面
を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。

を
交
付
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
交
付
者
」
と
い
う
。
）
は
、

）
は
、
第
一
項
第
二
号
ロ
、
第
二
項
第
二
号
ロ 

及
び
前
項
第
一
号
ロ 

に
規

第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
前
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
面
の

定
す
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書

交
付
に
代
え
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
の
交
付
を
受

面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と

け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
の
同

い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に

意
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
売

お
い
て
「
転
売
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
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方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の

の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る

条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
書
面
交
付
者
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み

し
た
も
の
と
み
な
す
。

な
す
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
５
～

略
］

［
５
～

同
上
］

10

10

（
権
利
の
発
行
）

（
権
利
の
発
行
）

第
十
四
条

［
略
］

第
十
四
条

［
同
上
］

２

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
を
発
行
し
、
又
は
発
行
し
よ
う
と

２

［
同
上
］

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
該
当
す

三

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券

当
該
有
価
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
を
発

る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
有
価
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
を
発
行
し
、

行
し
、
又
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者

又
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

３

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
権
利
の
種
類
ご
と
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
時

３

［
同
上
］

に
有
価
証
券
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
権
利
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す

る
。

一

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
利
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

一

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利

次
に
掲
げ
る
場

。
）
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
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、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

一
の
二

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
利
（
有
価
証
券
信
託
受
益
証

［
号
を
加
え
る
。
］

券
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
権
利
に
係
る
受
託
有
価
証
券
を
発

行
し
、
又
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者

二

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
権
利

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

二

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
権
利

業
務
を
執
行
す
る
社
員

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者

イ

当
該
権
利
が
特
定
有
価
証
券
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

価
証
券
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合

業
務

を
執
行
す
る
社
員

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
権
利
を
有
す
る
者
が
社
員
と
な

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

る
合
名
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社

三

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
権
利

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

三

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
権
利

業
務
を
執
行
す
る
者

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者

イ

当
該
権
利
が
特
定
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合

業
務
を
執
行
す
る
者

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
権
利
を
有
す
る
者
が
社
員
と
な

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

る
外
国
法
人

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
金
融
商
品
取
引
業
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

（
金
融
商
品
取
引
業
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
十
六
条

令
第
一
条
の
八
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
六
条

［
同
上
］

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

一
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
（
外
国
市
場

一
の
二

［
同
上
］

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
十
八
条
第
八
項
第
五
号
に
掲
げ
る
取
引
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
以

外
の
者
で
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
等
（
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条

第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
が
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

外
国
か
ら
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
相
手
方
と
す
る
も

イ

［
同
上
］

の

 

［
略
］

 

［
同
上
］

 

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
金
融
機
関
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す

 

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
金
融
機
関
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す

る
内
閣
府
令
第
二
百
九
条
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
を
い
う
。 

並
び

る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
二
百
九
条
各

に
第
四
号
の
二
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
外
国
市
場
デ

号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
を
い
う
。 

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
外

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
業
と
し
て
行
う
者

国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
業
と
し
て
行
う
者

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

四
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
（
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ

［
号
を
加
え
る
。
］

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号

資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
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る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
法
第
三
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
以
外
の
者
で
、
外
国
の
法
令
に
準
拠
し

、
外
国
に
お
い
て
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
業
と
し
て

行
う
者
が
外
国
か
ら
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
相
手
方
と
す

る
も
の
（
令
第
一
条
の
八
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
店
頭
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
並
び
に
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
及
び
代
理
を
除
く
。
）

イ

政
府
又
は
日
本
銀
行

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
金
融
機
関
の
う
ち
、
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
業
と
し
て
行
う
者

ハ

金
融
機
関
、
信
託
会
社
又
は
外
国
信
託
会
社
（
こ
れ
ら
の
者
が
投
資
の

目
的
を
も
っ
て
又
は
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
信
託
を
す
る
者
の
計
算
に
お

い
て
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

ニ

金
融
商
品
取
引
業
者
の
う
ち
、
投
資
運
用
業
を
行
う
者
（
当
該
者
が
投

資
運
用
業
に
係
る
行
為
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

［
五
～
七

略
］

［
五
～
七

同
上
］

七
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要

七
の
二

法
第
二
条
第
八
項
第
六
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全

件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

て
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

次
に
掲
げ
る
買
付
け
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
株
券
を
取
得

イ

［
同
上
］

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

［
略
］

 

［
同
上
］

 

株
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
等
若
し
く
は
関

 
株
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
又
は
そ
の
被
支
配
会
社
等
若
し
く
は
関

係
会
社
の
従
業
員
が
、
当
該
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
信
託
財
産
を

係
会
社
の
従
業
員
が
、
当
該
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
信
託
財
産
を
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運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
信
託
契
約
（
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
信
託
契
約
（
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
買
付
け

を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
く
買
付
け

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(i)

(iv)

(i)

(iv)

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
八
～
十
六

略
］

［
八
～
十
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
金
融
商
品
取
引
業
と
な
る
募
集
又
は
私
募
に
係
る
有
価
証
券
か
ら
除
か
れ
る

場
合
）

第
十
六
条
の
二

令
第
一
条
の
九
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

［
条
を
加
え
る
。
］

場
合
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
権
利
以
外
の
も
の

で
あ
る
場
合
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

［
同
上
］

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

有
価
証
券

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以

一

［
同
上
］

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
（
法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
定
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

。
）
を
い
う
。

［
イ
～
カ

略
］

［
イ
～
カ

同
上
］

ヨ

電
子
記
録
移
転
権
利
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

権
利
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

［
二
～
九
の
二

略
］

［
二
～
九
の
二

同
上
］

十

有
価
証
券
の
募
集

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
及

十

有
価
証
券
の
募
集

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集
及

び
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
（
法
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定

び
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
（
法
第
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定

組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

十
一

有
価
証
券
の
売
出
し

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売

十
一

有
価
証
券
の
売
出
し

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売

出
し
、
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
取
得
有
価
証
券
一

出
し
、
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
取
得
有
価
証
券
一

般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に
該
当
す
る

般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
等
取
得
有

も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
等
取
得
有
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価
証
券
一
般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に

価
証
券
一
般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続

（
法
第
二
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
い
う

（
法
第
二
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

［
十
二
～
二
十
の
二

略
］

［
十
二
～
二
十
の
二

同
上
］

二
十
の
三

内
国
会
社

第
一
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
チ
、
ル
又
は
カ
に
掲
げ
る
有

二
十
の
三

内
国
会
社

第
一
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
チ
、
ル
又
は
カ
に
掲
げ
る
有

価
証
券
の
発
行
者
及
び
同
号
ト
、
ヲ
、
ワ
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発

価
証
券
の
発
行
者
及
び
第
一
号
ト
、
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行

行
者
（
会
社
に
限
る
。
）
を
い
う
。

者
（
会
社
に
限
る
。
）
を
い
う
。

二
十
の
四

外
国
会
社

第
一
号
ホ
、
ヘ
、
リ
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

二
十
の
四

外
国
会
社

第
一
号
ホ
、
ヘ
、
リ
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の

発
行
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
項
第

発
行
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
項
第

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
発
行
者
を
除
く
。
）
及

七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
の
発
行
者
を
除
く
。
）
及

び
第
一
号
ト
、
ヲ
、
ワ
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
外
国
法
人

び
第
一
号
ト
、
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
（
外
国
法
人
に
限

に
限
る
。
）
を
い
う
。

る
。
）
を
い
う
。

［
二
十
の
四
の
二
～
二
十
の
五

略
］

［
二
十
の
四
の
二
～
二
十
の
五

同
上
］

二
十
の
六

組
合
等

有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
三
条
第
三
号
イ
に

二
十
の
六

組
合
等

有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
三
条
第
三
号
に
規

規
定
す
る
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
を
い
う
。
）
又
は
電
子
記
録
移
転
権

定
す
る
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
を
い
う
。
）
の
発
行
者
を
い
う
。

利
の
発
行
者
を
い
う
。

［
二
十
の
六
の
二
～
二
十
九

略
］

［
二
十
の
六
の
二
～
二
十
九

同
上
］

三
十

算
式
表
示

有
価
証
券
の
発
行
価
格
又
は
売
出
価
格
を
、
一
の
金
融
商

三
十

算
式
表
示

有
価
証
券
の
発
行
価
格
又
は
売
出
価
格
を
、
一
の
金
融
商

品
市
場
の
一
の
日
に
お
け
る
最
終
価
格
（
当
該
有
価
証
券
が
店
頭
売
買
有
価

品
市
場
の
一
の
日
に
お
け
る
最
終
価
格
（
当
該
有
価
証
券
が
店
頭
売
買
有
価

証
券
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い

証
券
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
認
可
金
融
商
品
取
引

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
の
認
可
金
融
商
品
取
引

業
協
会
（
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う

業
協
会
（
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
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。
以
下
同
じ
。
）
が
公
表
す
る
一
の
日
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
公
表
す
る
一
の
日
に
お
け
る
当
該
店
頭
売
買
有
価

の
最
終
価
格
）
等
に
一
定
率
を
乗
ず
る
方
式
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
を
い

証
券
の
最
終
価
格
）
等
に
一
定
率
を
乗
ず
る
方
式
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と

う
。

を
い
う
。

［
三
十
一
～
三
十
六

略
］

［
三
十
一
～
三
十
六

同
上
］

（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
）

（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
）

第
一
条
の
二

令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
一
条
の
二

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
係
る
信
託
財
産
に
次
に
掲
げ
る
財
産
以

一

［
同
上
］

外
の
財
産
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

受
託
有
価
証
券
に
係
る
受
取
配
当
金
、
利
息
そ
の
他
の
給
付
金

ロ

受
託
有
価
証
券
に
係
る
受
取
配
当
金
、
利
息
、
そ
の
他
の
給
付
金

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

当
該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
が
同
一
種
類
の
有

二

当
該
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
が
同
一
種
類
の
有

価
証
券
（
有
価
証
券
の
発
行
者
が
同
一
で
、
定
義
府
令
第
十
条
の
二
第
一
項

価
証
券
（
有
価
証
券
の
発
行
者
が
同
一
で
、
定
義
府
令
第
十
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
同

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
同

一
で
あ
る
有
価
証
券
を
い
い
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
を

一
で
あ
る
有
価
証
券
を
い
い
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
の
手
続
等
）

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
の
手
続
等
）

第
二
条
の
六

［
略
］

第
二
条
の
六

［
同
上
］
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２

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に

２

［
同
上
］

掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
数
と
す
る
。

一

内
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

一

内
国
会
社
の
発
行
す
る
有
価
証
券

申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
直
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
二
年
以
内

度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
及
び
直
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
前
二
年
以
内

に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

全
て
の
末
日
に
お
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者

す
べ
て
の
末
日
に
お
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る

の
数

者
の
数

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
暗
号
資
産
の
換
算
等
）

第
二
条
の
九

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
中

［
条
を
加
え
る
。
］

、
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て

数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
数
量
を

本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
当
た
つ
て
採
用
し
た
換
算
の
基

準
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
当
該
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
概
要
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
条
の
二
及
び
令
第
一
条
の
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資

産
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
と
み
な
し
て
、
こ
の

府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
事
項
の
う
ち
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
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そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
準
拠
す
る
も
の
に

係
る
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
九
十
三
条
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

第
六
条

法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
六
条

法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
九
条

法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
十

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
並
び
に
法
第
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

め
る
事
項
と
す
る
。

一

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
、
有
価
証
券

一

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
す
る
株
券
、
有
価
証
券

信
託
受
益
証
券
の
う
ち
受
託
有
価
証
券
が
株
券
で
あ
る
も
の
又
は
預
託
証
券

信
託
受
益
証
券
の
う
ち
受
託
有
価
証
券
が
株
券
で
あ
る
も
の
又
は
預
託
証
券

で
株
券
を
表
示
す
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
に

で
株
券
を
表
示
す
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
に

つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に

つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］
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二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

証
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
又
は
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行

証
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
又
は
当
該
新
株
予
約
権
証
券
の
発
行

価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

三

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す
る
株

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予
約
権

付
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要

付
社
債
券
に
つ
き
、
当
該
株
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要

が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

が
あ
る
場
合

［
イ
～
カ

略
］

［
イ
～
カ

同
上
］

三
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

三
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

約
権
付
社
債
券
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が

約
権
付
社
債
券
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が

あ
る
場
合

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
ル
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

あ
る
場
合

前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
及
び
ル
か
ら
カ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

四

社
債
券
（
前
二
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
、
社

四

社
債
券
（
前
二
号
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
除
く
。
）
、
社

会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
又
は
学
校
貸
付
債
権
（
第
六
号
に
お
い
て
「

会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
又
は
学
校
貸
付
債
権
（
第
六
号
に
お
い
て
「

社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行

社
債
券
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行

う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号
に
定
め
る
事
項

う
必
要
が
あ
る
場
合

前
号
に
掲
げ
る
事
項

四
の
二

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に

四
の
二

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に

募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
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四
の
三

カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を

四
の
三

カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を

行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

行
う
必
要
が
あ
る
場
合

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
売
出
し
を
行
う
株
券
等
又
は

五

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
売
出
し
を
行
う
株
券
等
又
は

新
株
予
約
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必

新
株
予
約
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必

要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

要
が
あ
る
場
合

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

五
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

五
の
二

時
価
又
は
時
価
に
近
い
一
定
の
価
格
に
よ
り
発
行
し
、
又
は
移
転
す

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

る
株
券
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
新
株
予
約
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
新
株
予

約
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ

約
権
証
券
に
つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ

る
場
合

前
号
に
定
め
る
事
項

る
場
合

前
号
に
掲
げ
る
事
項

六

社
債
券
等
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
又
は
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
に

六

社
債
券
等
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
又
は
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
に

つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

第

つ
き
、
そ
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

五
号
に
定
め
る
事
項

前
号
に
掲
げ
る
事
項

七

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
の
募
集
を
行
う
た
め
の
有
価
証
券
届

七

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
の
募
集
を
行
う
た
め
の
有
価
証
券
届

出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

第
一
号
に
定
め
る
事
項

出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

八

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
の
売
出
し
を
行
う
た
め
の
有
価
証
券

八

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
券
の
売
出
し
を
行
う
た
め
の
有
価
証
券

届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

第
五
号
に
定
め
る
事
項

届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

九

電
子
記
録
移
転
権
利
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る

［
号
を
加
え
る
。
］

権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
、
そ
の
発
行
価
格
又
は
売
出
価
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格
の
決
定
前
に
募
集
又
は
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る

事
項

イ

発
行
価
格
又
は
売
出
価
格

ロ

申
込
証
拠
金

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
九
条
の
四

法
第
五
条
第
四
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お

第
九
条
の
四

法
第
五
条
第
四
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満

す
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
法
第
五
条
第
四
項

た
す
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
法
第
五
条
第
四

第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ

項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
第
五
項
第
四
号
に
掲

る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
社
債
券
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ

げ
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
は
、
社
債
券
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し

う
と
す
る
と
き
に
限
る
。
）
に
は
、
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
国

よ
う
と
す
る
と
き
に
限
る
。
）
に
は
、
法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
内

会
社
に
あ
つ
て
は
第
二
号
の
三
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
七
号
の
三
様

国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
二
号
の
三
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
七
号
の
三

式
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
条

法
第
五
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
十
条

［
同
上
］

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お
い

て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
第
五
号
か
ら
第
八
号

ま
で
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
を
有
価
証
券
届
出

153



書
に
添
付
で
き
な
い
と
き
に
は
、
当
該
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
の
日
以
後
届

出
が
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書
類

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

ロ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
若

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し

し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
若
し
く
は
行
政
庁
の
認
可
を
受

若
し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
若
し
く
は
行
政
庁
の
認
可
を

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
会
社
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発

受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
会
社
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

起
人
全
員
の
同
意
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を
知

発
起
人
全
員
の
同
意
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
同
意
が
あ
つ
た
こ
と
を

る
に
足
る
書
面
）
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

知
る
に
足
る
書
面
）
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

ニ

当
該
有
価
証
券
が
社
債
、
社
会
医
療
法
人
債
、
学
校
債
券
若
し
く
は
学

ニ

［
同
上
］

校
貸
付
債
権
（
第
四
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
社
債
等
」
と

い
う
。
）
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
で
あ
つ
て
保
証
が
付
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

 

当
該
保
証
を
行
つ
て
い
る
会
社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
等
を
含
む
。

 

当
該
保
証
を
行
つ
て
い
る
会
社
（
指
定
法
人
及
び
組
合
等
を
含
む
。

以
下
「
保
証
会
社
」
と
い
う
。
）
の
定
款
（
法
人
以
外
の
組
合
等
で
あ

以
下
「
保
証
会
社
」
と
い
う
。
）
の
定
款
（
法
人
以
外
の
組
合
等
で
あ

る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）
及
び
当
該
保
証
を
行

る
場
合
は
、
組
合
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）
及
び
当
該
保
証
を
行

う
た
め
の
取
締
役
会
の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
決
議
に
係
る
当
該
取

う
た
め
の
取
締
役
会
の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
決
議
に
係
る
当
該
取

締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
又
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
そ
の

締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し
又
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
そ

他
の
当
該
保
証
を
行
う
た
め
の
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
他
の
当
該
保
証
を
行
う
た
め
の
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書

面
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［
略
］

 

［
同
上
］

［
ホ
～
ト

略
］

［
ホ
～
ト

同
上
］

［
二
～
三
の
二

略
］

［
二
～
三
の
二

同
上
］

三
の
三

第
二
号
の
五
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書

次
に
掲
げ

三
の
三

［
同
上
］

る
書
類

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

提
出
会
社
が
組
織
再
編
成
（
法
第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織

ロ

提
出
会
社
が
組
織
再
編
成
（
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織

再
編
成
を
い
う
。
）
を
行
う
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

再
編
成
を
い
う
。
）
を
行
う
会
社
以
外
の
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

組
織
再
編
成
を
行
う
会
社
の
定
款

組
織
再
編
成
を
行
う
会
社
の
定
款

［
三
の
四
～
八

略
］

［
三
の
四
～
八

同
上
］

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け

２

［
同
上
］

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
定
め
る
書
類
で
あ
つ
て

一

第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
定
め
る
書
類
で
あ
つ

日
本
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文

て
日
本
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文

二

前
項
第
五
号
の
二
、
第
六
号
の
二
及
び
第
八
号
に
定
め
る
書
類
で
あ
つ
て

二

第
一
項
第
五
号
の
二
、
第
六
号
の
二
及
び
第
八
号
に
定
め
る
書
類
で
あ
つ

日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
又
は
英
語
に

て
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
又
は
英
語

よ
る
翻
訳
文

に
よ
る
翻
訳
文

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

第
十
一
条

提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
に
つ
き
、
法
第
七

第
十
一
条

［
同
上
］

条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
訂
正
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
九
条
各
号
に
定
め
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か
つ

三

第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か
つ

た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

記
載
内
容
）

記
載
内
容
）

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
二
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と

に
掲
げ
る
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。
た
だ

す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

し
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の

よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
除
く
。

縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
除
く
。

一

内
国
会
社

次
に
掲
げ
る
事
項

一

内
国
会
社

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

二

外
国
会
社

次
に
掲
げ
る
事
項

二

外
国
会
社

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

外
国
会
社
届
出
書
及
び
そ
の
補
足
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
イ
に
掲

ホ

外
国
会
社
届
出
書
及
び
そ
の
補
足
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
イ
に
定

げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項

め
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項

ヘ

外
国
会
社
届
出
書
及
び
そ
の
補
足
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
ニ
に
掲

ヘ

外
国
会
社
届
出
書
及
び
そ
の
補
足
書
類
の
記
載
事
項
の
う
ち
、
ニ
に
定

げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項

め
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

特
記
事
項
）

特
記
事
項
）
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第
十
三
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
三
条

［
同
上
］

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ロ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

の
特
記
事
項
）

の
特
記
事
項
）

第
十
四
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
四
条

［
同
上
］

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ロ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］
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二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
発
行
登
録
書
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
四
条
の
三

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
募
集

第
十
四
条
の
三

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
の
募
集

又
は
売
出
し
を
登
録
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国

又
は
売
出
し
を
登
録
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国

会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
二
十
三
条
の
八
第

会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
法
第
二
十
三
条
の
八
第

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ハ
、
ニ
、
ト

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ハ
、
ニ
、
ト

、
ヲ
、
ワ
若
し
く
は
ヨ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十

、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号

一
号
様
式
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一

様
式
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
十
一
号
の

号
の
二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
四
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
書
三

二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
四
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
書
三
通
を

通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

第
十
四
条
の
四

［
略
］

第
十
四
条
の
四

［
同
上
］

２

発
行
登
録
書
（
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
及
び

２

［
同
上
］

第
十
四
条
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発

行
登
録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
一
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登

一

［
同
上
］

録
書

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
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会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
若

決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し
又
は

し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

第
十
四
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る

第
十
四
条
の
八

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る

有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
者
は
、
当
該

有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
者
は
、
当
該

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国
会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ

有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
内
国
会
社
の
う
ち
第
一
条
第
一
号
ロ

、
ハ
、
ニ
、
ト
、
ヲ
、
ワ
又
は
ヨ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ

、
ハ
、
ニ
、
ト
、
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は

て
は
第
十
二
号
様
式
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て

第
十
二
号
様
式
、
同
号
チ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
発
行
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第

は
第
十
二
号
の
二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
五
号
様
式
に
よ
り
発
行

十
二
号
の
二
様
式
、
外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
五
号
様
式
に
よ
り
発
行
登
録

登
録
追
補
書
類
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

追
補
書
類
三
通
を
作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

第
十
四
条
の
九
の
二

令
第
三
条
の
二
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
十
四
条
の
九
の
二

令
第
三
条
の
二
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
振
替
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

め
る
も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
振
替
法
第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
外
債

る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
外
債

（
同
条
に
規
定
す
る
振
替
社
債
及
び
社
債
等
振
替
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準

（
同
条
に
規
定
す
る
振
替
社
債
及
び
社
債
等
振
替
法
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
除
く
。

用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
除
く
。

）
に
規
定
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
相
互
会

）
に
規
定
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
相
互
会
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社
の
社
債
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

社
の
社
債
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十
四

て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
第
十

条
の
十
六
に
お
い
て
「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

四
条
の
十
六
に
お
い
て
「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
四
条
の
十
一

［
略
］

第
十
四
条
の
十
一

［
同
上
］

２

発
行
登
録
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分

２

［
同
上
］

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
発
行
登
録
書
に
添
付
さ
れ
た
書
類
と
同
一
内
容
の
も
の
を
除
く
。

）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
国
会
社

次
に
掲
げ
る
書
類

一

内
国
会
社

イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
若

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し

し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
若
し
く
は
行
政
庁
の
認
可
を
受

若
し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
又
は
行
政
庁
の
認
可
を
受
け

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

二

外
国
会
社

次
に
掲
げ
る
書
類

二

外
国
会
社

イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）
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第
十
四
条
の
十
二

法
第
二
十
三
条
の
八
第
五
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準

第
十
四
条
の
十
二

［
同
上
］

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

（
第
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登
録
書
に
添
付
さ

れ
た
書
類
と
同
一
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

第
十
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲
げ
る
書

一

第
十
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

類イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

イ

当
該
有
価
証
券
の
発
行
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
若

会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し

し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
若
し
く
は
行
政
庁
の
認
可
を
受

若
し
く
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
又
は
行
政
庁
の
認
可
を
受
け

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

た
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ハ

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価

ハ

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価

証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の 

又
は 

に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場

証
券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
に
定

合
（
当
該 

又
は 

に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
四
半

め
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
四
半
期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、

期
報
告
書
、
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行

臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
参
照
書
類

登
録
追
補
書
類
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け

に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容

る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

を
記
載
し
た
書
類

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

二

第
十
五
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲
げ
る
書

二

第
十
五
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

類イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類
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［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

第
十
四
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

第
十
四
条
の
十
三

法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
し
、
同
項
の

す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二
十
七

含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
内

論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
と
す
る
。

一

発
行
登
録
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ニ

当
該
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

［
ホ
～
ト

略
］

［
ホ
～
ト

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
同
項
第

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
同
項
第

二
号
又
は
第
三
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
及
び

二
号
又
は
第
三
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
及
び

同
項
第
三
号
イ
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情

同
項
第
三
号
イ
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情

報
の
次
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

報
の
次
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）
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第
十
四
条
の
十
四

法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
四
条
の
十
四

法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
（
法
第

定
め
る
事
項
は
、
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
適
格

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等

適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧

又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

誘
等
又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当

る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令
第
一

一

当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
条

条
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
措
置

件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
付
さ
れ
た
条
件

の
内
容

の
内
容

一
の
二

当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第
一
号

［
号
を
加
え
る
。
］

ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内
容

二

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令
第
一

二

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ハ
に
規
定
す

条
の
七
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該

る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
付
さ
れ
た

措
置
の
内
容

条
件
の
内
容

二
の
二

当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の
四
第

［
号
を
加
え
る
。
］

一
号
ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内
容

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）

第
十
四
条
の
十
四
の
二

［
略
］

第
十
四
条
の
十
四
の
二

［
同
上
］
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２

法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

２

［
同
上
］

項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は
定

義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 

又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ

 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二

二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は

号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
号
ロ 

若
し
く
は 

又
は
令
第
一

(i)

又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ 
若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は

条
の
八
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条

(ii)定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

の
六
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

場
合
に
は
、
そ
の
内
容

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
少
人
数
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

（
少
人
数
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

第
十
四
条
の
十
五

法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
四
条
の
十
五

法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交

定
め
る
事
項
は
、
当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交

付
勧
誘
等
が
少
人
数
向
け
勧
誘
（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

付
勧
誘
等
が
少
人
数
向
け
勧
誘
（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

少
人
数
向
け
勧
誘
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行

少
人
数
向
け
勧
誘
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
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勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
五
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告

第
十
五
条

［
同
上
］

書
を
提
出
す
べ
き
会
社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
三
通
を
作
成

し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

内
国
会
社

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

一

内
国
会
社

様
式

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

二

外
国
会
社

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

二

外
国
会
社

様
式

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

（
外
国
会
社
に
お
け
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

（
外
国
会
社
に
お
け
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
十
五
条
の
二
の
二

［
略
］

第
十
五
条
の
二
の
二

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

７

第
三
項
及
び
第
五
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で

書
面
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ

な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
価
証
券
の
所
有
者
の
数
か
ら
除
か
れ
る
特
定
投
資
家
の
数
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
の
数
か
ら
除
か
れ
る
特
定
投
資
家
の
数
）

第
十
五
条
の
四

令
第
三
条
の
六
第
六
項
第
一
号
及
び
第
四
条
の
十
一
第
五
項
第

第
十
五
条
の
四

令
第
三
条
の
六
第
四
項
及
び
第
四
条
の
十
一
第
五
項
第
一
号
に

一
号
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
数
を
合
計

規
定
す
る
特
定
投
資
家
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数

し
た
数
と
す
る
。

と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
株
主
名
簿
等
に
記
載
さ
れ
た
者
（
当
該
者
が

三

当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
の
株
主
名
簿
等
に
記
載
さ
れ
た
者
（
当
該
者
が

一
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣

一
以
上
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
第
五
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
に
属
す
る
金
融
商
品
取

府
令
第
五
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
の
種
類
に
属
す
る
金
融
商
品
取

引
契
約
に
関
し
、
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六

引
契
約
に
関
し
、
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み

項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ

な
さ
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
発
行
者
が
知
つ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の

る
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
発
行
者
が
知
つ
て
い
る
者
に
限
る
。
）
の
数

数

第
十
六
条

［
略
］

第
十
六
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、

３

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

５

［
同
上
］

書
類
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
事
業
年
度
に
係
る
会
社
法
第
四
百
三
十
八
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の

二

当
該
事
業
年
度
に
係
る
会
社
法
第
四
百
三
十
八
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も
の

で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
外

で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
外

国
会
社
並
び
に
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
及
び
持
分
会
社
に
あ
つ
て
は
、

国
会
社
及
び
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
。
）

も
の
。
）

６

第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を

６

第
一
項
第
二
号
及
び
前
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も

も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ

の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

（
有
価
証
券
の
所
有
者
数
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条
の
三

法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、

第
十
六
条
の
三

［
同
上
］

次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
定
款
を
も
つ

て
譲
受
人
を
当
該
会
社
の
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る
株
券
に
つ
い
て
、
当
該
株
券
の
所
有
状
況
の
把
握
に
資
す
る
た
め
、

当
該
会
社
が
株
主
名
簿
以
外
に
当
該
会
社
の
事
業
と
特
定
の
関
係
を
有
す
る
当

該
株
券
の
所
有
者
に
係
る
名
簿
を
作
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
名
簿

に
基
づ
き
当
該
株
券
の
移
動
が
管
理
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
名
簿
に
記
載

さ
れ
た
所
有
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
を
当
該
名
簿
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

電
子
記
録
移
転
権
利
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
電
子
記
録
移
転
権
利
に
係
る
所
有
者
の
名
簿
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に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
当
該
電
子
記
録
移
転
権
利
の
所
有
者
の
数

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
十
七
条

法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
十
七
条

［
同
上
］

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書

に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
又
は
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
定
款
等
を

添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
日
前
五
年

以
内
に
法
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
定

款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す
る
。

一

内
国
会
社

次
に
掲
げ
る
書
類

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
事
業
年
度
に
係
る
会
社
法
第
四
百
三
十
八
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も

ロ

当
該
事
業
年
度
に
係
る
会
社
法
第
四
百
三
十
八
条
第
一
項
に
掲
げ
る
も

の
で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の

の
で
、
定
時
株
主
総
会
に
報
告
し
た
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
た
も
の

（
有
価
証
券
報
告
書
を
定
時
株
主
総
会
前
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
定
時

（
有
価
証
券
報
告
書
を
定
時
株
主
総
会
前
に
提
出
す
る
場
合
に
は
、
定
時

株
主
総
会
に
報
告
し
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

株
主
総
会
に
報
告
し
よ
う
と
す
る
も
の
又
は
そ
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
）
（
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
及
び
持
分
会
社
に
あ
つ
て
は
、

る
も
の
）
（
内
国
法
人
で
あ
る
指
定
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず

こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）

る
も
の
）

ハ

そ
の
募
集
又
は
売
出
し
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
本
文
、
第
二
項
本

ハ

［
同
上
］

文
若
し
く
は
第
三
項
本
文
又
は
法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
本
文
（
法
第
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二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
適
用
を
受
け
た
社
債
等
又
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
つ
い
て

保
証
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面

 
保
証
会
社
の
定
款
（
法
人
以
外
の
組
合
等
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契

 

保
証
会
社
の
定
款
（
法
人
以
外
の
組
合
等
で
あ
る
場
合
は
、
組
合
契

約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）
及
び
当
該
保
証
を
行
う
た
め
の
取
締
役
会

約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
）
及
び
当
該
保
証
を
行
う
た
め
の
取
締
役
会

の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
決
議
に
係
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の

の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
決
議
に
係
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等

写
し
又
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
保
証
を
行

の
写
し
又
は
当
該
株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
保
証
を

う
た
め
の
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

行
う
た
め
の
手
続
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

 

［
略
］

 

［
同
上
］

［
ニ
～
ヘ

略
］

［
ニ
～
ヘ

同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と

２

前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と

き
は
、
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
、
そ
の
日
本
語
に
よ

き
は
、
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
き
そ
の
日
本
語
に
よ
る

る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る

翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
六
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書

書
類
又
は
そ
の
要
約
に
つ
い
て
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
国
内
の
株
主
、

類
又
は
そ
の
要
約
に
つ
い
て
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
国
内
の
株
主
、
債

債
権
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
送
付
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
日
本

権
者
そ
の
他
関
係
者
に
対
し
送
付
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
日
本
語

語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
臨
時
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
会

２

［
同
上
］

社
（
指
定
法
人
を
含
む
。
）
は
、
内
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
五
号
の
三
様
式
、

外
国
会
社
に
あ
つ
て
は
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
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の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
臨
時
報
告
書
三
通
を

作
成
し
、
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
（
新
株
予
約
権
付
社
債
券
（
株
式

一

［
同
上
］

買
取
権
等
が
付
与
さ
れ
て
い
る
社
債
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
社
債
券
、
社
会
医
療
法
人
債
券
、
学
校
債
券
、
学
校
貸
付
債

権
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
、
外
国
譲
渡
性
預
金
証
書
、
有
価
証
券
信

託
受
益
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権
証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
を
受

託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
預
託
証
券
（
株
券
、
新
株
予
約
権

証
券
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。

）
及
び
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

募
集
（
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売
出
し
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
売
出
し
の
う
ち
、
当
該
有
価
証
券
の
売
出
し
が
行
わ
れ
る
日
以
前
一

月
以
内
に
行
わ
れ
た
同
種
の
既
発
行
証
券
の
売
付
け
勧
誘
等
の
相
手
方
が
五

十
名
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
有
価
証
券
の
所
有
者
が
第
四
条

第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
場
合
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の

総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
が
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
開
始
さ
れ

た
場
合
（
当
該
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
有
価

証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
が
、
本
邦
以
外
の
地
域
と
並
行
し
て
本
邦
に
お
い

て
開
始
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
本
邦
に
お
け
る
募
集
又
は
売
出
し
に

係
る
有
価
証
券
届
出
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
に
本
邦
以
外
の
地
域
に
お

い
て
開
始
さ
れ
た
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

170



と
き
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
事
項

ロ

［
同
上
］

 
株
券

次
に
掲
げ
る
事
項

 

株
券

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(i)

(iv)

(i)

(iv)

 

新
株
予
約
権
証
券

次
に
掲
げ
る
事
項

 

新
株
予
約
権
証
券

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(i)

(ix)

(i)

(ix)

 

新
株
予
約
権
付
社
債
券

次
に
掲
げ
る
事
項

 

新
株
予
約
権
付
社
債
券

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(i)

(xiii)

(i)

(xiii)

［
ハ
～
ワ

略
］

［
ハ
～
ワ

同
上
］

二

募
集
に
よ
ら
な
い
で
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券

二

募
集
に
よ
ら
な
い
で
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券

又
は
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と

又
は
本
邦
以
外
の
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
五
十
名
未
満
の
者
を
相
手
方
と

す
る
募
集
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
で
、

す
る
募
集
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
提
出
会
社
が
発
行
者
で
あ
る
有
価
証
券
で
、

当
該
取
得
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
の
発
行
に

当
該
取
得
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ
る
も
の
の
発
行
に

つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
若
し
く
は
こ
れ
ら
に

つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株
主
総
会
の
決
議
又
は
行
政
庁
の
認
可

類
す
る
決
定
又
は
行
政
庁
の
認
可
が
あ
つ
た
場
合
（
当
該
取
得
が
主
と
し
て

が
あ
つ
た
場
合
（
当
該
取
得
が
主
と
し
て
本
邦
以
外
の
地
域
で
行
わ
れ
る
場

本
邦
以
外
の
地
域
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
）

合
に
は
、
当
該
発
行
が
行
わ
れ
た
場
合
）

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］

二
の
二

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
（
令
第
二
条
の
十
二
各
号
に
規
定
す
る
場

二
の
二

［
同
上
］

合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
募
集
又
は
売
出
し
の
届
出
を
要
し
な
い
こ
と

と
な
る
株
券
等
又
は
新
株
予
約
権
証
券
等
の
取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
売

171



付
け
勧
誘
等
の
う
ち
発
行
価
額
又
は
売
出
価
額
の
総
額
が
一
億
円
以
上
で
あ

る
も
の
に
つ
き
取
締
役
会
の
決
議
等
又
は
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
つ
た
場
合

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
事
項

イ

株
券
等

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

［
同
上
］

［ 

～ 
略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

勧
誘
の
相
手
方
が
提
出
会
社
に
関
係
す
る
会
社
と
し
て
第
二
条
第
一

 

勧
誘
の
相
手
方
が
提
出
会
社
に
関
係
す
る
会
社
と
し
て
第
二
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
執
行
役
、
監
査
役
又

項
各
号
に
規
定
す
る
会
社
の
取
締
役
、
会
計
参
与
、
執
行
役
、
監
査
役

は
使
用
人
（
ロ 

に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

又
は
使
用
人
（
ロ 

に
お
い
て
「
取
締
役
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場

に
は
、
当
該
会
社
と
提
出
会
社
と
の
間
の
関
係

合
に
は
、
当
該
会
社
と
提
出
会
社
と
の
間
の
関
係

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

ロ

新
株
予
約
権
証
券
等

次
に
掲
げ
る
事
項

ロ

［
同
上
］

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

勧
誘
の
相
手
方
が
提
出
会
社
に
関
係
す
る
会
社
と
し
て
第
二
条
第
三

 

勧
誘
の
相
手
方
が
提
出
会
社
に
関
係
す
る
会
社
と
し
て
第
二
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
取
締
役
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
と

項
各
号
に
規
定
す
る
会
社
の
取
締
役
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社

提
出
会
社
と
の
間
の
関
係

と
提
出
会
社
と
の
間
の
関
係

 

［
略
］

 

［
同
上
］

［
三
～
八
の
二

略
］

［
三
～
八
の
二

同
上
］

九

提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

九

提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

同
組
織
金
融
機
関
を
代
表
す
べ
き
役
員
を
含
み
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

同
組
織
金
融
機
関
を
代
表
す
べ
き
役
員
を
含
み
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社

で
あ
る
場
合
は
代
表
執
行
役
、
持
分
会
社
で
あ
る
場
合
は
持
分
会
社
を
代
表

で
あ
る
場
合
は
代
表
執
行
役
、
医
療
法
人
及
び
学
校
法
人
等
で
あ
る
場
合
は

す
る
社
員
、
医
療
法
人
及
び
学
校
法
人
等
で
あ
る
場
合
は
理
事
長
。
以
下
こ

理
事
長
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
異
動
（
当
該
提
出
会
社
の
代

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
異
動
（
当
該
提
出
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
つ

表
取
締
役
で
あ
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
で
な
く
な
る
こ
と
又
は
代
表
取
締
役
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た
者
が
代
表
取
締
役
で
な
く
な
る
こ
と
又
は
代
表
取
締
役
で
な
か
つ
た
者
が

で
な
か
つ
た
者
が
代
表
取
締
役
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

代
表
取
締
役
に
な
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ

て
同
じ
。
）
が
あ
つ
た
場
合
（
定
時
の
株
主
総
会
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第

つ
た
場
合
（
定
時
の
株
主
総
会
（
優
先
出
資
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る

六
項
に
規
定
す
る
普
通
出
資
者
総
会
並
び
に
医
療
法
第
四
十
六
条
の
三
の
二

普
通
出
資
者
総
会
並
び
に
医
療
法
第
四
十
六
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す

第
二
項
に
規
定
す
る
定
時
社
員
総
会
及
び
同
法
第
四
十
六
条
の
四
の
六
第
二

る
定
時
社
員
総
会
及
び
同
法
第
四
十
六
条
の
四
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
含
む
。
）
終
了
後
有
価
証
券
報
告
書
提
出
時
ま
で

報
告
を
含
む
。
）
終
了
後
有
価
証
券
報
告
書
提
出
時
ま
で
に
異
動
が
あ
り
、

に
異
動
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合

そ
の
内
容
が
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

次

を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
事
項

に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

［
九
の
二
～
十
九

略
］

［
九
の
二
～
十
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

臨
時
報
告
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
臨
時
報
告
書
の
区
分
に
応
じ
、
当

４

［
同
上
］

該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
項
第
一
号
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

一

［
同
上
］

場
合
に
提
出
す
る
臨
時
報
告
書

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
有
価
証
券
を
発
行
す
る
た
め
の
取
締
役
会
の
決
議
等
若
し
く
は
株

ロ

当
該
有
価
証
券
を
発
行
す
る
た
め
の
取
締
役
会
の
決
議
等
又
は
株
主
総

主
総
会
の
決
議
に
係
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
の
写
し
若
し
く
は
当
該

会
の
決
議
に
係
る
当
該
取
締
役
会
の
議
事
録
等
の
写
し
又
は
当
該
株
主
総

株
主
総
会
の
議
事
録
の
写
し
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
面

会
の
議
事
録
の
写
し

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

５

提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ

５

提
出
会
社
が
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
臨

か
、
臨
時
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

６

前
二
項
の
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の

６

前
二
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
書
提
出

、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告

外
国
会
社
が
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
つ
て
前
二
項
の
書

書
提
出
外
国
会
社
が
外
国
会
社
臨
時
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
つ
て
前
二

類
が
日
本
語
又
は
英
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本

項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
又
は
英
語
を
も
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き

語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
７
～

略
］

［
７
～

同
上
］

11

11

（
外
国
親
会
社
等
に
係
る
親
会
社
等
状
況
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続

（
外
国
親
会
社
等
に
係
る
親
会
社
等
状
況
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続

等
）

等
）

第
十
九
条
の
六

［
略
］

第
十
九
条
の
六

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

７

第
三
項
及
び
第
五
項
に
掲
げ
る
書
類
が
日
本
語
に
よ
つ
て
記
載
し
た
も
の
で

書
面
が
日
本
語
に
よ
つ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ

な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
価
証
券
通
知
書
等
の
提
出
先
）

（
有
価
証
券
通
知
書
等
の
提
出
先
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

親
会
社
等
状
況
報
告
書
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

３

親
会
社
等
状
況
報
告
書
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

る
書
類
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条

る
書
類
（
同
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
十
九
条

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
提
出
す
る

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
申
請
書
及
び
こ
れ
ら
の
添
付
書
類
を
提
出
す
る

親
会
社
等
は
、
当
該
書
類
を
提
出
子
会
社
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規

親
会
社
等
は
、
当
該
書
類
を
提
出
子
会
社
（
法
第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
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定
す
る
提
出
子
会
社
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第

定
す
る
提
出
子
会
社
を
い
う
。
次
条
第
二
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及

二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
す
る

び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
す
る
財
務
局

財
務
局
長
等
と
同
じ
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
等
と
同
じ
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
三
条
の
二

［
略
］

第
二
十
三
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る

５

［
同
上
］

事
項
と
す
る
。

一

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
目
論
見
書
提
供
者
が
使
用
す
る
も
の

一

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
目
論
見
書
提
供
者
が
使
用
す
る
も

の

二

［
略
］

二

［
同
上
］

６

［
略
］

６

［
同
上
］
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第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

１ ［略］ 

第一号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

１ ［同左］ 

２【有価証券の募集（売出し）の方法及び条件】  

 【募集の場合】 

区分 
発 行（売

出）数 

発 行（売

出）価格 
資本組入額 申込期間 払込期日 

［略］ 

コマーシャル・ペーパー 

短期社債 
―  ―  ― 

［略］ 

預託証券 

有価証券信託受益証券 

電子記録移転権利（法第２条第

２項第３号に掲げる権利に該当

するものに限る。） 

  ―   

 

２【有価証券の募集（売出し）の方法及び条件】  

 【募集の場合】 

区分 
発 行（売

出）数 

発 行（売

出）価格 
資本組入額 申込期間 払込期日 

［同左］ 

コマーシャル・ペーパー及び短

期社債 
―  ―  ― 

［同左］ 

預託証券及び有価証券信託受益

証券 
  ―   

 

 【売出しの場合】 

区分 発行（売出）数 
発行（売出）価

格 
申込期間 払込期日 

［略］ 

預託証券 

有価証券信託受益証券 

電子記録移転権利（法第２条第

２項第３号に掲げる権利に該当

するものに限る。） 

    

 

 【売出しの場合】 

区分 発行（売出）数 
発行（売出）価

格 
申込期間 払込期日 

［同左］ 

預託証券及び有価証券信託受益

証券 
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［３・４ 略］ 

（記載上の注意） 

［ ～  略］ 

［３・４ 同左］ 

（記載上の注意） 

［ ～  同左］ 

  有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 

ａ ［略］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債については券面額の金額100円についての

発行価額若しくは売出価額又は振替社債の金額 100 円についての発行価額若しくは売出価額を、コ

マーシャル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラン

ト、預託証券、有価証券信託受益証券及び電子記録移転権利（法第２条第２項第３号に掲げる権利に

該当するものに限る。）については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きすること。 

［ｃ～ｇ 略］ 

  ［略］ 

  有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 

ａ ［同左］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債については券面額の金額100円についての

発行価額若しくは売出価額又は振替社債の金額 100 円についての発行価額若しくは売出価額を、コ

マーシャル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラン

ト、預託証券及び有価証券信託受益証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きすること。 

 

［ｃ～ｇ 同左］ 

  ［同左］ 

  過去１年以内における募集又は売出し 

ａ ［略］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債については券面額100円についての発行価

額若しくは売出価額又は振替社債の金額100円についての発行価額若しくは売出価額を、コマーシャ

ル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託

証券、有価証券信託受益証券及び電子記録移転権利（法第２条第２項第３号に掲げる権利に該当す

るものに限る。）については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

［ｃ・ｄ 略］ 

  ［略］ 

 

  過去１年以内における募集又は売出し 

ａ ［同左］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債については券面額100円についての発行価

額若しくは売出価額又は振替社債の金額100円についての発行価額若しくは売出価額を、コマーシャ

ル・ペーパーについては券面額100円についての発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託

証券及び有価証券信託受益証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

 

［ｃ・ｄ 同左］ 

  ［同左］ 

 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    
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【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ 

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 略］ 

ｊ 提出会社が持分会社である場合における「第二部 企業情報」に掲げる事項は、(25)から(77)までに準

じて記載すること。 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 同左］ 

［加える。］ 

［ ～(22) 略］ ［ ～(22) 同左］ 

(23) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額100円又は振替社債の

金額100円についての売出価額を、電子記録移転権利（法第２条第２項第３号に掲げる権利に該当す

るものに限る。）については１単位の売出価額を記載すること。 

［ｂ～ｆ 略］ 

［(23－２)～(23－10) 略］ 

(23) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額100円又は振替社債の

金額100円についての売出価額を記載すること。 

 

［ｂ～ｆ 同左］ 

［(23－２)～(23－10) 同左］ 

(24) その他の記載事項 

ａ 工場、製品等の写真、図面その他特に目論見書に記載しようとする事項がある場合には、その旨

及び目論見書の記載箇所を示すこと。 

ｂ 当該届出に係る有価証券（当該有価証券が預託証券である場合には当該預託証券に表示される権利

に係る有価証券をいい、有価証券信託受益証券である場合にはその受託有価証券を含む。）が法第２

条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を用いて移転することができる

財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）に表示されるものに

限る。(31)ｄにおいて「電子記録移転有価証券表示権利等」という。）である場合（ｃに掲げる場合

を除く。）には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号の五様式記載上の注意 ｃ、

 ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。 

ｃ 当該届出に係る有価証券が電子記録移転権利（法第２条第２項第３号に掲げる権利に該当するもの

に限る。）である場合には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号の五様式「第一部

 証券情報」及び「第二部 発行者情報」の「第１ 組合等の状況」に記載することとされている事

項に準ずる事項を記載すること。ただし、これらの事項をこの様式の他の項目に記載する場合には、

記載を要しない。 

［(25)～(30) 略］ 

(24) その他の記載事項 

工場、製品等の写真、図面その他特に目論見書に記載しようとする事項がある場合には、その旨及

び目論見書の記載箇所を示すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［(25)～(30) 同左］ 

(31) 事業等のリスク 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 提出者が発行者である有価証券（当該有価証券が預託証券である場合には当該預託証券に表示され

る権利に係る有価証券をいい、有価証券信託受益証券である場合にはその受託有価証券を含む。）が

電子記録移転有価証券表示権利等である場合には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第

六号の五様式記載上の注意(26)ｃにより記載することとされている事項に準ずる事項を記載するこ

と。 

［(32)～(89) 略］ 

(31) 事業等のリスク 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

［(32)～(89) 同左］ 

  

178



 

 

 

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第二号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第七部 略］ ［第一部～第七部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 提出会社が持分会社である場合における「第三部 企業情報」に掲げる事項は、(26)から(51)までに準

じて記載すること。 

ｉ 当該届出に係る有価証券（当該有価証券が預託証券である場合には当該預託証券に表示される権利

に係る有価証券をいい、有価証券信託受益証券である場合にはその受託有価証券を含む。）が法第２

条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を用いて移転することができる

財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）に表示されるものに

限る。）である場合には、第二号様式記載上の注意(24)ｂ及びｃ並びに(31)ｄにより記載することとされ

ている事項に準ずる事項を記載すること。この場合において、これらの事項は、この様式の記載項目

中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相当する項目に記載すること。 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 同左］ 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

［ ～(22) 略］ ［ ～(22) 同左］ 

(23) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額 100 円についての売出

価額を、電子記録移転権利（法第２条第２項第３号に掲げる権利に該当するものに限る。）について

は１単位の売出価額を記載すること。 

［ｂ～ｆ 略］ 

［(23－２)～(58) 略］ 

(23) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額 100 円についての売出

価額を記載すること。 

 

［ｂ～ｆ 同左］ 

［(23－２)～(58) 同左］ 
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第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ ［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部 

企業情報」の「第４ 提出会社の状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」及び「４ コーポレート・

ガバナンスの状況等」に係る(36)及び(38)を除き、第二号様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出

日の最近日」及び「最近日」とあるのは「当連結会計年度末」（連結財務諸表を作成していない場合には

「当事業年度末」）と、「最近５連結会計年度」とあるのは「当連結会計年度の前４連結会計年度及び当

連結会計年度」と、「最近２連結会計年度」及び「最近２連結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度

の前連結会計年度及び当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」及び「最近連結会計年度等」とあるの

は「当連結会計年度」と、「最近連結会計年度末」及び「最近連結会計年度末等」とあるのは「当連結会

計年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４事業年度及び当事業年度」と、「最近

２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、「最

近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」とあるのは「当

事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替えるものとす

る。 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部 

企業情報」の「第４ 提出会社の状況」の「２ 自己株式の取得等の状況」及び「４ コーポレート・

ガバナンスの状況等」を除き、第二号様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」

及び「最近日」とあるのは「当連結会計年度末」（連結財務諸表を作成していない場合には「当事業年度

末」）と、「最近５連結会計年度」とあるのは「当連結会計年度の前４連結会計年度及び当連結会計年

度」と、「最近２連結会計年度」及び「最近２連結会計年度等」とあるのは「当連結会計年度の前連結会

計年度及び当連結会計年度」と、「最近連結会計年度」及び「最近連結会計年度等」とあるのは「当連結

会計年度」と、「最近連結会計年度末」及び「最近連結会計年度末等」とあるのは「当連結会計年度末」

と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４事業年度及び当事業年度」と、「最近２事業年

度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年

度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年度

末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替えるものとする。 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 提出会社が持分会社である場合における「第一部 企業情報」に掲げる事項は、 から(58)までに準

じて記載すること。 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 同左］  

［加える。］ 

 

［ ～(37) 略］ 

(38) 役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」と読み

［ ～(37) 同左］ 

(38) 役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)中

「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」と読み替えるものとする。 
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替えるものとする。 

［(39)～(67) 略］ 

 

［(39)～(67) 同左］ 

  

第三号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項及び第２項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

第三号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項及び第２項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式及び第二号の五様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場

合には、「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」の「７ コーポレート・ガバナンスの状況等」に

係る 及び を除き、第二号様式及び第二号の五様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の

最近日」及び「最近日」とあるのは「当事業年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の

前４事業年度及び当事業年度」と、「最近２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年

度の前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年

度」と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券

報告書に記載した」と読み替えるものとする。 

  一般的事項 

［ａ～ｄ 略］ 

ｅ 提出会社が持分会社である場合における「第一部 企業情報」に掲げる事項は、 から(36)までに準

じて記載すること。 

［ ～  略］ 

  役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)中

「最近事業年度」とあるのは「当事業年度」と、「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」と読み

替えるものとする。 

［ ～(45) 略］ 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

以下の規定により第二号様式及び第二号の五様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場

合には、「第一部 企業情報」の「第１ 企業の概況」の「７ コーポレート・ガバナンスの状況等」を

除き、第二号様式及び第二号の五様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び

「最近日」とあるのは「当事業年度末」と、「最近５事業年度」とあるのは「当事業年度の前４事業年度

及び当事業年度」と、「最近２事業年度」及び「最近２事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年

度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事

業年度末」とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載し

た」と読み替えるものとする。 

  一般的事項 

［ａ～ｄ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～  同左］ 

  役員の報酬等 

第二号様式記載上の注意(57)に準じて記載すること。この場合において、第二号様式記載上の注意(57)中

「届出書提出日」とあるのは「報告書提出日」と読み替えるものとする。 

 

［ ～(45) 同左］ 
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第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第 項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【四半期会計期間】            第 期第 四半期（自     年 月 日 至     

年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 提出会社が持分会社である場合における「第一部 企業情報」に掲げる事項は、 から(30)までに準

じて記載すること。 

［ ～(37) 略］ 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第 項 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【四半期会計期間】            第 期第 四半期（自     年 月 日 至     

年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(37) 同左］ 

  

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            
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【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｆ 略］ 

ｇ 提出会社が持分会社である場合における「第一部 企業情報」に掲げる事項は、 から(37)までに準

じて記載すること。 

［ ～(47) 略］ 

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 
［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｆ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(47) 同左］ 

  

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 提出会社が持分会社である場合における「第一部 企業情報」に掲げる事項は、 から までに準

じて記載すること。 

［ ～(28) 略］ 

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(28) 同左］ 

  

第五号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               臨時報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 

第五号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               臨時報告書 

【提出先】                  財務（支）局長 
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【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［１・２ 略］ 

（記載上の注意） 

［ ～  略］ 

  報告内容 

ａ 報告内容については、第19条第２項第１号若しくは第２号又は第４号の規定に基づいて提出する場

合には、提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数（会社法第108条第１項各号に掲げる事項につ

いて異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数）又

は社員の数も記載すること。 

ｂ ［略］ 

  ［略］ 

 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【英訳名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

［ ～  同左］ 

  報告内容 

ａ 報告内容については、第19条第２項第１号若しくは第２号又は第４号の規定に基づいて提出する場

合には、提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数（会社法第108条第１項各号に掲げる事項につ

いて異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数）も

記載すること。 

ｂ ［同左］ 

  ［同左］ 

 

第六号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

第六号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券通知書 

【根拠条文】               企業内容等の開示に関する内閣府令第 条 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

 １ ［略］  １ ［同左］ 

２【有価証券の募集（売出し）の方法及び条件】  

 【募集の場合】 

区 分 
発 行（売

出）数 

発 行（売

出）価格 
資本組入額 申込期間 払込期日 

［略］ 

２【有価証券の募集（売出し）の方法及び条件】  

 【募集の場合】 

区 分 
発 行（売

出）数 

発 行（売

出）価格 
資本組入額 申込期間 払込期日 

［同左］ 
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預託証券 

有価証券信託受益証券 

電子記録移転権利（法第２条第

２項第４号に掲げる権利に該当

するものに限る。） 

  ―   

 

預託証券及び有価証券信託受益

証券 
  ―   

 

 【売出しの場合】 

区分 発行（売出）数 
発行（売出）価

格 
申込期間 払込期日 

［略］ 

預託証券 

有価証券信託受益証券 

電子記録移転権利（法第２条第

２項第４号に掲げる権利に該当

するものに限る。） 

    

 

 【売出しの場合】 

区分 発行（売出）数 
発行（売出）価

格 
申込期間 払込期日 

［同左］ 

預託証券及び有価証券信託受益

証券 
    

 

［３・４ 略］ ［３・４ 同左］ 

（記載上の注意） 

［ ～  略］ 

  有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債、コマーシャル・ペーパー及び外国譲渡性

預金証書については券面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売

出価額を、カバードワラント、預託証券、有価証券信託受益証券及び電子記録移転権利（法第２条第

２項第４号に掲げる権利に該当するものに限る。）については１単位の発行価額又は売出価額を記載

すること。 

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きすること。 

［ｄ～ｆ 略］ 

  ［略］ 

  過去１年以内における募集又は売出し 

ａ ［略］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券

面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売出価額を、外国譲渡性

預金証書については申込単位当たりの発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託証券、有価

証券信託受益証券及び電子記録移転権利（法第２条第２項第４号に掲げる権利に該当するものに限

る。）については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

［ｃ・ｄ 略］ 

  ［略］ 

（記載上の注意） 

［ ～  同左］ 

  有価証券の募集（売出し）の方法及び条件 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債、コマーシャル・ペーパー及び外国譲渡性

預金証書については券面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売

出価額を、カバードワラント、預託証券及び有価証券信託受益証券については１単位の発行価額又は

売出価額を記載すること。 

なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行（売出）価格」欄に内書きすること。 

 

［ｄ～ｆ 同左］ 

  ［同左］ 

  過去１年以内における募集又は売出し 

ａ ［同左］ 

ｂ 「発行（売出）価格」欄には、株式については１株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券に

ついては新株予約権１個の発行価額又は売出価額を、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券

面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売出価額を、外国譲渡性

預金証書については申込単位当たりの発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託証券及び有

価証券信託受益証券については１単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 

 

［ｃ・ｄ 同左］ 

  ［同左］ 
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第七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 略］ 

ｊ 提出会社が法第２条第２項第４号に掲げる権利の発行者である場合における「第二部 企業情報」

に掲げる事項は、(26)から(58)までに準じて記載すること。 

［ ～(23) 略］ 

(24) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額又は振替社債の金額に

ついての売出価額を、外国譲渡性預金証書については申込単位当たりの売出金額を、電子記録移転権

利（法第２条第２項第４号に掲げる権利に該当するものに限る。）については１単位の売出価額を記

載すること。 

［ｂ～ｆ 略］ 

(24－２) ［略］ 

(25) その他の記載事項 

ａ 工場、製品等の写真、図面その他特に目論見書に記載しようとする事項がある場合には、その旨及

び目論見書の記載箇所を示すこと。 

ｂ 当該届出に係る有価証券（当該有価証券が預託証券である場合には当該預託証券に表示される権利

に係る有価証券をいい、有価証券信託受益証券である場合にはその受託有価証券を含む。）が法第２

条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を用いて移転することができる

財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）に表示されるものに

第七号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

種類】                                   

【届出の対象とした募集（売出）金額】                    

【安定操作に関する事項】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(23) 同左］ 

(24) 売出しの条件 

ａ 「売出価格」の欄には、株式については１株の売出価額を、新株予約権証券については新株予約権

１個の売出価額を記載し、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額又は振替社債の金額に

ついての売出価額を、外国譲渡性預金証書については申込単位当たりの売出金額を記載すること。 

 

 

［ｂ～ｆ 同左］ 

(24－２) ［同左］ 

(25) その他の記載事項 

工場、製品等の写真、図面その他特に目論見書に記載しようとする事項がある場合には、その旨及び

目論見書の記載箇所を示すこと。 
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限る。）である場合（ｃに掲げる場合を除く。）には、第二号様式記載上の注意(24)ｂにより記載する

こととされている事項に準ずる事項を記載すること。 

ｃ 当該届出に係る有価証券が電子記録移転権利（法第２条第２項第４号に掲げる権利に該当するもの

に限る。）である場合には、第二号様式記載上の注意(24)ｃにより記載することとされている事項に準

ずる事項を記載すること。 

［(26)～(68) 略］ 

 

 

 

 

 

［(26)～(68) 同左］ 

  

第八号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

［略］ 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 提出会社が法第２条第２項第４号に掲げる権利の発行者である場合における「第一部 企業情報」

に掲げる事項は、 から(41)までに準じて記載すること。 

［ ～(48) 略］ 

第八号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【事業年度】               第 期（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

［同左］ 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(48) 同左］ 

  

第九号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第  項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【四半期会計期間】            第 期第 四半期（自     年 月 日 至     

第九号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               四半期報告書 

【根拠条文】               金融商品取引法第24条の４の７第  項 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【四半期会計期間】            第 期第 四半期（自     年 月 日 至     
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年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｈ 略］ 

ｉ 提出会社が法第２条第２項第４号に掲げる権利の発行者である場合における「第一部 企業情報」

に掲げる事項は、 から(21)までに準じて記載すること。 

［ ～(26) 略］ 

年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【最寄りの連絡場所】                            

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｈ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(26) 同左］ 

  

第十号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

第十号様式 

【表紙】 

【提出書類】               半期報告書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【中間会計期間】             第 期中（自     年 月 日 至   

   年 月 日） 

【会社名】                                 

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【電話番号】                                

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

188



 

 

 

 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 提出会社が法第２条第２項第４号に掲げる権利の発行者である場合における「第一部 企業情報」

に掲げる事項は、 から(26)までに準じて記載すること。 

［ａ～ｇ 同左］ 

［加える。］ 

 

［ ～(33) 略］ ［ ～(33) 同左］ 

備 考 表 中 の[ ]の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
が
行
わ
れ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
代
理
人
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
が
行
わ
れ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
代
理
人
）

第
一
条
の
三

そ
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有

第
一
条
の
三

そ
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有

価
証
券
発
行
勧
誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘

価
証
券
発
行
勧
誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
を

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
外
国
債
等
の
発
行
者
は
、
本
邦
内
に
住
所

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
外
国
債
等
の
発
行
者
は
、
本
邦
内
に
住
所

を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
行
為
に
つ
き
、
当

を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
行
為
に
つ
き
、
当

該
外
国
債
等
の
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
（
第
一
条
の
四
に
お

該
外
国
債
等
の
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「

い
て
「
発
行
者
の
代
理
人
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
行
者
の
代
理
人
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
換
算
等
）

第
一
条
の
九

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
中

［
条
を
加
え
る
。
］

、
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て

数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
数
量
を

本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
当
た
つ
て
採
用
し
た
換
算
の
基

準
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
当
該
暗
号
資
産
の
名
称
及
び
概
要
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
条
の
二
及
び
令
第
一
条
の
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資

産
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
と
み
な
し
て
、
こ
の

府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
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と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
事
項
の
う
ち
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
準
拠
す
る
も
の
に

係
る
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
九
十
三
条
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

第
三
条
の
二

法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

第
三
条
の
二

法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当

は
、
当
該
有
価
証
券
が
外
国
債
等
で
あ
る
場
合
に
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る

該
有
価
証
券
が
外
国
債
等
で
あ
る
場
合
に
は
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
外
国
債
等
が
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第

三

当
該
外
国
債
等
が
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
で
、
法
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
で
、
法
第

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
外
国
債
等
が
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項

該
外
国
債
等
が
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の

属
す
る
会
計
年
度
等
の
直
前
会
計
年
度
等
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
が
関
東

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報
告
書
が
関
東
財
務

財
務
局
長
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

局
長
に
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

（
代
理
人
）

（
代
理
人
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

外
国
債
等
の
発
行
者
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
発
行
登

２

外
国
債
等
の
発
行
者
は
、
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
関
し
、
発
行
登

録
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
（
こ
れ
ら
に
係
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。

録
書
又
は
発
行
登
録
追
補
書
類
（
こ
れ
ら
に
係
る
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。

）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
発

）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
発
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行
登
録
書
又
は
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ

行
登
録
又
は
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ
き

き
、
当
該
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
当
該
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

第
六
条

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項

た
だ
し
書
並
び
に
法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第

た
だ
し
書
並
び
に
法
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第

七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

一

当
該
有
価
証
券
の
発
行
価
格
の
決
定
前
に
募
集
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
～
ト

略
］

［
イ
～
ト

同
上
］

二

当
該
有
価
証
券
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

二

当
該
有
価
証
券
の
売
出
価
格
の
決
定
前
に
売
出
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

合

次
に
掲
げ
る
事
項

合

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
六
条
の
三

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲

第
六
条
の
三

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
四
項
各
号
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
外
国
債
等
の
発
行
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提

げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
外
国
債
等
の
発
行
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を

出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
号
の
三
様
式
に
よ

提
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
二
号
の
三
様
式
に

り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

第
八
条

有
価
証
券
届
出
書
に
つ
き
、
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

第
八
条

［
同
上
］

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
六
条
各
号
に
定
め
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か
つ

三

第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か
つ

た
も
の
に
つ
き
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

た
も
の
に
つ
き
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

（
外
国
者
訂
正
届
出
書
の
提
出
要
件
）

（
外
国
者
訂
正
届
出
書
の
提
出
要
件
）

第
八
条
の
二

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

第
八
条
の
二

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
届
出

準
用
す
る
法
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
届
出

書
提
出
外
国
者
が
訂
正
届
出
書
に
代
え
て
外
国
に
お
い
て
開
示
（
同
項
第
二
号

書
提
出
外
国
者
が
訂
正
届
出
書
に
代
え
て
外
国
に
お
い
て
開
示
（
同
項
に
規
定

に
規
定
す
る
外
国
に
お
い
て
開
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る

す
る
外
国
に
お
い
て
開
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
当
該
訂

当
該
訂
正
届
出
書
に
類
す
る
書
類
で
あ
つ
て
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
（
次
条

正
届
出
書
に
類
す
る
書
類
で
あ
つ
て
英
語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
（
次
条
第
一
項

第
一
項
に
お
い
て
「
外
国
者
訂
正
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
を

に
お
い
て
「
外
国
者
訂
正
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
そ
の

、
そ
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
照
ら
し
、
金
融
庁
長
官
が
公
益
又
は
投
資
者
保

資
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。

護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め
る
場
合
と
す
る
。

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

特
記
事
項
）

特
記
事
項
）

第
十
条

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

第
十
条

［
同
上
］

194



に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ロ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表

紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

の
特
記
事
項
）

の
特
記
事
項
）

第
十
一
条

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ

第
十
一
条

［
同
上
］

 

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ロ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］
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二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
の
表

紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条
の
四

外
国
債
等
の
発
行
者
が
発
行
登
録
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
と
し

第
十
一
条
の
四

［
同
上
］

て
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
（
次
条
に
お
い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告

四

当
該
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告

書
の
提
出
日
以
後
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
当
該
イ

書
の
提
出
日
以
後
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
の
各
号
に

又
は
ロ
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時

規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又

報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い

は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を

る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
一
条
の
十

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
八
第
四

第
十
一
条
の
十

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
八
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
債
等
の
発
行
者

項
の
規
定
に
よ
り
外
国
債
等
の
発
行
者
が
提
出
す
る
発
行
登
録
通
知
書
は
、
第

が
提
出
す
る
発
行
登
録
通
知
書
は
、
第
十
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
関
東
財
務

十
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条
の
十
一

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
八
第

第
十
一
条
の
十
一

［
同
上
］

五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第
十
一

条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登
録
書
に
添
付
さ
れ
た
書
類

と
同
一
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証

三

当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証

券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（

券
報
告
書
の
提
出
日
以
後
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
次
の

当
該
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書

各
号
に
規
定
す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時
報

、
臨
時
報
告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
参
照
書
類

告
書
又
は
訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
追
補
書
類
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ

に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を

て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た

記
載
し
た
書
類

書
類

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

第
十
一
条
の
十
二

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
二

第
十
一
条
の
十
二

［
同
上
］

第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
内
容
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
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じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

発
行
登
録
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も

ニ

当
該
外
国
債
等
が
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合

の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
に

に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

ホ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

ヘ

当
該
発
行
登
録
書
又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き

ヘ

当
該
発
行
登
録
書
又
は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き

旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
、
直
近
の
も
の
の
提
出
日
以
後

旨
記
載
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告
書
の
う
ち
、
直
近
の
も
の
の
提
出
日
以
後

次
の 

又
は 

に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
当
該 

又
は 

に
規
定

次
の

又
は

に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
（
当
該

又
は

に
規
定

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は

す
る
重
要
な
事
実
の
内
容
を
記
載
し
た
半
期
報
告
書
、
臨
時
報
告
書
又
は

訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
又

訂
正
報
告
書
が
当
該
発
行
登
録
書
の
参
照
書
類
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
又

は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
場

は
当
該
訂
正
発
行
登
録
書
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容

合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
重
要
な
事
実
の
内
容

 

当
該
提
出
日
前
に
発
生
し
た
当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
べ
き

当
該
提
出
日
前
に
発
生
し
た
当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
べ
き

(イ)

重
要
な
事
実
で
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
時
に
は
そ
の
内
容
を
記
載
す

重
要
な
事
実
で
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
時
に
は
そ
の
内
容
を
記
載
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
も
の
に
つ
き
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
も
の
に
つ
き
、
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
に
な
つ
た
こ
と
。

態
に
な
つ
た
こ
と
。

 

当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
関
し
重
要
な
事
実
が

当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
関
し
重
要
な
事
実
が

(ロ)

発
生
し
た
こ
と
。

発
生
し
た
こ
と
。

ト

［
略
］

ト

［
同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
同
項
第

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
（
同
項
第
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二
号
又
は
第
三
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
及
び

二
号
又
は
第
三
号
に
お
い
て
引
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
項
及
び

同
項
第
三
号
イ
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情

同
項
第
三
号
イ
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情

報
の
次
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

報
の
次
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
又
は
そ
の
他
の

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

第
十
一
条
の
十
三

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三

第
十
一
条
の
十
三

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又

は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
交
付
勧

は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
こ
と
に

誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
こ

よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法

と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号

し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令
第
一

一

当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
条

条
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該
措
置

件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
付
さ
れ
た
条
件

の
内
容

の
内
容

一
の
二

当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第
一
号

［
号
を
加
え
る
。
］

ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内
容

二

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令
第
一

二

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ハ
に
規
定
す

条
の
七
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該

る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
付
さ
れ
た

措
置
の
内
容

条
件
の
内
容

二
の
二

当
該
有
価
証
券
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の
四
第

［
号
を
加
え
る
。
］

一
号
ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内
容
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［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）

第
十
一
条
の
十
三
の
二

［
略
］

第
十
一
条
の
十
三
の
二

［
同
上
］

２

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
三
項
第
一
号

２

［
同
上
］

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

当
該
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は
定

義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 
又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ

 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二

二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は

号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
号
ロ 

若
し
く
は 

又
は
令
第
一

(i)

又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 
若
し
く
は

条
の
八
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条

(ii)定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

の
六
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

場
合
に
は
、
そ
の
内
容

四

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

四

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

誘
等
に
係
る
外
国
債
等
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第

誘
等
に
係
る
外
国
債
等
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規

三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
適
用
が
あ
る
こ
と
。

定
す
る
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
四
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
適
用
が
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あ
る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
十
三
条
の
二

［
略
］

第
十
三
条
の
二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
時
又
は
申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
会
計
年

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
時
又
は
申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
会
計
年

度
等
の
直
前
会
計
年
度
等
の
末
日
に
お
い
て
当
該
外
国
債
等
の
保
管
の
委
託
を

度
の
直
前
会
計
年
度
又
は
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該

受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
十
一
項

外
国
債
等
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
金
融

に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
有
す
る
当
該
外
国
債
等
の
所
有
者

機
関
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
有
す

の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者
を
除
く
。
）
の

る
当
該
外
国
債
等
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者

数
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
非
居
住
者
を
除
く
。
）
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と
し
、

５

令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
年
と
し
、

同
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
当
該
提
出
に
係
る
会
計
年
度

同
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
当
該
提
出
に
係
る
事
業
年
度

等
の
末
日
に
お
け
る
当
該
外
国
債
等
の
所
有
者
の
名
簿
の
写
し
と
す
る
。

の
末
日
に
お
け
る
当
該
外
国
債
等
の
所
有
者
の
名
簿
の
写
し
と
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
八
条
の
二

［
略
］

第
十
八
条
の
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

３

［
同
上
］
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れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

前
項
第
一
号
ハ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に

四

［
同
上
］

該
当
す
る
こ
と
。

イ

当
該
目
論
見
書
の
提
供
が
あ
つ
た
時
か
ら
五
年
間
（
当
該
期
間
が
終
了

イ

［
同
上
］

す
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
記
載
事
項
に
係
る
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
期
間
が
終
了
す
る
日
又
は
当
該
苦
情
が
解
決
し
た
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
ま
で
の
間
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
次
に
掲
げ
る
事
項
を
消
去

し
又
は
改
変
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
閲
覧

に
供
し
て
い
る
記
載
事
項
を
書
面
に
よ
り
交
付
す
る
場
合
、
目
論
見
書
被

提
供
者
の
同
意
（
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
同
意
を
い
う
。
）
を

得
て
前
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
交
付
す
る
場
合
又
は
目
論
見
書
被
提
供
者
に
よ
る
当
該
記
載
事
項
に
係

る
消
去
の
指
図
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
記
載
事
項
を
消
去
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
目
論
見
書
被
提
供
者

前
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
目
論
見
書
被
提
供
者

(イ)

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
記
載
事
項

 

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
に
記

(ロ)

録
さ
れ
た
記
載
事
項

録
さ
れ
た
記
載
事
項

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

五

［
略
］

五

［
同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］
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第一号様式 

【表紙】 
【提出書類】            有価証券通知書 
【提出先】             関東財務局長 
【提出日】                 年 月 日 
【発行者の名称】                            
【代表者の役職氏名】                          
【事務連絡者氏名】                           
【住所】                               
【電話番号】                             
［第１～第３ 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面総額」及び「売出債券」は、振替外債等（社債、株式等

の振替に関する法律（平成13年法律第75号）第127条において準用する同法第66条（第１号を除

く。）に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利及び法第２条第２項の規

定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値

（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）に表示されるものに限る。）

をいい、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第220条第１項に規定する外

国投資法人の発行する投資法人債券に類する証券及び法第２条第１項第４号に掲げるものの性質を

有する有価証券に表示されるべき権利を除く。以下この様式、第二号様式、第三号様式及び第五号

様式において同じ。）に係るものを含むものとする。また、振替外債等については、記名・無記名

の別の記載を要しない。 

［ ～  略］ 

第一号様式 

【表紙】 
【提出書類】            有価証券通知書 
【提出先】             関東財務局長 
【提出日】                 年 月 日 
【発行者の名称】                            
【代表者の役職氏名】                          
【事務連絡者氏名】                           
【住所】                               
【電話番号】                             
［第１～第３ 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面総額」及び「売出債券」は、振替外債（社債、株式等の

振替に関する法律（平成13年法律第75号）第127条において準用する同法第66条（第１号を除

く。）に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいい、投資信託及び投

資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）第220条第１項に規定する外国投資法人の発行する投

資法人債券に類する証券及び法第２条第１項第４号に掲げるものの性質を有する有価証券に表示さ

れるべき権利を除く。以下この様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式及び第十

号様式において同じ。）に係るものを含むものとする。また、振替外債については、記名・無記名

の別の記載を要しない。 

 

 

［ ～  同左］ 

  

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】             有価証券届出書 

【提出先】              関東財務局長 

【提出日】                  年 月 日         

【発行者の名称】                             

【代表者の役職氏名】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【住所】                                

【電話番号】                              

【事務連絡者氏名】                            

【住所】                                

【電話番号】                              

【縦覧に供する場所】          名称 

（所在地） 

第二号様式 

【表紙】 

【提出書類】             有価証券届出書 

【提出先】              関東財務局長 

【提出日】                  年 月 日         

【発行者の名称】                             

【代表者の役職氏名】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【住所】                                

【電話番号】                              

【事務連絡者氏名】                            

【住所】                                

【電話番号】                              

【縦覧に供する場所】          名称 

（所在地） 
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［第一部～第三部 略］ ［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面総額」、「売出債券」、「募集（売出）債券」、「外国債券」

及び「債券発行限度額」は、振替外債等に係るものを含むものとする。また、振替外債等について

は、記名・無記名の別の記載を要しない。 

［ ～  略］ 

  その他 

ａ 当該発行に係る有価証券について、発行者の依頼により、信用格付業者（法第２条第 36 項に

規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に供された信用格

付（同条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又は信用格付業者から提供され、

若しくは閲覧に供される予定の信用格付がある場合には、次に掲げる事項を記載すること。

なお、これらの信用格付が複数存在する場合には、全てについて記載すること。 

  当該信用格付に係る等級、信用格付業者の商号又は名称その他当該信用格付を特定するための

事項並びに当該信用格付の前提及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に

応じた説明 

  当該発行に係る有価証券の申込期間中に、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19

年内閣府令第52号）第313条第３項第３号の規定により当該発行に係る有価証券に関して

信用格付業者が公表する同号イからルまでに掲げる事項に関する情報を入手するための方

法 

当該発行に係る有価証券について、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、若

しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予

定の信用格付がない場合には、その旨を記載すること。 

ｂ 当該届出に係る外国債等（当該外国債等が外国債等預託証券である場合には当該外国債等預託証

券に表示される権利に係る外国債等をいう。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ

る権利（電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子

的方法により記録されるものに限る。）に表示されるものに限る。（28）ｃ及び（47）において「電子記録

移転有価証券表示権利等」という。）である場合には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣

府令（平成５年大蔵省令第 22 号）第六号の五様式記載上の注意 ｃ、 ｃ、（30）及び（31）により記載

することとされている事項に準ずる事項を記載すること。 
ｃ ［略］ 

［ ～（27） 略］ 

（28） 募集（売出）債券の状況 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 届出書提出日前において募集又は売出しの届出をした債券（当該債券が外国債等預託証券である

場合には当該外国債等預託証券に表示される権利に係る外国債等をいい、届出書提出日前において

全額償還済となったものを除く。）及び当該届出に係る債券（当該債券が外国債等預託証券である

場合には当該外国債等預託証券に表示される権利に係る外国債等をいう。）が電子記録移転有価証

券表示権利等である場合には、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第六号の五様式記載

上の注意（26）ｃにより記載することとされている事項に準ずる事項を欄外に記載すること。 

［（29）～（34） 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ この様式中「募集債券」、「債券」、「券面総額」、「売出債券」、「募集（売出）債券」、「外国債券」

及び「債券発行限度額」は、振替外債に係るものを含むものとする。また、振替外債については、

記名・無記名の別の記載を要しない。 

 ［ ～  同左］ 

  その他 

ａ 当該発行に係る有価証券について、発行者の依頼により、信用格付業者（法第２条第 36 項に

規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に供された信用格

付（同条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又は信用格付業者から提供され、

若しくは閲覧に供される予定の信用格付がある場合には、次に掲げる事項を記載すること。

なお、これらの信用格付が複数存在する場合には、すべてについて記載すること。 

  当該信用格付に係る等級、信用格付業者の商号又は名称その他当該信用格付を特定するための

事項並びに当該信用格付の前提及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に

応じた説明 

  当該発行に係る有価証券の申込期間中に、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19

年内閣府令第52号）第313条第３項第３号の規定により当該発行に係る有価証券に関して

信用格付業者が公表する同号イからルまでに掲げる事項に関する情報を入手するための方

法 

当該発行に係る有価証券について、発行者の依頼により、信用格付業者から提供され、若

しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予

定の信用格付がない場合には、その旨を記載すること。 

  ［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

ｂ ［同左］ 

［ ～（27） 同左］ 

（28） 募集（売出）債券の状況 

［ａ・ｂ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

［（29）～（34） 同左］ 
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（35） 財政 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 全ての特別会計及び主な政府関係機関の最近５会計年度の歳入及び歳出（決算が確定していない

場合には予算による。）について、計数を示して記載すること。 

ｅ ［略］ 

［（36）～（46） 略］ 

（47） 債券及び利札の様式 

債券及び利札の様式並びに券面に記載しようとする事項（振替外債等（電子記録移転有価証券表示

権利等を除く。）にあっては、その旨及び社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75

号）第127条において準用する同法第69条第１項第７号に規定する通知事項）の内容について記載す

ること。 

（35） 財政 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ すべての特別会計及び主な政府関係機関の最近５会計年度の歳入及び歳出（決算が確定していな

い場合には予算による。）について、計数を示して記載すること。 

ｅ ［同左］ 

［（36）～（46） 同左］ 

（47） 債券及び利札の様式 

債券及び利札の様式並びに券面に記載しようとする事項（振替外債にあっては、その旨及び社債、

株式等の振替に関する法律第127条において準用する同法第69条第１項第７号に規定する通知事項）

の内容について記載すること。 

  
第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券報告書 

【根拠条文】            金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                 年 月 日 

【会計年度（又は事業年度）】     自     年 月 日 至     年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】                          

【事務連絡者氏名】                           

【住所】                               

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】         名称 

（所在地） 

［第１～第３ 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債等に係るものを含むも

のとする。 

 ［ ～  略］ 

  募集（売出）債券の状況 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 募集又は売出しの届出をした債券（当該債券が外国債等預託証券である場合には当該外国債等預

託証券に表示される権利に係る外国債等をいい、当会計年度（又は事業年度）前に全額償還済と

なったものを除く。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組

織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録される

ものに限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第二号様式記載上の注意（28）ｃにより

記載することとされている事項に準ずる事項を欄外に記載すること。 

ｄ 法第２条第１項第６号に掲げるものの性質を有する有価証券については、ａからｃまでに準じて

第三号様式 

【表紙】 

【提出書類】            有価証券報告書 

【根拠条文】            金融商品取引法第24条第１項 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                 年 月 日 

【会計年度（又は事業年度）】     自     年 月 日 至     年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】                          

【事務連絡者氏名】                           

【住所】                               

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】         名称 

（所在地） 

［第１～第３ 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債に係るものを含むもの

とする。 

［ ～  同左］ 

  募集（売出）債券の状況 

［ａ・ｂ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

ｃ 法第２条第１項第６号に掲げるものの性質を有する有価証券については、ａ及びｂに準じて記載
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記載すること。 

［ ～  略］ 

  財政 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 全ての特別会計及び主な政府関係機関の当会計年度（又は事業年度）の前４会計年度（又は事業

年度）及び当会計年度（又は事業年度）の歳入及び歳出（決算が確定していない場合には予算によ

る。）について、計数を示して記載すること。 

ｅ ［略］ 

［ ～（23） 略］ 

 

すること。 

［ ～  同左］ 

  財政 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ すべての特別会計及び主な政府関係機関の当会計年度（又は事業年度）の前４会計年度（又は事

業年度）及び当会計年度（又は事業年度）の歳入及び歳出（決算が確定していない場合には予算に

よる。）について、計数を示して記載すること。 

ｅ ［同左］ 

［ ～（23） 同左］ 

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】            半期報告書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                 年 月 日 

【中間会計期間】          自     年 月 日 至     年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】                          

【事務連絡者氏名】                           

【住所】                                

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】         名称 

（所在地） 

［第１～第３ 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債等に係るものを含むも

のとする。 

［ ～  略］ 

第五号様式 

【表紙】 

【提出書類】            半期報告書 

【提出先】             関東財務局長 

【提出日】                 年 月 日 

【中間会計期間】          自     年 月 日 至     年 月 日 

【発行者の名称】                           

【代表者の役職氏名】                          

【事務連絡者氏名】                           

【住所】                                

【電話番号】                             

【縦覧に供する場所】         名称 

（所在地） 

［第１～第３ 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ この様式中「募集（売出）債券」、「債券」及び「券面総額」は、振替外債に係るものを含むもの

とする。 

［ ～  同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
（
第
九
号
の
四
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
っ
て
は
、
次
条
第
二
号

第
一
条

［
同
上
］

ロ
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
四
の
四

略
］

［
一
～
四
の
四

同
上
］

五

信
託
受
益
権

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

五

［
同
上
］

イ

内
国
信
託
受
益
権
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち

イ

内
国
信
託
受
益
権
（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち

法
第
三
条
第
三
号
イ 

に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
及
び
金
融
商
品

法
第
三
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と

じ
。
）

い
う
。
）
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

外
国
信
託
受
益
権
（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち

ロ

外
国
信
託
受
益
権
（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち

法
第
三
条
第
三
号
イ 

に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
及
び
令
第
二
条

法
第
三
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

の
十
三
第
九
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

じ
。
）

）

五
の
二

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び

五
の
二

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
法
第
三
条
第
三
号
イ 

又
は 

に
掲
げ
る
権

第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
法
第
三
条
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
権
利

利
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

五
の
三

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び

五
の
三

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び

第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
法
第
三
条
第
三
号
イ 

に
掲
げ
る
権
利
に
該

第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
の
う
ち
法
第
三
条
第
三
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
権
利
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当
す
る
も
の
を
い
う
。

に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

五
の
四

特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

令
第
二
条
の
十
三
第
十
号
及
び
第

［
号
を
加
え
る
。
］

十
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

五
の
五

特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

令
第
二
条
の
十
三
第
十
一
号
及
び

［
号
を
加
え
る
。
］

第
十
二
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

六

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券

令
第
二
条
の
十
三
第
六
号
及
び
第
八
条

六

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十

第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
い
う
。

年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
十
三
第
六

号
及
び
第
八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
い
う
。

六
の
二

［
略
］

六
の
二

［
同
上
］

七

内
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
二
、
第
三
号
イ
、
第
三
号
の
二
、
第
三

七

内
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
二
、
第
三
号
イ
、
第
三
号
の
二
、
第
三

号
の
四
イ
、
第
四
号
イ
、
第
四
号
の
二
イ
、
第
四
号
の
三
イ
、
第
五
号
イ
、

号
の
四
イ
、
第
四
号
イ
、
第
四
号
の
二
イ
、
第
四
号
の
三
イ
、
第
五
号
イ
及

第
五
号
の
二
及
び
第
五
号
の
四
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
第
六
号
及
び
第

び
第
五
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
に
掲

六
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る

げ
る
有
価
証
券
（
内
国
法
人
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

八

外
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
三
、
第
三
号
ロ
、
第
三
号
の
三
、
第
三

八

外
国
特
定
有
価
証
券

第
二
号
の
三
、
第
三
号
ロ
、
第
三
号
の
三
、
第
三

号
の
四
ロ
、
第
四
号
ロ
、
第
四
号
の
二
ロ
、
第
四
号
の
三
ロ
、
第
四
号
の
四

号
の
四
ロ
、
第
四
号
ロ
、
第
四
号
の
二
ロ
、
第
四
号
の
三
ロ
、
第
四
号
の
四

、
第
五
号
ロ
、
第
五
号
の
三
及
び
第
五
号
の
五
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に

、
第
五
号
ロ
及
び
第
五
号
の
三
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
第
六
号
及
び
第

第
六
号
及
び
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ

六
号
の
二
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
の
者
が
発
行
者
で
あ
る
も
の
に
限
る

る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

［
九
～
九
の
四

略
］

［
九
～
九
の
四

同
上
］

九
の
五

組
合
等
財
産

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
若
し
く
は
外
国
有

九
の
五

組
合
等
財
産

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
又
は
外
国
有
価
証
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価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
又
は
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利
若
し
く
は
特

券
投
資
事
業
権
利
等
の
発
行
者
が
当
該
内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
又

定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利
の
発
行
者
が
当
該
内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権

は
当
該
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
に
係
る
事
業
の
た
め
に
管
理
、
運

利
等
若
し
く
は
当
該
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
又
は
当
該
特
定
内
国

用
又
は
処
分
す
る
財
産
を
い
う
。

電
子
記
録
移
転
権
利
若
し
く
は
当
該
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利
に
係
る

事
業
の
た
め
に
管
理
、
運
用
又
は
処
分
す
る
財
産
を
い
う
。

十

［
略
］

十

［
同
上
］

十
一

有
価
証
券
の
募
集

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集

十
一

有
価
証
券
の
募
集

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
募
集

及
び
法
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
い

及
び
法
第
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
発
行
手
続
を
い

う
。

う
。

十
二

有
価
証
券
の
売
出
し

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売

十
二

有
価
証
券
の
売
出
し

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売

出
し
、
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
取
得
有
価
証
券
一

出
し
、
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
取
得
有
価
証
券
一

般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に
該
当
す
る

般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
等
取
得
有

も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
等
取
得
有

価
証
券
一
般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に

価
証
券
一
般
勧
誘
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
売
出
し
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
四
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
二
条

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
四
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
二
条

の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
い
う
。

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
組
織
再
編
成
交
付
手
続
を
い
う
。

［
十
三
～
二
十
九

略
］

［
十
三
～
二
十
九

同
上
］

（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
）

（
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
）

第
一
条
の
二

令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
一
条
の
二

［
同
上
］

、
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
が
同
一
種
類

二

当
該
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
が
同
一
種
類

210



の
特
定
有
価
証
券
（
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
同
一
で
、
金
融
商
品
取
引

の
特
定
有
価
証
券
（
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
同
一
で
、
金
融
商
品
取
引

法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第

法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第

十
四
号
。
以
下
「
定
義
府
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

十
四
号
。
以
下
「
定
義
府
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
同
一
で
あ
る

げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
が
同
一
で
あ
る

特
定
有
価
証
券
を
い
い
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く

特
定
有
価
証
券
を
い
い
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く

。
）
で
あ
る
こ
と
。

。
）
で
あ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
が
行
わ
れ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
代
理
人
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
が
行
わ
れ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
代
理
人
）

第
三
条

そ
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証

第
三
条

そ
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証

券
発
行
勧
誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
（
法

券
発
行
勧
誘
等
を
い
う
。
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て

第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
（

む
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ

を
い
う
。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
特
定
有
価
証
券
（
第
四

。
）
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
を
い
う
。
第
十
九
条
に
お
い
て

条
に
お
い
て
「
適
格
機
関
投
資
家
向
け
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行

同
じ
。
）
に
該
当
す
る
特
定
有
価
証
券
（
第
四
条
に
お
い
て
「
適
格
機
関
投
資

す
る
外
国
の
者
は
、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
特
定

家
向
け
特
定
有
価
証
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
外
国
の
者
は
、
本
邦
内
に

有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
行
為
に
つ
き
、
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行

住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
行

者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
（
同
条
に
お
い
て
「
発
行
者
の
代
理
人
」

為
に
つ
き
、
当
該
外
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る

と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
（
同
条
に
お
い
て
「
発
行
者
の
代
理
人
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手

（
特
定
投
資
家
向
け
有
価
証
券
に
該
当
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
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続
等
）

続
等
）

第
四
条
の
三

［
略
］

第
四
条
の
三

［
同
上
］

２

令
第
二
条
の
十
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
有
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に

２

［
同
上
］

掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
数
と
す
る
。

一

内
国
特
定
有
価
証
券

申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
特
定
期
間
（
第
二
十

一

内
国
特
定
有
価
証
券

申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
特
定
期
間
（
第
二
十

三
条
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
直
前
特
定
期
間
の
末
日

三
条
に
規
定
す
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
直
前
特
定
期
間
の
末
日

及
び
直
前
特
定
期
間
の
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
特
定
期
間
（
次

及
び
直
前
特
定
期
間
の
開
始
の
日
前
二
年
以
内
に
開
始
し
た
特
定
期
間
（
次

号
に
お
い
て
「
基
準
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
全
て
の
末
日
に
お
い
て
当
該

号
に
お
い
て
「
基
準
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
す
べ
て
の
末
日
に
お
い
て
当

特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者

該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る

の
数

者
の
数

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
暗
号
資
産
の
換
算
等
）

第
四
条
の
六

こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
中

［
条
を
加
え
る
。
］

、
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資

産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
主
要
な
事
項
に
つ
い
て
当
該
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

換
算
に
当
た
っ
て
採
用
し
た
換
算
の
基
準
を
付
記
す
る
と
と
も
に
、
当
該
暗
号

資
産
の
名
称
及
び
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
二
条
の
二
及
び
令
第
一
条
の
二
十
三
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暗
号
資

産
は
、
こ
の
府
令
の
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
と
み
な
し
て
、
こ
の

212



府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
記
載
す
る
事
項
の
う
ち
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書

そ
の
他
の
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
準
拠
す
る
も
の
に

係
る
規
定
の
金
銭
又
は
取
引
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
九
十
三
条
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
有
価
証
券
通
知
書
）

（
有
価
証
券
通
知
書
）

第
五
条

法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
提
出
す

第
五
条

［
同
上
］

る
有
価
証
券
通
知
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ

、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
三
号
の
五
様
式

第
三
号
の
五
様
式

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
三
号
の
六
様
式

第
三
号
の
六
様
式

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

（
開
示
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
）

第
七
条

法
第
四
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
七
条

法
第
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

213



（
令
第
二
条
の
十
三
第
十
三
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
）

（
令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
）

第
八
条

令
第
二
条
の
十
三
第
十
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

第
八
条

令
第
二
条
の
十
三
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
資
産
流

二

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
資
産
流

動
化
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
約
束
手
形
を
除
く
。
）
の
性
質
を

動
化
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
特
定
約
束
手
形
を
除
く
。
）
の
性
質
を

有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の

有
す
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
五
号

四

法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
同
項
第
五
号

、
第
六
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有

、
第
六
号
、
第
九
号
若
し
く
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の
で
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
又
は
同
項
第
四

す
る
も
の
で
第
二
号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
又
は
同
項
第
四

号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の

号
若
し
く
は
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
性
質
を
有
す
る
も
の

五

［
略
］

五

［
同
上
］

六

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価
証

六

有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
令
第
二
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す
る
有
価
証

券
信
託
受
益
証
券
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
受

券
信
託
受
益
証
券
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ

託
有
価
証
券
と
す
る
も
の

る
有
価
証
券
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の

七

［
略
］

七

［
同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
内
容
等
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
条

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有

第
十
条

［
同
上
］

価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
は
、
次
の
各
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号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ

り
有
価
証
券
届
出
書
三
通
（
当
該
特
定
有
価
証
券
が
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証

券
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
の
発
行
者
で
あ

る
原
委
託
者
（
定
義
府
令
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
原
委
託
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
原
委
託
者
が
個
人
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
住
所
と
し
、
原
委
託
者
が
外
国
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
原
委
託
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る

者
の
住
所
と
す
る
。
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
又
は
住
所
が
福
岡

財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
。
以
下

「
原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証

券
の
発
行
者
で
あ
る
受
託
者
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
受
託
者

が
外
国
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
託
者
を

代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
住
所
）
を
管
轄
す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が

福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
。

第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
「
受
託
者
管
轄
財
務
局
等
」
と
い
う
。
）
と
異
な
る
と
き
は
、
当
該
異
な
る

原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
の
数
に
三
を
加
え
た
通
数
）
を
作
成
し
、
関
東
財
務

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
六
号
の
五
様
式

第
六
号
の
五
様
式

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
六
号
の
六
様
式

第
六
号
の
六
様
式
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［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
の
記
載
の
特
例
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法

第
十
一
条

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と

。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と

し
、
法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
十

し
、
法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
法
第
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
三
条
の
十
二
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲

め
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

（
参
照
方
式
に
よ
る
有
価
証
券
届
出
書
）

第
十
一
条
の
三

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
各
号
（
こ

第
十
一
条
の
三

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
各
号
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ

。
）
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
者
が
、
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
は
、
法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
（

う
と
す
る
場
合
に
は
、
法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
（

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

（
外
国
会
社
届
出
書
の
提
出
等
）

第
十
一
条
の
五

法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
会
社
届
出
書
を
提
出
し

第
十
一
条
の
五

［
同
上
］

よ
う
と
す
る
届
出
書
提
出
外
国
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
同
項
第
一
号
（

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
書
類
、
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
そ
の
補
足
書
類
（
法
第
五
条
第
七
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
補
足
書
類
を
い
う
。
第
十
三
条
の
三
第

二
項
第
一
号
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
三
通
を
関
東
財

務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

外
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券

第
五
号
の
五
の
二
様
式

四

外
国
資
産
信
託
流
動
化
証
券

第
五
号
の
五
の
二
様
式

五

外
国
信
託
受
益
証
券
、
外
国
信
託
社
債
券
、
外
国
信
託
受
益
権
及
び
外
国

五

外
国
信
託
受
益
証
券

第
六
号
の
二
の
二
様
式

貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券

第
六
号
の
二
の
二
様
式

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

七

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
六
号
の
六
の
二
様
式

第
六
号
の
六
の
二
様
式

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］
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（
募
集
事
項
等
記
載
書
面
）

（
募
集
事
項
等
記
載
書
面
）

第
十
一
条
の
六

法
第
五
条
第
十
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
十
一
条
の
六

［
同
上
］

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
募
集
又
は
売
出
し
の

状
況
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特

七

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
前
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
を
受

定
有
価
証
券
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
第
五
号
に
お

託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

い
て
同
じ
。
）

八

特
定
預
託
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
に

八

特
定
預
託
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
に

係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
十
二
条

法
第
五
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
十
二
条

［
同
上
］

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
（
次
条
に
お

い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
届
出
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
が
当
該
有
価
証
券
届
出
書
提
出
前
一
年
以
内
に

当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
一
の
種
類
の
特
定
有
価
証

券
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
有
価
証
券
届
出
書
に
添
付
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と

同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
除
く
。

一

内
国
特
定
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
に
係
る
有
価
証
券
届
出
書
（
第

一

［
同
上
］
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四
号
の
三
の
二
様
式
、
第
四
号
の
三
の
三
様
式
、
第
五
号
の
二
の
二
様
式
及

び
第
五
号
の
二
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
有
価
証
券
届
出
書
を
除
く
。

）

次
に
掲
げ
る
書
類

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

ヘ

当
該
内
国
特
定
有
価
証
券
が
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
（
法
第
二
条
第

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

三
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
権
利
で
特
定
有
価
証
券
に
該
当
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
電
子
記

録
移
転
権
利
の
仕
組
み
、
調
達
資
金
の
使
途
、
調
達
資
金
を
充
て
て
行
う

事
業
の
内
容
そ
の
他
の
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
の
概
要
を
記
載
し

た
書
面
（
目
論
見
書
を
除
く
。
）
を
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
の
募

集
又
は
売
出
し
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
書
面

二

第
四
号
の
三
の
二
様
式
又
は
第
五
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

二

［
同
上
］

有
価
証
券
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

前
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

三

第
四
号
の
三
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
有
価
証
券
届
出
書

次
に
掲

三

［
同
上
］

げ
る
書
類

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

［
ハ
～
ホ

略
］

［
ハ
～
ホ

同
上
］

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

第
四
号
の
四
の
二
様
式
及
び
第
五
号
の
三
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

六

［
同
上
］

有
価
証
券
届
出
書

次
に
掲
げ
る
書
類

219



イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
一
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き

２

前
項
各
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き

は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前

は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

項
第
一
号
ヘ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規

十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た

定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
四
号
の
四
の
二
様
式
又
は

発
行
者
が
第
四
号
の
四
の
二
様
式
又
は
第
五
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証

第
五
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
、
同
項
第

券
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
及
び
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書

五
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
五
号
の
三
の
二

を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
五
号
の
三
の
二
様
式
又
は
第
五
号
の
三
の
三
様
式
に

様
式
又
は
第
五
号
の
三
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出

よ
り
作
成
し
た
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
並
び
に
外
国
会
社
届
出
書

す
る
場
合
及
び
外
国
会
社
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
各
号
に
定

を
提
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
前
項
各
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
又
は
英
語
を

め
る
書
類
が
日
本
語
又
は
英
語
を
も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ

も
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳

の
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

（
有
価
証
券
届
出
書
の
自
発
的
訂
正
）

第
十
三
条

提
出
し
た
有
価
証
券
届
出
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
つ
き
、
法
第
七

第
十
三
条

［
同
上
］

条
第
一
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
規
定
に
よ
り
訂
正
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め

る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

第
十
一
条
各
号
に
定
め
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か

三

第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
な
か

220



っ
た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

っ
た
も
の
に
つ
き
、
そ
の
内
容
が
決
定
し
た
こ
と
。

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

記
載
内
容
）

記
載
内
容
）

第
十
五
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
五
条

［
同
上
］

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。
た
だ
し
、
法
第
二
十
五
条
第
四
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
事
項
を
除
く
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
六
号
の
五
様
式
第
一
部
及
び
第

第
六
号
の
五
様
式
第
一
部
及
び
第
二
部
に
掲
げ
る
事
項

二
部
に
掲
げ
る
事
項

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

次
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の

特
記
事
項
）

特
記
事
項
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
五
条
の
二

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
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。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

旨

ホ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

ホ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

受
益
証
券
若
し
く
は
内
国
信
託
受
益
権
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益

受
益
証
券
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す

証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証

る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

は
、
そ
の
旨

ヘ

［
略
］

ヘ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
目
論
見
書

の
特
記
事
項
）

の
特
記
事
項
）

第
十
五
条
の
三

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
五
条
の
三

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
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る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

旨

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

受
益
証
券
若
し
く
は
内
国
信
託
受
益
権
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益

受
益
証
券
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す

証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証

る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

は
、
そ
の
旨

ホ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ
ば

（
届
出
を
要
す
る
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

第
十
六
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ 
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
六
条
の
二

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

旨

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

受
益
証
券
若
し
く
は
内
国
信
託
受
益
権
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益

受
益
証
券
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す
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証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証

る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

は
、
そ
の
旨

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
は
、
当
該
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
該
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書

の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ

（
既
に
開
示
さ
れ
た
有
価
証
券
に
係
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

ば
な
ら
な
い
目
論
見
書
の
特
記
事
項
）

第
十
六
条
の
三

法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ロ 

（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て

第
十
六
条
の
三

［
同
上
］

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る

。一

届
出
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

ロ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
伴
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

旨

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

ハ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
又
は
内
国
信
託

受
益
証
券
若
し
く
は
内
国
信
託
受
益
権
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益

受
益
証
券
の
う
ち
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す

証
券
に
類
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証

る
も
の
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
元
本
の
保
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨

は
、
そ
の
旨

二

［
略
］

二

［
同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
は
、
当
該
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
該
届
出
目
論
見
書
又
は
届
出
仮
目
論
見
書
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の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
書
の
添
付
書
類
）

第
十
八
条
の
二

法
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用

第
十
八
条
の
二

［
同
上
］

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
発
行
登
録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一

第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書

一

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
書
類

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

て
、
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
の
仕
組
み
、
調
達
資
金
の
使
途
、
調

達
資
金
を
充
て
て
行
う
事
業
の
内
容
そ
の
他
の
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転

権
利
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
（
目
論
見
書
を
除
く
。
）
を
当
該
特
定
電

子
記
録
移
転
権
利
の
募
集
又
は
売
出
し
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
書
面

二

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
六
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書

二

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

三

第
十
五
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書

次
に
掲
げ
る
書
類

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

第
一
号
ロ
、
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

四

第
十
六
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書

次
に
掲
げ
る
書
類

四

［
同
上
］
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イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

２

発
行
登
録
書
（
訂
正
発
行
登
録
書
を
含
む
。
第
十
八
条
の
八
第
二
項
及
び
第

２

［
同
上
］

十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
行
登

録
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

。一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
六
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書

二

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け

３

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書

れ
ば
な
ら
な
い
。

類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る

一

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る

翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二

書
類
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
日
本
語
に
よ
り
記
載
さ

号
の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
十
六
号
様
式

れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文

及
び
第
十
六
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書
を
提
出
す
る
場
合
並

二

第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号

び
に
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
十

の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
十
六
号
様
式

六
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

及
び
第
十
六
号
の
三
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書
を
提
出
す
る
場
合

第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書
類

並
び
に
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が

が
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語

第
十
六
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お

又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
る
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
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る
書
類
で
あ
っ
て
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日

本
語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
記
載
内
容
等
）

第
十
八
条
の
六

法
第
二
十
三
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
て
い
る

第
十
八
条
の
六

［
同
上
］

特
定
有
価
証
券
を
取
得
さ
せ
、
又
は
売
り
付
け
よ
う
と
す
る
発
行
登
録
者
は
、

当
該
特
定
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定

有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
発
行
登
録
追
補

書
類
三
通
を
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
前
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
を
受

［
号
を
加
え
る
。
］

託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証

券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
に
つ
き
、
前
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

六

特
定
預
託
証
券
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
に

［
号
を
加
え
る
。
］

係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）

当
該
特
定
預
託
証
券
に
表
示
さ

れ
る
権
利
に
係
る
特
定
有
価
証
券
に
つ
き
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
提
出
を
要
し
な
い
有
価
証
券
）

第
十
八
条
の
七
の
二

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
三
条
の
二
の
二
第
四
号
に
規

第
十
八
条
の
七
の
二

特
定
有
価
証
券
に
係
る
令
第
三
条
の
二
の
二
第
四
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
振
替
法
第
百
二
十

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
振
替
外
債
（
社
債
等
振
替
法
第
百
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
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に
規
定
す
る
振
替
外
債
（
同
条
に
規
定
す
る
振
替
社
債
、
社
債
等
振
替
法
第
百

に
規
定
す
る
振
替
外
債
（
同
条
に
規
定
す
る
振
替
社
債
、
社
債
等
振
替
法
第
百

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
社
債
、
社
債
等
振
替
法
第
百
十
八
条

ら
ニ
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
社
債
、
社
債
等
振
替
法
第
百
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま

に
お
い
て
準
用
す
る
社
債
等
振
替
法
第
六
十
六
条
（
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま

で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
特
定
社
債
又
は
社
債
等
振
替
法
第
百
十
六
条

で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
振
替
特
定
社
債
又
は
社
債
等
振
替
法
第
百
十
六
条

に
規
定
す
る
振
替
投
資
法
人
債
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

に
規
定
す
る
振
替
投
資
法
人
債
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下

以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
（
以

「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

下
「
短
期
外
債
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

（
発
行
登
録
通
知
書
の
記
載
内
容
等
）

第
十
八
条
の
八

［
略
］

第
十
八
条
の
八

［
同
上
］

２

発
行
登
録
通
知
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の

２

［
同
上
］

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
発
行
登
録
書
に
添
付
さ
れ
た
書
類
と
同
一
内
容
の
も
の
を
除

く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

外
国
投
資
証
券
の
発
行
者

次
に
掲
げ
る
書
類

二

［
同
上
］

イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

三

［
略
］

三

［
同
上
］

四

特
定
外
国
資
産
流
動
化
証
券
の
発
行
者

次
に
掲
げ
る
書
類

四

［
同
上
］

イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
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ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

五

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
者

当
該
特
定
有
価
証
券
信
託
受

五

特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
の
発
行
者

当
該
特
定
有
価
証
券
信
託
受

益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
に
つ
き
、
前
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

益
証
券
に
係
る
受
託
有
価
証
券
に
つ
き
、
前
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券

の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

六

特
定
預
託
証
券
の
発
行
者

当
該
特
定
預
託
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に

六

特
定
預
託
証
券
の
発
行
者

当
該
特
定
預
託
証
券
に
表
示
さ
れ
る
権
利
に

係
る
特
定
有
価
証
券
に
つ
き
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有

係
る
特
定
有
価
証
券
に
つ
き
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
有

価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）

（
発
行
登
録
追
補
書
類
の
添
付
書
類
）

第
十
八
条
の
九

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
八
第
五
項
（
法
第
二

第
十
八
条
の
九

［
同
上
］

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
発
行
登
録
追
補
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
発

行
登
録
書
に
添
付
さ
れ
た
書
類
と
同
一
内
容
の
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

第
二
十
一
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲
げ
る

一

［
同
上
］

書
類

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

て
、
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
の
仕
組
み
、
調
達
資
金
の
使
途
、
調

達
資
金
を
充
て
て
行
う
事
業
の
内
容
そ
の
他
の
当
該
特
定
電
子
記
録
移
転

権
利
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
（
目
論
見
書
を
除
く
。
）
を
当
該
特
定
電

子
記
録
移
転
権
利
の
募
集
又
は
売
出
し
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
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当
該
書
面

二

第
二
十
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲
げ
る

二

［
同
上
］

書
類

イ

前
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ホ

略
］

［
ロ
～
ホ

同
上
］

三

第
二
十
一
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲

三

［
同
上
］

げ
る
書
類

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

第
一
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
書
類

ロ

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

四

第
二
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類

次
に
掲

四

［
同
上
］

げ
る
書
類

イ

前
号
に
定
め
る
書
類

イ

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け

２

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書
類
が
日
本
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も

れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一

前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書
類
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告

。
）
で
あ
っ
て
日
本
語
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
に
よ
る

書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
二
十
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補

翻
訳
文

書
類
を
提
出
す
る
場
合
及
び
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提

二

前
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の

出
し
た
発
行
者
が
第
二
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書

二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
二
十
二
号
様
式

類
を
提
出
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書
類
が

に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
す
る
場
合
及
び
同
項
第
五
号

日
本
語
又
は
英
語
に
よ
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
本
語
又

に
規
定
す
る
外
国
会
社
報
告
書
を
提
出
し
た
発
行
者
が
第
二
十
二
号
の
二
様

は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
に
よ
り
作
成
し
た
発
行
登
録
追
補
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
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第
二
号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
書
類
で
あ
っ
て
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
記

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

日
本
語
又
は
英
語
に
よ
る
翻
訳
文

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

（
発
行
登
録
目
論
見
書
等
の
特
記
事
項
）

第
十
八
条
の
十

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い

第
十
八
条
の
十

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
本
文
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

の
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す

げ
る
目
論
見
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

る
。

一

発
行
登
録
目
論
見
書

次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
表
示
さ
れ

ニ

当
該
特
定
有
価
証
券
が
外
国
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
の
変

場
合
に
は
、
外
国
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る

動
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
旨

旨

［
ホ
～
ト

略
］

［
ホ
～
ト

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

２

前
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
、
同
項
第

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
、
同
項
第

二
号
ハ
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
並
び
に
同

二
号
ハ
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
並
び
に
同

項
第
三
号
イ
及
び
ロ
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。

項
第
三
号
イ
及
び
同
号
ロ
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限

）
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情
報
の
次
に
、

る
。
）
に
関
す
る
事
項
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
目
論
見
書
の
参
照
情
報
の
次

そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇
所
に

に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
は
、
当
該
各
目
論
見
書
の
表
紙
そ
の
他
の
見
や
す
い
箇

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

（
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

第
十
九
条

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

第
十
九
条

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等

又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
（
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
交
付

又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る
こ
と

勧
誘
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
適
格
機
関
投
資
家
向
け
勧
誘
に
該
当
す
る

に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し

こ
と
に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各

関
し
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
特
定
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令

一

当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第
一
号

第
一
条
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

当
該

ハ
に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等

措
置
の
内
容

に
付
さ
れ
た
条
件
の
内
容

一
の
二

当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
四
第

［
号
を
加
え
る
。
］

一
号
ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内
容

二

当
該
特
定
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い
て
令

二

当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の
四
第

第
一
条
の
七
の
四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合

一
号
ハ
に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
有
価
証
券
交
付
勧

当
該
措
置
の
内
容

誘
等
に
付
さ
れ
た
条
件
の
内
容

二
の
二

当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
令
第
一
条
の
七
の

［
号
を
加
え
る
。
］

四
第
一
号
ハ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合

当
該
条
件
の
内

容
［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）

（
特
定
投
資
家
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
方
法
等
）
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第
十
九
条
の
二

［
略
］

第
十
九
条
の
二

［
同
上
］

２

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

２

［
同
上
］

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

当
該
特
定
有
価
証
券
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
に
つ
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く

は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 

又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一

号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号

ロ 

に
規
定
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

三

当
該
特
定
投
資
家
向
け
取
得
勧
誘
又
は
当
該
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第

誘
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
一
条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二

二
号
ロ 

若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ 

若
し
く
は

号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
二
条
第
一
号
ロ 

若
し
く
は 

又
は
令
第
一

(i)

又
は
令
第
一
条
の
八
の
二
第
一
号
ロ 

若
し
く
は
第
二
号
ロ 

若
し
く
は

条
の
八
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
若
し
く
は
定
義
府
令
第
十
三
条

(ii)定
義
府
令
第
十
三
条
の
六
第
一
号
ロ 

に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る

の
六
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容

場
合
に
は
、
そ
の
内
容

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

３

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

３

［
同
上
］

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
第
四
条
の
四
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

三

当
該
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
第
四
条
の
四
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］
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（
少
人
数
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

（
少
人
数
向
け
勧
誘
等
に
係
る
告
知
の
内
容
等
）

第
二
十
条

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
（
法
第
二
十

第
二
十
条

特
定
有
価
証
券
に
係
る
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
四
項
（
法
第
二
十

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
有
価
証
券
の
有
価
証
券
発

行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
少
人
数
向
け
勧
誘
（
法
第
二
十
三
条

行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
が
少
人
数
向
け
勧
誘
（
法
第
二
十
三
条

の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
少
人
数
向
け
勧
誘
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と

の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る
少
人
数
向
け
勧
誘
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第

に
よ
り
当
該
有
価
証
券
発
行
勧
誘
等
又
は
有
価
証
券
交
付
勧
誘
等
に
関
し
法
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
及
び
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
特
定
有
価
証
券
が
第
一
条
第
五
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
の
い
ず
れ

三

当
該
特
定
有
価
証
券
が
第
一
条
第
五
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
（
特
定
電
子
記
録
移
転
権
利
に
該
当
す
る
も
の

か
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
で
あ
る
場
合

当
該
特
定
有
価
証
券
が
法
第
二

を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
特
定
有
価
証
券
が
法
第
二
条
第
二
項
各
号

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
で
あ
る
こ
と

に
掲
げ
る
権
利
で
あ
る
こ
と

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第

第
二
十
二
条

［
同
上
］

三
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
有
価
証
券
の
発
行

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
様
式
に
よ
り
有
価
証
券
報
告
書
三
通
（
当
該
特
定
有
価
証
券
が
資
産
信
託

流
動
化
受
益
証
券
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
が
受
託

者
管
轄
財
務
局
等
と
異
な
る
と
き
は
当
該
異
な
る
原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
の
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数
に
三
を
加
え
た
通
数
）
を
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
九
号
の
五
様
式

第
九
号
の
五
様
式

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
九
号
の
六
様
式

第
九
号
の
六
様
式

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
特
定
期
間
）

（
特
定
期
間
）

第
二
十
三
条

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は

第
二
十
三
条

［
同
上
］

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
に
つ
い
て
同
号
に

定
め
る
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
六
月
と
し
、
当
該
期
間
の
末
日

が
休
日
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一

号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
十
二
月
二
十
九
日
及
び
十
二
月
三
十

日
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
末
日

の
翌
日
を
当
該
期
間
の
末
日
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

内
国
投
資
証
券
、
外
国
投
資
証
券
、
資
産
流
動
化
証
券
、
抵
当
証
券
等
、

一

内
国
投
資
証
券
、
外
国
投
資
証
券
、
資
産
流
動
化
証
券
、
抵
当
証
券
等
、

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
特

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
並

定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利
並
び
に
特

び
に
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
こ
れ
ら
の
特
定
有
価
証
券
（
内
国
有

定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
で
こ
れ
ら
の
特
定
有
価
証
券
（
内
国
有
価
証
券

価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
を
除
く
。
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投
資
事
業
権
利
等
、
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
特
定
内
国
電
子
記

）
を
受
託
有
価
証
券
と
す
る
も
の
又
は
特
定
預
託
証
券
で
こ
れ
ら
の
特
定
有

録
移
転
権
利
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利
を
除
く
。
）
を
受
託
有
価

価
証
券
（
内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業

証
券
と
す
る
も
の
又
は
特
定
預
託
証
券
で
こ
れ
ら
の
特
定
有
価
証
券
（
内
国

権
利
等
を
除
く
。
）
に
係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

当
該
特
定
有
価
証
券

有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
特
定
内

の
発
行
者
の
事
業
年
度

国
電
子
記
録
移
転
権
利
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利
を
除
く
。
）
に

係
る
権
利
を
表
示
す
る
も
の

当
該
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の
事
業
年
度

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
期
限
の
承
認
の
手
続
等
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
（

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
（

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
十

法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項

六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
内
国
特
定
有

及
び
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る

価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

内
国
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

本
文
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

同
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各

事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な

な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］
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４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
当

４

［
同
上
］

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

内
国
特
定
有
価
証
券

次
に
掲
げ
る
内
国
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ

一

［
同
上
］

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数

［
イ
～
リ

略
］

［
イ
～
リ

同
上
］

ヌ

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

ヌ

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の

利
（
令
第
二
条
の
十
三
第
十
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
で
あ
る
社
員
と
し
て
定
款

。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証

に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

券
の
所
有
者
で
あ
る
社
員
と
し
て
定
款
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
者
の
数

ル

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

ル

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権

る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の

利
（
令
第
二
条
の
十
三
第
十
二
号
に
掲
げ
る
権
利
に
該
当
す
る
も
の
に
限

末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価

る
。
）

申
請
時
又
は
基
準
特
定
期
間
の
末
日
に
お
い
て
当
該
特
定
有
価

証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

証
券
の
発
行
者
の
有
す
る
当
該
特
定
有
価
証
券
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載

さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
５
～
７

略
］

［
５
～
７

同
上
］

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

（
有
価
証
券
報
告
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
七
条

特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
が
有
価
証
券
報
告
書
に
添
付
す
べ
き
書

第
二
十
七
条

［
同
上
］

類
と
し
て
法
第
二
十
四
条
第
六
項
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

有
価
証
券
の
発
行
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
定
款
等
に
つ
い
て

、
当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
当
該
有
価
証
券
報
告
書
提

出
前
五
年
以
内
に
当
該
有
価
証
券
報
告
書
に
係
る
特
定
有
価
証
券
と
同
一
の
種

類
の
特
定
有
価
証
券
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
有
価
証
券
報
告
書
に
添
付
し
て
提

出
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
は
、
定
款
等
と
前
添
付
書
類
と
で
異
な
る
内
容
の
部
分
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
四

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
の
発
行
者

定
款
、
約
款
、
規
約
若

の
発
行
者

定
款
、
約
款
、
規
約
若
し
く
は
組
合
契
約
書
又
は
こ
れ
ら
に
準

し
く
は
組
合
契
約
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

ず
る
書
類

十
五

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
五

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
の
発
行
者

次
に
掲
げ
る
書
類

の
発
行
者

次
に
掲
げ
る
書
類

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
十
六
・
十
七

略
］

［
十
六
・
十
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
半
期
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

（
半
期
報
告
書
の
記
載
内
容
等
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

第
二
十
八
条

［
同
上
］

規
定
に
よ
り
半
期
報
告
書
を
提
出
す
べ
き
特
定
有
価
証
券
の
発
行
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
特
定
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に

よ
り
半
期
報
告
書
三
通
（
当
該
特
定
有
価
証
券
が
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
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で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
が
受
託
者
管
轄
財
務
局
等

と
異
な
る
と
き
は
当
該
異
な
る
原
委
託
者
管
轄
財
務
局
等
の
数
に
三
を
加
え
た

通
数
）
を
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
三

内
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
十
二
号
の
五
様
式

第
十
二
号
の
五
様
式

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
及
び
特
定
外
国
電
子
記
録
移
転
権
利

十
四

外
国
有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等

第
十
二
号
の
六
様
式

第
十
二
号
の
六
様
式

［
十
五
・
十
六

略
］

［
十
五
・
十
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
目
論
見
書
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
三
十
二
条
の
二

［
略
］

第
三
十
二
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る

５

［
同
上
］

事
項
と
す
る
。

一

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
目
論
見
書
提
供
者
が
使
用
す
る
も
の

一

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
目
論
見
書
提
供
者
が
使
用
す
る
も

の

二

［
略
］

二

［
同
上
］

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ

（
法
第
二
十
三
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

ば
な
ら
な
い
書
面
の
交
付
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）
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第
三
十
二
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

第
三
十
二
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
法
第
二
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す

条
の
三
十
の
九
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同

る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う

条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

。
）
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
文
書
交
付
者
」
と

記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
書

「
文
書
交
付
者
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
文
書
被
交
付
者
」
と

、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
の
交
付
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電

文
書
被
交
付
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ

磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
電
磁
的
方
法
又
は
電
話

の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
電

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
同
意
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

磁
的
方
法
又
は
電
話
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
同
意
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

合
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る

５

［
同
上
］

事
項
と
す
る
。

一

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
文
書
交
付
者
が
使
用
す
る
も
の

一

第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
文
書
交
付
者
が
使
用
す
る
も
の

二

［
略
］

二

［
同
上
］

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
特
定
有
価
証
券
に
係
る
開
示
関
係
書
類
の
関
東
財
務
局
長
の
受
理
等
）

（
特
定
有
価
証
券
に
係
る
開
示
関
係
書
類
の
関
東
財
務
局
長
の
受
理
等
）

第
三
十
三
条

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
三
十
三
条

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
、
内
国
投
資
証
券
、

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
、
内
国
投
資
証

内
国
資
産
流
動
化
証
券
、
内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
、
内
国
信
託
受
益

券
、
内
国
資
産
流
動
化
証
券
、
内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
、
内
国
信
託
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証
券
、
内
国
信
託
社
債
券
、
内
国
抵
当
証
券
、
内
国
信
託
受
益
権
、
内
国
有
価

受
益
証
券
、
内
国
信
託
社
債
券
、
内
国
抵
当
証
券
、
内
国
信
託
受
益
権
、
内
国

証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利
、
特
定
有
価
証
券
信

有
価
証
券
投
資
事
業
権
利
等
、
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
（
発
行
者
が
内

託
受
益
証
券
（
発
行
者
が
内
国
会
社
（
令
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内

国
会
社
（
令
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
国
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

国
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
特
定
預
託
証

限
る
。
）
又
は
特
定
預
託
証
券
（
発
行
者
が
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

券
（
発
行
者
が
内
国
会
社
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
有
価
証
券
通
知
書

）
に
係
る
有
価
証
券
通
知
書
又
は
発
行
登
録
通
知
書
と
す
る
。

又
は
発
行
登
録
通
知
書
と
す
る
。

２

令
第
三
十
九
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

２

令
第
三
十
九
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
、
内
国
投
資
証
券
、
内
国
資
産
流
動

め
る
も
の
は
、
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
、
内
国
投
資
証
券
、
内
国
資
産
流
動

化
証
券
、
内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
、
内
国
信
託
受
益
証
券
、
内
国
信

化
証
券
、
内
国
資
産
信
託
流
動
化
受
益
証
券
、
内
国
信
託
受
益
証
券
、
内
国
信

託
社
債
券
、
内
国
抵
当
証
券
、
内
国
信
託
受
益
権
、
内
国
有
価
証
券
投
資
事
業

託
社
債
券
、
内
国
抵
当
証
券
、
内
国
信
託
受
益
権
、
内
国
有
価
証
券
投
資
事
業

権
利
等
、
特
定
内
国
電
子
記
録
移
転
権
利
、
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及

権
利
等
、
特
定
有
価
証
券
信
託
受
益
証
券
及
び
特
定
預
託
証
券
の
発
行
者
で
あ

び
特
定
預
託
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
内
国
会
社
（
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
を
発
行

る
内
国
会
社
（
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
を
発
行
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

）
と
す
る
。
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第四号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 

託受益証券に係るファンドの名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 

託受益証券の金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

第四号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 

託受益証券に係るファンドの名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 

託受益証券の金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｅ 略］ 

ｆ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(63) 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｅ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(63) 同左］ 

  

第四号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

第四号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                
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【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信 

託受益証券に係るファンドの名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信 

託受益証券の金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信 

託受益証券に係るファンドの名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信 

託受益証券の金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｈ 略］ 

ｉ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(69) 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｈ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(69) 同左］ 

  

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券に係る投資法人の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券の形態及び金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ 

第四号の三様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券に係る投資法人の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国投資証 

券の形態及び金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｆ 略］ 

ｇ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｆ 同左］ 

［加える。］ 
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券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(22) 略］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(22) 同左］ 

(23) 投資対象 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 投資法人が、海外不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 221 条の２第

１項各号に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。以下ｃ、(35)ｃ及び(36)ｄにおいて同じ。）の発行

済株式又は出資（当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下ｃ、(35)ｃ及び

(36)ｄにおいて「株式等」という。）の総数又は総額に同令第 221 条に規定する率を乗じて得た数又

は額を超えて当該株式等を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに、当該海外不動産保有

法人に対する出資額、当該海外不動産保有法人の概況（組織形態、目的、事業内容、利益の分配方

針等）、ファンドに属する当該海外不動産保有法人の株式等の数又は額の当該海外不動産保有法人の

株式等の総数又は総額に対する割合及び当該海外不動産保有法人が設立された国における配当に係

る規制の内容を記載するとともに、当該海外不動産保有法人の投資対象とする不動産について、ａ

及びｂに準じて記載すること。 

［(24)～(77) 略］ 

(23) 投資対象 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ 投資法人が、海外不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 221 条の２第

１項各号に掲げる全ての要件を満たす法人をいう。以下ｃ、(35)ｃ及び(36)ｄにおいて同じ。）の発行

済株式又は出資（当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下ｃ、(35)ｃ及び

(36)ｄにおいて「株式等」という。）の総数又は総額に同令第 221 条に規定する率を乗じて得た数又

は額を超えて当該株式等を有する場合には、当該海外不動産保有法人ごとに、当該海外不動産保有

法人に対する出資額、当該海外不動産保有法人の概況（組織形態、目的、事業内容、利益の分配方

針等）、ファンドに属する当該海外不動産保有法人の株式等の数又は額の当該海外不動産保有法人の

株式等の総数又は総額に対する割合及び当該海外不動産保有法人が設立された国における配当に係

る規制の内容を記載するとともに、当該海外不動産保有法人の投資対象とする不動産について、ａ

及びｂに準じて記載すること。 

［(24)～(77) 同左］ 

  

第四号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券に係る外国投資法人の名称】                        

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券の形態及び金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ 

第四号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券に係る外国投資法人の名称】                        

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証 

券の形態及び金額】                             

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 同左］ 
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（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 略］ 

ｊ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(25) 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｉ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(25) 同左］ 

(26) 投資対象 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 外国投資法人が、不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 221 条の２第

１項各号に掲げる要件の全てを満たす法人をいう。以下ｃ、(38)ｃ及び(39)ｄにおいて同じ。）の発行

済株式又は出資（当該不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下ｃ、(38)ｃ及び(39)ｄ

において「株式等」という。）の総数又は総額に同令第 221 条に規定する率を乗じて得た数又は額

を超えて当該株式等を有する場合には、当該不動産保有法人ごとに、当該不動産保有法人に対する

出資額、当該不動産保有法人の概況（組織形態、目的、事業内容、利益の分配方針等）、ファンドに

属する当該不動産保有法人の株式等の数又は額の当該不動産保有法人の株式等の総数又は総額に対

する割合及び当該不動産保有法人が設立された国における配当に係る規制の内容を記載するととも

に、当該不動産保有法人の投資対象とする不動産について、ａ及びｂに準じて記載すること。 

［(27)～(85) 略］ 

(26) 投資対象 

［ａ・ｂ 同左］ 

ｃ 外国投資法人が、不動産保有法人（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 221 条の２第

１項各号に掲げる全ての要件を満たす法人をいう。以下ｃ、(38)ｃ及び(39)ｄにおいて同じ。）の発行

済株式又は出資（当該不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下ｃ、(38)ｃ及び(39)ｄ

において「株式等」という。）の総数又は総額に同令第 221 条に規定する率を乗じて得た数又は額

を超えて当該株式等を有する場合には、当該不動産保有法人ごとに、当該不動産保有法人に対する

出資額、当該不動産保有法人の概況（組織形態、目的、事業内容、利益の分配方針等）、ファンドに

属する当該不動産保有法人の株式等の数又は額の当該不動産保有法人の株式等の総数又は総額に対

する割合及び当該不動産保有法人が設立された国における配当に係る規制の内容を記載するととも

に、当該不動産保有法人の投資対象とする不動産について、ａ及びｂに準じて記載すること。 

［(27)～(85) 同左］ 

  

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の名称】                              

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の金額】                              

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

第五号の二様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年  月  日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の名称】                              

【届出の対象とした募集（売出）内国資産流 

動化証券の金額】                              

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 同左］ 
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（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｄ 略］ 

ｅ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(42) 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｄ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(42) 同左］ 

  

第五号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者（受託者）名称】                          

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【発行者（原委託者）氏名又は名称】                     

【代表者の役職氏名】                            

【住所又は本店の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産信 

託流動化受益証券の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国資産信 

託流動化受益証券の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

[第一部～第四部 略] 

第五号の四様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者（受託者）名称】                          

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【発行者（原委託者）氏名又は名称】                     

【代表者の役職氏名】                            

【住所又は本店の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国資産信 

託流動化受益証券の名称】                          

【届出の対象とした募集（売出）内国資産信 

託流動化受益証券の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

[第一部～第四部 同左] 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 
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に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(37) 略］ 

 

 

 

 

［ ～(37) 同左］ 

  

第六号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者（受託者）名称】                          

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【発行者（委託者）氏名又は名称】                      

【代表者の役職氏名】                            

【住所又は本店の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

名称】                                   

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

金額】                                   

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ 

第六号様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者（受託者）名称】                          

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【発行者（委託者）氏名又は名称】                      

【代表者の役職氏名】                            

【住所又は本店の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

名称】                                   

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の 

金額】                                   

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(44) 略］ 

（記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(44) 同左］ 

  

第六号の三様式 第六号の三様式 
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【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国抵当証 

券に係る金融商品取引業者の名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）内国抵当証 

券の金額】                                 

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【本店の所在の場所】                            

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国抵当証 

券に係る金融商品取引業者の名称】                      

【届出の対象とした募集（売出）内国抵当証 

券の金額】                                 

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第三部 略］ ［第一部～第三部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当該届出に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預託証

券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受託有

価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織を

用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるもの

に限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」 ｃ、

 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。この場

合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る記載項目に相

当する項目に記載すること。 

［ ～(29) 略］ 

  一般的事項 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～(29) 同左］ 

  

第六号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【主たる事務所の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    

第六号の五様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【主たる事務所の所在の場所】                        

【事務連絡者氏名】                             

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    
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【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

【届出の対象とした募集（売出）内国有価証 

券投資事業権利等の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部・第二部 略］ ［第一部・第二部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 略］ 

ｈ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利である場合には、この様式（「記載上

の注意」 ｃ及び(31)を除く。）中「内国有価証券投資事業権利等」とあるのは「特定内国電子記録

移転権利」と読み替えて記載すること。 

［ ～  略］ 

  内国有価証券投資事業権利等の形態等 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利又は内国有価証券投資事業権利等（電

子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法によ

り記録されるものに限る。）に表示されるものに限る。）（以下この様式において、これらを総称

して「特定内国電子記録移転権利等」という。）である場合には、次に掲げる事項を具体的に、か

つ、分かりやすく記載すること。 

   当該特定内国電子記録移転権利等に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名

称、内容及び選定理由 

   当該特定内国電子記録移転権利等の募集又は売出し並びに当該特定内国電子記録移転権利等の

取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの名称、内容及び選定理由 

［ ～  略］ 

  組合等の仕組み 

ａ ［略］ 

ｂ 組合等及び組合等の関係法人（資産の運用を行う者（以下この様式において「資産運用会社」と

いう。）又は投資顧問会社、資産保管会社（暗号資産の管理を行う者を含む。）、一般事務受託

者、組合の管理会社、販売会社等をいう。以下この様式において同じ。）の名称及び運営上の役割

並びに関係業務の内容（組合等が関係法人と締結している契約等の概要を含む。）について分かり

やすく記載すること。 

ｃ ｂに掲げる事項に加えて、当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場

合において、提出者が届出の対象とした特定内国電子記録移転権利等に係る財産的価値の記録及び

移転のために用いる技術を提供する者が存在するときは、当該者についてｂと同様の事項を分かり

やすく記載すること。また、この場合において、当該特定内国電子記録移転権利等の募集又は売出

し並びに当該特定内国電子記録移転権利等の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームを提供

する者が存在するときは、当該者についてもｂと同様の事項を分かりやすく記載すること。 

  組合等の機構 

ａ 組合等の機構（組織、運用体制に関する内部規則、内部管理及び組合等の業務の執行に係る意思

決定を監督する組織、人員及び手続並びにこれらの者の相互連携等、組合等による関係法人に対す

る管理体制等）について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、投資運用の意思決定機構については、特に詳細に記載すること。 

  一般的事項 

［ａ～ｇ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

［ ～  同左］ 

  内国有価証券投資事業権利等の形態等 

［ａ・ｂ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ ～  同左］ 

  組合等の仕組み 

ａ ［同左］ 

ｂ 組合等及び組合等の関係法人（資産の運用を行う者（以下この様式において「資産運用会社」と

いう。）又は投資顧問会社、資産保管会社、一般事務受託者、組合の管理会社、販売会社等をい

う。以下この様式において同じ。）の名称及び運営上の役割並びに関係業務の内容（組合等が関係

法人と締結している契約等の概要を含む。）について分かりやすく記載すること。 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

  組合等の機構 

組合等の機構（組織、運用体制に関する内部規則、内部管理及び組合等の業務の執行に係る意思決

定を監督する組織、人員及び手続並びにこれらの者の相互連携等、組合等による関係法人に対する管

理体制等）について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

なお、投資運用の意思決定機構については、特に詳細に記載すること。 
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ｂ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主た

る出資対象事業（法第２条第２項第５号に規定する出資対象事業をいう。以下この様式において同

じ。）が資産に対する投資を行う事業以外の事業（以下この様式において「事業型出資対象事業」

という。）であるときは、当該事業型出資対象事業の遂行に関する意思決定体制の状況について詳

細に記載すること。 

［ ・  略］ 

(21) 投資方針 

組合等の運用に関する基本的態度（投資態度、運用方針、運用の形態、銘柄選定の方針等）につい

て、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主たる

出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業の方針その他の組合等の

当該事業型出資対象事業に関する基本的態度について、具体的に、かつ、分かりやすく記載するこ

と。 

(22) 投資対象 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主た

る出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業の事業計画及びその

進捗状況を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

(23) 運用体制 

組合等の運用体制（当該運用体制に関する組織及び内部規則等）について、具体的に、かつ、分か

りやすく記載すること。 

当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主たる

出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業の遂行のために必要な体

制（当該体制に関する組織及び内部規則等）について、具体的に、かつ、分かりやすく記載するこ

と。 

［(24)・(25) 略］ 

(26) 投資リスク 

［ａ・ｂ 略］ 

ｃ 提出者が発行者である特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合には、特に、資産

の流出その他の特定内国電子記録移転権利等固有のリスクについて、ａ及びｂと同様の事項を、具

体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

また、組合等の主たる出資対象事業が事業型出資対象事業である場合には、当該事業に関するリ

スクについて、ａ及びｂと同様の事項を、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

［(27)～(29) 略］ 

(30) 管理報酬等 

組合等から支払われる報酬及び手数料（当該届出に係る特定内国電子記録移転権利等に係る財産的

価値の記録及び移転のために用いる技術並びに当該特定内国電子記録移転権利等の募集又は売出し並

びに当該特定内国電子記録移転権利等の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームを提供する者

への報酬及び手数料を含む。）の金額又は料率を記載し、かつ、これらのうち主要なものについて、

支払先ごとに、その算出方法、支払うべき金額又は料率、支払方法及び支払時期を記載すること。 

(31) その他の手数料等 

 

 

 

 

 

［ ・  同左］ 

(21) 投資方針 

組合等の運用に関する基本的態度（投資態度、運用方針、運用の形態、銘柄選定の方針等）につい

て、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

 

 

 

 

(22) 投資対象 

［ａ・ｂ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

(23) 運用体制 

組合等の運用体制（当該運用体制に関する組織及び内部規則等）について、具体的に、かつ、分か

りやすく記載すること。 

 

 

 

 

［(24)・(25) 同左］ 

(26) 投資リスク 

［ａ・ｂ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

［(27)～(29) 同左］ 

(30) 管理報酬等 

組合等から支払われる報酬及び手数料の金額又は料率を記載し、かつ、これらのうち主要なものに

ついて、支払先ごとに、その算出方法、支払うべき金額又は料率、支払方法及び支払時期を記載する

こと。 

 

 

(31) その他の手数料等 
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特定内国電子記録移転権利又は内国有価証券投資事業権利等に係る手数料等のうち(28)から(30)までに

掲げる手数料等以外の手数料等（当該届出に係る特定内国電子記録移転権利等に係る財産的価値の記

録及び移転のために用いる技術並びに当該特定内国電子記録移転権利等の募集又は売出し並びに当該

特定内国電子記録移転権利等の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームを提供する者への手数

料等を含む。）がある場合には、当該手数料等の金額又は料率、徴収方法及び徴収時期を記載するこ

と。 

(32) ［略］ 

(33) 投資状況 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主た

る出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業の進捗状況を、具体

的に、かつ、分かりやすく記載すること。 

ｅ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主た

る出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業に関して締結してい

る重要な契約の概要を記載すること。最近事業年度の開始日から届出書提出日までの間において、

当該契約について重要な変更又は解約があった場合には、その内容を記載すること。 

(34) 運用実績 

運用実績又は事業の実績の記載に当たっては、図表等により分かりやすく記載すること。 

［(35)～(59) 略］ 

(60) その他投資資産の主要なもの 

［ａ～ｄ 略］ 

ｅ 当該届出に係る特定有価証券が特定内国電子記録移転権利等である場合であって、組合等の主た

る出資対象事業が事業型出資対象事業であるときは、当該事業型出資対象事業に用いる主要な資産

について、ｃに準じて記載すること。 

［(61)～(63) 略］ 

内国有価証券投資事業権利等に係る手数料等のうち(28)から(30)までに掲げる手数料等以外の手数料等

がある場合には、当該手数料等の金額又は料率、徴収方法及び徴収時期を記載すること。 

 

 

 

 

(32) ［同左］ 

(33) 投資状況 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

(34) 運用実績 

運用実績の記載に当たっては、図表等により分かりやすく記載すること。 

［(35)～(59) 同左］ 

(60) その他投資資産の主要なもの 

［ａ～ｄ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

［(61)～(63) 同左］ 

  

第六号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【主たる事務所の所在の場所】                        

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    

【届出の対象とした募集（売出）外国有価証 

第六号の六様式 

【表紙】 

【提出書類】               有価証券届出書 

【提出先】                関東財務局長 

【提出日】                    年 月 日 

【発行者名】                                

【代表者の役職氏名】                            

【主たる事務所の所在の場所】                        

【代理人の氏名又は名称】                          

【代理人の住所又は所在地】                         

【事務連絡者氏名】                             

【連絡場所】                                

【電話番号】                                

【届出の対象とした募集（売出）外国有価証 

券投資事業権利等に係る組合等の名称】                    

【届出の対象とした募集（売出）外国有価証 
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券投資事業権利等の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

券投資事業権利等の金額】                          

【縦覧に供する場所】           名称 

（所在地） 

［第一部～第四部 略］ ［第一部～第四部 同左］ 

（記載上の注意） （記載上の注意） 

  一般的事項 

［ａ～ｊ 略］ 

ｋ 当該届出に係る特定有価証券が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情

報処理組織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記

録されるものに限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の

注意」 ｃ、 ｃ、(26)ｃ、(30)及び(31)により記載することとされている事項に準ずる事項を記載する

こと。 

また、当該届出に係る特定有価証券が特定外国電子記録移転権利である場合であって、外国組合

等の主たる出資対象事業（法第２条第２項第５号に規定する出資対象事業をいう。）に類する事業

が資産に対する投資を行う事業以外の事業であるときは、同様式「記載上の注意」 ｂ、(21)、(22)

ｃ、(23)、(33)ｄ及びｅ並びに(60)ｅにおいて記載することとされている事項に準ずる事項を記載するこ

と。 

これらの場合において、これらの事項は、この様式の記載項目中、これらの記載上の注意に係る

記載項目に相当する項目に記載すること。 

  一般的事項 

［ａ～ｊ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

［ ～(76) 略］ ［ ～(76) 同左］  

  

第二十五号様式  

［１・２ 略］ 

第二十五号様式  

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

［ ～  略］ 

  投資リスク 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ この目論見書に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預

託証券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受

託有価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組

織を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録される

ものに限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」(26)ｃ

により記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。 

（記載上の注意） 

［ ～  同左］ 

  投資リスク 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 

［ ～  略］ ［ ～  同左］ 

  

第二十五号の二様式 

［１・２ 略］ 

第二十五号の二様式 

［１・２ 同左］ 

（記載上の注意） 

［ ～  略］ 

  投資リスク 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ この目論見書に係る特定有価証券（当該特定有価証券が特定預託証券である場合には当該特定預

（記載上の注意） 

［ ～  同左］ 

  投資リスク 

［ａ～ｃ 同左］ 

［加える。］ 
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託証券に表示される権利に係る有価証券をいい、特定有価証券信託受益証券である場合にはその受

託有価証券を含む。）が法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる権利（電子情報処理組織

を用いて移転することができる財産的価値（電子機器その他の物に電子的方法により記録されるも

のに限る。）に表示されるものに限る。）である場合には、第六号の五様式「記載上の注意」(26)ｃに

より記載することとされている事項に準ずる事項を記載すること。 

［ ～  略］ 

 

 

 

 

 

［ ～  同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標

記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

［
略
］

第
一
章

［
同
上
］

第
二
章

金
融
商
品
取
引
業
者
等

第
二
章

［
同
上
］

第
一
節

［
略
］

第
一
節

［
同
上
］

第
二
節

業
務

第
二
節

［
同
上
］

［
第
一
款
～
第
四
款

略
］

［
第
一
款
～
第
四
款

同
上
］

第
五
款

暗
号
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則
（
第
百
四
十
六
条
の
三
―

第
五
款

弊
害
防
止
措
置
等
（
第
百
四
十
七
条
―
第
百
五
十
五
条
）

第
百
四
十
六
条
の
五
）

第
六
款

雑
則
（
第
百
五
十
六
条
）

第
六
款

弊
害
防
止
措
置
等
（
第
百
四
十
七
条
―
第
百
五
十
五
条
）

第
七
款

雑
則
（
第
百
五
十
六
条
）

［
第
三
節
～
第
七
節

略
］

［
第
三
節
～
第
七
節

同
上
］

第
三
章

金
融
商
品
仲
介
業
者

第
三
章

［
同
上
］

第
一
節

［
略
］

第
一
節

［
同
上
］

第
二
節

業
務
（
第
二
百
六
十
五
条
―
第
二
百
八
十
一
条
の
四
）

第
二
節

業
務
（
第
二
百
六
十
五
条
―
第
二
百
八
十
一
条
）

［
第
三
節
～
第
五
節

略
］

［
第
三
節
～
第
五
節

同
上
］

［
第
四
章
～
第
六
章

略
］

［
第
四
章
～
第
六
章

同
上
］

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

こ
の
府
令
（
第
十
六
号
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
っ
て
は
、
第
百
九
十
九
条
第
十

３

［
同
上
］

三
号
、
第
二
百
一
条
第
二
十
四
号
、
第
二
百
二
条
第
十
八
号
、
次
章
第
四
節
の

二
及
び
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
二
か
ら
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
六
ま
で
を
除
く

。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

電
子
記
録
移
転
権
利

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移

［
号
を
加
え
る
。
］

転
権
利
を
い
う
。

［
三
～
十

略
］

［
三
～
十

同
上
］

十
の
二

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
商
品
を
い

十
の
二

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
商
品
を
い

う
。

う
。

［
十
の
三
～
五
十

略
］

［
十
の
三
～
五
十

同
上
］

４

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

４

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
十
六

略
］

［
一
～
十
六

同
上
］

十
七

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

［
号
を
加
え
る
。
］

第
八
号
に
規
定
す
る
権
利
を
い
う
。

十
八

暗
号
資
産

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十

［
号
を
加
え
る
。
］

九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
す
る
書
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類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の

類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ

額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な

の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
）

第
六
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

［
条
を
加
え
る
。
］

め
る
も
の
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産

的
価
値
（
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
に
電
子
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
以
下
単
に
「
財
産
的
価
値
」
と
い
う
。
）
に
表
示
さ
れ
る
場
合
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
七
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

有
価
証
券
関
連
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

三

［
同
上
］

イ

そ
の
旨
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
の
う
ち
電
子
記
録
移
転
権
利
又
は

イ

そ
の
旨

令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
権
利
に
係
る
も
の
の
み
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

ロ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
（
電
子
記
録
移
転
権
利
若
し
く

ロ

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
（
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱

は
令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
権
利
に
係
る
も
の
の
み
を
行
う

業
務
の
み
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
投
資
者
保
護
基
金
に
そ
の
会
員
と
し

場
合
又
は
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
の
み
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て

て
加
入
し
な
い
と
き
を
除
く
。
）
に
は
、
加
入
す
る
投
資
者
保
護
基
金
（

、
投
資
者
保
護
基
金
に
そ
の
会
員
と
し
て
加
入
し
な
い
と
き
を
除
く
。
）

法
第
七
十
九
条
の
四
十
九
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
も
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に
は
、
加
入
す
る
投
資
者
保
護
基
金
（
法
第
七
十
九
条
の
四
十
九
第
四
項

の
を
除
く
。
）
の
名
称

の
規
定
に
よ
る
定
款
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
名
称

［
三
の
二
～
十

略
］

［
三
の
二
～
十

同
上
］

十
一

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
業
務
の
う
ち
、
令
第
一
条
の
十
二
第

［
号
を
加
え
る
。
］

二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
旨

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
八
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
八
条

［
同
上
］

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一

六

［
同
上
］

種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
務
の
み
を
行
う
場
合
に
は
、
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び

ト
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

（
当
該
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券

（
商
品
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
対
象
と
す
る
商
品

表
示
権
利
等
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
デ
リ

又
は
商
品
に
係
る
金
融
指
標
を
含
む
。
）

バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
並
び
に
次
号
ロ
及
び
ハ

に
掲
げ
る
事
項
を
含
み
、
商
品
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
取
引

の
対
象
と
す
る
商
品
又
は
商
品
に
係
る
金
融
指
標
を
含
む
。
）

［
ロ
～
チ

略
］

［
ロ
～
チ

同
上
］

七

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

七

［
同
上
］

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類
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（
当
該
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券

表
示
権
利
等
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

ホ

前
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
法
第
四
十
三
条

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

の
二
及
び
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
管
理
の
方
法

八

［
略
］

八

［
同
上
］

九

投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

九

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

ロ

投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利

の
種
類
（
当
該
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
電
子
記
録
移
転
有

の
種
類

価
証
券
表
示
権
利
等
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

［
ハ
～
ホ

略
］

［
ハ
～
ホ

同
上
］

十

電
子
募
集
取
扱
業
務
（
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

十

［
同
上
］

電
子
募
集
取
扱
業
務
を
い
い
、
法
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
金

融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
有
価
証
券
（
令
第
十
五
条
の
四
の
二

各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ

。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
の
種
類
（
当
該
有
価
証
券
が
電
子
記
録
移
転
有
価

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
の
種
類

証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
）

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］

十
一

［
略
］

十
一

［
同
上
］
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十
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称

イ

法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

業
と
し

て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

ロ

法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行

為

投
資
の
対
象
と
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
九
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
九
条

［
同
上
］

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業

［
号
を
加
え
る
。
］

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
登
録
申
請
者
が
行
う
業

務
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
加
入

し
な
い
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

六
～
九

［
略
］

五
～
八

［
同
上
］

十

前
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
号
の
暗
号
資
産
及
び
金
融
指

［
号
を
加
え
る
。
］

標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
条

［
同
上
］

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

二

第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
、
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
登
録
申
請
者
が
行
う
業

務
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
加
入

し
な
い
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則

二
・
三

［
略
］

三
・
四

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
よ
る
商
号
等
の
公
表
）

（
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
よ
る
商
号
等
の
公
表
）

第
十
六
条
の
二

［
略
］

第
十
六
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

２

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称
（
当
該
第
一
種
少
額
電
子

二

加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引

募
集
取
扱
業
者
が
行
う
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該

業
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
を
主
要
な

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も

協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も
の
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

の
旨
）

三

［
略
］

三

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
第
二
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
よ
る
商
号
等
の
公
表
）

（
第
二
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
に
よ
る
商
号
等
の
公
表
）

第
十
六
条
の
四

［
略
］

第
十
六
条
の
四

［
同
上
］

２

法
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

２

［
同
上
］
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、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称
（
当
該
第
二
種
少
額
電
子

二

加
入
し
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
名
称
（
第
二
種
金
融
商
品
取
引

募
集
取
扱
業
者
が
行
う
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該

業
（
有
価
証
券
関
連
業
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
を
主
要
な

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も

協
会
員
又
は
会
員
と
す
る
も
の
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）

の
旨
）

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
適
格
投
資
家
向
け
投
資
運
用
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
取
得
勧

（
適
格
投
資
家
向
け
投
資
運
用
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
が
行
う
取
得
勧

誘
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
関
す
る
措
置
等
）

誘
に
係
る
有
価
証
券
の
譲
渡
に
係
る
契
約
の
内
容
）

第
十
六
条
の
五

令
第
十
五
条
の
十
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
十
六
条
の
五

令
第
十
五
条
の
十
の
六
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

る
措
置
は
、
当
該
財
産
的
価
値
を
適
格
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置
と
す
る
。

一

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規

２

令
第
十
五
条
の
十
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
取
得
し
た

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

当
該
有
価
証
券
を
適
格
投
資
家
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

一

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規

二

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該

定
す
る
取
得
勧
誘
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
取
得
し
た

有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
有
価
証
券

当
該
有
価
証
券
を
適
格
投
資
家
以
外
の
者
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

の
売
付
け
勧
誘
等
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
付
け
勧
誘
等
を
い
う

二

当
該
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
取
得
勧
誘
に
応
じ
て
取
得
し
た
当
該

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
と
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に
応

有
価
証
券
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
有
価
証
券

じ
て
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当

の
売
付
け
勧
誘
等
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
売
付
け
勧
誘
等
を
い
う

該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
買
い
付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
適
格
投
資

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
と
当
該
売
付
け
勧
誘
等
に
応

家
以
外
の
者
に
譲
渡
を
行
わ
な
い
旨
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
す

じ
て
当
該
有
価
証
券
の
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当

る
こ
と
が
買
付
け
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
知
す
べ
き
こ
と
。
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該
買
付
け
を
行
お
う
と
す
る
者
が
買
い
付
け
た
当
該
有
価
証
券
を
適
格
投
資

家
以
外
の
者
に
譲
渡
を
行
わ
な
い
旨
を
定
め
た
譲
渡
に
係
る
契
約
を
締
結
す

る
こ
と
が
買
付
け
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
知
す
べ
き
こ
と
。

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

第
二
十
条

［
同
上
］

業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出
書

に
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
及

び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

四

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ

っ
た
場
合
（
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該

っ
た
場
合
（
営
業
所
又
は
事
務
所
の
廃
止
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）

当
該

変
更
に
伴
う
顧
客
勘
定
の
処
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

変
更
に
伴
う
顧
客
勘
定
の
処
理
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

［
五
～
九

略
］

［
五
～
九

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
特
定
業
務
内
容
等
）

第
二
十
条
の
二

法
第
三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

［
条
を
加
え
る
。
］

は
、
新
た
に
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
と
な
る
も
の
と
す

る
。
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（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取

第
二
十
一
条

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取

引
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
予
定
年
月
日
又
は
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の

引
業
者
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出

理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の

書
に
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
、
第
九
条
第
九
号
ハ
及
び
第
十
号
に

を
記
載
し
た
書
類
、
第
九
条
第
八
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る

掲
げ
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
条
第
一

も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の

項
第
五
号
に
定
め
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ

て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
登
録
の
申
請
）

（
変
更
登
録
の
申
請
）

第
二
十
二
条

［
略
］

第
二
十
二
条

［
同
上
］

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面

２

前
項
の
変
更
登
録
申
請
書
に
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面

並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
新
た
に
行
お
う
と
す
る
業
務
（
電
子
募
集
取
扱
業

並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
新
た
に
行
お
う
と
す
る
業
務
（
電
子
募
集
取
扱
業

務
、
高
速
取
引
行
為
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号

務
及
び
高
速
取
引
行
為
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
な
け

に
規
定
す
る
行
為
に
係
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付

れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
登
録
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
四
十
四
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
四
条

［
同
上
］

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
三
条
の

［
号
を
加
え
る
。
］

二
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
法
第
二
十

九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
法

第
三
十
三
条
の
二
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行

う
場
合
又
は
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
若
し
く
は
当
該
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

十
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

に
つ
い
て
の
法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

場
合
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
旨

十
三

［
略
］

十
一

［
同
上
］

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

（
業
務
の
内
容
及
び
方
法
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
五
条

［
同
上
］

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

法
第
三
十
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
場
合
に
は
、

六

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

イ

取
り
扱
う
有
価
証
券
及
び
業
と
し
て
行
う
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
種
類

（
当
該
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券

（
商
品
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
引
の
対
象
と
す
る
商
品

表
示
権
利
等
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
デ
リ

又
は
商
品
に
係
る
金
融
指
標
を
含
む
。
）

バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
を
含
み
、
商
品
関
連
業
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務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
取
引
の
対
象
と
す
る
商
品
又
は
商
品
に
係
る

金
融
指
標
を
含
む
。
）

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
七
～
十
五

略
］

［
七
～
十
五

同
上
］

十
六

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

に
つ
い
て
の
法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

場
合
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
運
用
業
を
行
う
場
合
に
は

、
第
八
条
第
十
二
号
の
暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
名
称

第
四
十
七
条

法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
四
十
七
条

［
同
上
］

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

第
四
十
五
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
第
八
条
第
十
二
号
の

［
号
を
加
え
る
。
］

暗
号
資
産
及
び
金
融
指
標
の
概
要
を
説
明
し
た
書
類

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

（
登
録
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
一
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金

第
五
十
一
条

［
同
上
］

融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出

書
に
、
別
紙
様
式
第
九
号
に
よ
り
作
成
し
た
変
更
後
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面

及
び
当
該
書
面
の
写
し
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
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め
る
書
類
は
、
当
該
届
出
書
の
提
出
後
遅
滞
な
く
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

第
四
十
四
条
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更

五

第
四
十
四
条
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

が
あ
っ
た
場
合
（
新
た
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ

あ
っ
た
場
合
（
新
た
に
こ
れ
ら
の
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た

た
場
合
に
限
る
。
）

金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
当
該
登
録
金
融
機
関
が
新

場
合
に
限
る
。
）

金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
当
該
登
録
金
融
機
関
が
新
た

た
に
行
う
こ
と
と
な
っ
た
業
務
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す

に
行
う
こ
と
と
な
っ
た
業
務
を
行
う
者
を
主
要
な
協
会
員
又
は
会
員
と
す
る

る
も
の
に
限
る
。
）
に
加
入
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
社

も
の
に
限
る
。
）
に
加
入
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
業
務
に
関
す
る
社
内

内
規
則

規
則

［
六
～
十

略
］

［
六
～
十

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

（
業
務
の
内
容
又
は
方
法
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
二
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金

第
五
十
二
条

法
第
三
十
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
登
録
金

融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
予
定
年
月
日
又
は
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の

融
機
関
は
、
変
更
の
内
容
、
変
更
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
届
出

理
由
を
記
載
し
た
届
出
書
に
、
第
四
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変

書
に
、
第
四
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る

更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
、
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
一

。
）
を
記
載
し
た
書
類
、
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
内

号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
並

容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
前
条
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
書
類

び
に
前
条
第
一
項
第
六
号
に
定
め
る
書
類
（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る

（
内
容
に
変
更
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等

。
）
を
添
付
し
て
、
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
の
種
類
）

（
契
約
の
種
類
）

第
五
十
三
条

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

第
五
十
三
条

［
同
上
］

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲

一

有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て
行
う
同
項
第
十
六
号
若
し
く
は
令
第
一
条

げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て
行
う
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は

の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う

同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

二

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

二

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て
行
う
同
項
第
十
六
号
若
し
く
は

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
、
当
該
行
為
に
関
し
て
行
う
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る

令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行

行
為
又
は
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

（
届
出
業
務
）

（
届
出
業
務
）

第
六
十
八
条

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
六
十
八
条

［
同
上
］

業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

［
一
～
十
八

略
］

［
一
～
十
八

同
上
］

十
九

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
（
暗
号

十
九

有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
以
外
の
資
産
に
対
す

資
産
を
除
く
。
）
に
対
す
る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ
の
他
の
財

る
投
資
と
し
て
、
他
人
の
た
め
金
銭
そ
の
他
の
財
産
の
運
用
を
行
う
業
務
（

産
の
運
用
を
行
う
業
務
（
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五

法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲

号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

げ
る
業
務
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
十
～
二
十
二

略
］

［
二
十
～
二
十
二

同
上
］

二
十
三

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業

二
十
三

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業

二
十
四

［
略
］

二
十
四

［
同
上
］
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（
そ
の
他
業
務
の
承
認
申
請
）

（
そ
の
他
業
務
の
承
認
申
請
）

第
七
十
条

［
略
］

第
七
十
条

［
同
上
］

２

前
項
の
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し

２

［
同
上
］

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
の
管
理
方
法
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

［
同
上
］

イ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を

イ

当
該
業
務
に
係
る
損
失
の
危
険
相
当
額
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を

行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場

行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
第
百
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市
場

リ
ス
ク
相
当
額
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
及
び

リ
ス
ク
相
当
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
を

同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
基
礎
的
リ
ス
ク
相
当
額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
方
法

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
方
法

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
）

（
業
務
管
理
体
制
の
整
備
）

第
七
十
条
の
二

［
略
］

第
七
十
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
電
子
募
集
取

２

［
同
上
］

扱
業
務
を
行
う
者
又
は
第
六
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
法
第
二
条
第

八
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
（
法
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
又
は
金
融

商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
有
価
証
券
（
令
第
十
五
条
の
四
の
二
各
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
業
と
し
て
行

う
者
に
限
る
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業

務
管
理
体
制
は
、
前
項
の
要
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ

269



ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱
業
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
価
証
券
の
募

五

電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱
業
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う
有
価
証
券
の
募

集
又
は
私
募
に
関
し
て
、
顧
客
の
応
募
額
が
申
込
期
間
内
に
目
標
募
集
額
に

集
又
は
私
募
に
関
し
て
、
顧
客
の
応
募
額
が
申
込
期
間
内
に
目
標
募
集
額
に

到
達
し
た
と
き
に
限
り
当
該
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
る
方
法
を
用
い
て
い
る

到
達
し
た
と
き
に
限
り
当
該
有
価
証
券
が
発
行
さ
れ
る
方
法
を
用
い
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
目
標
募
集
額
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
、
発
行
者
が
応
募
代

場
合
に
は
、
当
該
目
標
募
集
額
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
、
発
行
者
が
応
募
代

金
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
第
七
号
及
び
第
八
十
三
条
第
一
項
第
六

金
の
払
込
み
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
と
ら

号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
払
込
み
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
確
保
す

れ
て
い
る
こ
と
。

る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

［
六
～
八

略
］

［
六
～
八

同
上
］

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

法
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
電
子
記
録
移

［
項
を
加
え
る
。
］

転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
有
価
証
券
等
管
理
業
務
又
は
第
七
条
第
十

一
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

業
務
管
理
体
制
は
、
第
一
項
の
要
件
の
ほ
か
、
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
漏
え
い

、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
又

は
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
の
固
有
財
産
と
分
別
し
、
又

は
区
分
し
て
管
理
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
顧
客
に
対
し

て
負
担
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
管
理
に
関
す
る
債
務
の

全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行
に
関
す

る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
対
応
及
び
そ
れ
を
実
施
す
る

時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
た
め
の
措
置
が
と
ら

270



れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

６

［
略
］

５

［
同
上
］

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
七
十
二
条

法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、

第
七
十
二
条

［
同
上
］

郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又

は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第
二
百
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の

送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
第
二
百
六
十
六
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他

の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の

内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品

他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］
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ハ

令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
七
十
六
条
第
三
号

ハ

令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は

に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の

数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も

事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い

の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

（
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
七
十
三
条

［
略
］

第
七
十
三
条

［
同
上
］

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
広

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
広

告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事

告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
並
び
に
第
七
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の

項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も

事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な

大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
基

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
内
容
に
つ
い
て
基

幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第

幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送

二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送

大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条

大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条

に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
放
送
設

に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
放
送
設

備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は

（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

及
び
第
七
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項

の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
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い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
七
十
六
条

令
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
七
十
六
条

［
同
上
］

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合

［
号
を
加
え
る
。
］

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

等
）

等
）

第
七
十
七
条

［
略
］

第
七
十
七
条

［
同
上
］

２

令
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第

２

令
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第

七
十
二
条
第
三
号
ニ
及
び
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

七
十
二
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
七
十
八
条

法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
七
十
八
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為

［
号
を
加
え
る
。
］
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に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

十
三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場

［
号
を
加
え
る
。
］

合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
方
法
）

第
七
十
九
条

［
略
］

第
七
十
九
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
締
結
前
交
付
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る

２

［
同
上
］

事
項
を
枠
の
中
に
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
十
二
ポ
イ
ン
ト
以

上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
数
字
を
用
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
記
載
し
、
か
つ
、

次
項
に
規
定
す
る
事
項
の
次
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］
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二

金
融
商
品
取
引
契
約
が
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の

二

金
融
商
品
取
引
契
約
が
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の

四
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
「
店
頭
金
融
先
物

四
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
（
以
下
「
店
頭
金
融
先
物

取
引
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
同
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
同
号
に
掲
げ

取
引
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
号
に
掲
げ
る
契
約
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
契
約
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（
第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ

る
契
約
（
第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も

及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
九
十
四
条
第

で
あ
る
と
き
は
、
第
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
八
十
条

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
八
十
条

［
同
上
］

め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

七

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

令
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

ハ

令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為

［
ニ
～
リ

略
］

［
ニ
～
リ

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
共
通
記

載
事
項
）

載
事
項
）

第
八
十
三
条

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
有
価
証
券
の
売

第
八
十
三
条

［
同
上
］

買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
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一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
締
結
し
よ
う
と
す

る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
電
子
募
集
取
扱
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
除
く
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

当
該
有
価
証
券
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
場
合
に

［
号
を
加
え
る
。
］

あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
概
要
そ
の
他
当

該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚

起
す
べ
き
事
項

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交

（
事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
契
約
締
結
前
交

付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

付
書
面
の
記
載
事
項
の
特
則
）

第
九
十
二
条
の
二

そ
の
締
結
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
が
、
出
資
対

第
九
十
二
条
の
二

［
同
上
］

象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

し
て
有
価
証
券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
行
う

事
業
以
外
の
事
業
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
型
出
資
対
象

事
業
持
分
」
と
い
う
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

お
け
る
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
（
当
該
金
融
商
品
取
引
契
約

が
外
国
出
資
対
象
事
業
持
分
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
当
該
金
融
商
品
取
引
契
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約
が
第
九
十
一
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
、
当
該
金
融

商
品
取
引
契
約
が
競
走
用
馬
投
資
関
連
業
務
に
係
る
取
引
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一

事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
に
関
す
る
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
金

一

事
業
型
出
資
対
象
事
業
持
分
に
関
す
る
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
金

銭
の
管
理
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項

銭
の
管
理
の
方
法
の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
事
項

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

第
百
二
十
五
条
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
方
法

次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

⑴

管
理
の
委
託
先
の
商
号
又
は
名
称

⑵

管
理
の
委
託
に
係
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

⑶

管
理
の
委
託
の
名
義

⑷

管
理
の
委
託
の
口
座
番
号
そ
の
他
の
当
該
管
理
の
委
託
を
特
定
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約

（
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
契
約

締
結
時
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

締
結
時
交
付
書
面
の
共
通
記
載
事
項
）

第
百
条

有
価
証
券
（
抵
当
証
券
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

第
百
条

有
価
証
券
（
抵
当
証
券
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
金
融
商

同
じ
。
）
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
金
融
商

品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
、
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

品
取
引
契
約
が
成
立
し
た
と
き
、
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
前
条
第
一

第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
作
成
す
る
契
約
締
結
時
交
付
書
面
に
は
、
前
条
第
一
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項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
有
価
証
券
の
売
買

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
が
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
若
し
く
は
令
第
一
条
の
十
二
第
一

そ
の
他
の
取
引
が
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
若
し
く
は
令
第
一

号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号

条
の
十
二
に
規
定
す
る
買
取
り
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
第
九
十
八
条
第

若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
不
招
請
勧
誘
等
の
禁
止
の
例
外
）

（
不
招
請
勧
誘
等
の
禁
止
の
例
外
）

第
百
十
六
条

法
第
三
十
八
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

第
百
十
六
条

［
同
上
］

は
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

二
の
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
勧
誘
の

［
号
を
加
え
る
。
］

日
前
一
年
間
に
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
十
六
条
の

四
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
十
七
条

第
一
項
第
二
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号

並
び
に
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
二
以
上
の
金
融

商
品
取
引
契
約
の
あ
っ
た
者
及
び
勧
誘
の
日
に
未
決
済
の
暗
号
資
産
関
連
店

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
残
高
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
暗
号
資

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
の
勧

誘
を
す
る
行
為

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
百
十
七
条

法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は

第
百
十
七
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

八
の
二

個
人
で
あ
る
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
有
価
証
券
の
取

八
の
二

個
人
で
あ
る
顧
客
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
有
価
証
券
の
取

引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
者
及
び

引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
者
及
び

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
二
百
八
十
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て

政
令
第
二
百
八
十
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て

い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商

い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商

品
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る

品
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
に
つ
き
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
そ
の
勧
誘
を

も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
に
つ
き
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
そ
の
勧
誘
を

受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
次
に
掲
げ
る
方
法
を
用
い
る
行
為

受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す
る
際
、
次
に
掲
げ
る
方
法
を
用
い
る
行
為

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
九
～
十
八

略
］

［
九
～
十
八

同
上
］

十
九

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
（
金
融
商
品
取
引

十
九

取
引
所
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
上
場
金
融
商
品
等
（
金
融
商
品
取
引

所
が
上
場
す
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
い
、
暗
号
資

所
が
上
場
す
る
金
融
商
品
、
金
融
指
標
又
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
以
下
同

産
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い

じ
。
）
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
店
頭
売
買
有
価
証

の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変

券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取

動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、
固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は

引
高
に
基
づ
い
て
算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
若
し
く
は
く
ぎ
付
け
し
、

取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
若
し
く
は

固
定
し
、
若
し
く
は
安
定
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買
付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ

て
、
当
該
上
場
金
融
商
品
等
若
し
く
は
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
係
る
買

バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為
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付
け
若
し
く
は
売
付
け
若
し
く
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
ら
の
申
込

み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為

［
二
十
～
二
十
五

略
］

［
二
十
～
二
十
五

同
上
］

二
十
六

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
証
拠
金
そ
の
他
の
保

二
十
六

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
（
証
拠
金
そ
の
他
の
保

証
金
を
預
託
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投

証
金
を
預
託
す
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
き
、
顧
客
（
特
定
投

資
家
を
除
き
、
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び

資
家
を
除
き
、
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
以
外

暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
顧
客

て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
顧
客
が
行
う
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ

が
行
う
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
そ
の
他
こ
れ

ィ
ブ
取
引
の
売
付
け
又
は
買
付
け
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
取
引
と
対
当
す
る

に
準
ず
る
取
引
と
対
当
す
る
取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
得
る
損
失
を

取
引
（
こ
れ
ら
の
取
引
か
ら
生
じ
得
る
損
失
を
減
少
さ
せ
る
取
引
を
い
う
。

減
少
さ
せ
る
取
引
を
い
う
。
）
の
勧
誘
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
す

）
の
勧
誘
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

［
二
十
七
・
二
十
八

略
］

［
二
十
七
・
二
十
八

同
上
］

二
十
八
の
二

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
通
貨
を
対
象
と
す

二
十
八
の
二

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
通
貨
を
対
象
と
す

る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
に

る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
に

掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、

掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、

決
済
さ
れ
た
取
引
と
通
貨
の
種
類
、
価
格
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ

決
済
さ
れ
た
取
引
と
通
貨
の
種
類
、
価
格
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ

で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の

で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら

他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該

か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引

取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、
決
済
さ
れ
た
取
引
と

の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、
決
済
さ
れ
た
取
引
と
金
融

金
融
指
標
の
種
類
、
数
値
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ
で
あ
る
取
引
を

指
標
の
種
類
、
数
値
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ
で
あ
る
取
引
を
成
立

成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の
他
の
方
法
に
よ

さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当

り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
す
る

該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
約
す
る
も
の
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も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、

に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
毎
月

毎
月
、
当
該
月
の
基
準
時
点
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
時
点
を
い
う
。
）

、
当
該
月
の
基
準
時
点
（
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
時
点
を
い
う
。
）
に
お

に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
翌
月
二
十
日
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
そ
の
翌
月
二
十
日
ま
で
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
投
資
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と

利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
投
資
者
が
常
に
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で

が
で
き
る
よ
う
公
表
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

き
る
よ
う
公
表
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

取
引
に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
行
為

に
係
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
締
結
す
る
行
為

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
二
十
九
～
四
十

略
］

［
二
十
九
～
四
十

同
上
］

四
十
一

暗
号
資
産
関
連
契
約
（
法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
契

［
号
を
加
え
る
。
］

約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る

に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融

商
品
取
引
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
四
十
六
号
、
第
百
二
十
三
条
第
一

項
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
四
号
、
第
二
百
七
十
五
条
第
一

項
第
三
十
三
号
並
び
に
第
二
百
八
十
一
条
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資

産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗

号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し

、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
七
十
八
条
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表

示
を
す
る
行
為

四
十
二

顧
客
に
対
し
、
第
七
十
六
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
明

［
号
を
加
え
る
。
］
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瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
関
連
契
約
の
締
結
の

勧
誘
を
す
る
行
為

四
十
三

顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二

［
号
を
加
え
る
。
］

十
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
違
反
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に

関
連
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り

な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
を
す
る
行
為

四
十
四

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

［
号
を
加
え
る
。
］

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て

、
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く

は
委
託
等
を
す
る
行
為

四
十
五

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

［
号
を
加
え
る
。
］

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号

資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。

）
の
受
託
等
を
す
る
行
為

四
十
六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う

［
号
を
加
え
る
。
］

金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価

証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取

引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
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価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
も
の
（
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全

て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を

、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も

の
を
除
く
。
）

四
十
七

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三

［
号
を
加
え
る
。
］

十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
決
済
の

た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
、
第
三
十
八
項
及
び
第
四

十
項
か
ら
第
四
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る

時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合

員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と

し
て
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務

執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
四
十
項

か
ら
第
四
十
三
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（
金
融
商

品
取
引
業
者
等
又
は
金
融
商
品
取
引
所
若
し
く
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関

（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
預
託
し
た
証
拠
金
等
（
委
託
証
拠
金

そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及
び
第
三
十
七
項
か
ら
第
三
十
九
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決

済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、
又
は
当
該
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暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ

と
と
な
る
損
失
の
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
四
十
項
に
お
い
て
「

実
預
託
額
」
と
い
う
。
）
が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る
場
合
に
、
当

該
契
約
の
締
結
後
直
ち
に
当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に

預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

四
十
八

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ

［
号
を
加
え
る
。
］

テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額
に
不
足
す

る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
顧
客

に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
当
該
暗
号

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
継
続
す
る
行
為
（
前
号
に
掲

げ
る
行
為
を
除
く
。
）

四
十
九

特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
を
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］

と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
取
引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た

後
、
決
済
さ
れ
た
取
引
と
暗
号
資
産
の
種
類
、
価
格
及
び
件
数
若
し
く
は
数

量
が
同
じ
で
あ
る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の

延
長
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取

引
（
当
該
取
引
の
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
、
決
済
を
し
た
後
、
決
済
さ
れ

た
取
引
と
金
融
指
標
の
種
類
、
数
値
及
び
件
数
若
し
く
は
数
量
が
同
じ
で
あ

る
取
引
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
又
は
決
済
を
せ
ず
に
、
期
限
の
延
長
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
当
該
取
引
の
期
限
を
実
質
的
に
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
約
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
い
、
決
済
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
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以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら
第
五
十
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て
顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引

法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四

号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三

号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
、
金

融
商
品
取
引
業
者
等
又
は
外
国
に
お
い
て
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
業
と

し
て
行
う
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
十
項
か
ら
第
五
十
三

項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
証
拠
金
等
預
託
先
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等

又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を

含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
預
託
し

た
証
拠
金
等
（
委
託
証
拠
金
そ
の
他
の
保
証
金
を
い
う
。
同
号
及
び
第
四
十

七
項
か
ら
第
四
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
当
該
特
定
暗
号
資

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と

と
な
る
利
益
の
額
を
加
え
、
又
は
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
減

じ
て
得
た
額
（
同
号
及
び
第
五
十
項
に
お
い
て
「
実
預
託
額
」
と
い
う
。
）

が
約
定
時
必
要
預
託
額
に
不
足
す
る
場
合
に
、
当
該
契
約
の
締
結
後
直
ち
に

当
該
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

当
該
契
約
を
継
続
す
る
行
為

五
十

そ
の
営
業
日
ご
と
の
一
定
の
時
刻
に
お
け
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭

［
号
を
加
え
る
。
］

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
証
拠
金
等
の
実
預
託
額
が
維
持
必
要
預
託
額
に
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不
足
す
る
場
合
に
速
や
か
に
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
係
る
顧
客
に
そ
の
不
足
額
を
証
拠
金
等
預
託
先
に
預
託
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を

継
続
す
る
行
為
（
前
号
に
掲
げ
る
行
為
を
除
く
。
）

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

30

30

第
一
項
第
三
十
九
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
同
上
］

31

31

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
に

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
に

つ
い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

つ
い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
合
せ
の
為
替
リ
ス
ク
想
定
比
率
（

額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
み
合
わ
せ
の
為
替
リ
ス
ク
想
定
比

当
該
通
貨
に
係
る
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す
る

率
（
当
該
通
貨
に
係
る
為
替
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当

額
の
元
本
の
額
に
対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り

す
る
額
の
元
本
の
額
に
対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に

算
出
し
た
比
率
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得

よ
り
算
出
し
た
比
率
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ

た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額

て
得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
当
該

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
当
該

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お

特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お

い
て
行
っ
て
い
る
他
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て

い
て
行
っ
て
い
る
他
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て

一
括
し
て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

一
括
し
て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特

取
引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
み
合
わ
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と

定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の

の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご

為
替
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の

と
の
為
替
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相

変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額
の
合
計
額

場
の
変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額
の
合
計
額

第
一
項
第
四
十
号
及
び
第
三
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
同
上
］

32

32
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号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
う
各
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算
出
す

一

顧
客
が
行
う
各
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算
出
す

る
場
合

当
該
各
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
当
該
取

る
場
合

当
該
各
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
当
該
取

引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
合
せ
の
為
替
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た

引
の
対
象
と
な
る
通
貨
の
組
み
合
わ
せ
の
為
替
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て

額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額

得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動
を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額

二

複
数
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算

二

複
数
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算

出
す
る
場
合

当
該
複
数
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対

出
す
る
場
合

当
該
複
数
の
特
定
通
貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対

象
と
な
る
通
貨
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
通
貨
関

象
と
な
る
通
貨
の
組
み
合
わ
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
通

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
為
替
リ
ス

貨
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
為
替

ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動
を
適

リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
額
に
外
国
為
替
相
場
の
変
動

切
に
反
映
さ
せ
た
額
の
合
計
額

を
適
切
に
反
映
さ
せ
た
額
の
合
計
額

［

～

略
］

［

～

同
上
］

33

36

33

36

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
第
四
十
八
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗

［
項
を
加
え
る
。
］

37
号
資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

［
項
を
加
え
る
。
］

38
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
額

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
又
は
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ
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テ
ィ
ブ
取
引

い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引

所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
（
暗
号
資
産

を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き
は
、
金
融
商

品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
定

め
る
額
）

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
八
号
の
証
拠

［
項
を
加
え
る
。
］

39
金
等
の
全
部
又
は
一
部
が
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
債
等
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
振
替
社
債
等
」
と

い
う
。
）
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者

等
の
口
座
に
お
け
る
保
有
欄
（
同
法
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
）
に
当
該

振
替
社
債
等
に
係
る
記
載
又
は
記
録
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
取
引
の
た
め
の
欄
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
四
十
七
号
又
は
第
四
十
八
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
七
号
の

［
項
を
加
え
る
。
］

40
約
定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
四
十
八
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て
算
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
七
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と

、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、
」
と
す
る
。

第
一
項
第
四
十
七
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
項
を
加
え
る
。
］

41
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十
を

乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
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ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧
客
が

一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
取

引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
み
に
つ
い

て
算
出
す
る
場
合

当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
当
該

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
次
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
零
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
（
顧
客
が
オ
プ
シ
ョ
ン

を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
に
な
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
（
顧
客
が

オ
プ
シ
ョ
ン
を
取
得
す
る
立
場
の
当
事
者
に
な
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
イ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の

取
引

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
当
該
暗
号

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
時
に
お
い
て
行
っ

て
い
る
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出

す
る
場
合

こ
れ
ら
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額

か
ら
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

第
一
項
第
四
十
八
号
及
び
第
四
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の

［
項
を
加
え
る
。
］

42
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
五
十

を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
が
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
行
使
さ
れ
た
場
合
に
顧
客
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が
一
定
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

取
引
に
つ
い
て
算
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
の
額
を
い
う
。

一

顧
客
が
行
う
各
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算
出
す
る
場

合

当
該
各
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

二

複
数
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出
す

る
場
合

当
該
複
数
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額

か
ら
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
を
減
じ
て
得
た
額

第
四
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

［
項
を
加
え
る
。
］

43
同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
及
び
暗
号

資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標

に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
し
、
顧
客
が
一
の
暗
号
資

産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他
の
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
及
び
当
該
他

の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
一
の
暗
号
資
産
の
買
付
け

等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
一
の
暗
号
資
産
又
は
当
該
他

の
暗
号
資
産
に
係
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

前
三
項
の
「
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は
、
次
の
各
号

［
項
を
加
え
る
。
］

44
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
い
う
。
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一

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
暗
号
資
産
関
連

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

当
該
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
暗

号
資
産
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗

じ
て
得
た
額

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

ロ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

ハ

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
イ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の

取
引

二

次
に
掲
げ
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

次
に
掲
げ
る
当
該
暗

号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

取
引
に
係
る
暗
号
資
産
の
価
格
又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数

又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引

同
号
に
規
定
す
る
権

利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引

ロ

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引

同
項
第

三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る

同
項
第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す

る
取
引

ハ

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
イ
に
掲
げ
る
取
引
と
類
似
の

取
引

イ
に
定
め
る
取
引
と
類
似
の
取
引

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

［
項
を
加
え
る
。
］

45
う
。

一

暗
号
資
産
の
売
付
け
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二

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。

）
三

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。

）
四

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
も

の
に
限
る
。
）

第
四
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

［
項
を
加
え
る
。
］

46
う
。

一

暗
号
資
産
の
買
付
け

二

法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る

。
）

三

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る

。
）

四

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
も

の
に
限
る
。
）

第
一
項
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
の
証
拠
金
等
は
、
有
価
証
券
又
は
暗
号

［
項
を
加
え
る
。
］

47
資
産
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
預
託
を
受
け
る
べ
き
証
拠
金
等
の
全
部
又
は
一
部

［
項
を
加
え
る
。
］

48
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
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に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
は
、
い
ず
れ
か
一
の
金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
金

融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
六
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
（

暗
号
資
産
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
が
な
い
と
き
は
、

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
（
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
第
一
項
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
の
証
拠
金

［
項
を
加
え
る
。
］

49
等
の
全
部
又
は
一
部
が
第
四
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
債
等
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
振
替
社
債
等
」
と
い

う
。
）
を
も
っ
て
代
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等

の
口
座
に
お
け
る
保
有
欄
（
同
法
に
規
定
す
る
保
有
欄
を
い
う
。
）
に
当
該
振

替
社
債
等
に
係
る
記
載
又
は
記
録
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業

者
等
の
取
引
の
た
め
の
欄
と
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
第
四
十
九
号
又
は
第
五
十
号
の
実
預
託
額
、
同
項
第
四
十
九
号
の
約

［
項
を
加
え
る
。
］

50
定
時
必
要
預
託
額
及
び
同
項
第
五
十
号
の
維
持
必
要
預
託
額
は
、
複
数
の
特
定

暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
顧
客
ご
と
に
一
括
し
て
算

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
第
四
十
九
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
顧
客
が
行
っ
て
い
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
」
と
、
「
加
え
、
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
加
え
、
」
と
す

る
。第

一
項
第
四
十
九
号
及
び
前
項
の
「
約
定
時
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
項
を
加
え
る
。
］

51
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。
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一

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の

み
に
つ
い
て
算
出
す
る
場
合

当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
の
額
に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又

は
暗
号
資
産
の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
（
こ
れ
ら
の
暗
号
資

産
又
は
金
融
指
標
に
係
る
相
場
の
変
動
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
相
当
す

る
額
の
元
本
の
額
に
対
す
る
比
率
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ

り
算
出
し
た
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引

業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

顧
客
が
行
お
う
と
す
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と

当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
契
約
を
締
結
す

る
時
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
他
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
つ
い
て
一
括
し
て
算
出
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
特
定
暗
号
資
産
関
連

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又

は
暗
号
資
産
の
組
合
せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
暗
号
資
産

関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
暗
号
資

産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用

い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
特
定
暗
号
資
産
関

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た

額
）

第
一
項
第
五
十
号
及
び
第
五
十
項
の
「
維
持
必
要
預
託
額
」
と
は
、
次
の
各

［
項
を
加
え
る
。
］

52
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
い
う
。
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一

顧
客
が
行
う
各
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
ご
と
に
算

出
す
る
場
合

当
該
各
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額

に
当
該
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産

の
組
合
せ
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ

ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各

特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ

て
得
た
額
）

二

複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
一
括
し

て
算
出
す
る
場
合

当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
若
し
く
は
金
融
指
標
又
は
暗
号
資
産
の
組
合

せ
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
ご
と
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
当
該
区
分
ご
と
の
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率

を
乗
じ
て
得
た
額
（
暗
号
資
産
リ
ス
ク
想
定
比
率
を
用
い
な
い
金
融
商
品
取

引
業
者
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
複
数
の
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
額
の
合
計
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
）

第
五
十
一
項
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
顧
客
が

［
項
を
加
え
る
。
］

53
同
一
の
暗
号
資
産
又
は
金
融
指
標
に
つ
い
て
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
及
び
暗
号

資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
（
同
一
の
通
貨
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当
該
同
一
の
暗
号
資
産
又
は

金
融
指
標
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
し
、

顧
客
が
一
の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
他
の
暗
号
資
産
の
買

付
け
等
及
び
当
該
他
の
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
る
当
該
一
の
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暗
号
資
産
の
買
付
け
等
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
特
定
暗
号
資

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
く
な
い
額
を
当

該
一
の
暗
号
資
産
又
は
当
該
他
の
暗
号
資
産
に
係
る
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
三
項
の
「
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
額
」
と
は
、

［
項
を
加
え
る
。
］

54
当
該
特
定
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
暗
号
資
産
の
価
格

又
は
金
融
指
標
の
数
値
に
そ
の
取
引
の
件
数
又
は
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い

う
。第

五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
売
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

［
項
を
加
え
る
。
］

55
う
。

一

暗
号
資
産
の
売
付
け

二

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
支
払
う
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る
。

）第
五
十
三
項
の
「
暗
号
資
産
の
買
付
け
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
を
い

［
項
を
加
え
る
。
］

56
う
。

一

暗
号
資
産
の
買
付
け

二

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
（
現
実
数
値
が
約
定
数
値

を
上
回
っ
た
場
合
に
金
銭
を
受
領
す
る
立
場
の
当
事
者
と
な
る
も
の
に
限
る

。
）

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）
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第
百
二
十
三
条

法
第
四
十
条
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は

第
百
二
十
三
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
三
の
二

金
融
商
品
取
引
業
者
が
適
格
投
資
家
向
け
投
資
運
用
業
を
行
う
場

十
三
の
二

金
融
商
品
取
引
業
者
が
適
格
投
資
家
向
け
投
資
運
用
業
を
行
う
場

合
に
お
い
て
、
権
利
者
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
契
約
の

合
に
お
い
て
、
権
利
者
（
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
イ
に
掲
げ
る
契
約
の

相
手
方
で
あ
る
登
録
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

相
手
方
で
あ
る
登
録
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
登
録
投
資
法
人
を
い
う
。
）
の
投
資
主
（
同

第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
登
録
投
資
法
人
を
い
う
。
）
の
投
資
主
（
同

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
投
資
主
を
い
う
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
投
資
主
を
い
う
。
）
及
び
令
第
十
五
条
の

十
の
四
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

十
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

権
利
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
属
性
の
確
認
及
び
権
利
者
の
有
価
証
券
の
売

権
利
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
属
性
の
確
認
及
び
権
利
者
の
有
価
証
券
の
売

買
そ
の
他
の
取
引
の
動
向
の
把
握
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
格
投
資
家
以

買
そ
の
他
の
取
引
の
動
向
の
把
握
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
格
投
資
家
以

外
の
者
が
権
利
者
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置

外
の
者
が
権
利
者
と
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
適
切
な
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

［
十
四
～
十
九

略
］

［
十
四
～
十
九

同
上
］

二
十

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
売
付

二
十

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
売
付

け
及
び
買
付
け
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
双
方
が
あ
る
場
合
に

け
及
び
買
付
け
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
双
方
が
あ
る
場
合
に

、
こ
れ
ら
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
提
示
し
て
い
な
い

、
こ
れ
ら
の
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
提
示
し
て
い
な
い

状
況
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
資

状
況
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
以
外
の
も
の

産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時

当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
同
時
に
個
人
で
あ
る
顧
客
に
提
示

に
個
人
で
あ
る
顧
客
に
提
示
し
て
い
な
い
状
況
）

し
て
い
な
い
状
況
）

二
十
一

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧

二
十
一

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧

客
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
及
び
暗
号
資
産

客
（
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
店
頭
金
融
先
物
取
引
以
外
の
も
の
で
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関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
個
人
に
限
る
。
）
の
取
引
時
に
表
示
し
た
価
格
又

人
に
限
る
。
）
の
取
引
時
に
表
示
し
た
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を

は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
を
、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
提

、
当
該
価
格
又
は
価
格
に
相
当
す
る
事
項
の
提
示
を
要
求
し
た
当
該
顧
客
に

示
を
要
求
し
た
当
該
顧
客
に
提
示
し
て
い
な
い
状
況

提
示
し
て
い
な
い
状
況

［
二
十
一
の
二
～
二
十
一
の
九

略
］

［
二
十
一
の
二
～
二
十
一
の
九

同
上
］

二
十
一
の
十

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

二
十
一
の
十

非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
当
該
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
が
連

の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
当
該
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
が
連

携
金
融
商
品
債
務
引
受
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
連
携
清
算
機
関
等
を
含
む

携
金
融
商
品
債
務
引
受
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
連
携
清
算
機
関
等
を
含
む

。
第
十
三
項
第
一
号
ハ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
取

。
第
十
三
項
第
一
号
ハ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
外
国
金
融
商
品
取

引
清
算
機
関
が
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
負
担
す
る

引
清
算
機
関
が
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
基
づ
く
債
務
を
負
担
す
る

も
の
又
は
令
第
一
条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

も
の
又
は
令
第
一
条
の
十
八
の
二
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、
第
九
項
、
第
十
一
項
並

の
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、
第
九
項
、
第
十
一
項
並

び
に
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
動
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ

び
に
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
変
動
証
拠
金
（
非
清
算
店
頭
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
変
動
に
応
じ
て
、
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
時
価
の
変
動
に
応
じ
て
、
当
該
非
清
算
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
に
貸
付
若
し
く
は
預
託
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に

ィ
ブ
取
引
の
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

よ
る
差
入
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を

「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

す
る
証
拠
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
、
第
十
項
並
び
に
第
十
一
項

、
第
十
項
並
び
に
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
行

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講

為
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

［
二
十
一
の
十
一
～
三
十

略
］

［
二
十
一
の
十
一
～
三
十

同
上
］

三
十
一

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
投
資
者
の

［
号
を
加
え
る
。
］

保
護
又
は
金
融
商
品
取
引
業
等
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
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お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の

他
の
取
引
等
を
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
な
い
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

三
十
二

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ

［
号
を
加
え
る
。
］

ブ
取
引
等
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
二
百
三
十

二
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
等
の
顧
客

の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し
く
は
内

容
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応

じ
、
顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十

三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

に
違
反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
当
該
顧
客
と
の
間
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
係
る
取
引
の
停
止
等

を
行
う
措
置
そ
の
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
不
公

正
な
行
為
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
状
況

三
十
三

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

［
号
を
加
え
る
。
］

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に

係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く
は
受

託
等
を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら

れ
る
状
況

三
十
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象

［
号
を
加
え
る
。
］
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と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引

等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な

情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取

引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
金
融
商
品

取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得

る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

三
十
五

顧
客
（
個
人
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
四
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

業
務
執
行
組
合
員
等
（
同
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
業
務
執
行
組
合
員
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
業
務
執
行
組
合
員
等
と
し
て

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
、
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
暗
号
資
産
関
連
外
国

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
業
務
執
行
組
合
員
等
を
除
く
。
）
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
計
算
に
お
い
て
行
っ
た
暗
号
資

産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な

る
損
失
の
額
が
、
当
該
顧
客
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
約
し
た
計
算
方
法
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
額
に
達
す
る
場
合
に
行
う
こ
と
と
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
決
済
（
次
号
に
お
い
て
「
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引
」
と
い
う
。

）
を
行
う
た
め
の
十
分
な
管
理
体
制
を
整
備
し
て
い
な
い
状
況

三
十
六

暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
ロ
ス
カ
ッ
ト
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
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［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

13

13

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は

［
項
を
加
え
る
。
］

14
、
暗
号
資
産
を
対
象
と
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条

第
二
十
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引

が
同
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
取
引
（
同
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
又
は
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
準
ず
る
取

引
で
金
融
商
品
取
引
所
の
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
を
い
う
。

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は

［
項
を
加
え
る
。
］

15
、
暗
号
資
産
を
対
象
と
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
法
第
二
条

第
二
十
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
取
引
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
取
引
（
同
号
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
取
引
が

同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
取
引
を
い
う
。

第
一
項
第
三
十
五
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」

［
項
を
加
え
る
。
］

16
と
は
、
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
あ
っ
て
、
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗

号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
類
似
の
取
引
を
い
う
。

（
分
別
管
理
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
）

（
分
別
管
理
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
）

第
百
二
十
五
条

法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

第
百
二
十
五
条

［
同
上
］

同
条
に
規
定
す
る
権
利
又
は
有
価
証
券
に
関
し
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
た

金
銭
を
充
て
て
事
業
を
行
う
者
（
当
該
事
業
に
係
る
業
務
を
執
行
す
る
者
を
含
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む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
事
業
者

の
定
款
（
当
該
事
業
に
係
る
規
約
そ
の
他
の
権
利
又
は
有
価
証
券
に
係
る
契
約

そ
の
他
の
法
律
行
為
を
含
む
。
）
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
金
銭
が
当
該
事
業
者
の
固
有
財
産

そ
の
他
当
該
事
業
者
の
行
う
他
の
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
金
銭
が
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ

二

［
同
上
］

と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お

ハ

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
又
は
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お

い
て
信
託
業
務
を
行
う
者
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
の
あ
る
も

い
て
信
託
業
務
を
行
う
者
へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る

の
（
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る

も
の
（
当
該
金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限

。
）

る
。
）

ニ

暗
号
資
産
交
換
業
者
等
へ
の
管
理
の
委
託
（
他
人
の
た
め
に
暗
号
資
産

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

の
管
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
き
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
以
外
の

法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
者
へ
の
当
該
管
理
の
委
託
を
含
み
、
当
該
金

銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）

（
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
預
託
の
受
入
れ
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
百
二
十
六
条
の
二

令
第
十
六
条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

［
条
を
加
え
る
。
］

る
場
合
は
、
他
人
の
た
め
に
暗
号
資
産
の
管
理
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
に
つ
き

法
律
に
特
別
の
規
定
の
あ
る
者
が
当
該
管
理
を
行
う
場
合
と
す
る
。
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（
分
別
管
理
）

（
分
別
管
理
）

第
百
三
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基

第
百
三
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基

づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
金
銭
（
暗
号

づ
き
運
用
財
産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
金
銭
で
あ
る

資
産
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
第
百
二
十
五
条
第

と
き
は
、
第
百
二
十
五
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当

二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を
管
理
し
な
け
れ
ば

該
金
銭
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
財

２

［
同
上
］

産
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
用
財
産
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券

そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
等
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

［
号
を
加
え
る
。
］

示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
投
資
運
用
業
（
法
第
二
条
第

八
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
用
財
産
に
係
る
権
利
者
の
利
便
の
確
保
及
び
投

資
運
用
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
の
状
況

に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最

小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に

掲
げ
る
方
法
）

イ

運
用
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ

い
て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
ど
の
運
用
財
産
の
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電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る

状
態
（
当
該
運
用
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
に
係
る
各
運
用
財
産
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で

き
る
状
態
を
含
む
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

ロ

運
用
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表

示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の

記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法

そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

六

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
電
子
記
録
移
転
有

［
号
を
加
え
る
。
］

価
証
券
表
示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
投
資
運
用
業
の
運

用
財
産
に
係
る
権
利
者
の
利
便
の
確
保
及
び
投
資
運
用
業
の
円
滑
な
遂
行
を

図
る
た
め
に
、
そ
の
行
う
投
資
運
用
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方

法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有

価
証
券
表
示
権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
運
用
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有

価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
さ
せ

、
か
つ
、
ど
の
運
用
財
産
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ

る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

ロ

運
用
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保

全
に
関
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と

同
等
の
運
用
財
産
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る

方
法
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七

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
、
デ
リ

五

［
同
上
］

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
そ
の
他
の
有
価
証
券
等
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権

イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権

利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券

利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券

等
と
み
な
し
て
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分

等
と
み
な
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す

に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

る
方
法

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

（
運
用
報
告
書
の
交
付
）

第
百
三
十
四
条

法
第
四
十
二
条
の
七
第
一
項
の
運
用
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
及

第
百
三
十
四
条

［
同
上
］

び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
運
用
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
（
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
運
用
財
産
が

法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
投
資
一
任
契
約
に
基
づ
き
行
う

業
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
運
用
報
告
書
の
基
準
日
に
お
け
る
運
用
財
産
の
状
況
と
し
て
次
に
掲

二

［
同
上
］

げ
る
事
項

イ

金
銭
の
額
（
暗
号
資
産
の
額
を
含
む
。
）

イ

金
銭
の
額

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

［
三
～
十
一

略
］

［
三
～
十
一

同
上
］

305



［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
確
実
に
か
つ
整
然
と
管
理
す
る
方
法
）

（
確
実
に
か
つ
整
然
と
管
理
す
る
方
法
）

第
百
三
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
百
三
十
六
条

［
同
上
］

方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

［
号
を
加
え
る
。
］

示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金

融
機
関
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客

の
利
便
の
確
保
及
び
金
融
商
品
取
引
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ

の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方

法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

顧
客
有
価
証
券
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い

て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
ど
の
顧
客
の
電
子
記

録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
（

当
該
顧
客
有
価
証
券
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係

る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を
含

む
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

ロ

顧
客
有
価
証
券
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示

す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
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録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ

の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

六

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
電
子
記
録
移
転
有

［
号
を
加
え
る
。
］

価
証
券
表
示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
金
融
商
品
取
引
業

の
顧
客
の
利
便
の
確
保
及
び
金
融
商
品
取
引
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め

に
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
以

外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
顧
客
有
価
証
券
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価

証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
さ
せ
、

か
つ
、
ど
の
顧
客
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
か
が

直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

ロ

顧
客
有
価
証
券
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保
全

に
関
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同

等
の
顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

七

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
（
前
各

五

［
同
上
］

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法

イ

当
該
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権
利
を
証
す
る
書
類
そ

イ

当
該
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権
利
を
証
す
る
書
類
そ

の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券
と
み
な
し
て
第
一
号

の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券
と
み
な
し
て
前
各
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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（
有
価
証
券
関
連
業
に
付
随
す
る
業
務
）

（
有
価
証
券
関
連
業
に
付
随
す
る
業
務
）

第
百
三
十
七
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関

第
百
三
十
七
条

［
同
上
］

連
業
に
付
随
す
る
業
務
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引

業
に
付
随
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ

一

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ

る
行
為
を
行
う
業
務

る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
対
象
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
顧
客
分
別
金
の
額

（
対
象
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
顧
客
分
別
金
の
額

の
算
定
）

の
算
定
）

第
百
四
十
条
の
二

前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二

第
百
四
十
条
の
二

前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
銭
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
有
価
証
券
関
連
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当

号
に
規
定
す
る
対
象
有
価
証
券
関
連
取
引
（
次
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も

す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
対
象
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
対
象
有
価
証
券
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同

ブ
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
に
規

条
第
二
項
に
規
定
す
る
顧
客
に
返
還
す
べ
き
額
は
、
顧
客
ご
と
に
算
定
し
、
そ

定
す
る
顧
客
に
返
還
す
べ
き
額
は
、
顧
客
ご
と
に
算
定
し
、
そ
の
算
定
の
対
象

の
算
定
の
対
象
と
な
る
当
該
金
銭
の
額
及
び
当
該
有
価
証
券
の
時
価
の
合
計
額

と
な
る
当
該
金
銭
の
額
及
び
当
該
有
価
証
券
の
時
価
の
合
計
額
と
す
る
。

と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
顧
客
分
別
金
信
託
の
要
件
）

（
顧
客
分
別
金
信
託
の
要
件
）

第
百
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
（
以
下
「
顧
客

第
百
四
十
一
条

法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
託
（
以
下
「
顧
客
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分
別
金
信
託
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
に
掲

分
別
金
信
託
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
（
令
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者

げ
る
要
件
（
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
（
投
資
者
保
護
基
金
に
そ
の
会

及
び
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
（
投
資
者
保
護
基
金
に
そ
の
会
員
と
し

員
と
し
て
加
入
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

て
加
入
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
登

び
登
録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

録
金
融
機
関
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）
の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
一

顧
客
分
別
金
信
託
契
約
に
係
る
元
本
の
受
益
権
の
行
使
は
、
受
益
者
代

十
一

顧
客
分
別
金
信
託
契
約
に
係
る
元
本
の
受
益
権
の
行
使
は
、
受
益
者
代

理
人
（
委
託
者
が
令
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

理
人
（
委
託
者
が
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
以
外
の
金
融
商
品
取
引

引
業
者
及
び
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
以
外
の
金
融
商
品
取
引
業
者

業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
受
益
者
代
理
人
で
あ
る
投
資
者
保
護
基
金
に

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
受
益
者
代
理
人
で
あ
る
投
資
者
保
護
基
金
に
限
り

限
り
、
委
託
者
が
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

、
委
託
者
が
同
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
第
一
種
少
額
電
子

は
受
益
者
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
等
（
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
弁
護
士

募
集
取
扱
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
受
益
者
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士
等

等
を
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

（
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
弁
護
士
等
を
い
う
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の

必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
、
当
該
受
益
者
代
理
人
が
全
て
の
顧
客
に
つ
い
て

号
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
、
当
該
受

一
括
し
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

益
者
代
理
人
が
全
て
の
顧
客
に
つ
い
て
一
括
し
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

顧
客
分
別
金
信
託
に
つ
い
て
、
令
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

７

顧
客
分
別
金
信
託
に
つ
い
て
、
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
は
、
第
一

金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
は
、
第
一
項
各
号

項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
同
項
第
三
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

に
掲
げ
る
要
件
（
同
項
第
三
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ほ

）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

令
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
第

二

第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
次
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ハ
か
ら

一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
次
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ト
ま

ト
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
弁

、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
の
み
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
で

護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
の
み
が
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る

あ
る
こ
と
（
当
該
受
益
者
代
理
人
が
、
他
の
受
益
者
代
理
人
が
権
限
を
行
使

こ
と
（
当
該
受
益
者
代
理
人
が
、
他
の
受
益
者
代
理
人
が
権
限
を
行
使
す
る

す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

こ
と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）
。

三

令
第
十
八
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
第

三

第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
次
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ハ
か
ら

一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
次
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
ハ
か
ら
ト
ま

ト
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
弁

、
弁
護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
第

護
士
等
で
あ
る
受
益
者
代
理
人
が
特
に
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
金
融
商

一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
受
託
者
に
対
し
て
信
託
財
産
の
運
用
の
指

品
取
引
業
者
又
は
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
が
受
託
者
に
対
し
て
信

図
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

託
財
産
の
運
用
の
指
図
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
金
銭
の
区
分
管
理
）

（
金
銭
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
三
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規

第
百
四
十
三
条

［
同
上
］

定
に
基
づ
き
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証

金
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
有

価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
商
品
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

若
し
く
は
商
品
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
取
次
ぎ
等
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
金
銭
を

自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
及
び
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

一

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金

引
等

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

二

前
号
に
掲
げ
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
以
外
の
も
の

次
に
掲
げ
る
方
法

二

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

媒
介
等
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等

ニ

媒
介
等
相
手
方
へ
の
預
託
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
、
特
定
業
者
等

を
媒
介
等
相
手
方
と
し
て
第
百
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連

を
媒
介
等
相
手
方
と
し
て
第
百
二
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券

連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
以
外
の
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び

券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
場
合
に
、

び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
行
う
場
合
に

当
該
特
定
業
者
等
に
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
保
証
金
と
し

、
当
該
特
定
業
者
等
に
当
該
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
保
証
金
と

て
金
銭
を
預
託
す
る
と
き
に
限
る
。
）

し
て
金
銭
を
預
託
す
る
と
き
に
限
る
。
）

２

前
項
の
金
銭
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
、
暗

２

前
項
の
金
銭
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
店
頭
金
融
先
物
取
引
又
は

号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
第
百
十
六
条
第
一
項
第
五
号
イ
に

第
百
十
六
条
第
一
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第

掲
げ
る
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
百
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同

百
四
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金

じ
。
）
に
関
し
、
顧
客
が
担
保
に
供
し
た
金
銭
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

銭
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
第
一
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」
と
は
、
次
に

［
項
を
加
え
る
。
］

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

第
百
二
十
三
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲

げ
る
行
為

二

第
百
二
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
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ブ
取
引
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）

若
し
く
は
代
理

三

第
百
二
十
三
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
外
国
市
場
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
又
は
こ
れ
に
係
る
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

に
掲
げ
る
行
為

（
顧
客
区
分
管
理
信
託
の
要
件
等
）

（
顧
客
区
分
管
理
信
託
の
要
件
等
）

第
百
四
十
三
条
の
二

前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
銭
信
託
（
以
下
「
顧

第
百
四
十
三
条
の
二

［
同
上
］

客
区
分
管
理
信
託
」
と
い
う
。
）
に
係
る
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て

を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営

一

金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
委
託
者
と
し
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営

む
金
融
機
関
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う

む
金
融
機
関
を
受
託
者
と
し
、
か
つ
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連
デ

通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
貨
関
連
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暗
号

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
顧

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
（
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関

客
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
顧
客
を
元
本
の
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

六

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
顧
客
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
顧
客
区
分

六

信
託
財
産
の
元
本
の
評
価
額
が
顧
客
区
分
管
理
必
要
額
（
個
別
顧
客
区
分

管
理
金
額
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
廃
止
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
金
融
商

管
理
金
額
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
廃
止
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
金
融
商

品
取
引
業
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
顧
客
に
返
還
す
べ
き
通
貨
関

品
取
引
業
等
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
顧
客
に
返
還
す
べ
き
通
貨
関

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

る
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
を

金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
を
当
該
顧
客
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
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当
該
顧
客
ご
と
に
算
定
し
た
額
を
い
う
。
第
十
四
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お

十
四
号
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ

い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
条
第
一
項
に
お
い

の
項
及
び
同
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た

て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
満
た
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌
日

な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
金
融
商

か
ら
起
算
し
て
二
営
業
日
以
内
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
よ
り
そ
の
不

品
取
引
業
者
等
に
よ
り
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加

足
額
に
相
当
す
る
金
銭
が
信
託
財
産
に
追
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
七
～
十
五

略
］

［
七
～
十
五

同
上
］

２

前
項
第
六
号
の
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
に
は
、
同
号
の
通
貨
関
連
デ
リ

２

前
項
第
六
号
の
金
銭
そ
の
他
の
保
証
金
の
額
に
は
、
同
号
の
通
貨
関
連
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額

合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
利
益
の
額
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
通
貨
関

を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場
合

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済

に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
た
場
合
に
顧
客
に
生
ず
る
こ
と
と
な
る
損
失
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き

す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
個
別
顧
客
区
分
管
理
金
額
の
算
定
に
当
た
っ
て

３

第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
個
別
顧
客
区
分
管
理
金
額
の
算
定
に
当
た
っ
て

は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
一
括
清
算
の
約
定
を
し

は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
顧
客
と
の
間
に
お
い
て
一
括
清
算
の
約
定
を
し

た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関

た
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
っ
て
い
る
場

連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
の
時
に

合
に
お
い
て
、
当
該
算
定
の
時
に
お
い
て
当
該
顧
客
に
一
括
清
算
事
由
が
生
じ

お
い
て
当
該
顧
客
に
一
括
清
算
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
当
該
基
本
契
約
書
に
基

た
場
合
に
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
金
融
取
引
に
つ

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
特
定
金
融
取
引
に
つ
い
て
当
該
一
括
清
算
事
由
が
生
じ

い
て
当
該
一
括
清
算
事
由
が
生
じ
た
時
に
お
け
る
評
価
額
で
当
該
顧
客
の
評
価

た
時
に
お
け
る
評
価
額
で
当
該
顧
客
の
評
価
損
と
な
る
も
の
（
当
該
通
貨
関
連

損
と
な
る
も
の
（
当
該
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も
の
を
除
く

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
も

。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
基
本
契
約
書
に
基
づ
き
通
貨
関
連
デ
リ

取
引
等
を
決
済
し
た
場
合
に
お
い
て
も
顧
客
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が

バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
又
は
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
決
済
し
た
場

な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
評
価
損
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が

合
に
お
い
て
も
顧
客
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限

で
き
る
。
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り
に
お
い
て
、
当
該
評
価
損
の
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理
）

（
有
価
証
券
等
の
区
分
管
理
）

第
百
四
十
四
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規

第
百
四
十
四
条

［
同
上
］

定
に
基
づ
き
保
証
金
又
は
有
価
証
券
を
管
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
証

金
又
は
有
価
証
券
が
有
価
証
券
等
（
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
銭
以
外
の
財
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

、
当
該
有
価
証
券
等
を
自
己
の
固
有
財
産
と
区
分
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

［
号
を
加
え
る
。
］

示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
金
融
商
品
取
引
業
（
登
録
金

融
機
関
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客

の
利
便
の
確
保
及
び
金
融
商
品
取
引
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ

の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方

法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

顧
客
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ

い
て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
ど
の
顧
客
の
電
子

記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態

（
当
該
顧
客
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
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に
係
る
各
顧
客
の
持
分
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態

を
含
む
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

ロ

顧
客
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表

示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の

記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法

そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

六

金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
電
子
記
録
移
転
有

［
号
を
加
え
る
。
］

価
証
券
表
示
権
利
等

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
金
融
商
品
取
引
業

の
顧
客
の
利
便
の
確
保
及
び
金
融
商
品
取
引
業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め

に
、
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
ロ
に
掲
げ
る
方
法
以

外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
方
法
）

イ

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
顧
客
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有

価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
、
固
有
有
価
証
券
等
と
明
確
に
区
分
さ
せ

、
か
つ
、
ど
の
顧
客
の
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
あ
る
か

が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

ロ

顧
客
有
価
証
券
等
で
あ
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保

全
に
関
し
て
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と

同
等
の
顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

七

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
権
利
そ
の
他

五

［
同
上
］

の
有
価
証
券
等
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

次
の
イ
又
は
ロ
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
方
法
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イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権

イ

当
該
有
価
証
券
等
に
係
る
権
利
を
行
使
す
る
際
に
必
要
と
な
る
当
該
権

利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券

利
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
が
あ
る
場
合

当
該
書
類
を
有
価
証
券

等
と
み
な
し
て
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分

等
と
み
な
し
て
前
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
等
の
区
分
に
応
じ
て
管
理
す

に
応
じ
て
管
理
す
る
方
法

る
方
法

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

第
百
四
十
六
条
の
二

［
略
］

第
百
四
十
六
条
の
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
四
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
三
十

３

法
第
四
十
三
条
の
五
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事

項
、
第
八
十
二
条
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
八
十
三
条
第

項
、
第
八
十
二
条
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
八
十
三
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

第
五
款

暗
号
資
産
関
連
業
務
に
関
す
る
特
則

［
款
を
加
え
る
。
］

（
暗
号
資
産
関
連
行
為
）

第
百
四
十
六
条
の
三

法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
金
融
商
品
取
引
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
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ロ

法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為

二

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
又
は
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
若
し
く
は
金
融

指
標
（
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
価
格
及
び
利
率
等
並
び
に
こ
れ
ら
に
基

づ
い
て
算
出
し
た
数
値
に
限
る
。
）
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て

の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
当

該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為

ロ

法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
（
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為

ハ

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
若

し
く
は
第
十
七
号
又
は
令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

２

前
項
第
二
号
の
「
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

い
う
。

一

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
、
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と

し
て
暗
号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
も
の

二

出
資
対
象
事
業
持
分
の
う
ち
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対

象
事
業
が
主
と
し
て
暗
号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に

規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で

あ
る
も
の
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３

信
託
受
益
権
等
の
う
ち
当
該
信
託
受
益
権
等
に
係
る
信
託
財
産
を
主
と
し
て

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
暗

号
資
産
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
係
る
権
利
に
対
す
る
投
資
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
し
て
運
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
出
資
対

象
事
業
持
分
の
う
ち
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
出
資
対
象
事
業
が
主
と

し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
投
資
を
行
う
事
業
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
同
項
及
び
こ

の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

第
百
四
十
六
条
の
四

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金

融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客
の

た
め
に
暗
号
資
産
関
連
行
為
（
同
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
い
う

。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

二

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ
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が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

当
該
暗
号
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該

暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

の
内
容
を
含
む
。
）

五

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

３

金
融
商
品
取
引
業
者
等
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
、
第
一
項

の
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す

る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う

に
窓
口
に
掲
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
百
四
十
六
条
の
五

法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
第
七
十
八
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
ロ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
六
款

弊
害
防
止
措
置
等

第
五
款

弊
害
防
止
措
置
等

（
金
融
商
品
取
引
業
者
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
金
融
商
品
取
引
業
者
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
百
四
十
九
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
百
四
十
九
条

［
同
上
］
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定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

一

［
同
上
］

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
（
法
第
百
五
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
信
用
取
引
に
付
随
し
て
行
う
金
銭
又
は
有
価
証
券
の
貸
付
け
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
金

融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件

の
全
て
を
満
た
す
も
の
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
を
除

く
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
が
次
に
掲
げ
る
い
ず

ハ

［
同
上
］

れ
か
の
有
価
証
券
又
は
権
利
を
対
象
と
す
る
電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱

業
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所

⑴

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所

に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項

に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⑵

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

⑵

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

又
は
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十

又
は
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十

五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

［
略
］

二

［
同
上
］

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
登
録
金
融
機
関
そ
の
他
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）
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第
百
五
十
条

法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
五
十
条

［
同
上
］

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

資
金
の
貸
付
け
若
し
く
は
手
形
の
割
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の
代

一

［
同
上
］

理
若
し
く
は
媒
介
又
は
信
用
の
供
与
の
条
件
と
し
て
、
金
融
商
品
取
引
契
約

の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
を
行
う
行
為
（
第
百
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
行
為
に
よ
っ
て
す
る
も
の
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す

も
の
及
び
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

当
該
金
融
商
品
取
引
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
勧
誘
が
次
に
掲
げ
る
い
ず

ハ

［
同
上
］

れ
か
の
有
価
証
券
又
は
権
利
を
対
象
と
す
る
電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱

業
務
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑴

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所

⑴

法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
所

に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項

に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十
五
条
の
十
の
二
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

⑵

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

⑵

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
第

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
権
利
（
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の

又
は
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十

又
は
金
融
商
品
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
り
、
令
第
十

五
条
の
十
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五
条
の
十
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

第
七
款

雑
則

第
六
款

雑
則

（
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
私
募
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘

（
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は
私
募
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
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等
に
係
る
取
引
記
録
）

等
に
係
る
取
引
記
録
）

第
百
六
十
二
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は

第
百
六
十
二
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
募
集
若
し
く
は
売
出
し
又
は

私
募
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法

私
募
若
し
く
は
特
定
投
資
家
向
け
売
付
け
勧
誘
等
に
係
る
取
引
記
録
に
は
、
法

第
二
条
第
八
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
（
当

第
二
条
第
八
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
行
為
（
当

該
行
為
に
係
る
有
価
証
券
の
買
付
け
の
申
込
み
又
は
売
付
け
の
期
間
を
定
め
て

該
行
為
に
係
る
有
価
証
券
の
買
付
け
の
申
込
み
又
は
売
付
け
の
期
間
を
定
め
て

行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
令
第
一
条
の
十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
関

行
う
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為
に
関
し
、

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
）

（
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
）

第
百
六
十
五
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
号
の
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
に

第
百
六
十
五
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
号
の
受
渡
有
価
証
券
記
番
号
帳
に

は
、
一
切
の
受
渡
有
価
証
券
（
受
渡
し
を
行
っ
た
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

は
、
一
切
の
受
渡
有
価
証
券
（
受
渡
し
を
行
っ
た
法
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
証
券
若
し
く
は
証
書
、
電
子
記
録
移
転
権
利
又
は
令
第
一
条
の
十
二
第
二

げ
る
証
券
又
は
証
書
を
い
い
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り

号
に
規
定
す
る
権
利
を
い
い
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り

有
価
証
券
明
細
簿
に
記
載
し
た
も
の
、
受
渡
し
時
点
に
お
い
て
記
号
又
は
番
号

有
価
証
券
明
細
簿
に
記
載
し
た
も
の
、
受
渡
し
時
点
に
お
い
て
記
号
又
は
番
号

が
特
定
で
き
な
い
外
国
有
価
証
券
、
登
録
国
債
及
び
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

が
特
定
で
き
な
い
外
国
有
価
証
券
、
登
録
国
債
及
び
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
債
等
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
債
等
で
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

振
替
機
関
が
取
り
扱
う
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
若
し
く
は
証

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
又
は
証
書
を

書
、
電
子
記
録
移
転
権
利
又
は
権
利
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
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［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明
細
簿
）

（
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明
細
簿
）

第
百
六
十
六
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明

第
百
六
十
六
条

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
の
保
護
預
り
有
価
証
券
等
明

細
簿
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
顧
客
か
ら
預

細
簿
に
は
、
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
顧
客
か
ら
預

託
を
受
け
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
若
し
く
は
証
書
又
は
電
子
記
録

託
を
受
け
た
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
証
券
又
は
証
書
（
商
品
関
連
業
務
を

移
転
権
利
（
商
品
関
連
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
八
項
第
十
六

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
八
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
顧
客

号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
商
品
又
は
寄
託
さ
れ
た
商

か
ら
預
託
を
受
け
た
商
品
又
は
寄
託
さ
れ
た
商
品
に
関
し
て
発
行
さ
れ
た
証
券

品
に
関
し
て
発
行
さ
れ
た
証
券
若
し
く
は
証
書
を
含
む
。
）
及
び
令
第
一
条
の

若
し
く
は
証
書
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
と
し
て
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
同
号
に
規
定
す

な
ら
な
い
。

る
権
利
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
若
し
く
は
証

三

銘
柄
、
数
量
、
券
面
額
、
記
号
、
番
号
そ
の
他
の
当
該
証
券
又
は
証
書
を

書
、
電
子
記
録
移
転
権
利
又
は
権
利
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
説
明
書
類
の
記
載
事
項
）

（
説
明
書
類
の
記
載
事
項
）

第
百
七
十
四
条

法
第
四
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

第
百
七
十
四
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
業
者
の
概
況
及
び
組
織
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

一

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］
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ニ

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

ニ

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

項
ホ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
）

第
百
八
十
一
条

法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
金
融
商
品
取
引
業
者
（
第
一
種

第
百
八
十
一
条

［
同
上
］

金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
作

成
す
べ
き
帳
簿
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
簿

二

［
同
上
］

書
類

イ

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書

イ

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

類
ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

（
届
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
二
百
一
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
金
融
商
品
取
引

第
二
百
一
条

［
同
上
］

業
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
所
管
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

第
百
九
十
九
条
第
一
号
又
は
前
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か

八

［
同
上
］

ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

事
項

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当

ホ

金
融
商
品
取
引
業
者
が
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
ロ
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
営
業
所
又
は
事
務
所
を

有
し
な
い
法
人
と
な
っ
た
年
月
日

有
し
な
い
者
と
な
っ
た
年
月
日

ヘ

［
略
］

ヘ

［
同
上
］

［
九
～
二
十
七

略
］

［
九
～
二
十
七

同
上
］

（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
三
十
一
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
第

第
二
百
三
十
一
条

［
同
上
］

九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

違
反
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
関
連

し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
こ
れ
ら
の
取
引
又
は
そ
の
受
託
等
を
す
る
行
為

十

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

［
号
を
加
え
る
。
］

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
、
当

該
暗
号
資
産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
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託
等
を
す
る
行
為

十
一

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算

［
号
を
加
え
る
。
］

出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢

を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号
資

産
等
に
係
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
を
除
く
。
）

の
受
託
等
を
す
る
行
為

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
三
十
二
条

法
第
六
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第
二

第
二
百
三
十
二
条

［
同
上
］

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

取
引
所
取
引
許
可
業
者
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

［
号
を
加
え
る
。
］

引
等
に
つ
い
て
、
取
引
所
取
引
業
務
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
取
引
所
取
引
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客
の
暗
号
資
産

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
注
文
の
動
向
若
し
く
は
内
容
又
は
暗
号

資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客
が

法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
又

は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て

い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
当

該
顧
客
と
の
間
の
取
引
所
取
引
業
務
に
係
る
取
引
の
停
止
等
を
行
う
措
置
そ

の
他
の
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
不
公
正
な
行
為
の
防
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止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況

五

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

［
号
を
加
え
る
。
］

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を

反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
若
し
く
は
受
託
等

を
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

状
況

第
二
百
三
十
三
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
業
と
密

第
二
百
三
十
三
条

［
同
上
］

接
な
関
係
を
有
す
る
業
を
行
う
者
で
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に

二

外
国
の
法
令
に
準
拠
し
、
外
国
に
お
い
て
法
第
二
条
第
八
項
第
十
六
号
に

掲
げ
る
行
為
（
そ
の
行
う
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（

掲
げ
る
行
為
（
そ
の
行
う
同
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（

法
第
二
十
八
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

法
第
二
十
八
条
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
し
て
、
顧
客
か
ら
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
こ
と
を
除
く
。
）
又
は
令
第

に
関
し
て
、
顧
客
か
ら
金
銭
の
預
託
を
受
け
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
業
と
し

一
条
の
十
二
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者

て
行
う
者

三

［
略
］

三

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

（
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
二
百
三
十
四
条
の
二

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
投
資
者
の

第
二
百
三
十
四
条
の
二

［
同
上
］

保
護
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
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は
、
出
資
対
象
事
業
持
分
に
係
る
私
募
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
権
利
が
財
産
的
価
値
に
表
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に

［
号
を
加
え
る
。
］

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
。

イ

当
該
権
利
の
取
得
勧
誘
（
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
取
得
勧
誘
を

い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
ず
る
取
得
者
が
適
格
機
関
投
資
家
（

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

当
該

財
産
的
価
値
を
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
者
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置

ロ

当
該
権
利
の
取
得
勧
誘
に
応
ず
る
取
得
者
が
特
例
業
務
対
象
投
資
家
（

令
第
十
七
条
の
十
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
例
業
務
対
象
投
資
家

を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

当
該
権
利
を
取
得

し
又
は
買
い
付
け
た
者
が
当
該
権
利
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
一
括
し

て
他
の
一
の
適
格
機
関
投
資
家
又
は
特
例
業
務
対
象
投
資
家
に
移
転
す
る

場
合
以
外
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
技
術
的
措
置

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
事
項
）

（
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
係
る
届
出
事
項
）

第
二
百
三
十
八
条

法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
三
十
八
条

［
同
上
］

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合

二

［
同
上
］

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
業
務
に
係
る
出
資
対
象
事
業
持
分
の
名
称
及
び
種
別
（
出
資
対
象

イ

当
該
業
務
に
係
る
出
資
対
象
事
業
持
分
の
名
称
及
び
種
別
（
出
資
対
象

事
業
持
分
の
種
別
を
い
い
、
当
該
出
資
対
象
事
業
持
分
が
電
子
記
録
移
転

事
業
持
分
の
種
別
を
い
う
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

権
利
又
は
令
第
一
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
権
利
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
旨
を
含
む
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
三
～
五

略
］

［
三
～
五

同
上
］

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
二
百
六
十
六
条

法
第
六
十
六
条
の
十
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
二
百
六
十
六
条

［
同
上
］

行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、

電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法

そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て

同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品

他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）
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［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
百
六
十
九
条
第

ハ

令
第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字
又
は

三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以

数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

（
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
二
百
六
十
七
条

［
略
］

第
二
百
六
十
七
条

［
同
上
］

２

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
広
告

２

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
広
告

等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

並
び
に
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら

の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大

の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異

き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹

３

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹

放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
二
百
七
十
条
第

放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
二
百
七
十
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に

一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に

よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
八
条
第
二

よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
八
条
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文

項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字

字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大

又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す

き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）
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第
二
百
六
十
九
条

令
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
百
六
十
九
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合

［
号
を
加
え
る
。
］

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代

価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

等
）

等
）

第
二
百
七
十
条

［
略
］

第
二
百
七
十
条

［
同
上
］

２

令
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第

２

令
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第

二
百
六
十
六
条
第
三
号
ニ
及
び
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

二
百
六
十
六
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
二
百
七
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
二
百
七
十
一
条

［
同
上
］

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質
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ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
つ

［
号
を
加
え
る
。
］

い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

（
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
金
融
商
品
仲
介
業
務
に
係
る
禁
止
行
為
）

第
二
百
七
十
五
条

法
第
六
十
六
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
百
七
十
五
条

［
同
上
］

め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

六
の
二

個
人
で
あ
る
顧
客
（
そ
の
締
結
の
勧
誘
を
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品

六
の
二

個
人
で
あ
る
顧
客
（
そ
の
締
結
の
勧
誘
を
し
よ
う
と
す
る
金
融
商
品

取
引
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
有
価
証
券

取
引
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
有
価
証
券

の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
者

の
取
引
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
た
め
の
口
座
を
開
設
し
て
い
る
者

及
び
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
第
三
十

及
び
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
と
商
品
先
物
取
引
法
施
行
令
第
三
十

条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、

条
に
規
定
す
る
商
品
取
引
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
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法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の

法
第
三
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
（
令
第
十
六
条
の

四
第
二
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
に
つ

四
第
二
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
締
結
に
つ

き
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す

き
、
そ
の
勧
誘
に
先
立
っ
て
、
そ
の
勧
誘
を
受
け
る
意
思
の
有
無
を
確
認
す

る
際
、
次
に
掲
げ
る
方
法
を
用
い
る
行
為

る
際
、
次
に
掲
げ
る
方
法
を
用
い
る
行
為

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
七
～
二
十
八

略
］

［
七
～
二
十
八

同
上
］

二
十
九

暗
号
資
産
関
連
契
約
（
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融

商
品
仲
介
業
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
仲
介
行
為
に
係
る
も
の
に
限

る
。
第
三
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、

顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為

を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な

い
で
、
第
二
百
七
十
一
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
第
十
三
号
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

三
十

顧
客
に
対
し
、
第
二
百
六
十
九
条
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

［
号
を
加
え
る
。
］

明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
関
連
契
約
の
締
結

の
勧
誘
を
す
る
行
為

三
十
一

顧
客
が
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
、
第
百
八
十
五
条
の
二

［
号
を
加
え
る
。
］
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十
三
第
一
項
又
は
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
違
反
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む

。
）
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
取
引
の
委
託

の
媒
介
の
申
込
み
を
受
け
る
行
為

三
十
二

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て

［
号
を
加
え
る
。
］

算
出
し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実

勢
を
反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
暗
号

資
産
等
に
係
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
の
媒
介
を
す
る
行
為

三
十
三

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
所
属
金
融

［
号
を
加
え
る
。
］

商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く

は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号

資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ

っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係

る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状

態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又

は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
行
う
金
融
商
品
仲
介
業
の

適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）
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第
二
百
八
十
一
条

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第

第
二
百
八
十
一
条

［
同
上
］

二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
二

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
取
得
し
た
顧
客
の
財
産
に
関
す
る
情
報
そ
の
他

十
二

［
同
上
］

の
特
別
な
情
報
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
事
前
に
顧
客
の
書
面

に
よ
る
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
提
供
し
て

い
る
状
況
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
か
ら
取
得
し
た
顧
客
の
財

産
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
特
別
な
情
報
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者

等
が
当
該
顧
客
の
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
限
る
。
）

を
利
用
し
て
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
勧
誘
し
て
い
る
状
況

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
事
故
に
よ

ハ

所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
当
該
金
融
商
品
仲
介
業
者
の
事
故
に
よ

る
損
失
の
補
塡
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

る
損
失
の
補
て
ん
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報

十
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
が
、
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
そ
の
行
う
金

［
号
を
加
え
る
。
］

融
商
品
取
引
業
等
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証

券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
所
属
金
融
商
品

取
引
業
者
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る

有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め

ら
れ
る
も
の
（
当
該
所
属
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業

等
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く

。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
状
況
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（
暗
号
資
産
関
連
行
為
）

第
二
百
八
十
一
条
の
二

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
金
融
商
品
仲

介
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

第
百
四
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

法
第
二
条
第
十
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
二
条
第
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為

二

第
百
四
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証

券
又
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
行
為

イ

当
該
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
つ
い
て
の
法
第
二
条
第
十
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
又
は
当
該
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ

い
て
の
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

ロ

法
第
二
条
第
十
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為

（
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
）

第
二
百
八
十
一
条
の
三

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お

［
条
を
加
え
る
。
］

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
顧
客
（
金
融

商
品
取
引
業
者
等
（
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
を
業
と
し
て
行

う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
相
手
方
と
し
、
又
は
顧
客
の
た
め
に
暗
号
資
産
関
連
行
為
（
同

項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
行
為
を
い
う
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
顧
客
に
対
し
、
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
暗
号
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資
産
の
性
質
に
関
す
る
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

二

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

三

暗
号
資
産
は
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
代
価

の
弁
済
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

当
該
暗
号
資
産
関
連
行
為
に
関
す
る
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該

暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

の
内
容
を
含
む
。
）

五

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

３

金
融
商
品
仲
介
業
者
は
、
そ
の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
、
第
一
項
の

暗
号
資
産
関
連
行
為
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る

と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
顧
客
の
目
に
つ
き
や
す
い
よ
う
に

窓
口
に
掲
示
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
二
百
八
十
一
条
の
四

法
第
六
十
六
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

［
条
を
加
え
る
。
］

三
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
二
百
七
十
一

条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
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す
る
。

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

（
業
務
の
運
営
の
状
況
が
公
益
に
反
し
又
は
投
資
者
の
保
護
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

お
そ
れ
が
あ
る
も
の
）

第
三
百
三
十
七
条

法
第
六
十
六
条
の
五
十
七
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
百
三
十
七
条

［
同
上
］

定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

暗
号
資
産
等
の
相
場
若
し
く
は
相
場
若
し
く
は
取
引
高
に
基
づ
い
て
算
出

［
号
を
加
え
る
。
］

し
た
数
値
を
変
動
さ
せ
、
又
は
取
引
高
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
勢
を

反
映
し
な
い
作
為
的
な
も
の
を
形
成
さ
せ
る
べ
き
当
該
暗
号
資
産
等
に
係
る

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
又
は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
委
託
等
を
す
る
行
為
を
防

止
す
る
た
め
の
売
買
管
理
が
十
分
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
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別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

                                                                 （日本産業規格Ａ４） 

                                      （第１面） 

［略］ 

                                     （第２面） 

＊ 登 録 番 号 
財務（支）局長（金商）第  号 

（ 年 月 日） 

＊ 金 融 商 品 取 引 法 

第 3 0 条 第 １ 項 の 認 可 

認 可 の 有 無 認 可 年 月 日 

  

［１～15 略］  

16 有価証券とみなされる権利（第６

条の３に定めるものに限る。以下

同じ。）についての法第２条第８

項第１号から第10号までに掲げる

行為を業として行う場合にあって

は、その旨 

（有価証券とみなされる権利についての法第２

条第８項第１号から第10号までに掲げる行為を

業として行う旨） 

17 有価証券とみなされる権利又は当

該権利若しくは金融指標（当該権

利の価格及び利率等並びにこれら

に基づいて算出した数値に限

る。）に係るデリバティブ取引に

ついての法第２条第８項第１号か

ら第５号までに掲げる行為を業と

して行う場合にあっては、その旨 

（有価証券とみなされる権利又は当該権利若し

くは金融指標（当該権利の価格及び利率等並び

にこれらに基づいて算出した数値に限る。）に

係るデリバティブ取引についての法第２条第８

項第１号から第５号までに掲げる行為を業とし

て行う旨） 

18 有価証券とみなされる権利又は当

該権利若しくは金融指標（当該権

利の価格及び利率等並びにこれら

に基づいて算出した数値に限

る。）に係るデリバティブ取引に

ついての法第２条第８項第12号、

第14号又は第15号に掲げる行為を

業として行う場合にあっては、そ

の旨 

（有価証券とみなされる権利又は当該権利若し

くは金融指標（当該権利の価格及び利率等並び

にこれらに基づいて算出した数値に限る。）に

係るデリバティブ取引についての法第２条第８

項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為を業

として行う旨） 

別紙様式第一号（第五条、第二十条第一項、第二十二条第一項関係） 

                                                                 （日本産業規格Ａ４） 

                                                                           （第１面） 

［同左］ 

                                      （第２面） 

＊ 登 録 番 号 
財務（支）局長（金商）第  号 

（ 年 月 日） 

＊ 金 融 商 品 取 引 法 

第 3 0 条 第 １ 項 の 認 可 

認 可 の 有 無 認 可 年 月 日 

  

［１～15 同左］  

［項を加える。］  

［項を加える。］  

［項を加える。］  
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19 暗号資産又は金融指標（暗号資産

の価格及び利率等並びにこれらに

基づいて算出した数値に限る。）

に係るデリバティブ取引について

の法第２条第８項第１号から第５

号までに掲げる行為を業として行

う場合にあっては、その旨 

（暗号資産又は金融指標（暗号資産の価格及び

利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に

限る。）に係るデリバティブ取引についての法

第２条第８項第１号から第５号までに掲げる行

為を業として行う旨）

20 暗号資産又は金融指標（暗号資産

の価格及び利率等並びにこれらに

基づいて算出した数値に限る。）

に係るデリバティブ取引について

の法第２条第８項第12号、第14号

又は第15号に掲げる行為を業とし

て行う場合にあっては、その旨 

（暗号資産又は金融指標（暗号資産の価格及び

利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に

限る。）に係るデリバティブ取引についての法

第２条第８項第12号、第14号又は第15号に掲げ

る行為を業として行う旨） 

21～24 ［略］  

25 第７条第３号イ、第３号の２、第

３号の３イ、第４号から第９号ま

で及び第11号に掲げる事項 

別添８のとおり 

26 第一種金融商品取引業を行う場合

（電子記録移転権利若しくは令第

１条の12第２号に規定する権利に

係るもののみを行う場合又は第一

種少額電子募集取扱業務のみを行

う場合であって、投資者保護基金

にその会員として加入しない場合

を除く。）には、加入する投資者

保護基金（法第79条の49第４項の

規定による定款の定めがあるもの

を除く。）の名称 

 

27 商品デリバティブ取引関連業務を

行う場合には、加入する投資者保

護基金（法第79条の49第２項の規

定による定款の定めがあるものを

除く。）の名称 

 

28 ［略］  

（注意事項） 

［１・２ 略］ 
３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 
［⑴・⑵ 略］ 

［項を加える。］ 

 

［項を加える。］ 

 

16～19 ［同左］  

20 第７条第３号イ、第３号の２、第

３号の３イ及び第４号から第９号

までに掲げる事項 

別添８のとおり 

21 第一種金融商品取引業を行う場合

（第一種少額電子募集取扱業務の

みを行う場合であって、投資者保

護基金にその会員として加入しな

い場合を除く。）には、加入する

投資者保護基金の名称 

 

 

 

 

 

［項を加える。］  

22 ［同左］  

（注意事項） 
［１・２ 同左］ 
３ 「２ 商号又は名称」欄及び「３ 氏名」欄 
［⑴・⑵ 同左］ 
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⑶ 外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、（ ）書きで併せて記載
することができる（「28 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国
に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において
同じ。）。 

⑷ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を（ ）書きで併せて記載すること
ができる。（「28 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所
を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同
じ。） 

４ ［略］ 
                                                      ［（第３面）～（第10面） 略］ 

                                                                           （第11面） 

（別添８：第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ、第４号から第９号まで及び第11号に掲

げる事項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ、第４号から第９号まで及び第11号に掲げる

事項 

１ 有価証券関連業を行う旨 

⑴ 第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第１条の12第２号に規定する

権利に係るもののみを行う旨 

［２～９ 略］ 

10 第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第１条の12第２号に掲げる行為に係る業

務を行う旨 

（注意事項） 

［略］ 
 

⑶ 外国人においては、住民票等に記載された通称がある場合は、（ ）書きで併せて記載
することができる（「22 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国
に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において
同じ。）。 

⑷ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を（ ）書きで併せて記載すること
ができる。（「22 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所
を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称」において同
じ。） 

４ ［同左］ 
                                                      ［（第３面）～（第10面） 同左］ 

                                                                           （第11面） 

（別添８：第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ及び第４号から第９号までに掲げる事

項） 

商号、名称又は氏名 

（  年  月  日現在） 

第７条第３号イ、第３号の２、第３号の３イ及び第４号から第９号までに掲げる事項 

１ 有価証券関連業を行う旨 

［加える。］ 

 

［２～９ 同左］ 

［加える。］ 

 

（注意事項） 

［同左］ 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 
                                                                 （日本産業規格Ａ４） 

（第１面） 
［略］ 

（第２面） 

＊ 登 録 番 号  
財務（支）局長（登金）第  号 

（ 年 月 日） 

［１～16 略］  

17 電子記録移転有価証券表示権利等

についての法第33条の２第１号、

第２号又は第４号に掲げる行為を

業として行う場合にあっては、そ

の旨 

（電子記録移転有価証券表示権利等についての

法第33条の２第１号、第２号又は第４号に掲げ

る行為を業として行う旨） 

別紙様式第九号（第四十三条、第五十一条第一項関係） 
                                                                 （日本産業規格Ａ４） 
                                                                           （第１面） 

［同左］ 
                                                                           （第２面） 

＊ 登 録 番 号  
財務（支）局長（登金）第  号 

（ 年 月 日） 

［１～16 同左］  

［項を加える。］  
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18 法第29条の２第１項第８号に規定

するデリバティブ取引についての

法第33条の２第１号又は第２号に

掲げる行為を業として行う場合に

あっては、その旨 

（法第29条の２第１項８号に規定するデリバテ

ィブ取引についての法第33条の２第１号又は第

２号に掲げる行為を業として行う旨） 

19 電子記録移転有価証券表示権利等

又は法第29条の２第１項第８号に

規定するデリバティブ取引に係る

投資運用業を行う場合にあって

は、その旨 

（電子記録移転有価証券表示権利等又は法第29

条の２第１項第８号に規定するデリバティブ取

引に係る投資運用業を行う旨） 

20 法第29条の２第１項第９号に規定

するデリバティブ取引についての

法第33条の２第３号に掲げる行為

を業として行う場合にあっては、

その旨 

（法第29条の２第１項第９号に規定するデリバ

ティブ取引についての法第33条の２第３号に掲

げる行為を業として行う旨） 

21 法第29条の２第１項第９号に規定

するデリバティブ取引に係る投資

運用業を行う場合にあっては、そ

の旨 

（法第29条の２第１項第９号に規定するデリバ

ティブ取引に係る投資運用業を行う旨） 

 （注意事項） 
［１・２ 略］ 

［（第３面）～（第11面） 略］ 

 

［項を加える。］  

［項を加える。］ 

 

［項を加える。］ 

 

［項を加える。］ 

 

 （注意事項） 

［１・２ 同左］ 

［（第３面）～（第11面） 同左］ 

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期事業報告書 
 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 
   事業報告書を書面で提出する場合には、代表者の役職氏名に併せて代表者印を押印するこ

と。ただし、やむを得ない事由があるときは署名によることができる。 

１ 業務の状況 

［⑴～⑼ 略］ 

⑽ 業務の状況 

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移

転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。なお、表

別紙様式第十二号（第百七十二条第一項、第百八十二条第一項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期事業報告書 
 

年  月  日提出 

商号又は名称 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 
   事業報告書を書面で提出する場合には、代表者の役職氏名に併せて代表者印を押印するこ

と。ただし、やむを得ない事由があるときは署名によることができる。 

１ 業務の状況 

［⑴～⑼ 同左］ 

⑽ 業務の状況 

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るものを除く。）につ

いて記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。   

［①～⑦ 略］ 

（10－2） 電子募集取扱業務の状況 

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記

録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。な

お、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

［表略］ 

（注意事項）  

［略］ 

（10－3） 電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務の状況  

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業

務に係るものに限る。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てること。 

① 有価証券の売買の状況                    （単位：千株、百万円） 

 委   託 自   己 計 

 

株 

 

 

 

 

券 

 

 

株 

 

 

数 

 

市場内取引 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

市場外取引 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

計 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 
 

金 

 

 

額 

 

市場内取引 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

市場外取引 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

計 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 

債 

 

 

券 

 

国債証券  
 

 

 

 

 

 

地方債証券 
 

 

 

 

 

 

特殊債券  
 

 

 

 

 

 

社 債 券 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

計 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

受益証券 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

   

［①～⑦ 同左］ 

（10－2） 電子募集取扱業務の状況 

当期における第一種金融商品取引業の状況（電子募集取扱業務に係るものに限る。）につ

いて記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［加える。］ 
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 うち上場証券投資信託
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 

そ 

 

の 

 

他 

 

新 株 予 約 権 証 券
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

電 子 記 録 移 転 権 利
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

そ  の  他
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

計 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 
（注意事項） 

１ 有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するもの及び法第２条第

８項第８号に掲げる行為（当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間

を定めて行うものに限る。）に係るものを除く。）を約定基準により記載すること。 

２ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同項

第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をいう。）

に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３号に掲げ

る有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るものを、「受

益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、「新株予約権

証券」の欄には同項第８号に掲げる新優先出資引受権を表示する証券、同項第９号に掲

げる新株予約権証券及び同項第11号に掲げる新投資口予約権証券に係るものを、「電子

記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する電子記録移転権利に係るものを記載

し、同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること（②

及び⑥において同じ。）。 

３ 「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における売買に係るものを、「市場外取

引」の欄にはそれ以外の売買に係るものを記載すること。 

４ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿易

法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号に規

定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係るもの

は、株券、債券（社債券、計）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上段に

内書（括弧書）として記載すること（②及び⑥において同じ。）。 

５ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平

成12年政令第480号）第12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載するこ

と。 

② 有価証券の売買の媒介等の状況               （単位：千株、百万円） 

 媒 介 等 

株  券 株数 
（         ） 
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金額 
（         ） 

 

 

債 

 

 

 

券 

 

国 債 証 券 
 

 

地方債証券 
 

 

特 殊 債 券 
 

 

社  債  券 
（         ） 

 

計 
（         ） 

 

受 益 証 券 
（         ） 

 

そ

の

他 

電子記録移転権利 
（         ） 

 

 
（         ） 

 

計 
（         ） 

 
（注意事項） 

⑽②の注意事項に準じて記載すること。 

③ 有価証券に関連する市場デリバティブ取引の状況          （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取

引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載する

こと。 

④ 店頭デリバティブ取引等の状況 

イ 電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリバティブ取引等の状況 

                                （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 
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（注意事項） 

⑽④イの注意事項に準じて記載すること。 

ロ 店頭デリバティブ取引等の状況（イに係るものを除く。）  

     （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

⑽④ロの注意事項に準じて記載すること。 

⑤ 有価証券に関連する外国市場デリバティブ取引の状況       （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

外国市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先

物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載

すること。 

⑥ 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募

集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況 

                                 （単位：千株、百万円） 
 

引 受 高 売 出 高 

特定投資 
家向け売 
付け勧誘 
等の総額 

募 集 の 
取 扱 高 

売出しの 
取 扱 高 

私 募 の 
取 扱 高 

特 定 投 資

家 向 け 売

付 け 勧 誘

等 の 取 扱

高 

株

券 

株 数 （   ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 
金 額 （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 

債 
 

券 

国 債 証 券        
地方債証券        
特 殊 債 券        
社 債 券  （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 
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計 （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 
受益証券    （    ） （    ） （    ） （    ） 

そ 
の 
他 

電子記録移転権利 （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 

そ の 他 （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） （    ） 
（注意事項） 

⑽⑥の注意事項に準じて記載すること。 

⑾ ［略］ 

⑿ 分別管理の状況 

① ［略］ 

② 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

３ 株券については株数、受益証券（第130条第２項に規定する受益証券をいう。(12)③、

④及び（12－2）において同じ。）については口数、債券及びその他については額面金額

を記載すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、

合理的な単位をもって記載すること。 

４ ［略］ 

③ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況（管理場所

別） 

［表略］ 

（注意事項） 

［１～６ 略］ 

④ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第１条の12第２号に規定する権利を除

く。）に限る。）の分別管理の状況 

区  分 数・額面金額 単  位 

株  券 
 

（  ） 
 

債  券 
 

（  ） 
 

受益証券 
 

（  ） 
 

そ の 他 
 

（  ） 
 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理

している有価証券について記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

⑾ ［同左］ 

⑿ 分別管理の状況 

① ［同左］ 

② 有価証券の分別管理の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

３ 株券については株数、受益証券（第130条第２項に規定する受益証券をいう。(12)③及

び(12－2)において同じ。）については口数、債券及びその他については額面金額を記載

すること。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的

な単位をもって記載すること。 

４ ［同左］ 

③ 有価証券の分別管理の状況（管理場所別） 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～６ 同左］ 

［加える。］ 
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２ 「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券について

は口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万

円）を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の

方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載する

こと。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単

位をもって記載すること。 

３ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

４ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

（12－2） ［略］ 

⒀  区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。）  

（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況）  

［表略］ 

（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況）  

［表略］ 

（注意事項） 

［１～４ 略］ 

（13－2） 区分管理の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに限る。） 

数・額面金額 単  位 

 

（  ） 
 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の３第１項の規定により自己の固有財産と区分して管理

している有価証券についてその種類ごとに記載すること。 

２ 「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券について

は口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万

円）を記載すること。このうち、第144条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の

方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載する

こと。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単

位をもって記載すること。 

３ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

⒁ ［略］ 

⒂  自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状

況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）  

［①～⑤ 略］ 

  ⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 

出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

（12－2） ［同左］ 

⒀  区分管理の状況 

（法第43条の３第１項の規定に基づく区分管理の状況）  

［同左］ 

（法第43条の３第２項の規定に基づく区分管理の状況）  

［同左］ 

（注意事項） 

［１～４ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒁ ［同左］ 

⒂  自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状

況  

［①～⑤ 同左］ 

⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 

出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 円  
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口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資  

円 

円 

 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 
［１～３ 略］ 
４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時におけ

る暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

暗号資産 円  

 円  

合計 円  

［略］ 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

合計額 

円 

（  ） 

 

 

円 

 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 
［１～３ 同左］ 
［加える。］ 

 

 

⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

 円  

 円  

合計 円  

［同左］ 
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（注意事項） 
［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもっ

て記載すること。 
 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金

額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 
７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗号資産以外の資産の区分に

該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載す

ること。なお、暗号資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額に

よる記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
 また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 
 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合に

は、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
［８～12 略］ 

⑧ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

令第１条の９の２第１号イからニまでに掲げる有価証券ごとに記載すること。 

（15－2） 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有

価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

① 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 設定額 

単位型外国投資信託  百万円 

追加型外国投資信託   

       株式外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

（注意事項） 
［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。 

「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。 

 

 

 

 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金・預金、有価証券及びデリバティブ資産以外の資産の区分に該当する資

産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 
 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合に

は、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
 

 
［８～12 同左］ 

⑧ 令第１条の９の２各号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

令第１条の９の２各号に掲げる有価証券ごとに記載すること。 

［加える。］ 
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追加型外国投資信託   

       公社債外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

追加型外国投資信託   

       不動産外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

追加型外国投資信託   

       その他外国投資信託計   

合計   

（注意事項） 

⒂②の注意事項に準じて記載すること。 

② 法第２条第２項第３号又は第４号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 口 数 出資額 

法第２条第２項第３号に係るもの  百万円 

法第２条第２項第４号に係るもの   

合計   

③ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 契約額 

法第２条第２項第５号に係るもの  百万円 

法第２条第２項第６号に係るもの   

合計   

④ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 
出資対象事

業持分の名

称 

設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

   円 

口 

（  ） 

円 

 

 

 円 円 うち適格機
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合計額 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

円 

 関投資家向

け 

本 

 
   

（注意事項） 
⒂⑥の注意事項に準じて記載すること。 

⑤ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
出資対象事業持分の名称  

出資対象事業の内容  

出資者数 

適格機関投資家 
適格機関投資家以外

の者 計 

 うち個人  うち個人 

名 名 名 名 名 

出資形態  

募集・私募の別  

発行者の名称 

 

外国の者である場合 

国名、監督当局等 

 

設定年月日  

募集・私募の期間  

存続期間の終期  

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

純資産額 

純資産額 
純資産額 

（１年前） 
増減率 

円 円 ％ 

１口当たり純資産

額 

１口当たり純資産

額（１年前） 

 

円 円  
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総資産額 
総資産額 

総資産額 

（１年前） 
増減率 

円 円 ％ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

暗号資産 円  

 円  

合計 円  

配当額（分配額） 
配当等利回り 

直近１年間の総支

払配当等額 

設定来総支払配

当等累計額 

％ 円 円 

想定配当等利回り ％   

解約額 円 口 名 

償還額 円 口 名 

ファンドの財務諸表監査の

有無 

 

出資金払込口座の所在地  

資金の流れ  

（注意事項） 
⒂⑦の注意事項に準じて記載すること。 

⑥ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

区分 契約数 契約額 

  百万円 

   

合計   

（注意事項） 

⒂⑧の注意事項に準じて記載すること。 

⒃ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係る

ものを除く。）。 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒃ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものを除く。）。 

 

［①～③ 同左］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

353



 
 

  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

円 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時におけ

る暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

［略］ 

 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

［同左］ 

 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  
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暗号資産 円  

 円  

合計 円  

［略］ 

（注意事項） 
［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載すること。このうち、当該

ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧

書）としてその金額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場

合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗

号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載す

ること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載す

ること。 
 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、基準

時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末の日付ととも

に記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨

換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合

理的な単位をもって記載すること。 
７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金・預金、有価証券、デリバティブ資産及び暗号資産以外の資産の区分に

該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載す

ること。なお、暗号資産については邦貨換算に用いた標準を記載することとし、金額に

よる記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
 また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 
 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合に

は、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
［８～13 略］ 

（16－2） 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものを除く。）。 

① ［略］ 

② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 円  

 円  

 円  

合計 円  

［同左］ 

（注意事項） 
［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び持分の総数を記載すること。このうち、当該

ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧

書）としてその金額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場

合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。 

「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末

の総出資額及び持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、

基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末の日付

とともに記載すること。 

 

 

 

 

 

７ 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金・預金、有価証券及びデリバティブ資産以外の資産の区分に該当する資

産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載すること。 

また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 
 なお、有価証券の資産の区分のうちに非上場株式に係るものが含まれている場合に

は、その旨及び残高（金額）についても記載すること。 
 

 

［８～13 同左］ 

（16－2） 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限る。）。 

 

① ［同左］ 

② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 円  
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口 

（  ） 

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

円 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 

［略］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 

［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

暗号資産 円  

 円  

合計 円  

［略］ 

口 

（  ） 

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 

［同左］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 

［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資産 円  

 円  

 円  

合計 円  

［同左］ 
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（注意事項） 

［略］ 

（16－3） 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12

第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況 （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

（注意事項） 

⒃①の注意事項に準じて記載すること。 
② 売買又は売買の媒介等を行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表 

権利の名称 発行者 発行者との関係内容 

   

   

   

（注意事項） 

⒃②の注意事項に準じて記載すること。 
③ 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの

状況                              （単位：百万円） 

 
売 出 高 

募 集 の 

取 扱 高 

売 出 し の 

取 扱 高 

私 募 の 

取 扱 高 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

（注意事項） 

［同左］ 

［加える。］ 
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（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

 
（    ） （    ） （    ） （    ） 

（注意事項） 

⒃③の注意事項に準じて記載すること。 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた

権利一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

円 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

け 

本 

（注意事項） 
⒃④の注意事項に準じて記載すること。 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた

権利の状況 
権利の名称  
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事業の内容  

出資者数 

適格機関投資家 
適格機関投資家以外

の者 計 

 うち個人  うち個人 

名 名 名 名 名 

有価証券の種類  

売出し・募集・私募の別  

発行者の名称 

 

外国の者である場合 

国名、監督当局等 

 

 

設定年月日  

売出し・募集・私募の期間  

存続期間の終期  

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

純資産額 

純資産額 
純資産額 

（１年前） 
増減率 

円 円 ％ 

１口当たり純資産

額 

１口当たり純資産

額（１年前） 

 

円 円  

総資産額 
総資産額 

総資産額 

（１年前） 
増減率 

円 円 ％ 

 

 

 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金・預金 円  

有価証券 円  

デリバティブ資 円  

産   
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暗号資産 円  

 円  

合計 円  

配当額（分配額） 
配当等利回り 

直近１年間の総支

払配当等額 

設定来総支払配

当等累計額 

％ 円 円 

想定配当等利回り ％   

解約額 円 口 名 

償還額 円 口 名 

ファンドの財務諸表監査の

有無 

 

発行者との関係  

出資金払込口座の所在地  

資金の流れ  

（注意事項） 
⒃⑤の注意事項に準じて記載すること。 

⒄ ［略］ 

⒅ 令第１条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況 

① 有価証券の転売を目的としない買取りの状況                     （単位：百万円） 

区               分 買   取   額 

有価証券 

委託者指図型投資信託の受益権に係る

受益証券 
 

外国投資信託の受益証券  

 

（注意事項） 

［略］ 

② 預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の

12第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

 口 数 額 面 金 額 

  
百万円 

 
（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒄ ［同左］ 

⒅ 令第１条の12に掲げる業務の状況 

                                  （単位：百万円） 

区               分 買   取   額 

有価証券 

委託者指図型投資信託の受益権に係る

受益証券 
 

外国投資信託の受益証券  

 

（注意事項） 

［同左］ 

［加える。］ 
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（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

（注意事項） 
「額面金額」の欄には、当期末現在において預託を受けている電子記録移転権利から除

かれた権利を種類ごとに額面金額を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第

６号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）と

してその金額を記載すること。なお、口数又は額面金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 

［⒆～(25) 略］ 

(26) 高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るも

のを除く。） 

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る有価証券の売買

及び市場デリバティブ取引の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るも

のを除く。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

［①・② 略］ 

（26－2） 高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものに限る。） 

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る電子記録移転有

価証券表示権利等の売買及び市場デリバティブ取引の状況について記載すること。なお、表

示単位未満に端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

① 有価証券の売買の状況                   （単位：千株、百万円） 

取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

 

株 

 

 

 

 

券 

 

 

株 

 

 

数 

 

市場内取引 

立会取引 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

立会外取引 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

市場外取引 

私設取引シ

ステム取引 

（   ） （   ） （   ） （   ） 

その他 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

計 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［⒆～(25) 同左］ 

(26) 高速取引行為に係る業務の状況 

 

金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る有価証券の売買

及び市場デリバティブ取引の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てること。 

 

［①・② 同左］ 

［加える。］ 
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金 

 

 

額 

 

市場内取引 

立会取引 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

立会外取引 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

市場外取引 

私設取引シ

ステム取引 

（   ） （   ） （   ） （   ） 

その他 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

計 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

 

債 

 

 

券 

 

国 債 証 券     

地方債証券     

特 殊 債 券     

社 債 券 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

計     

受益証券 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

 うち上場証券投資信託 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

そ

の

他 

電子記録移転権利 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

その他 
（   ） （   ） （   ） （   ） 

（注意事項） 

１ 有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を

取引戦略ごとに約定基準により記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、

別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しな

い。 

３ 「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。 

４ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同

項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をい
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う。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３

号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るも

のを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、

「電子記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する権利に係るものを記載し、

同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること。 

５ 「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における立会取引及び立会外取引に係

るものを、「市場外取引」の欄には法第30条第１項の認可を受けた金融商品取引業者

の開設する私設取引システムにおける取引及びそれ以外の取引に係るものを記載する

こと。 

６ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿

易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号

に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係

るものは、株券、債券（社債券）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上

段に内書（括弧書）として記載すること。 

７ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第

12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

② 市場デリバティブ取引の状況                   （単位：百万円） 

取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

取 

引 

の 

種 

類 

     

     

     

     

     

（注意事項） 

１ 市場デリバティブ取引について、取引戦略ごとに記載することとし、５以上の取引

戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載するこ

と。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。 

３ 「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。 

４ 市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先

物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を

記載すること。 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［同左］ 
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別紙様式第十三号（第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

関係会社に関する報告書 

                   年  月  日から 

 年  月  日まで 

年  月  日提出 

 

登録番号 財務（支）局長（金商）第      号 

商号又は名称                   

所在 地  

代表者の役職氏名              印 

 
（注意事項） 

［略］ 

［１～３ 略］ 

 

別紙様式第十三号（第百七十三条第一号、第百八十八条第一号、第百九十五条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

関係会社に関する報告書 

                   年  月  日から 

 年  月  日まで 

年  月  日提出 

 

 

商号又は名称                   

所在地  

代表者の役職氏名              印 

 

（注意事項） 

［同左］ 

［１～３ 同左］ 

別紙様式第十四号（第百七十三条第二号関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

国際業務に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日提出 

 

登録番号 財務（支）局長（金商）第      号 

商号                   

所在 地  

代表者の役職氏名              印 

（注意事項） 

［略］ 
［１～３ 略］ 

 

別紙様式第十四号（第百七十三条第二号関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

国際業務に関する報告書 

年  月  日から 

年  月  日まで 

年  月  日提出 

 

 

商号                   

所在地  

代表者の役職氏名              印 

（注意事項） 

［同左］ 

［１～３ 同左］ 

別紙様式第十五号の二（第百八十三条第一項、第二項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 
 

年  月  日提出 

                       商号又は名称 

                       所在地                 

                                            代表者の役職氏名                   印 

別紙様式第十五号の二（第百八十三条第一項、第二項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 
 

年  月  日提出 

                       商号又は名称 

                       所在地                 

                       代表者の役職氏名          印 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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１ 業務の状況 

［⑴～⑽ 略］ 

⑾ 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状

況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

［①～⑤ 略］ 

⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 

出資対象事業持

分の名称 
設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産で

の出資 

円 

うち関係会社以

外の発行 

本 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 
［１～３ 略］ 
４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時におけ

る暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

１ 業務の状況 

［⑴～⑽ 同左］ 

⑾ 自ら行った委託者指図型投資信託及び外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状

況 

［①～⑤ 同左］ 

⑥ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 

  出資対象事

業持分の名称 
設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

合計額 

円 

（  ） 

 

うち関係会社以

外の発行 

本 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 
［１～３ 同左］ 
［加える。］ 

 

 

⑦ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 
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［略］ 

（注意事項） 
［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもっ

て記載すること。 
 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金

額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 
［７～９ 略］ 

⑧ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

令第１条の９の２第１号イからニまでに掲げる有価証券ごとに記載すること。 

（11－2） 自ら行った外国投資信託の受益証券等の募集等に係る業務の状況（電子記録移転有

価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

① 外国投資信託の受益証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 設定額 

単位型外国投資信託  百万円 

追加型外国投資信託   

       株式外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

追加型外国投資信託   

       公社債外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

追加型外国投資信託   

       不動産外国投資信託計   

単位型外国投資信託   

［同左］ 

（注意事項） 
［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。 

「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。 

 

 

 

 

［７～９ 同左］ 

⑧ 令第１条の９の２各号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

令第１条の９の２各号に掲げる有価証券ごとに記載すること。 

［加える。］ 
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追加型外国投資信託   

       その他外国投資信託計   

合計   

（注意事項） 

⑾②の注意事項に準じて記載すること。 

② 法第２条第２項第３号又は第４号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 口  数 出資額 

法第２条第２項第３号に係るもの  百万円 

法第２条第２項第４号に係るもの   

合計   

③ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 契約額 

法第２条第２項第５号に係るもの  百万円 

法第２条第２項第６号に係るもの   

合計   

④ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券一覧表 
出資対象事業持

分の名称 
設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産で

の出資 

円 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 
⑾⑥の注意事項に準じて記載すること。 

⑤ 募集又は私募を行った法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の状況 
出資対象事業持分の名称  
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出資対象事業の内容  

出資者数 

適格機関投資家 
適格機関投資家以外

の者 計 

 うち個人  うち個人 

名 名 名 名 名 

出資形態  

募集・私募の別  

発行者の名称 

 

外国の者である場合 

国名、監督当局等 

 

設定年月日  

募集・私募の期間  

存続期間の終期  

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

ファンドの財務諸表監査の

有無 

 

出資金払込口座の所在地  

資金の流れ  

（注意事項） 
⑾⑦の注意事項に準じて記載すること。 

⑥ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

区分 契約数 契約額 

  百万円 

   

合計   

（注意事項） 

⑾⑧の注意事項に準じて記載すること。 

⑿ みなし有価証券の売買等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑿ みなし有価証券の売買等の状況 
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  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係る

ものを除く。）。 

［①～③ 略］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産で

の出資 

円 

うち関係会社以

外の発行 

本 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

４ 暗号資産での出資がある場合には、「合計額」の「総出資額」の欄に、基準時におけ

る暗号資産の残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額によ

る記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

［略］ 

（注意事項） 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものを除く。）。 

 
［①～③ 同左］ 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

合計額 

円 

（  ） 

 

うち関係会社以

外の発行 

本 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

［同左］ 

（注意事項） 
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［１～５ 略］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。

また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準

を記載すること。なお、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもっ

て記載すること。 
 「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。また、暗号資産での出資がある場合には、その残高（金

額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記載が困難なものに

ついては、合理的な単位をもって記載すること。 
［７～10 略］ 

（12－2） 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものを除く。）。 

① ［略］ 

② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

 

 

 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産

での出資 

円 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向

［１～５ 同左］ 

６ 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）及び出資対象事業持分の総数を記載すること。こ

のうち、当該ファンドの計算期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段

に内書（括弧書）としてその金額及びその数を記載すること。ただし、計算期間が１年

でない場合は、直近の１年間において新規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。 

「総出資額（１年前）」の欄には、基準時が含まれる計算期間の直前の計算期間末の

総出資額及び出資対象事業持分の総数を記載すること。ただし、計算期間が１年でない

場合は、基準時の１年前の日の直近の計算期間末における総出資額を、当該計算期間末

の日付とともに記載すること。 

 

 

 

 

［７～10 同左］ 

（12－2） 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限る。）。 

 

① ［同左］ 

② 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券一覧表 

権利の名称 設定年月日 
存続期間の

終期 
総出資額 純資産額 備考 

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

   円 

口 

（  ） 

円  

合計額 

円 

（  ） 

 

円 うち関係会

社以外の発

行 

本 

うち適格機

関投資家向
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け 

本 

（注意事項） 

［略］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［略］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

［略］ 

（注意事項） 
［略］ 

（12－3） 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12

第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況 （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 
（注意事項） 

⑿①の注意事項に準じて記載すること。 

け 

本 

（注意事項） 

［同左］ 

③ 募集、売出し又は私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況 
［同左］ 

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 
１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

［同左］ 

（注意事項） 
［同左］ 

［加える。］ 
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② 売買又は売買の媒介等を行った電子記録移転権利から除かれた権利一覧表        

権利の名称 発行者 発行者との関係内容 

   

   

   

（注意事項） 

⑿②の注意事項に準じて記載すること。 

③ 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの

状況                               （単位：百万円） 

 
売 出 高 募集の取扱高 売出しの取扱高 私募の取扱高 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（注意事項） 

⑿③の注意事項に準じて記載すること。 

④ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた

権利一覧表 
権利の名称 設定年月日 存続期間の終期 総出資額 備考 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 

（  ） 

 

   円 

口 
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（  ） 

合計額 

円 

（  ） 

うち暗号資産で

の出資 

円 

うち関係会社以

外の発行 

本 

うち適格機関投

資家向け 

本 

（注意事項） 
⑿④の注意事項に準じて記載すること。 

⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行った電子記録移転権利から除かれた

権利の状況 

権利の名称  

事業の内容  

出資者数 

適格機関投資家 
適格機関投資家以外

の者 計 

 うち個人  うち個人 

名 名 名 名 名 

有価証券の種類  

売出し・募集・私募の別  

発行者の名称 

 

外国の者である場合 

国名、監督当局等 

 

設定年月日  

売出し・募集・私募の期間  

存続期間の終期  

出資額 

総出資額 
総出資額 

（１年前） 

１口当たりの出

資額 

円 

口 

（  ） 

円 

口 

円 

うち暗号資産での

出資 

うち暗号資産での

出資（１年前） 

 

円 円  

ファンドの財務諸表監査の

有無 

 

発行者との関係  
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出資金払込口座の所在地  

資金の流れ  

（注意事項） 
⑿⑤の注意事項に準じて記載すること。 

⒀ ［略］ 

⒁ 令第１条の12各号に掲げる行為に係る業務の状況 

① 有価証券の転売を目的としない買取りの状況           （単位：百万円） 

区               分 買   取   額 

有価証券 

委託者指図型投資信託の受益権に係る

受益証券 
 

外国投資信託の受益証券  

 
（注意事項） 

［略］ 

② 預託を受けた電子記録移転権利から除かれた権利の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の

12第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

 口 数 額面金額 

  
百万円 

 
（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

  
 

（  ） 

（注意事項） 
「額面金額」の欄には、当期末現在における預託を受けている電子記録移転権利から除

かれた権利を種類ごとに額面金額を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第

６号ロに掲げる方法以外の方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）と

してその金額を記載すること。なお、口数又は額面金額による記載が困難なものについて

は、合理的な単位をもって記載すること。 

［⒂～(21) 略］ 

２ ［略］ 

 

 

 

 

⒀ ［同左］ 

⒁ 令第１条の12に掲げる業務の状況 

                                                                   （単位：百万円） 

区               分 買   取   額 

有価証券 

委託者指図型投資信託の受益権に係る

受益証券 
 

外国投資信託の受益証券  

 

（注意事項） 

［同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［⒂～(21) 同左］ 

２ ［同左］ 
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別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

   事業報告書 
年   月   日から 

年   月   日まで 

 

年  月  日 

登録金融機関名 

所在地 

代表者氏名              印 

 

［１～８ 略］ 

９ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

 ⑴ 有価証券の売買の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除

く。） 

［表略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

（1－2） 電子記録移転有価証券表示権利等に関する売買の状況     （単位：百万円） 

区   分 委   託 自   己 計 

債 

券 

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

計    

受益証券    

 うち上場証券投資信託    

そ

の

他 

電子記録移転権利    

その他    

計    

（注意事項） 

１ 有価証券の売買金額（デリバティブ取引に該当するもの及び法第２条第８項第８号に

掲げる行為（当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行う

ものに限る。）に係るものを除く。）を約定基準により記載すること。 
２ 「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（法第２条第１項第３号に掲げる

有価証券で政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに株式会社

商工組合中央金庫法第33条に規定する商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する

別紙様式第十六号（第百八十七条関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

   事業報告書 
年   月   日から 

年   月   日まで 

 

年  月  日 

登録金融機関名 

所在地 

代表者氏名              印 

 

［１～８ 同左］ 

９ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

 ⑴ 有価証券の売買の状況 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

［加える。］ 
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短期債及び農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債に限る。）及び社債

券（政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の

振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債及びこれに類するものとして令第15

条の17第１項に規定するものに限る。）に係るものを、「受益証券」の欄には法第２条

第１項第10号に規定する投資信託の受益証券に係るものを、「電子記録移転権利」の欄

には法第２条第３項に規定する電子記録移転権利に係るものを記載し、同条第１項第17

号に掲げる有価証券のうち令第15条の17第３項に規定するものに係るものはこれらに準

じて記載すること（（5－2）において同じ。）。 

３ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12

条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

⑵ ［略］ 

（2－2） 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する市場デリバティブ取引の状況 

（単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

市場デリバティブの状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、

オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載するこ

と。 

⑶ ［略］ 

（3－2）  電子記録移転有価証券表示権利等に関連する店頭デリバティブ取引等の状況 

① 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリ

バティブ取引等の状況                      （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

⑶①の注意事項に準じて記載すること。 

② 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する店頭デリバティブ取引等の状況（①に係る

ものを除く。）                         （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 

    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

⑵ ［同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

⑶ ［同左］ 

［加える。］ 
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（注意事項） 

⑶②の注意事項に準じて記載すること。 

⑷ ［略］ 

（4－2）  電子記録移転有価証券表示権利等に関連する外国市場デリバティブ取引の状況 

                                  （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

外国市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先

物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載

すること。 

⑸ ［略］ 

（5－2）  電子記録移転有価証券表示権利等の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け

勧誘等並びに電子記録移転有価証券表示権利等の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定 
  投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況                   （単位：百万円） 

区    分 引受高 売出高 

特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額 

募集の

取扱高 

売出し

の取扱

高 

私募の

取扱高 

特定投資

家向け売

付け勧誘

等の取扱

高 

債 

  

券 

国債証券        

地方債証券        

特殊債券        

社債券        

計        

受益証券        

電子記録移転権利        

その他        

（注意事項） 
⑸の注意事項に準じて記載すること。 

［⑹～⑼ 略］ 

⑽ 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況 

 
 
 

 

 

⑷ ［同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑸ ［同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

［⑹～⑼ 同左］ 

⑽ 有価証券の分別管理の状況 
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［表略］ 

（注意事項） 

１ ［略］ 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と分別して管理して

いる場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び当該

第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券（第130条第２項に規定する

受益証券をいう。（10－2）及び（10－3）において同じ。）を信託会社又は信託業務を

営む金融機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載するこ

と。 

［３～６ 略］  

（10－2） 有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等（令第１条の12第２号に規定する権利

を除く。）に限る。）の分別管理の状況 

区  分 数・額面金額 単  位 

株  券 
 

（  ） 
 

債  券 
 

（  ） 
 

受益証券 
 

（  ） 
 

そ の 他 
 

（  ） 
 

（注意事項） 

１ 当期末現在における法第43条の２第１項の規定により自己の固有財産と分別して管理

している有価証券について記載すること。 

２ 「数・額面金額」の欄には、株券については株数（単位：千株）、受益証券について

は口数（単位：百万口）、債券及びその他については通貨ごとに額面金額（単位：百万

円）を記載すること。このうち、第136条１項第５号ロ及び第６号ロに掲げる方法以外の

方法で管理しているものについては、下段に内書（括弧書）としてその金額を記載する

こと。なお、株数、口数又は額面金額による記載が困難なものについては、合理的な単

位をもって記載すること。 

３ 「単位」の欄には、使用した単位を記載すること。 

４ 「その他」の欄には、具体的な有価証券の種類を記載すること。 

（10－3） ［略］ 

⑾ ［略］ 

⑿ 抵当証券等の募集又は私募に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する

業務に係るものを除く。） 

［①～③ 略］ 

④ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

１ ［同左］ 

２ 「管理場所及び国名」の欄には、自己で管理又は自己の固有財産と分別して管理して

いる場合にはその旨、第三者をして管理させている場合には当該第三者の名称及び当該

第三者が所在する国の国名を記載すること。なお、受益証券（第130条第２項に規定する

受益証券をいう。４及び（10－2）において同じ。）を信託会社又は信託業務を営む金融

機関をして管理させている場合には、国ごとに一括して受託銀行と記載すること。 

 

［３～６ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10－2） ［同左］ 

⑾ ［同左］ 

⑿ 抵当証券等の募集又は私募に係る業務の状況 

 

［①～③ 同左］ 

④ 令第１条の９の２各号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 
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［表略］ 

（注意事項） 

令第１条の９の２第１号イからニまでに掲げる有価証券ごとに記載すること。 

（12－2） 有価証券の募集又は私募に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関

する業務に係るものに限る。） 

① 法第２条第２項第３号又は第４号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 口  数 出資額 

法第２条第２項第３号に係るもの  
百万円 

法第２条第２項第４号に係るもの   

合計   

② 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の募集又は私募の状況 

区分 ファンド数 契約額 

法第２条第２項第５号に係るもの  
百万円 

法第２条第２項第６号に係るもの   

合計   

③ 令第１条の９の２第１号に掲げる有価証券の募集又は私募の状況 

区分 契約数 契約額 

  百万円 

   

合計   

（注意事項） 

⑿④の注意事項に準じて記載すること。 

⒀ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係る

ものを除く。）。 

［①・② 略］ 

（13－2） 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12

第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況 （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

［同左］ 

（注意事項） 
令第１条の９の２各号に掲げる有価証券ごとに記載すること。 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒀ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものを除く。）。 

 

［①・② 同左］ 

［加える。］ 
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（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 
（注意事項） 

⒀①の注意事項に準じて記載すること。 
② 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの

状況                                                           （単位：百万円） 

 
売 出 高 

募 集 の 

取 扱 高 

売 出 し の      

取 扱 高 

私 募 の 

取 扱 高 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（注意事項） 
 ⒀②の注意事項に準じて記載すること。 

⒁ 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

⒁ 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す
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る（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものを除く。）。 

［表略］ 

（注意事項） 

［略］ 

［⒂～(20) 略］ 

(21) 高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るも

のを除く。） 

登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る有価証券の売

買及び市場デリバティブ取引の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係る

ものを除く。）について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てること。 

［①・② 略］ 

（21－2） 高速取引行為に係る業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に限る。） 

登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る電子記録移転

有価証券表示権利等の売買及び市場デリバティブ取引の状況について記載すること。なお、

表示単位未満に端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

① 有価証券の売買の状況                        （単位：百万円） 

取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

 

債 

 

 

券 

 

国債証券     

地方債証券     

特殊債券     

社 債 券 
    

計     

受益証券 
    

 うち上場証券投資信託 
    

そ 

の 

電子記録移転権利 
    

る（電子募集取扱業務に係るものに限る。）。 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［⒂～(20) 同左］ 

(21) 高速取引行為に係る業務の状況 

 

登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る有価証券の売

買及び市場デリバティブ取引の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てること。 

 

［①・② 略］ 

［加える。］ 
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他 その他 
    

（注意事項） 

１ 有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を

取引戦略ごとに約定基準により記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、

別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しな

い。 

３ 「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。 

４ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同

項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をい

う。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３

号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るも

のを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、

「電子記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する権利に係るものを記載し、

同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること。 

５ 「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における立会取引及び立会外取引に係

るものを、「市場外取引」の欄には法第30条第１項の認可を受けた金融商品取引業者

の開設する私設取引システムにおける取引及びそれ以外の取引に係るものを記載する

こと。 

６ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿

易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号

に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係

るものは、株券、債券（社債券）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上

段に内書（括弧書）として記載すること。 

７ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第

12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

② 市場デリバティブ取引の状況                   （単位：百万円） 

取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

取 

引 

の 

種 

類 

     

     

     

     

     

（注意事項） 

１ 市場デリバティブ取引について、取引戦略ごとに記載することとし、５以上の取引
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戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載するこ

と。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。 

３ 「取引戦略の類型」の欄には第８条第11号イ⑴の取引戦略の類型を記載すること。 

４ 市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型

（先物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベ

ース）を記載すること。 

 

別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

業務又は財産の状況に関する報告書 
（  年  月） 

年  月  日 
登録金融機関名 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 
［１・２ 略］ 

１ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

 ⑴ 有価証券の売買の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除

く。） 

［表略］ 

（注意事項） 

［１～３ 略］ 

（1－2） 電子記録移転有価証券表示権利等に係る売買の状況       （単位：百万円） 

区   分 委   託 自   己 計 

債 

 

券 

国債証券    

地方債証券    

特殊債券    

社債券    

計    

受益証券    

 うち上場証券投資信託    

そ

の

他 

電子記録移転権利    

その他    

計    

（注意事項） 

１ 有価証券の売買金額（デリバティブ取引に該当するもの及び法第２条第８項第８号に

別紙様式第十七号（第百八十八条第二号関係） 
（日本産業規格Ａ４） 

業務又は財産の状況に関する報告書 
（  年  月） 

年  月  日 
登録金融機関名 

所在地 

代表者の役職氏名 

（注意事項） 
［１・２ 同左］ 

１ 登録金融機関業務の状況 

当期における登録金融機関業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入すること。 

 ⑴ 有価証券の売買の状況 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～３ 同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

383



 
 

  

掲げる行為（当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行う

ものに限る。）に係るものを除く。）を約定基準により記載すること。 
２ 「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（法第２条第１項第３号に掲げる

有価証券で政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに株式会社

商工組合中央金庫法第33条に規定する商工債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する

短期債及び農林中央金庫法第62条の２第１項に規定する短期農林債に限る。）及び社債

券（政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の

振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債及びこれに類するものとして令第15

条の17第１項に規定するものに限る。）に係るものを、「受益証券」の欄には法第２条

第１項第10号に規定する投資信託の受益証券に係るものを、「電子記録移転権利」の欄

には法第２条第３項に規定する電子記録移転権利に係るものを記載し、同条第１項第17

号に掲げる有価証券のうち令第15条の17第３項に規定するものに係るものはこれらに準

じて記載すること（（5－2）において同じ。）。 

３ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12

条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

⑵ ［略］ 

（2－2） 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する市場デリバティブ取引の状況 

（単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

市場デリバティブの状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取引、

オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載するこ

と。 

⑶ ［略］ 

（3－2）  電子記録移転有価証券表示権利等に関連する店頭デリバティブ取引等の状況 

① 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する電子取引基盤運営業務に係る特定店頭デリ

バティブ取引等の状況                      （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

⑶①の注意事項に準じて記載すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ ［同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

⑶ ［同左］ 

［加える。］ 
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② 電子記録移転有価証券表示権利等に関連する店頭デリバティブ取引等の状況（①に係る

ものを除く。）                         （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 媒 介 等 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

⑶②の注意事項に準じて記載すること。 

⑷ ［略］ 

（4－2）  電子記録移転有価証券表示権利等に関連する外国市場デリバティブ取引の状況 

                                  （単位：百万円） 

取 引 の 種 類 委  託 自  己 計 

    

    

    

（注意事項） 

外国市場デリバティブの状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先物取

引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を記載する

こと。 

⑸ ［略］ 

（5－2）  電子記録移転有価証券表示権利等の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け

勧誘等並びに電子記録移転有価証券表示権利等の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定 
 投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況                   （単位：百万円） 

 

引 受 高 売 出 高 

特定投資 
家向け売 
付け勧誘 
等の総額 

募 集 の 
取 扱 高 

売出しの 
取 扱 高 

私 募 の 
取 扱 高 

特 定 投 資

家 向 け 売

付 け 勧 誘

等 の 取 扱

高 

債 
 
 

 

券 

国債証券        
地方債証券        
特殊債券        
社債券        

計        
受益証券        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑷ ［同左］ 

［加える。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑸ ［同左］ 

［加える。］ 
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そ 
の 
他 

電子記録移転権利        

そ の 他        
（注意事項） 

⑸の注意事項に準じて記載すること。 
［⑹・⑺ 略］ 

［２・３ 略］ 

４ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係る

ものを除く。）。 

［①・② 略］ 

５ 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限り、電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に

係るものを除く。）。 

［表略］ 

（注意事項） 

［略］ 

６ 電子記録移転権利から除かれた権利の売買等の状況 

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利（令第１条の12

第２号に規定する権利に限る。）について記載する。 

① 電子記録移転権利から除かれた権利の売買又は売買の媒介等の状況 （単位：百万円） 

 媒 介 等 自   己 計 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 

 
（       ） 

 

（       ） 

 

（       ） 

 
（注意事項） 

４①の注意事項に準じて記載すること。 

 
 

 

 

 
［⑹・⑺ 同左］ 

［２・３ 同左］ 

４ みなし有価証券の売買等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものを除く。）。 

 

［①・② 同左］ 

５ 電子募集取扱業務におけるみなし有価証券の取扱い等の状況 

  法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利について記載す

る（電子募集取扱業務に係るものに限る。）。 

 

［同左］ 

（注意事項） 

［同左］ 

［加える。］ 
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② 電子記録移転権利から除かれた権利の売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いの

状況                              （単位：百万円） 

 
売 出 高 

募 集 の 

取 扱 高 

売 出 し の      

取 扱 高 

私 募 の 

取 扱 高 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

 
（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（     ） 

 

（注意事項） 
４②の注意事項に準じて記載すること。 

７・８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６・７ ［同左］ 

別紙様式第二十号（第二百三十六条、第二百三十九条関係） 

                                 （日本産業規格Ａ４） 

                                  （第１面・第２面） 

［略］ 

                                    （第３面) 

（別添２：適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げ

る権利の状況） 

商号、名称又は氏名 

［表略］                            

（注意事項） 

１ ［略］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただし、

出資対象持分が電子記録移転権利又は令第１条の 12 第２号に規定する権利である場合にあ

っては、「電子記録移転権利」又は「令第１条の 12 第２号に規定する権利」の別について

別紙様式第二十号（第二百三十六条、第二百三十九条関係） 

                                （日本産業規格Ａ４） 

                                 （第１面・第２面） 

［同左］ 

                                    （第３面) 

（別添２：適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げ

る権利の状況） 

商号、名称又は氏名 

［同左］  

（注意事項） 

１ ［同左］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。 
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併せて記載すること。 

［３～10 略］ 

                                    （第４面) 

［略］ 

 

 

［３～10 同左］ 

                                    （第４面) 

［同左］ 

別紙様式第二十号の二（第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧 

 

年  月  日時点 

 

届出者 住所又は所在地 

商  号 

又は名称 

氏  名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 （注意事項） 

［１・２ 略］ 

１ ［略］ 

２ 適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況 

［表略］                            

（注意事項） 

１ ［略］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただ

し、出資対象持分が電子記録移転権利又は令第１条の 12 第２号に規定する権利である場

合にあっては、「電子記録移転権利」又は「令第１条の 12 第２号に規定する権利」の別

について併せて記載すること。 

［３～９ 略］ 

［３・４ 略］ 

 

別紙様式第二十号の二（第二百三十八条の四、第二百三十八条の五関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧 

 

年  月  日時点 

 

届出者 住所又は所在地 

商  号 

又は名称 

氏  名 

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

 （注意事項） 

［１・２ 同左］ 

１ ［同左］ 

２ 適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況 

［同左］  

（注意事項） 

１ ［同左］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。 

 

 

 

［３～９ 同左］ 

［３・４ 同左］ 

別紙様式第二十一号（第二百四十四条、第二百四十四条の二関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書 

年  月  日 

金融庁長官 

財務（支）局長  殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 

別紙様式第二十一号（第二百四十四条、第二百四十四条の二関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書 

年  月  日 

金融庁長官 

財務（支）局長  殿 

届出者 登録番号  財務（支）局長 第   号 
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住所又は所在地 

商  号 

又は名称 

氏  名                    

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

金融商品取引法第63条の３第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。 

１ ［略］ 

２ 適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況 

［表略］                            

（注意事項） 

１ ［略］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。ただし、

出資対象持分が電子記録移転権利又は令第１条の 12 第２号に規定する権利である場合にあ

っては、「電子記録移転権利」又は「令第１条の 12 第２号に規定する権利」の別について

併せて記載すること。 

［３～10 略］ 

３ ［略］ 

 

住所又は所在地 

商  号 

又は名称 

氏  名                    

（法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

金融商品取引法第63条の３第１項の規定により、以下のとおり届け出ます。 

１ ［同左］ 

２ 適格機関投資家等特例業務に関する法第２条第２項第５号又は第６号に掲げる権利の状況 

［同左］                            

（注意事項） 

１ ［同左］ 

２ 「出資対象事業持分の種別」の欄には、「民法上の組合契約」、「匿名組合契約」、

「投資事業有限責任組合契約」、「有限責任事業組合契約」、「社団法人の社員権」、

「外国の法令に基づく権利」又は「その他の権利」の別について記載すること。 

 

 

 

［３～10 同左］ 

３ ［同左］ 

別紙様式第二十一号の二（第二百四十六条の三関係） 

（日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

                      商号又は名称 

                      住所又は所在地 

                      氏名 

                      （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

［略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑼ 略］ 

⑽ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の私募の状況（電子記録移転有価

証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

［表略］ 

(10―2) 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の私募の状況（電子記録移転

別紙様式第二十一号の二（第二百四十六条の三関係） 

（日本産業規格А４） 

                    

第  期事業報告書 

 

年  月  日提出 

                      商号又は名称 

                      住所又は所在地 

                      氏名 

                      （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

（注意事項） 

 ［同左］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑼ 同左］ 

⑽ 法第２条第２項第５号又は第６号に係るみなし有価証券の私募の状況 

  

［同左］ 

［加える。］ 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

区分 

ファンド数 契約額 

 

うち出資者が適

格機関投資家の

み 

 

うち出資者が適

格機関投資家の

み 

法第２条第２項第

５号に係るもの 
  

百万円 百万円 

法第２条第２項第

６号に係るもの 
    

合計     

⑾ ［略］ 

⑿ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

［略］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金 百万円  

有価証券 百万円  

うち非上場株式 百万円  

デリバティブ資産 百万円  

暗号資産 百万円  

   

合計 百万円  

［略］ 

総出資額 
百万円 

（   百万円） 

［略］ 

（注意事項） 

［１～12 略］ 

13 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金、有価証券、うち非上場株式、デリバティブ資産及び暗号資産以外の資

産の区分に該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金

額）を記載すること。なお、暗号資産については邦貨換算に用いた標準を記載すること

とし、金額による記載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 

  また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 

［14～17 略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑾ ［同左］                           

⑿ ファンドの状況 

［同左］ 

ファンドの資産構成 

区分 金額 備考 

現金 百万円  

有価証券 百万円  

うち非上場株式 百万円  

デリバティブ資産 百万円  

   

   

合計 百万円  

［同左］ 

総出資額 
百万円 

（   百万円） 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～12 同左］ 

13 「ファンドの資産構成」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに残高（金額）を記載

すること。現金、有価証券、うち非上場株式及びデリバティブ資産以外の資産の区分に

該当する資産については、具体的な資産の内容を記載した上で、残高（金額）を記載す

ること。 

 

  また、「備考」の欄には、それぞれの資産の区分ごとに外国に所在する資産の残高

（金額）、割合及び邦貨換算した際の外国為替レートを記載すること。 

［14～17 同左］ 
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18 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。このうち、当該ファンドの計算

期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその

金額を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新

規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。また、暗号資産での出資がある場合に

は、その残高（金額）及び邦貨換算に用いた標準を記載すること。なお、金額による記

載が困難なものについては、合理的な単位をもって記載すること。 
［19～26 略］ 

(12―2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限

る。） 

出資対象事業持分の

名称 

 

出資対象事業の内容 
 

出資対象事業持分の

種別 

 

設定年月日  

業務の種別 
私募・運用の別 届出の種別 

  

私募の期間  

出資金払込口座の所

在地 

 

資金の流れ  

存続期間  

出資者の状況 

出資者の区分 出資者数 

適格機関投資家 名 

 うち個人 名 

適格機関投資家以外の者 名 

 うち個人 名 

合 計 名 

主な出資者の種別 

種別 出資割合 

１  ％ 

２  ％ 

18 「総出資額」の欄には、基準時におけるファンドの出資額の残高（累積出資額から償

還・解約等された分を控除したもの）を記載すること。このうち、当該ファンドの計算

期間中に新規に出資又は拠出を受けた分については、下段に内書（括弧書）としてその

金額を記載すること。ただし、計算期間が１年でない場合は、直近の１年間において新

規に出資又は拠出を受けた分を記載すること。 

 

 

［19～26 同左］ 

［加える。］ 
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３  ％ 

適格機関投資家の出

資額及び出資割合 

出資額     円 

出資割合 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適格機関投資家の状

況 

１ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

２ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

３ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

４ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

５ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

６ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 
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７ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

８ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

９ 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

10 

商号・名称又は氏名  

区分 号 

出資額 円 

第 234 条の２第１項第

１号に規定する金額 
円 

適格機関投資家以外

の者の状況 

種別 数 出資額 出資割合 

国・地方公共団体等 名 百万円 ％ 

金融商品取引業者等 名 百万円 ％ 

金融機関等 名 百万円 ％ 

事業法人等 名 百万円 ％ 

個人 名 百万円 ％ 

外国法人又は外国人等 名 百万円 ％ 

密接な関係を有する者 名 百万円 ％ 

投資に関する事項について知

識及び経験を有する者 
名 百万円 ％ 

その他 名 百万円 ％ 

 区分 金額 備考 
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ファンドの資産構成 

現金 百万円  

有価証券 百万円  

うち非上場株式 百万円  

デリバティブ資産 百万円  

暗号資産 百万円  

   

合計 百万円  

先物取引の状況 
ロング・ポジション ショート・ポジション 

百万円 百万円 

主な投資対象資産 

区分 割合 

１  ％ 

２  ％ 

３  ％ 

投資対象地域  

金融商品取引行為の

相手方の状況 

相手方 取引額 備考 

 百万円  

 百万円  

 百万円  

 百万円  

総出資額 
百万円 

（   百万円） 

純資産額 百万円 

純資産額（１年前） 百万円 

総資産額 百万円 

配当額（分配額） 
配当等利回り 

直近１年間の総支

払配当等額 

設定来総支払配当

等累計額 

％ 百万円 百万円 

想定配当等利回り ％   

解約額 百万円 口 名 

償還額 百万円 口 名 
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第 233 条の３各号に

掲げる者を相手方と

する場合 

第 233 条の３各号に掲げる者の有

無 

 

借入又は債務保証の有無  

監査の

状況 

公認会計士又は監査法人

の氏名又は名称 

 

監査の内容  

第 239 条の２第１項第 10 号に規定

する報告の状況 

 

（注意事項） 

⑿の注意事項に準じて記載すること。 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［同左］ 

別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 
 

年  月  日 

                       商号又は名称 

                       住所又は所在地             

                       氏名                 

                       （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑹ 略］ 

⑺ ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

［表略］                            

（注意事項） 

［１～10 略］ 

(7―2) ファンドの状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限

る。） 

出資対象事業持分の

名称 

 

出資対象事業の内容  

出資対象事業持分の

種別 

 

出資金払込口座の所

在地 

 

資金の流れ  

存続期間  

別紙様式第二十一号の三（第二百四十六条の五関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期説明書類 
 

年  月  日 

                       商号又は名称 

                       住所又は所在地             

                       氏名                 

                       （法人にあっては、代表者の役職氏名） 

１ 業務の状況 

［⑴～⑹ 同左］ 

⑺ ファンドの状況 

［同左］ 

（注意事項） 

［１～10 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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出資者の状況 

出資者の区分 出資者数 

適格機関投資家 名 

 うち個人 名 

適格機関投資家以外の者 名 

 うち個人 名 

合 計 名 

適格機関投資家の出

資額及び出資割合 

出資額     円 

出資割合 ％ 

第 233 条の３各号に

掲げる者を相手方と

する場合 

第233条の３各号に掲げる者の

有無 
 

監査

の状

況 

公認会計士又は監査法

人の氏名又は名称 
 

監査の内容  

（注意事項） 

⑺の注意事項に準じて記載すること。 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［同左］ 

別紙様式第二十九号（第三百二十六条第一項、第三百三十四条第一項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

［（第１面）～（第４面） 略］ 

（第５面） 

（別添３：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

［表略］ 

（注意事項） 

［１・２ 略］ 

３ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名、商号又は名称」欄に括弧

書で併せて記載することができる。 

［（第６面）～（第８面） 略］ 

 

別紙様式第二十九号（第三百二十六条第一項、第三百三十四条第一項関係） 

（日本産業規格Ａ４） 

［（第１面）～（第４面） 同左］ 

（第５面） 

（別添３：国内における代表者又は国内における代理人の氏名、商号又は名称） 

商号、名称又は氏名 

                           （  年  月  日現在） 

［同左］ 

（注意事項） 

［１・２ 同左］ 

３ 婚姻により氏を改めた者においては、婚姻前の氏名を「氏名又は名称」欄に括弧書で併

せて記載することができる。 

［（第６面）～（第８面） 同左］ 
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別紙様式第三十号（第三百三十九条第一項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期事業報告書 
 

年  月  日提出 

                       商号又は名称 

                       所在地 

                       代表者の役職氏名 

  

（注意事項） 
［１・２ 略］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑺ 略］ 

⑻ 株主の状況 

［表略］ 

（注意事項） 

１ 業務の状況 

［⑵～⑷ 略］ 

⑸ 役員及び使用人の状況 

［①・② 略］ 

③ 国内における代表者又は国内における代理人の状況 

外国法人である場合には国内における代表者又は国内における代理人について、外

国に住所を有する個人である場合には国内における代理人について記載し、「役職

名」欄は国内における代表者又は国内における代理人である旨をそれぞれ記載するこ

と。 

なお、法第66条の51第１項の登録申請書又は法第66条の54第１項の規定による届出

書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した

当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名、商号又は名称」欄に当該氏名を

括弧書で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

［⑹～⑼ 略］ 

⑼ 業務の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。） 

高速取引行為に係る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の状況（電子記録移転有価

証券表示権利等に関する業務に係るものを除く。）について記載すること。なお、表示単位

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

［①・② 略］ 

（9－2） 高速取引行為に係る電子記録移転有価証券表示権利等の売買及び市場デリバティブ

取引の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数がはるときは、その端数を切

り捨てること。 

① 有価証券の売買の状況                  （単位：千株、百万円） 

別紙様式第三十号（第三百三十九条第一項関係） 

（日本産業規格А４） 
                    

第  期事業報告書 
 

年  月  日提出 

                       商号又は名称 

                       所在地 

                       代表者の役職氏名 

  

（注意事項） 
［１・２ 同左］ 

１ 業務の状況 

［⑴～⑺ 同左］ 

⑻ 株主の状況 

［同左］ 

（注意事項） 

１ 業務の状況 

［⑵～⑷ 同左］ 

⑸ 役員及び使用人の状況 

［①・② 同左］ 

③ 国内における代表者又は国内における代理人の状況 

外国法人である場合には国内における代表者又は国内における代理人について、外

国に住所を有する個人である場合には国内における代理人について記載し、「役職

名」欄は国内における代表者又は国内における代理人である旨をそれぞれ記載するこ

と。 

なお、法第66条の51第１項の登録申請書又は法第66条の54第１項の規定による届出

書に婚姻前の氏名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した

当該氏名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名又は名称」欄に当該氏名を括弧書

で併せて記載し、又は当該氏名のみを記載することができる。 

［⑹～⑼ 同左］ 

⑼ 業務の状況 

高速取引行為に係る有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の状況について記載するこ

と。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

 

［①・② 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

年  月  日から 
年  月  日まで 

年  月  日から 
年  月  日まで 
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取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

 

株 

 

 

 

 

券 

 

 

株 

 

 

数 

 

市場内取引 

立会取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

立会外取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

市場外取引 

私設取引シ

ステム取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

その他 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

計 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

 

金 

 

 

額 

 

市場内取引 

立会取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

立会外取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

市場外取引 

私設取引シ

ステム取引 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

その他 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

398



 
 

  

計 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

 

債 

 

 

券 

 

国債証券  
 

 

 

 

 

 

 

 

地方債証券 
 

 

 

 

 

 

 

 

特殊債券  
 

 

 

 

 

 

 

 

社 債 券 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

計     

受益証券 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

 うち上場証券投資信託  

（    ） （    ） （    ） （    ） 

電子記録移転権利 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

その他 

（    ） （    ） （    ） （    ） 

（注意事項） 

１ 有価証券の売買株数又は売買金額（デリバティブ取引に該当するものを除く。）を

取引戦略ごとに約定基準により記載することとし、５以上の取引戦略がある場合は、

別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載すること。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しな

い。 
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３ 「取引戦略の類型」の欄には第328条第４号イの取引戦略の類型を記載すること。 

４ 「株券」の欄には株券及び出資証券（法第２条第１項第６号に掲げる出資証券、同

項第７号及び第８号に掲げる優先出資証券並びに同項第11号に掲げる投資証券をい

う。）に係るものを、「債券」の欄には国債証券、地方債証券、特殊債券（同項第３

号に掲げる有価証券をいう。）及び社債券（社債券その他の債券をいう。）に係るも

のを、「受益証券」の欄には同項第10号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを、

「電子記録移転権利」の欄には法第２条第３項に規定する権利に係るものを記載し、

同条第１項第17号に掲げる有価証券に係るものはこれらに準じて記載すること。 

５ 「市場内取引」の欄には取引所金融商品市場における立会取引及び立会外取引に係

るものを、「市場外取引」の欄には法第30条第１項の認可を受けた金融商品取引業者

の開設する私設取引システムにおける取引及びそれ以外の取引に係るものを記載する

こと。 

６ 外国有価証券（日本国若しくはその地方公共団体又は居住者（外国為替及び外国貿

易法第６条第１項第５号に規定する居住者のうち法人をいう。）が本邦（同項第１号

に規定する本邦をいう。）において発行する有価証券以外の有価証券をいう。）に係

るものは、株券、債券（社債券）、受益証券等それぞれに相当するものに合算し、上

段に内書（括弧書）として記載すること。 

７ 「うち上場証券投資信託」の欄には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第

12条第２号に掲げる投資信託の受益証券に係るものを記載すること。 

② 市場デリバティブ取引の状況                  （単位：百万円） 

取引戦略の名称     

取引戦略の類型     

取 

引 

の 

種 

類 

     

     

     

     

     

（注意事項） 

１ 市場デリバティブ取引について、取引戦略ごとに記載することとし、５以上の取引

戦略がある場合は、別紙に列を追加するなどして全ての取引戦略の状況を記載するこ

と。 

２ 取引戦略の名称がない場合は、「取引戦略の名称」の欄は記載することを要しない。 

３ 「取引戦略の類型」の欄には第328条第４号イの取引戦略の類型を記載すること。 

４ 市場デリバティブ取引の状況について、金融商品又は金融指標別に取引の類型（先

物取引、オプション取引等）ごとに区分のうえ、取引契約金額（想定元本ベース）を

記載すること。 

２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ［同左］ 
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備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（
金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

七

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

［
八
～
三
十
三

略
］

［
八
～
三
十
三

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
第
五
章
若
し
く
は
第
五
章
の
二
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り

第
三
条

法
、
令
第
五
章
若
し
く
は
第
五
章
の
二
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り

内
閣
総
理
大
臣
等
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
（
資
金
決

内
閣
総
理
大
臣
等
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す

済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が

換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の

換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

２

［
同
上
］

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

二

商
品

法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
商
品
を
い
う
。

［
三
～
十
二

略
］

［
三
～
十
二

同
上
］

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に

第
三
条

法
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
に

提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（

提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を

は
、
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準

い
う
。
）
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準

を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

有
価
証
券
の
取
引
等
の
規
制
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

第
三
条

法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
又
は
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法

長
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外
国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る

律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資

と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た

産
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
金
額
又
は
数
量
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
金
額
又
は
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た

標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標

記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
七
章
の
二

略
］

［
第
一
章
～
第
七
章
の
二

同
上
］

第
八
章

株
主

第
八
章

［
同
上
］

［
第
一
節
・
第
二
節

略
］

［
第
一
節
・
第
二
節

同
上
］

第
三
節

銀
行
持
株
会
社
に
係
る
特
例

第
三
節

［
同
上
］

［
第
一
款
～
第
三
款

略
］

［
第
一
款
～
第
三
款

同
上
］

第
四
款

監
督
（
第
三
十
四
条
の
二
十
八
の
二
）

第
四
款

合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
（
第
三

第
五
款

合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け
（
第
三

十
四
条
の
二
十
九
―
第
三
十
四
条
の
三
十
一
）

十
四
条
の
二
十
九
―
第
三
十
四
条
の
三
十
一
）

［
第
八
章
の
二
～
第
九
章

略
］

［
第
八
章
の
二
～
第
九
章

同
上
］

附
則

附
則

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
十
三
条
の
二
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る

第
十
三
条
の
二
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す

る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
十

八
条
第
八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
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下
同
じ
。
）

二

暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（

同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連

金
融
指
標
を
い
う
。
第
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
取
引

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
十
三
条
の
六
の
九

銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し

［
条
を
加
え
る
。
］

、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
（

金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務
を
い
う
。

次
条
及
び
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理

組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
十
三
条
の
六
の
十

銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し

［
条
を
加
え
る
。
］

、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に

つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
銀
行
の

経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
十
七
条
の
二

［
略
］

第
十
七
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

２

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十

号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か

三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、

で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の

第
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分

二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
商

規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融

品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法

商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
十

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
十
三
条
の
二
の

三
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲

る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規

る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
資
産
の
価
値
、
暗
号
資

定
す
る
行
為
を
行
う
業
務

産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号
資
産
関
連

金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
次
条
第
二
項
第
四
号
及
び

第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法
第
二
条

第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に

次
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
財
産

の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条

の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
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［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

３

［
同
上
］

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て

に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の

る
行
為
を
行
う
業
務

運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
４
～

略
］

［
４
～

同
上
］

15

15

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
十
七
条
の
三

［
略
］

第
十
七
条
の
三

［
同
上
］

２

法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

２

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三
の
四

略
］

［
一
～
三
の
四

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。

）
を
行
う
業
務

［
五
～
十
三

略
］

［
五
～
十
三

同
上
］
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十
四

投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
一
任
契
約
（
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

基
づ
く
投
資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
に
係
る
業
務

る
業
務

［
十
四
の
二
～
三
十
九

略
］

［
十
四
の
二
～
三
十
九

同
上
］

［
３
～
９

略
］

［
３
～
９

同
上
］

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五

［
略
］

第
十
七
条
の
五

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用

５

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い

す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る

て
準
用
す
る
。

子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

等
）

等
）

第
十
七
条
の
五
の
二

［
略
］

第
十
七
条
の
五
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好

で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可

で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
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に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議

に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議

決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子

を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

申
請
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

七

申
請
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社

が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を

が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度

超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等

化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な

会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営

運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い

す
る
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る

て
準
用
す
る
。

子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
十

項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
十
九
条
の
二

法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
九
条
の
二

［
同
上
］

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
事
業
年
度
（
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
（
以
下
「
中

間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら
チ
ま
で
、

第
二
号
、
第
三
号
ロ 

、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
リ
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並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度

ロ

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度

に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限

る
。
）

る
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引

［
加
え
る
。
］

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子

記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
）
残
高

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条

銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受

第
二
十
二
条

［
同
上
］

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］
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十
一
の
二

合
併
後
存
続
す
る
銀
行
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
銀
行

十
一
の
二

合
併
後
存
続
す
る
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
銀
行
が
当

又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権

該
合
併
に
よ
り
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀

決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子

行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社

会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
十
七
条
の
五

に
関
す
る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

［
十
二
～
十
四

略
］

［
十
二
～
十
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
二

銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
会
社
分
割
の

第
二
十
二
条
の
二

［
同
上
］

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
一
の
二

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
銀
行
業
高
度
化

十
一
の
二

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算

等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ

し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高

と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す

に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

書
面

［
十
二
～
十
五

略
］

［
十
二
～
十
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
三
条

銀
行
は
、
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
渡
又
は

第
二
十
三
条

［
同
上
］
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譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
譲
渡
等
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

九
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
銀
行
業
高
度

九
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合

化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業

こ
と
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場

高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関

合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

す
る
第
十
七
条
の
五
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

る
書
面

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九

銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
六
項
の

第
三
十
四
条
の
十
九

［
同
上
］

規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
同
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を

い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
節
及
び
第
三

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に

三

［
同
上
］

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
、
次
条
第
一
項
第
三
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号
、
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
四
条
の

三
十
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十
一
第
一
項
第
四
号

及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
書
面

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子

会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

み
を
記
載
し
た
書
面

込
み
を
記
載
し
た
書
面

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
八
項
に
お
い

５

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

等
）

等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
二

［
略
］

第
三
十
四
条
の
十
九
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会

一

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会

社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の

社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
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子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ

子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国

外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ

の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が

と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
銀
行

五

当
該
申
請
を
し
た
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
銀
行

持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高

持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
銀
行
業
高

度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保

度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し

有
し
、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
当
該

、
又
は
外
国
の
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
当
該
銀
行

銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に

持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障

支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
八
項
に
お
い

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
該

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同

条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

の
申
請
等
）

の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九
の
五

銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
の
二

第
三
十
四
条
の
十
九
の
五

［
同
上
］

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
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例
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
持
株
特
定

子
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
特
定
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に

三

［
同
上
］

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子

会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見
込

会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

み
を
記
載
し
た
書
面

込
み
を
記
載
し
た
書
面

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

第
四
款

監
督

［
款
名
を
付
す
る
。
］

第
五
款

合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け

第
四
款

合
併
、
会
社
分
割
又
は
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
譲
受
け

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
十
五
条

［
同
上
］

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。
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［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又

八

銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等
の
取
得
又

は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を
子
会
社

は
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
（
法
第
五

（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合

十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
号

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準

の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と

議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決
権
を

し
た
場
合

保
有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

［
八
の
二
～
十

略
］

［
八
の
二
～
十

同
上
］

十
の
二

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

十
の
二

法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
の
認
可
を
受
け
た
銀
行
が
当
該
銀
行
又
は

保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項

超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

超
え
て
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決

権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

十
の
三

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

十
の
三

法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
の
認
可
を
受
け
た
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社

議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た

が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
業
高

る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全

度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の

部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号

の
場
合
を
除
く
。
）

十
一

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
二

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
銀
行
業
高
度
化

十
二

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
銀
行
業
高
度
化

等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
子
会
社
対
象
会
社
を

取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

421



子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
及
び
法
第
五
十
三

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
並
び

に
第
十
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
三

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保

十
三

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保

有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権
の
う
ち

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

（
第
十
五
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
四

第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
十
四
条
の
十
二
各
号
に

十
四

第
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
十
四
条
の
十
二
各
号
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
十

次
号
及
び
第
十
六
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有

六
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な

す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が

つ
た
場
合

法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
銀
行
又
は
そ
の
子
会

社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、

又
は
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

［
十
五
～
三
十
一

略
］

［
十
五
～
三
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

３

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等

五

銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等

の
取
得
又
は
第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

の
取
得
又
は
第
三
十
四
条
の
十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

会
社
を
子
会
社
（
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
銀
行
持
株
会

会
社
（
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と

社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
五
十
二
条
の

に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
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二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
法
第
五

十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

を
除
く
。
）

［
五
の
二
・
六

略
］

［
五
の
二
・
六

同
上
］

六
の
二

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

六
の
二

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
銀
行
持
株
会
社

を
超
え
て
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議

が
当
該
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有

し
な
く
な
つ
た
場
合

六
の
三

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

六
の
三

法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
銀
行
持
株
会
社

を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し

又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保

く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は

有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若

業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し

た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

七

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号

七

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項

に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
又
は
保
有
し
た
場
合

八

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
銀
行
業

八

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
銀
行
業

高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
当
該
子
会
社
対
象

超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
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会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
及
び
法
第

五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
並
び
に
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

九

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

九

銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決
権

の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ

の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ

た
場
合
（
第
十
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

た
場
合

十

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
に
規
定

十

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
四
に
規
定

す
る
子
法
人
等
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
三
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

す
る
子
法
人
等
又
は
第
三
十
四
条
の
二
十
三
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
十
二
号
に

に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
「
特
殊

お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場

関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
五
十
二
条
の
二
十

三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が

合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は

保
有
す
る
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

［
十
一
～
二
十
四

略
］

［
十
一
～
二
十
四

同
上
］

［
４
～

略
］

［
４
～

同
上
］

11

11

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
条
第
三
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
四
条
の
二
の
二

法
第
六
条
第
三
項
第
九
号
及
び
第
十
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
十
八
条
第

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

二

暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（

同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連

金
融
指
標
を
い
う
。
第
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
取
引

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
四
条
の
三

［
略
］

第
四
条
の
三

［
同
上
］

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

２

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十

号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か

三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
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ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、

で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
四
条
の
二

第
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に

の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規

掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
商
品

定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商

市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第

品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
四
条

三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
四
条
の
二
の
三
第

の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る

）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
資
産
の
価
値
、
暗
号
資

第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
業
務

産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る

暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号
資
産
関
連

金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
第
四
条
の
五
第
二
項
第
四

号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法

第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項
第
一
号

並
び
に
第
四
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
各
号
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は

３

［
同
上
］

、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行

為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
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の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て

に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の

る
行
為
を
行
う
業
務

運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
、
「
長
期
信
用
銀
行
等
集

５

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
長
期
信
用
銀
行
等
」
、
「
長
期
信
用
銀
行
等
集

団
」
及
び
「
銀
行
持
株
会
社
集
団
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

団
」
及
び
「
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
集
団
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

よ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

15

15

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
長
期
信
用
銀
行
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
四
条
の
五

［
略
］

第
四
条
の
五

［
同
上
］

２

法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

２

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三
の
四

略
］

［
一
～
三
の
四

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。

）
を
行
う
業
務
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［
五
～
十
三

略
］

［
五
～
十
三

同
上
］

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
第
十
二
条
の
四
の
九
及
び
第
十
二
条
の
四
の
十
に

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
に
係
る
業
務

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基

づ
く
投
資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

業
務

［
十
四
の
二
～
三
十
九

略
］

［
十
四
の
二
～
三
十
九

同
上
］

［
３
～
９

略
］

［
３
～
９

同
上
］

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
四
条
の
七

［
略
］

第
四
条
の
七

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準

５

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ

用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

い
て
準
用
す
る
。

に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認

可
の
申
請
等
）

可
の
申
請
等
）

第
四
条
の
八

［
略
］

第
四
条
の
八

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。
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［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
長
期
信
用
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収

支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が

支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が

合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ

合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国

外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推

の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す

移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

申
請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
若

七

申
請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
長
期
信
用
銀
行
若

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度

し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度

化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有

化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、

し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も

又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申

、
申
請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著

請
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い

し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い

用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

て
準
用
す
る
。

に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及

び
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
長
期
信
用
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）
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第
五
条
の
九

［
略
］

第
五
条
の
九

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
お
い
て
準
用

５

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い

す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に

て
準
用
す
る
。

該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認

可
の
申
請
等
）

可
の
申
請
等
）

第
五
条
の
九
の
二

［
略
］

第
五
条
の
九
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び

一

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
、
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び

そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株

そ
の
子
会
社
等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株

会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行

会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行

業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得

業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得

し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を

若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、

五

当
該
申
請
を
し
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認

可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議

可
に
係
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
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決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度

決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等

化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会

会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
の
子
会
社
で

社
で
あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す

あ
る
長
期
信
用
銀
行
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し

著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

［
六
・
七

略
］

［
六
・
七

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
八
項
に
お
い
て
準
用

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い

す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に

て
準
用
す
る
。

該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び

同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

（
特
例
子
会
社
対
象
会
社
を
持
株
特
定
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可

の
申
請
等
）

の
申
請
等
）

第
五
条
の
九
の
五

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
十
六
条
の
四
の
二
第
三

第
五
条
の
九
の
五

［
同
上
］

項
の
規
定
に
よ
る
特
例
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
子

会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
持
株
特
定
子
会

社
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
株
特
定
子
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
銀
行
法
第
五
十
二

三

［
同
上
］
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条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子

社
等
（
子
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比

会
社
等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
見

率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

込
み
を
記
載
し
た
書
面

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
十
二
条
の
四
の
九

長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に

係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
十
二
条
の
四
の
十

長
期
信
用
銀
行
は
、
そ
の
営
む
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ

、
長
期
信
用
銀
行
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の

適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
十
八
条
の
二

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
十
八
条
の
二

［
同
上
］

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
事
業
年
度
（
銀
行
法
第
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
中
間
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
説
明
書
類
（

以
下
「
中
間
説
明
書
類
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
か
ら

チ
ま
で
、
第
二
号
、
第
三
号
ロ 

、
第
四
号
（
ハ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

第
五
号
チ
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

長
期
信
用
銀
行
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度

ロ

直
近
の
三
中
間
事
業
年
度
及
び
二
事
業
年
度
又
は
直
近
の
五
事
業
年
度

に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
（

に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信
託
業
務
を
営
む
場
合
に
限

限
る
。
）

る
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引

［
加
え
る
。
］

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第

一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
を
い
う
。
）
残
高

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］
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［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条

長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合

第
二
十
一
条

［
同
上
］

併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

十
一
の
二

合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ

十
一
の
二

合
併
後
存
続
す
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

れ
る
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
長
期
信
用
銀

長
期
信
用
銀
行
が
当
該
合
併
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議

行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国

保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

四
号
に
掲
げ
る
書
面

［
十
二
～
十
四

略
］

［
十
二
～
十
四

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
一
条
の
二

長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
二
十
一
条
の
二

［
同
上
］

る
会
社
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

十
の
二

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
長
期
信

十
の
二

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
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用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長

え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一

当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

［
十
一
～
十
五

略
］

［
十
一
～
十
五

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条

長
期
信
用
銀
行
は
、
銀
行
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事

第
二
十
二
条

［
同
上
］

業
の
譲
渡
又
は
譲
受
け
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
譲
渡
等
」
と
い
う
。

）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を

添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

九
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
長

九
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国

を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を

の
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
四
条
の
八
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

［
十
・
十
一

略
］

［
十
・
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
二
十
六
条

銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
二
十
六
条

［
同
上
］
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め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等

七

長
期
信
用
銀
行
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
等

の
取
得
又
は
第
四
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
を

の
取
得
又
は
第
四
条
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会
社
（

子
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
長
期
信
用

銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に

銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
十
六

つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

を
子
会
社
と
し
た
場
合

て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
同
法
第

五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
を
除
く
。
）

［
七
の
二
～
九

略
］

［
七
の
二
～
九

同
上
］

九
の
二

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

九
の
二

法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
が
当
該

を
超
え
て
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
銀
行

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会

社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有

し
な
く
な
つ
た
場
合

九
の
三

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

九
の
三

法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
又
は
そ

を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、

の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る

本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併

長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所

し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止

し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

十

［
略
］

十

［
同
上
］
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十
一

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
長
期

十
一

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
長
期

信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準

信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
当
該

議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て
い
る
場

合
及
び
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
並
び
に
第
十
三
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

十
二

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

十
二

長
期
信
用
銀
行
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決

超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社
の
議
決

権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な

権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な

つ
た
場
合
（
第
十
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

つ
た
場
合

十
三

第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
十
三
条
の
十
二
各
号
に

十
三

第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
十
三
条
の
十
二
各
号
に

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、

掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
十

次
号
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有

五
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な

す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が

つ
た
場
合

法
第
十
三
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
長
期
信
用
銀
行
又
は

そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に

取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を

除
く
。
）

［
十
四
～
二
十
八

略
］

［
十
四
～
二
十
八

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

銀
行
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

３

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］
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五

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ

五

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ

る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
五
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他

る
株
式
等
の
取
得
又
は
第
五
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他

の
会
社
を
子
会
社
（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該

の
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

る
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を

数
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を

除
く
。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
会

社
）
と
し
た
場
合
（
同
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

［
五
の
二
・
六

略
］

［
五
の
二
・
六

同
上
］

六
の
二

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

六
の
二

法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権

社
が
当
該
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基

の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ

準
議
決
権
数
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議

た
場
合

決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
長

期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

六
の
三

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準

六
の
三

法
第
十
六
条
の
四
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
長
期
信
用
銀
行
持
株
会

議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社

社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を

が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更

保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た

し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除

る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全

く
。
）

部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

七

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一

七

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
二

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
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）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保

）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
又
は
保
有

有
し
た
場
合

し
た
場
合

八

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社

八

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ

（
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

（
当
該
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
て

い
る
場
合
及
び
銀
行
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
並
び
に
第
十
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

九

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

九

長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社

権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
国
内
の
会
社
及
び
事
業
再
生
会
社

の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し

の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し

な
く
な
つ
た
場
合
（
第
十
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

な
く
な
つ
た
場
合

十

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
四

十

第
二
十
五
条
の
二
の
二
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
の
四

に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
二
十
五
条
の
五
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い

に
規
定
す
る
子
法
人
等
又
は
第
二
十
五
条
の
五
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
十

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て

二
号
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な

「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

つ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
十
六
条
の

四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
又
は
そ
の

子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得

し
、
又
は
保
有
す
る
長
期
信
用
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く

。
）

［
十
一
～
二
十
四

略
］

［
十
一
～
二
十
四

同
上
］

［
４
～

略
］

［
４
～

同
上
］

10

10
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（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八

［
略
］

第
二
十
六
条
の
二
の
二
十
八

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う

す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
十
六
条
の
三
第

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準

二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六

の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第

十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

441



（
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

（
信
用
金
庫
の
付
随
業
務
）

第
五
十
条

［
略
］

第
五
十
条

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

６

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ

定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
十
八
条
第
八
項

第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

二

暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（

同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連

金
融
指
標
を
い
う
。
第
六
十
四
条
第
五
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
取
引

［
７
～

略
］

［
７
～

同
上
］

12

12

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
六
十
四
条

［
略
］

第
六
十
四
条

［
同
上
］
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［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第

５

［
同
上
］

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（

信
用
金
庫
に
あ
つ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に

掲
げ
る
業
務
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務

並
び
に
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
～
三
の
四

略
］

［
一
～
三
の
四

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
（

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

暗
号
資
産
の
価
値
、
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の

二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対

価
の
額
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
第
十
四
号
並
び
に

第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析

に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資

判
断
を
い
う
。
第
十
四
号
並
び
に
第
七
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。

）
を
行
う
業
務

［
五
～
十
三

略
］

［
五
～
十
三

同
上
］

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
第
百
十
二
条
の
二
及
び
第
百
十
二
条
の
三
に
お
い

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第

て
同
じ
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規

十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
業
務

定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
い
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投

資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務
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［
十
四
の
二
～
三
十
九

略
］

［
十
四
の
二
～
三
十
九

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

13

13

（
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
六
十
六
条

金
庫
は
、
認
可
対
象
会
社
（
当
該
金
庫
が
信
用
金
庫
連
合
会
で
あ

第
六
十
六
条

金
庫
は
、
認
可
対
象
会
社
（
当
該
金
庫
が
信
用
金
庫
連
合
会
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲

げ
る
会
社
（
以
下
「
業
務
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

げ
る
会
社
（
以
下
「
業
務
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官

き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
四
項
た
だ
し

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
四
項
た
だ
し

書
（
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

書
（
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
認
可
（
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

の
規
定
に
よ
る
認
可
（
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
業
務

業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
引

保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
つ
た
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続

き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す

き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
五
項
に
お
い

５

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
五
項
又
は
第
五
十
四
条
の

て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
七
項
に
お
い
て
準

二
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
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子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

６

［
略
］

６

［
同
上
］

（
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等

（
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等

）

）

第
六
十
六
条
の
二

［
略
］

第
六
十
六
条
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
そ
の
子
会
社
等
の

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
信
用
金
庫
連
合
会
及
び
そ
の
子
会
社
等
の

収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会

収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
信
用
金
庫
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会

社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準

社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の

議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
業
務

業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込

高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

ま
れ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

申
請
信
用
金
庫
連
合
会
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
信
用
金
庫
連
合

七

申
請
信
用
金
庫
連
合
会
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
信
用
金
庫
連
合

会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会

会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会

社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
又
は

社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
又
は
外
国

外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
信
用
金
庫
連
合

の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
信
用
金
庫
連
合
会
の

会
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い

業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

め
ら
れ
る
こ
と
。
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［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
七
項
に
お
い

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同
条

第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
七
十
条

［
略
］

第
七
十
条

［
同
上
］

２

法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

２

法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、

業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及

第
十
三
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第

び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
五

て
は
、
第
五
十
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に

十
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規

掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
商
品

定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商

市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第

品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
五
十

三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、
第
五
十
条
第
七
項
第

条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲

一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規

る
行
為
に
あ
つ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に

定
す
る
行
為
を
行
う
業
務
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基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法

施
行
令
第
一
条
の
十
二
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

３

［
同
上
］

業
務
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ

る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
つ
て

に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の

る
行
為
を
行
う
業
務

運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
４
～

略
］

［
４
～

同
上
］

13

13

（
事
業
の
譲
受
け
の
認
可
の
申
請
等
）

（
事
業
の
譲
受
け
の
認
可
の
申
請
等
）

第
八
十
条

金
庫
は
、
法
第
五
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
譲
受
け
の

第
八
十
条

［
同
上
］

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

六
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
業
務
高
度
化

六
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算

等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ

し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度

と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
高
度
化
等
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は
、
当
該
業
務
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号

会
社
に
関
す
る
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

に
掲
げ
る
書
面

［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
合
併
の
認
可
の
申
請
等
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
等
）

第
八
十
六
条

金
庫
は
、
法
第
六
十
一
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認

第
八
十
六
条

［
同
上
］

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

九
の
二

吸
収
合
併
存
続
金
庫
若
し
く
は
新
設
合
併
設
立
金
庫
又
は
そ
の
子
会

九
の
二

吸
収
合
併
存
続
金
庫
又
は
新
設
合
併
設
立
金
庫
が
当
該
合
併
に
よ
り

社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の

業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社

保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と

を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
高
度
化
等
会
社
に
関

な
る
場
合
に
は
、
当
該
業
務
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
第
六
十
六
条
の
二
第

す
る
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面

［
十
～
十
二

略
］

［
十
～
十
二

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
百
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

第
百
条

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
十
の
三

略
］

［
一
～
十
の
三

同
上
］

十
一

金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く
は

十
一

金
庫
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く
は
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持
分
の
取
得
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会

持
分
の
取
得
又
は
第
六
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の
会

社
を
子
会
社
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
あ
つ
て
は
、
当
該
信
用
金
庫
連
合
会

社
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に

又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保

つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

［
十
一
の
二
～
十
三

略
］

［
十
一
の
二
～
十
三

同
上
］

十
三
の
二

信
用
金
庫
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

十
三
の
二

法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
信
用
金
庫
連

権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準

合
会
が
当
該
信
用
金
庫
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基

準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
つ
た
場
合

十
三
の
三

信
用
金
庫
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

十
三
の
三

法
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
六
項
の
認
可
を
受
け
た
信
用
金
庫
連

権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若

合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権

し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又

を
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所

は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止

し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

［
十
四
～
二
十
六

略
］

［
十
四
～
二
十
六

同
上
］

二
十
七

金
庫
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
六
項
に
お
い
て
「
金

二
十
七

金
庫
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
五
項
に
お
い
て
「
金

庫
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
つ
て
は
、

庫
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に
あ
つ
て
は
、

当
該
金
庫
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を

当
該
金
庫
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を

知
つ
た
場
合

知
つ
た
場
合

［
二
十
八
～
三
十
一

略
］

［
二
十
八
～
三
十
一

同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］
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（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
百
十
二
条
の
二

金
庫
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し
、

［
条
を
加
え
る
。
］

又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情

報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
百
十
二
条
の
三

金
庫
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産
を
取
得
し
、

［
条
を
加
え
る
。
］

又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助
言
業
務
に
つ

い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
金
庫
の
経

営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行

を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
百
三
十
二
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

第
百
三
十
二
条

［
同
上
］

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
海
外
拠
点
（
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平

総
理
府

成
十
二
年

令
第
四
十
一
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を

大
蔵
省

い
う
。
次
条
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
に
係

451



る
も
の
に
限
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

金
庫
の
主
要
な
事
業
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信

託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引

［
加
え
る
。
］

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子

記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
）
残
高

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
金
融
機
関
が
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
業
務
）

（
金
融
機
関
が
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
業
務
）

第
三
条

令
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲

第
三
条

［
同
上
］

げ
る
業
務
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
に
お
い
て
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗

号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
財
産
の
信
託
及
び
暗
号
資
産
関
連

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十

九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定

す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
を
行
う
信
託

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
業
務
の
種
類
及
び
方
法
）

（
業
務
の
種
類
及
び
方
法
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

前
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の
区
分
に
よ
り
記
載

２

前
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の
区
分
に
よ
り
記
載

す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
財
産

す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
財
産

に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

有
価
証
券
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

有
価
証
券

［
三
～
十

略
］

［
三
～
十

同
上
］
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十
一

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
内
閣
府
令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
二
・
十
三

［
略
］

十
一
・
十
二

［
同
上
］

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
六
条
第
一

第
十
五
条

［
同
上
］

項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

四

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
十
九
条
第

）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
十
九
条
第

一
項
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
初
信
託
元
本
額

一
項
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
初
信
託
元
本
額

五

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
（
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
に
お
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
主
と
し
て
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
第
百
四
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券

を
い
う
。
）
を
含
む
財
産
の
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

ハ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ

当
該
信
託
に
関
す
る
暗
号
資
産
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
資
産
が
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、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証
の
内

容
を
含
む
。
）

ホ

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
十
九
条

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
七
条
第
一

第
十
九
条

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
七
条
第
一

項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告

項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告

書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
及
び
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

た
だ
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資
家
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
一
項

つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資
家
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
十
一
項

に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
報

に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
報

告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
（
委

告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
（
委

託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
が
信
託
業
法
施

託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
が
信
託
業
法
施

行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
四
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は

者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は

処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
信
託
業
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項

処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
信
託
業
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
信
託
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

各
号
に
掲
げ
る
信
託
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
号
ロ
及
び
第
三
十

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
号
ロ
及
び
第
三
十
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七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
取
引
の
種
類
ご

七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
取
引
の
種
類

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期

ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算

間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取
引
金
額

期
間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取
引
金
額

五

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

五

［
同
上
］

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
受
益
者
（
受
益
者
で
あ
る
資
産
の

流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
が
発
行

す
る
資
産
対
応
証
券
を
取
得
し
た
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
信
託
の
利
益
を

享
受
す
る
者
（
第
六
項
及
び
第
二
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
「
実
質

的
受
益
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
物
件
ご
と
に
、
当
期

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご
と
に
、
当

末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定
資

期
末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定

産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

資
産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又
は

第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又

土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
資

は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

資
料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
物
件
ご
と

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借
契

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借

約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料
収

契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料

入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載
で

収
入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載

き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
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売
買
金
額
の
総
額

る
売
買
金
額
の
総
額

六

金
銭
債
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項

六

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権
の

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権

種
類
ご
と
の
売
買
総
額

の
種
類
ご
と
の
売
買
総
額

七

知
的
財
産
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
ハ
に
掲
げ
る
事
項

七

［
同
上
］

に
あ
つ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得

た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の
他

定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の

の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

他
の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

八

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る

［
号
を
加
え
る
。
］

売
買
総
数
及
び
売
買
総
額
並
び
に
銘
柄
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
数

量
ロ

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量

ハ

当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託

の
場
合
に
は
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
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利
等
の
時
価
総
額

九

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
財
産
以
外
の
財
産
（
次
号
に
掲
げ
る
信
託
に
係

八

［
同
上
］

る
受
益
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
対
象
財
産
」
と

い
う
。
）
に
つ
き
、
対
象
財
産
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ

し
、
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要

し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご

に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内
容

と
に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内

に
関
す
る
事
項

容
に
関
す
る
事
項

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と
に

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご
と

、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

十
～
十
六

［
略
］

九
～
十
五

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
対
象
財
産
に
対
象
有
価
証
券
（
金
融
商
品

７

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
対
象
財
産
に
対
象
有
価
証
券
（
金
融
商
品

取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
九
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
有
価
証

取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
九

券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

。
）
（
当
期
末
現
在
に
お
け
る
そ
の
保
有
額
の
当
該
対
象
財
産
の
評
価
額
に
対

十
一
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
期
末
現
在
に
お
け
る
そ
の

す
る
割
合
が
百
分
の
三
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き

保
有
額
の
当
該
対
象
財
産
の
評
価
額
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
三
に
満
た
な
い

に
お
け
る
報
告
書
に
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
報
告
書
に
は
、
第
一
項
各

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
報
告
書
の
交
付
前
一
年

号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
内
に
信
託
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
し
交
付
し
た
当
該
信
託
契
約
に
係
る
法
第

。
た
だ
し
、
当
該
報
告
書
の
交
付
前
一
年
以
内
に
信
託
契
約
に
係
る
顧
客
に
対
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二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に

し
交
付
し
た
当
該
信
託
契
約
に
係
る
法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融

規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
契
約
締
結
前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第

商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
以
下
「
契
約
締
結

三
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面
又
は
報
告

前
交
付
書
面
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号

書
に
当
該
事
項
の
全
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
に
規
定
す
る
契
約
変
更
書
面
又
は
報
告
書
に
当
該
事
項
の
全
て
が
記
載
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
）

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
）

第
十
九
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
七
条

第
十
九
条
の
二

［
同
上
］

第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る

期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

二

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
二
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金

こ
の
号
及
び
第
二
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五

定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

号
。
第
二
十
二
条
第
十
三
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い

。
第
二
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。

う
。
）
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

）
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百

第
百
四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
契
約
で
あ
る

四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
契
約
で
あ
る
場
合

場
合

三
月

三
月
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（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
信

［
項
を
加
え
る
。
］

託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
と
き
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
顧
客
の
利
便
の
確
保
及
び
信
託

業
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
営
む
信
託
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
次

の
各
号
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合

信
託
財
産
に
属

す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移

転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な

い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物

を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安

全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

二

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合

信
託

財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保
全
に
関
し
て
、

当
該
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の
顧
客

の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

４

［
略
］

３

［
同
上
］
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（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

［
略
］

第
二
十
二
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

９

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
を
行
う

［
項
を
加
え
る
。
］

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客
の
保
護

を
図
り
、
及
び
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

二

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護
又

は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い
う
。
次
号
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
五

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を

そ
の
行
う
信
託
業
務
の
対
象
と
し
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の

信
託
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ

の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関

に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
つ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の

売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
当
該
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
行
う
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信

託
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
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。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価

［
項
を
加
え
る
。
］

10
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
場
合
に
は
、
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、

当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
電
子
記
録
移

［
項
を
加
え
る
。
］

11
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要

な
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
二
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託

財
産
に
属
す
る
財
産
と
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産

と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
で
顧
客
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務
の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行
に
関
す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る

た
め
に
必
要
な
対
応
及
び
そ
れ
を
実
施
す
る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表

し
、
か
つ
、
実
施
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

・

［
略
］

９
・

［
同
上
］

12

13

10

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
一
条
の
十
四

法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

第
三
十
一
条
の
十
四

［
同
上
］

三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
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を
い
う
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル

（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
送
信

す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う

情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

［
同
上
］

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
景
品

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
一
条
の

ハ

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字

十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該

又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き

事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く

な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
三
十
一
条
の
十
五

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約

第
三
十
一
条
の
十
五

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約

の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「

の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
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広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る

お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
法
第
二
条
の
二
に
お
い
て

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）

事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の

２

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の

内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に

内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数

掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の

字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の

う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す

と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

３

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の

３

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の

内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十

二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放

二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放

送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三
十

十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三
十

一
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を

一
条
の
十
八
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を

さ
せ
る
方
法
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方

さ
せ
る
方
法
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方

法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
を
除
く
。
）
に
よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事

二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字

項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す

な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
三
十
一
条
の
十
七

令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
三
十
一
条
の
十
七

令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
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で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧

客
の
不
利
益
と
な
る
事
実
と
す
る
。

一

当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と

［
号
を
加
え
る
。
］

な
る
事
実

二

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

等
）

等
）

第
三
十
一
条
の
十
八

［
略
］

第
三
十
一
条
の
十
八

［
同
上
］

２

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

２

令
第
十
一
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
第
三
十
一
条
の
十
四
第
三
号
ニ
及
び
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
第
三
十
一
条
の
十
四
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
三
十
一
条
の
十
九

法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第

第
三
十
一
条
の
十
九

［
同
上
］

三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

六

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
、
信
用
又
は
そ

の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
一
条
の
二
十
二

法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
一
条
の
二
十
二

［
同
上
］

第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
二
及
び
第
七
号
並
び
に
第
三

項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委

託
を
受
け
た
者
（
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者

が
信
託
業
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
に
係
る
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も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

当
該
特
定
信
託
契
約
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利

等
の
概
要
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質
に
関

し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
三
十
一
条
の
二
十
五

法
第
二
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引
法

第
三
十
一
条
の
二
十
五

［
同
上
］

第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る

行
為
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結

［
号
を
加
え
る
。
］

若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約

の
締
結
の
業
務
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引

業
者
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者

等
を
い
い
、
暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
（
同
条
に
規
定
す
る

金
融
商
品
取
引
行
為
を
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗

号
資
産
交
換
業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

る
暗
号
資
産
交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換

業
者
を
い
う
。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と

な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
三
十
一
条
の
十
九
第
六
号
イ
か
ら
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ホ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

五

顧
客
に
対
し
、
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を

［
号
を
加
え
る
。
］

明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方

法
を
用
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら

な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
の

信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
暗
号

［
号
を
加
え
る
。
］

資
産
関
連
有
価
証
券
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務

の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他

の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
に
関

す
る
重
要
な
情
報
で
あ
つ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当

該
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務

の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
信
託
業
務

を
営
む
金
融
機
関
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実

な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

別
表
（
第
二
十
一
条
第
四
項
関
係
）

別
表
（
第
二
十
一
条
第
三
項
関
係
）

［
表
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平

成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
併
せ
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
業
）

第
一
条
の
三

［
略
］

第
一
条
の
三

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
五
号
の
二
及
び
第
十
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

７

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
十
五
号
の
二
及
び
第
十
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ

令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
法
第
二
十
八
条
第

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

二

暗
号
資
産
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
）
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（
同
法
第
百
八

十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
を

い
う
。
）
に
係
る
取
引

［
８
～

略
］

［
８
～

同
上
］

16

16

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定

５

［
同
上
］

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同
組
合
に
あ

っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す

る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
～
三
の
四

略
］

［
一
～
三
の
四

同
上
］

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

四

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
に

掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
資
産
（
同
条
第
二

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

十
四
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
価

値
等
（
暗
号
資
産
の
価
値
、
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十

五
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。

）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二

十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
）
の

動
向
を
い
う
。
第
十
四
号
並
び
に
第
十
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
同
法
第
二
条
第
八
項

第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
第
十
四
号
並
び
に
第
十
条
第

二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
財
産
の
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運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
業
務

［
五
～
十
三

略
］

［
五
～
十
三

同
上
］

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

十
四

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
三
に
お
い

投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第

て
同
じ
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規

十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
う
。
）
に
係
る
業
務

定
す
る
投
資
一
任
契
約
を
い
い
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投

資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務

［
十
四
の
二
～
三
十
九

略
］

［
十
四
の
二
～
三
十
九

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

13

13

（
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
六
条

信
用
協
同
組
合
等
は
、
認
可
対
象
会
社
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
又
は

第
六
条

信
用
協
同
組
合
等
は
、
認
可
対
象
会
社
（
法
第
四
条
の
二
第
三
項
又
は

法
第
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
対
象
会
社
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第

法
第
四
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
対
象
会
社
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第

七
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
「
業
務
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除

七
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
「
業
務
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁

て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
四
条
の
四
第

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
四
条
の
四
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
信
用
協
同

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準

組
合
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

用
す
る
。

て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決

475



権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子

会
社
と
な
っ
た
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
二
第
五
項
及
び
法
第
四
条
の
四
第
四
項
の

る
同
条
第
三
項
及
び
法
第
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項

規
定
に
よ
る
認
可
（
信
用
協
同
組
合
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し

の
規
定
に
よ
る
認
可
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
し
よ
う
と

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

た
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子
会
社
と
な
っ
た
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を

引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等

（
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等

）

）

第
六
条
の
二

［
略
］

第
六
条
の
二

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
及
び
そ
の
子
会
社

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
及
び
そ
の
子
会
社

等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
若
し
く
は

等
の
収
支
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
若
し
く
は

そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て

そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外

は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ

国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
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と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
信
用
協
同

七

申
請
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
信
用
協
同

組
合
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高

組
合
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
業
務
高

度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保

度
化
等
会
社
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
若
し
く
は
保
有
し

有
し
、
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
信

、
又
は
外
国
の
業
務
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
信
用
協

用
協
同
組
合
連
合
会
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し

同
組
合
連
合
会
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お

い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

［
八
・
九

略
］

［
八
・
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

４

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て

る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会

準
用
す
る
。

社
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
十
条

［
略
］

第
十
条

［
同
上
］

２

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、

２

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三

及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
中

に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
中
小
企
業
等
協

小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の

同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
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事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
第
一
条
の
三
第
八

る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
九
号
）
第
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
及

項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も

び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商

の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二

品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
二
十
一

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業

項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、

務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、

あ
っ
て
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会

組
合
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
及
び
第

の
事
業
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
一
条
の
三
第
八
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項

三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ

ま
で
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に

第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
業
務

基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法

施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
一
条
の
十
二
各
号
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

法
第
四
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、

３

［
同
上
］

金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為

を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て

に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の

る
行
為
を
行
う
業
務
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運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
４
～

略
］

［
４
～

同
上
］

13

13

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
四
十
九
条
の
二

信
用
協
同
組
合
等
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に

係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）

第
四
十
九
条
の
三

信
用
協
同
組
合
等
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ

、
信
用
協
同
組
合
等
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務

の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
等
）

第
六
十
九
条

銀
行
法
第
二
十
一
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
六
十
九
条

［
同
上
］

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

信
用
協
同
組
合
等
の
主
要
な
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
事
業
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
信

託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

託
業
務
を
営
む
場
合
に
限
る
。
）

［ 

～ 
略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引

［
加
え
る
。
］

業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第

一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
を
い
う
。
）
残
高

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

（
信
用
格
付
業
者
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
）

第
百
十
条
の
六
十
一

［
略
］

第
百
十
条
の
六
十
一

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
関
係
法
人
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
第
百
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う

す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
百
十
六
条
の
三
第

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準

二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六

の
付
与
し
た
信
用
格
付
に
つ
い
て
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
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十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ
の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

三
号
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
六
条
の
二
十
七
の
登
録
の
意
義
そ

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
他
の
事
項
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

（
届
出
事
項
）

（
届
出
事
項
）

第
百
十
一
条

法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は

第
百
十
一
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
五
の
二

略
］

［
一
～
五
の
二

同
上
］

六

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
二
十
四
号

六

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
二
十
三
号

ま
で
（
第
十
二
号
の
二
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
業
（
同
法
第
九
条
の
九

ま
で
に
規
定
す
る
事
業
（
同
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
十
一

法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
（
第
十
二
号
の
二
を

号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
四
号
並
び
に
第
九

除
く
。
）
及
び
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
も

条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
及
び
第
一
号
の
五
に
掲
げ
る
事
業
を
含
む
も
の

の
と
し
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
若
し
く
は

と
し
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一

一
部
の
み
を
行
う
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃

部
の
み
を
行
う
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若
し
く
は
廃
止

止
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
行
う
業
務
の
内
容
の
変
更
を
し

又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
行
う
業
務
の
内
容
の
変
更
を
し
た

た
場
合

場
合

六
の
二

外
国
に
お
い
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六

六
の
二

外
国
に
お
い
て
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六

号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
（
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
事
業
（
同

号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
（
同
法
第
九
条
の
九
第
六
項
の

法
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六

規
定
に
よ
り
行
う
同
法
第
九
条
の
八
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
四

並
び
に
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
二
及
び
第
一
号
の
三
に
掲
げ
る
事
業

号
並
び
に
第
九
条
の
九
第
六
項
第
一
号
の
三
及
び
第
一
号
の
五
に
掲
げ
る
事

を
含
む
も
の
と
し
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全
部
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業
を
含
む
も
の
と
し
、
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
全

若
し
く
は
一
部
の
み
を
行
う
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更
若

部
若
し
く
は
一
部
の
み
を
行
う
施
設
若
し
く
は
設
備
の
設
置
、
位
置
の
変
更

し
く
は
廃
止
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
行
う
業
務
の
内
容
の

若
し
く
は
廃
止
又
は
当
該
施
設
若
し
く
は
設
備
に
お
い
て
行
う
業
務
の
内
容

変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

［
六
の
三
～
八
の
三

略
］

［
六
の
三
～
八
の
三

同
上
］

八
の
四

信
用
協
同
組
合
等
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る

八
の
四

信
用
協
同
組
合
等
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る

株
式
若
し
く
は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ

株
式
若
し
く
は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ

り
他
の
会
社
を
子
会
社
（
業
務
高
度
化
等
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
信
用
協

り
他
の
会
社
（
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
号

同
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え

の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会

る
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
届
出

社
と
し
た
場
合

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）

［
九
・
十

略
］

［
九
・
十

同
上
］

十
の
二

信
用
協
同
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

十
の
二

法
第
四
条
の
四
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
信
用
協
同
組
合
連
合
会
が

決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基

当
該
信
用
協
同
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決

準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準

議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

十
の
三

信
用
協
同
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議

十
の
三

法
第
四
条
の
四
第
三
項
の
認
可
を
受
け
た
信
用
協
同
組
合
連
合
会
又

決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店

は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
保
有

若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、

す
る
業
務
高
度
化
等
会
社
が
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く

又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場
合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

は
事
務
所
の
位
置
を
変
更
し
、
合
併
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場

合
（
前
二
号
の
場
合
を
除
く
。
）

［
十
一
～
十
八

略
］

［
十
一
～
十
八

同
上
］

十
九

信
用
協
同
組
合
等
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
七
項
に
お

十
九

信
用
協
同
組
合
等
、
そ
の
子
会
社
又
は
業
務
の
委
託
先
（
第
六
項
に
お
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い
て
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に

い
て
「
子
会
社
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
不
祥
事
件
（
業
務
の
委
託
先
に

あ
っ
て
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
等
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

あ
っ
て
は
、
当
該
信
用
協
同
組
合
等
が
委
託
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

。
）
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

［
二
十
～
二
十
五
の
二

略
］

［
二
十
～
二
十
五
の
二

同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
保
険
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編

［
略
］

第
一
編

［
同
上
］

第
二
編

保
険
会
社
、
外
国
保
険
会
社
等
及
び
少
額
短
期
保
険
業
者

第
二
編

［
同
上
］

［
第
一
章
～
第
三
章

略
］

［
第
一
章
～
第
三
章

同
上
］

第
四
章

子
会
社
等
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
の
六
）

第
四
章

子
会
社
等
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
八
条
の
五
）

［
第
五
章
～
第
十
二
章

略
］

［
第
五
章
～
第
十
二
章

同
上
］

［
第
三
編
～
第
五
編

略
］

［
第
三
編
～
第
五
編

同
上
］

附
則

附
則

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

（
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
め
な
い
議
決
権
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
五
項
（
法
第
二
条
の
二
第
二
項
、
第
百
七
条
第
九

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
十
五
項
（
法
第
二
条
の
二
第
二
項
、
第
百
七
条
第
九

項
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十

項
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十

一
条
の
四
第
五
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三

一
条
の
四
第
五
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
項
、
第
二
百
七
十
一
条
の
三

十
二
第
三
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三

十
二
第
三
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三

十
一
第
五
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
三
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三

十
一
第
五
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
二
第
三
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三

十
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の

十
三
第
二
項
、
第
二
百
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の

四
十
二
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
十
一
項
、

四
十
二
第
三
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
十
項
、
第

第
五
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
五
項
、
第
五
十
八
条
の
四
第
三
項

五
十
八
条
第
六
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
五
十
八
条
の
五
第
二
項
、

、
第
五
十
八
条
の
六
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
九
十
四
条
第
四
項
、

第
八
十
五
条
第
二
項
、
第
九
十
四
条
第
四
項
、
第
百
五
条
第
三
項
、
第
百
五
条

第
百
五
条
第
三
項
、
第
百
五
条
の
六
第
三
項
、
第
百
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二

の
六
第
三
項
、
第
百
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
百
十
条
の
七
第
十
項
に
お
い
て
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百
十
条
の
七
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又

。
）
の
規
定
に
よ
り
、
会
社
又
は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含

は
議
決
権
の
保
有
者
が
保
有
す
る
議
決
権
に
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府

ま
な
い
も
の
と
さ
れ
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
の
株
式
又
は
持
分

令
で
定
め
る
議
決
権
は
、
次
の
株
式
又
は
持
分
に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

に
係
る
議
決
権
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
資
産
の
運
用
方
法
の
制
限
）

（
資
産
の
運
用
方
法
の
制
限
）

第
四
十
七
条

法
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は

第
四
十
七
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

九

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第

八
項
第
六
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
以

八
項
第
六
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

下
同
じ
。
）

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（

十

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ

前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
及
び
暗
号
資
産
（
同
条
第
二
十
四
項

ブ
取
引
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資

産
関
連
金
融
指
標
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
第
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
号
、

第
五
十
二
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
及
び
第
五
十
六
条
第
二
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
取
引
を
除
く
。
）

［
十
一
～
十
三

略
］

［
十
一
～
十
三

同
上
］
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（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
）

第
五
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す

第
五
十
二
条
の
二
の
二

法
第
九
十
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定

す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
取
引
以
外
の
取
引
と
す
る
。

す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
資
産
の
運
用
の
た
め
に
行
う
も
の
及
び
有
価
証
券

関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

資
産
の
運
用
の
た
め
に
行
う
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

二

有
価
証
券
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

三

暗
号
資
産
又
は
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
に
係
る
取
引

［
号
を
加
え
る
。
］

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
五

［
同
上
］

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信

書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項

（
定
義
）
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特

定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
第

二
百
三
十
四
条
の
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て

送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規

定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
第
二
百
三
十
四
条
の
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方

法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容

で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］
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三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品

他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
五
十
二

ハ

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の

条
の
十
三
の
十
八
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
の
文
字
又
は

文
字
又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も

数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も

大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に

の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
六

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
六

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ

の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規

の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規

定
す
る
行
為
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き

定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準

は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）

用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の

２

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の

締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
三
条
の
五
の

締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
三
条
の
五
の

五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
八
第
二
号
に

五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項

掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数

の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
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字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の

表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

３

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の

３

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の

締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を

い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四

い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を

年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を

除
く
。
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九
第
一
項
第
二
号
、
第
二
百
三
十
四
条
の
十

除
く
。
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九
第
一
項
第
二
号
、
第
二
百
三
十
四
条
の
十

六
第
三
項
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
第
三
項
及
び
第
二
百
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九
第

の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に

一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に

よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
三
条
の
五

よ
り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
三
条
の
五

の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
八
第
二
号

の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事

に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は

項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ

数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も

で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
八

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
八

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項

に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と
な
る
事
実
と
す
る
。

一

当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と

［
号
を
加
え
る
。
］

な
る
事
実
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二

暗
号
資
産
等
の
信
託
（
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
に
お
い
て
、
暗
号
資

［
号
を
加
え
る
。
］

産
及
び
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
百
四
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
を
い

う
。
第
五
十
二
条
の
十
六
第
一
項
第
四
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
財

産
の
信
託
並
び
に
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
令
第
百
二
十
三

条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を

い
う
。
）
を
行
う
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託

契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

等
）

等
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九

［
略
］

第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
九

［
同
上
］

２

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

２

令
第
十
三
条
の
五
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
五
第
三
号
ニ
及
び
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
は
、
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
五
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十

［
同
上
］

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］
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五

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る

［
号
を
加
え
る
。
］

内
閣
府
令
第
一
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券

表
示
権
利
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い
て

広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

六

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
三

［
同
上
］

項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。
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［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

当
該
特
定
信
託
契
約
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
の
概
要
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質
に

関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
四

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
に

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
四

［
同
上
］

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業

務
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
い
、

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
（
同
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
行
為
を
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換

業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う

。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的

な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
十
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

五

顧
客
に
対
し
、
第
五
十
二
条
の
十
三
の
十
八
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

［
号
を
加
え
る
。
］
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事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
方
法
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当

該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く

異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
等
の
信
託

を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
暗
号

［
号
を
加
え
る
。
］

資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
対
象
と
し

、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に

係
る
暗
号
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
十

三
第
六
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
保
険
金
信
託

業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗

号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険

会
社
等
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
全
て
の
顧
客
が
容
易

に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し

て
伝
達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保

険
会
社
等
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行

に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
五
十
二
条
の
十
六

法
第
九
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第

第
五
十
二
条
の
十
六

［
同
上
］

二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
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の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

暗
号
資
産
等
の
信
託
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

暗
号
資
産
は
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

ハ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ

取
り
扱
う
暗
号
資
産
（
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
及
び
暗
号
資
産
関
連

有
価
証
券
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
資

産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏
名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証

の
内
容
を
含
む
。
）

ホ

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
五
十
二
条
の
二
十

法
第
九
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第

第
五
十
二
条
の
二
十

［
同
上
］

二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告
書
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］
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四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、
当

四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、

期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中
に
お

当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中
に

け
る
取
引
契
約
金
額
若
し
く
は
取
引
金
額

お
け
る
取
引
契
約
金
額
若
し
く
は
取
引
金
額

五

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

五

［
同
上
］

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を

要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
物
件
ご
と
に
、
当
期

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご
と
に
、
当

末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定
資

期
末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定

産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

資
産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又
は

第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又

土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
資

は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

資
料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
物
件
ご
と

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借
契

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借

約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料
収

契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料

入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載
で

収
入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載

き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け

売
買
金
額
の
総
額

る
売
買
金
額
の
総
額

六

金
銭
債
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項

六

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権
の

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権
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種
類
ご
と
の
売
買
総
額

の
種
類
ご
と
の
売
買
総
額

七

知
的
財
産
権
（
知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

七

［
同
上
］

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
的
財
産
権
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き

、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら

か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の
他

定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の

の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

他
の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

七
の
二

暗
号
資
産
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
売
買
総
数
及
び
売
買
総

［
号
を
加
え
る
。
］

額
並
び
に
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
数

量
ロ

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量

ハ

当
該
暗
号
資
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
当
期
末
現
在

に
お
け
る
暗
号
資
産
の
時
価
総
額

七
の
三

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お

［
号
を
加
え
る
。
］

け
る
売
買
総
数
及
び
売
買
総
額
並
び
に
銘
柄
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
数
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量
ロ

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量

ハ

当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託

の
場
合
に
は
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
の
時
価
総
額

八

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
財
産
以
外
の
財
産
（
次
号
に
掲
げ
る
信
託
に
係

八

［
同
上
］

る
受
益
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
財
産
」
と
い
う
。
）
に

つ
き
、
対
象
財
産
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ
し
、
ハ
に
掲

げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の

承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご

に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内
容

と
に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内

に
関
す
る
事
項

容
に
関
す
る
事
項

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と
に

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご
と

、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

［
九
～
十
一

略
］

［
九
～
十
一

同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
五
十
二
条
の
二
十
二

［
略
］

第
五
十
二
条
の
二
十
二

［
同
上
］
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も

［
項
を
加
え
る
。
］

の
の
ほ
か
、
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

示
権
利
等
を
管
理
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

顧
客
の
利
便
の
確
保
及
び
信
託
業
務
の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
行

う
信
託
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管

理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
暗
号
資
産
（
当
該
暗
号
資
産
の
数
量
を
本

邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
が
、
そ
の
管
理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産

の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超

え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合

信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等

を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い
電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の

記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ

の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

二

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ

る
場
合

信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

示
権
利
等
の
保
全
に
関
し
て
、
当
該
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会

社
等
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の
顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ
て
い
る

と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法
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４

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

［
項
を
加
え
る
。
］

よ
る
暗
号
資
産
と
同
じ
種
類
及
び
数
量
の
暗
号
資
産
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
履
行
保
証
暗
号
資
産
」
と
い
う
。
）
を
自
己
の
暗
号
資
産
と
し
て
保
有
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号
資
産
と
分
別

し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
の
規
定
を

準
用
す
る
。

一

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
自
己
で
管
理
す
る
履
行
保

証
暗
号
資
産

履
行
保
証
暗
号
資
産
と
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
、
他

の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の

自
己
の
暗
号
資
産
と
を
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
履
行
保
証
暗
号

資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
（
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
数
量

が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

二

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ

る
履
行
保
証
暗
号
資
産

当
該
第
三
者
に
お
い
て
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資

産
と
そ
れ
以
外
の
暗
号
資
産
と
を
明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
当

該
履
行
保
証
暗
号
資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ

る
方
法

５

［
略
］

３

［
同
上
］

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）
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第
五
十
二
条
の
二
十
三

［
略
］

第
五
十
二
条
の
二
十
三

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
は
、
暗
号
資
産
等
の
信
託
を
行

［
項
を
加
え
る
。
］

う
場
合
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客
の
保
護

を
図
り
、
及
び
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

二

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護
又

は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
取

り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

三

業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織

の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置

四

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
等

の
信
託
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買

そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資
産
等
又
は
当
該
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う

生
命
保
険
会
社
等
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に

係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
の
行

う
暗
号
資
産
等
の
信
託
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ

て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
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７

保
険
金
信
託
業
務
を
行
う
生
命
保
険
会
社
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の

［
項
を
加
え
る
。
］

の
ほ
か
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る

財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の

他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
九
十
九
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
信
託
業

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
固
有
財
産

及
び
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
信
託
財

産
に
属
す
る
暗
号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
顧
客
に
対

し
て
負
担
す
る
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
管
理

に
関
す
る
債
務
の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
債

務
の
履
行
に
関
す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
対
応
及
び

そ
れ
を
実
施
す
る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理
措
置
）

第
五
十
三
条
の
十
一
の
二

保
険
会
社
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務

を
い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る

電
子
情
報
処
理
組
織
の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等
）
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第
五
十
三
条
の
十
一
の
三

保
険
会
社
は
、
そ
の
行
う
業
務
の
う
ち
、
暗
号
資
産

［
条
を
加
え
る
。
］

を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
業
務
及
び
暗
号
資
産
に
係
る
投
資
助

言
業
務
に
つ
い
て
、
暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ

、
保
険
会
社
の
経
営
の
健
全
性
の
確
保
を
図
り
、
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
の
適
正

か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

（
専
門
子
会
社
の
業
務
等
）

第
五
十
六
条

［
略
］

第
五
十
六
条

［
同
上
］

２

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金

２

法
第
百
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
及

融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号

び
第
十
六
号
（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
者
の
業
務

（
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
又
は
投
資
運
用
業
を
行
う
者
の
業
務
の
範
囲
）
に

の
範
囲
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三

掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲

号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十

げ
る
業
務
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
二
条
の
三
第

二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る

）
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
（
定
義
）
に

も
の
並
び
に
商
品
先
物
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
商

規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融

品
市
場
に
お
け
る
取
引
等
の
委
託
を
受
け
る
業
務
に
限
り
、
金
融
商
品
取
引
法

商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
二
条
の
三

十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る

第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ

。
）
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
七
号

ま
で
（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五

ま
で
（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
（
暗
号
資
産
の
価
値

十
二
（
金
融
商
品
取
引
業
と
な
る
行
為
）
に
規
定
す
る
行
為
を
行
う
業
務
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、
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
（
同
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
の
対
価
の
額
又
は
暗
号

資
産
関
連
金
融
指
標
の
動
向
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に
次
条
第
二
項
第

十
七
号
及
び
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断

（
同
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
を
い
う
。
次
項

第
一
号
並
び
に
次
条
第
二
項
第
十
七
号
及
び
第
二
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取

引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
各
号
（
金
融
商
品
取
引
業
と
な
る
行
為
）
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

法
第
百
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
金

３

［
同
上
］

融
商
品
取
引
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
行
為
を

行
う
業
務
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号

に
掲
げ
る
行
為
（
同
項
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て

に
掲
げ
る
行
為
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の
十
二
に
規
定
す

は
、
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の

る
行
為
を
行
う
業
務

運
用
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
一
条
の

十
二
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

４

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

４

法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］
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［
５
～
７

略
］

［
５
～
７

同
上
］

８

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
次
の
各
号

８

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
子
会
社
が
そ
の
取
得
し
た
次
の
各
号

に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
、
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
第
九
号
及
び
第
五

に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
九
号
及
び
第
五

十
八
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
」
と
い
う
。
）

十
八
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
」
と
い
う
。
）

の
議
決
権
を
当
該
各
号
に
規
定
す
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
基
準

の
議
決
権
を
当
該
各
号
に
規
定
す
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
基
準

日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会

日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
処
分
し
な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会

社
等
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
六
条
第

社
等
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら
は
当
該
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
六
条
第

一
項
第
十
三
号
及
び
第
百
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社

一
項
第
十
三
号
及
び
第
百
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社

に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
保
険
会
社

に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
保
険
会
社

又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の

又
は
そ
の
子
会
社
が
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決
権
の

数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七

数
が
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
、
第
八
十
五
条
第

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
、
第
七
章
及
び
第

一
項
第
七
号
及
び
第
七
号
の
三
、
第
七
章
、
第
八
章
並
び
に
第
二
百
十
一
条
の

八
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に

三
十
五
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株

百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の
会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
は

主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
、
外
国
の
会
社
の
議

そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議
決
権
の
数
を
い
う

決
権
に
つ
い
て
は
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
議

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る

当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
保
険

場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で

会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
等
の
議
決

の
間
に
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
の
保
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開

権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決

拓
会
社
等
の
議
決
権
の
う
ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
礎
議
決
権
数
を
超

権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

え
る
部
分
の
議
決
権
を
処
分
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

９

［
略
］

９

［
同
上
］
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法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、

［
同
上
］

10

10

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
次
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
、
そ
の
子
会
社
又
は
第
四
項
第
一
号
の
二
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
行
う
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
百
六
条
第
一
項
第
四
号
の
二
又
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
三
号
の
二
ま

四

法
第
百
六
条
第
一
項
第
四
号
の
二
、
第
十
二
号
又
は
第
十
三
号
に
規
定
す

で
に
規
定
す
る
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該

る
会
社
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
当
該
子
会
社
の
経

子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条

営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
次
条
第
一
項
各
号

第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
四
号
の
三
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で

及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
四
号
の
三
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の

［
五
～
七

略
］

［
五
～
七

同
上
］

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
議
決
権

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
議
決
権

11

11

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
険
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
保
険
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
五
十
六
条
の
二

［
略
］

第
五
十
六
条
の
二

［
同
上
］

２

法
第
百
六
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

２

［
同
上
］

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

主
と
し
て
保
険
持
株
会
社
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
百
六
条
第
一
項
に

十

主
と
し
て
保
険
持
株
会
社
、
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
百
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
三
十
号
及
び
第
三
十
五
号
に
お
い

規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
三
十
号
及
び
第
三
十
五
号
、
次
条
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て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
会
社
若
し
く
は
保
険
募
集
人
の
業
務
又
は
事
業
者

第
一
項
第
七
号
並
び
に
第
二
百
十
条
の
九
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。

の
財
務
に
関
す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
若
し
く
は
販
売
（
プ

）
に
該
当
す
る
会
社
若
し
く
は
保
険
募
集
人
の
業
務
又
は
事
業
者
の
財
務
に

ロ
グ
ラ
ム
の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
を
行

関
す
る
電
子
計
算
機
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
若
し
く
は
販
売
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

う
業
務
及
び
計
算
受
託
業
務
（
同
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

の
販
売
に
伴
い
必
要
と
な
る
附
属
機
器
の
販
売
を
含
む
。
）
を
行
う
業
務
及

び
計
算
受
託
業
務
（
第
三
十
五
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
十
の
二
～
十
六

略
］

［
十
の
二
～
十
六

同
上
］

十
七

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号

十
七

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
八
項
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号

（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
（
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
あ
っ
て
は
、
暗
号
資
産

（
定
義
）
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
業
務

の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
基
づ
い
て
財
産
の
運
用
を
行
う
も

の
を
除
く
。
）
を
行
う
業
務

［
十
八
～
二
十
五

略
］

［
十
八
～
二
十
五

同
上
］

二
十
六

投
資
助
言
業
務
又
は
投
資
一
任
契
約
（
暗
号
資
産
の
価
値
等
の
分
析

二
十
六

投
資
助
言
業
務
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
八
条
第
六
項
（
通
則
）

に
基
づ
く
投
資
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
一
任
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に

に
規
定
す
る
投
資
助
言
業
務
を
い
う
。
）
又
は
投
資
一
任
契
約
に
係
る
業
務

係
る
業
務

［
二
十
六
の
二
～
四
十
七

略
］

［
二
十
六
の
二
～
四
十
七

同
上
］

［
３
～

略
］

［
３
～

同
上
］

10

10

（
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

（
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

等
）

等
）

第
五
十
八
条

保
険
会
社
は
、
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
（
法
第
百
六
条
第
七
項

第
五
十
八
条

保
険
会
社
は
、
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
（
法
第
百
六
条
第
七
項

に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
三
号
の
二

に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
子
会
社
と

に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
八
十
五
条
第
一
項
、
第
九
十
四
条

す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る

第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
号
の
二
、
第
百
五
条
第
一
項
第
十
九
号
の
二
、
第
百

書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五
条
の
六
第
一
項
第
十
八
号
の
二
並
び
に
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
第
九
号
か

ら
第
九
号
の
三
ま
で
に
お
い
て
「
保
険
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
保
険
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

二

［
同
上
］

イ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
当

イ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（

該
保
険
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失

相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書

の
処
理
に
関
す
る
書
面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
最
近
に
お
け

面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

［
ロ
・
ハ

略
］

［
ロ
・
ハ

同
上
］

三

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

三

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
第
三
号
並
び
に
次
条
第
一
項
第
三

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に

次
に
掲
げ
る
書
類

掲
げ
る
書
類

イ

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終

イ

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
当
該
保
険

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
当
該
保

会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
こ

険
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他

れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

と
が
で
き
る
書
類

こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社

等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実

と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
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の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
保
険
金
等
の
支
払
能

状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力

力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
保
険
会
社
及
び
そ

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
保
険
会
社
及
び
そ
の

の
子
会
社
等
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限

子
会
社
等
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限
る

る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
次
項
第
三
号
、
次

。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
次
項
第
三
号
、
第
五

条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第
二
項
第
四
号
、
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
第

十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ 

、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
九
十

二
号
ロ 
、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
九
十
四
条
第
一
項
第
八

四
条
第
一
項
第
八
号
、
第
百
五
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
百
五
条
の
六

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

第
一
項
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

四

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

四

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の

ハ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き

書
類

る
書
類

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

五

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ

五

当
該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し

り
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数

て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
五
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
八
十
五
条
第
一
項

を
い
う
。
次
条
及
び
第
五
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保
有

、
第
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
五
条
第
一
項
、
第
百
五
条
の
六
第
一
項
及
び

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容

第
二
百
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
保

を
記
載
し
た
書
類

有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内

容
を
記
載
し
た
書
類

六

［
略
］

六

［
同
上
］

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次

２

［
同
上
］
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に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及

三

当
該
申
請
時
に
お
い
て
申
請
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及
び

び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
が
良
好
で
あ
り
、
当

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
が
良
好
で
あ
り
、
当
該

該
認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推

認
可
に
係
る
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移

移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

３

保
険
会
社
は
、
法
第
百
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
会
社
（
同

３

［
同
上
］

条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
外
国
の
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
承
認
に
係
る
子
会
社
対
象
会
社
以
外
の
外
国
の
会
社
に
関
す
る
次
に

三

［
同
上
］

掲
げ
る
書
類

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の

ハ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ

他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き

書
類

る
書
類

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
認
可
（
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権

よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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数
を
超
え
て
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
保
険
業
高
度
化
等

会
社
の
議
決
権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る

こ
と
又
は
子
会
社
と
な
っ
た
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会

社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
保
険
会
社
が
そ
の
子
会
社
（
保
険
業
高
度

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

化
等
会
社
を
除
く
。
）
を
保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用

６

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
五
号
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
議
決
権
に

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準

つ
い
て
準
用
す
る
。

用
す
る
。

（
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請

等
）

第
五
十
八
条
の
二

保
険
会
社
は
、
当
該
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合

［
条
を
加
え
る
。
］

算
し
て
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取

得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

理
由
書

二

当
該
保
険
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
当
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該
保
険
会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
剰
余
金
の
処
分
又
は
損
失

の
処
理
に
関
す
る
書
面
及
び
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
最
近
に
お
け

る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

ハ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算

し
て
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
場
合
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社

を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

 

株
主
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

書
類

 

株
式
交
換
契
約
（
組
織
変
更
株
式
交
換
契
約
を
含
む
。
）
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類

 

株
式
交
換
費
用
を
記
載
し
た
書
類

三

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
当
該
保
険

会
社
が
相
互
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
基
金
等
変
動
計
算
書
）
そ
の
他
こ

れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

ロ

当
該
認
可
後
に
お
け
る
当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
子
会
社

等
と
な
る
会
社
を
含
む
。
）
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実

の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類
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四

当
該
認
可
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
位
置
を
記
載
し
た
書
類

ロ

業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
体
制
を
記
載
し
た
書
類

ハ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の

他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

ニ

役
員
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
含

む
。
）
の
役
職
名
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書
類

五

当
該
認
可
に
係
る
当
該
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
保

険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、

若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
議

決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

六

そ
の
他
次
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を

記
載
し
た
書
類

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
し
た
保
険
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
保
険
会
社

」
と
い
う
。
）
の
資
本
金
の
額
又
は
基
金
の
総
額
が
当
該
申
請
に
係
る
保
険

業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
に
足
り
る
十
分
な

額
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
申
請
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
対
す
る
出
資
が
全
額
毀
損
し
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た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
申
請
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
当
該
認
可
に

よ
り
子
会
社
等
と
な
る
会
社
を
除
く
。
）
の
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好

で
あ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

申
請
保
険
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
が
良
好

で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
申
請
の
時
に
お
い
て
申
請
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
収
支
及

び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
が
良
好
で
あ
り
、
か

つ
、
申
請
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る

保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
つ
い
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を

取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会

社
と
し
た
後
も
良
好
に
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

五

当
該
認
可
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
が
そ
の
業
務
を
的
確
か
つ
公
正

に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六

申
請
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
保

険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、

若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
保
険
会
社
の
行
う
保
険
業
の
高
度
化
又
は
申
請
保

険
会
社
の
利
用
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

七

申
請
保
険
会
社
の
業
務
の
状
況
に
照
ら
し
、
申
請
保
険
会
社
若
し
く
は
そ

の
子
会
社
が
合
算
し
て
当
該
認
可
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
基
準
議

決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は
外
国
の
保

険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
し
た
後
も
、
申
請
保
険
会
社
の
業
務
の
健

全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
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こ
と
。

八

申
請
保
険
会
社
又
は
当
該
認
可
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
顧
客
に

対
し
、
申
請
保
険
会
社
の
保
険
会
社
と
し
て
の
取
引
上
の
優
越
的
地
位
又
は

当
該
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
業
務
に
お
け
る
取
引
上
の
優
越
的
地
位
を
不

当
に
利
用
し
て
、
申
請
保
険
会
社
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は
実

施
又
は
当
該
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
業
務
に
係
る
取
引
の
条
件
若
し
く
は

実
施
に
つ
い
て
不
利
益
を
与
え
る
行
為
が
行
わ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

九

申
請
保
険
会
社
又
は
当
該
認
可
に
係
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
取

引
に
伴
い
、
申
請
保
険
会
社
又
は
当
該
保
険
業
高
度
化
等
会
社
が
行
う
業
務

に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
著
し
い
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
可
（

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

取
得
し
、
若
し
く
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決

権
に
つ
い
て
引
き
続
き
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
又
は
子

会
社
と
な
っ
た
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
引
き
続
き
子
会
社
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
百
六
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
保
険
会
社
が
そ
の
子
会
社
（
保
険
業
高
度

化
等
会
社
を
除
く
。
）
を
保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
該
当
す
る
子
会
社
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
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５

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
前
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第
三
項
に
規

定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
八
条
の
三
～
第
五
十
八
条
の
六

［
略
］

第
五
十
八
条
の
二
～
第
五
十
八
条
の
五

［
同
上
］

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
五
十
九
条
の
二

法
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

第
五
十
九
条
の
二

［
同
上
］

の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

保
険
会
社
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

て
次
に
掲
げ
る
事
項
（ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保

険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

険
金
信
託
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十

条
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か

条
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か

の
基
準
（
保
険
会
社
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た

の
基
準
（
保
険
会
社
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
八

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
八

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ 

に

十
六
条
第
二
項
、
第
百
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第
一

規
定
す
る
比
率
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三
十

項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
ロ 

に
規
定

条
各
号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第

す
る
比
率
（
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
法
第
百
三
十
条
各
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二
項
に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

号
に
掲
げ
る
額
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
百
十
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
説
明
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 
信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
暗
号
資
産
残
高
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
残
高

［
加
え
る
。
］

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
残
高

［
加
え
る
。
］

 

［
略
］

 

［
同
上
］

［
ハ
～
ホ

略
］

［
ハ
～
ホ

同
上
］

四

［
略
］

四

［
同
上
］

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

五

保
険
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
（
ハ
及
び
ヘ 

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業

掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
保
険
金
信
託
業
務
を
行
う

務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

場
合
に
限
る
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

貸
付
金
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
及
び
そ
の
合
計
額

ロ

［
同
上
］
あ
あ

 

破
綻
先
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継
続
し

 

破
綻
先
債
権
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払
の
遅
延
が
相
当
期
間
継
続
し

た
ん

て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
元
本
又
は
利
息
の
取
立
て
又
は
弁

て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
元
本
又
は
利
息
の
取
立
て
又
は
弁

済
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た
貸
付

済
の
見
込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
未
収
利
息
を
計
上
し
な
か
っ
た
貸
付

金
（
貸
倒
償
却
を
行
っ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計
上
貸

金
（
貸
倒
償
却
を
行
っ
た
部
分
を
除
く
。
以
下
「
未
収
利
息
不
計
上
貸

付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

付
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
九
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
（
貸
倒
引

第
九
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
（
貸
倒
引

当
金
勘
定
へ
の
繰
入
限
度
額
）
に
掲
げ
る
事
由
又
は
同
項
第
四
号
に
規

当
金
勘
定
へ
の
繰
入
限
度
額
）
に
掲
げ
る
事
由
又
は
同
項
第
四
号
に
規

定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す

定
す
る
事
由
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す

る
貸
付
金

る
貸
付
金
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［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

ハ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

ニ

債
権
（
そ
の
価
額
が
別
紙
様
式
第
七
号
又
は
別
紙
様
式
第
十
二
号
中
の

ニ

［
同
上
］

貸
借
対
照
表
の
社
債
（
当
該
社
債
を
有
す
る
金
融
機
関
が
そ
の
元
本
の
償

還
及
び
利
息
の
支
払
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
保
証
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
当
該
社
債
の
発
行
が
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
三
項
（
定
義

）
に
規
定
す
る
有
価
証
券
の
私
募
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
貸
付
金
、

そ
の
他
資
産
中
の
未
収
利
息
及
び
仮
払
金
並
び
に
支
払
承
諾
見
返
の
各
勘

定
に
計
上
さ
れ
る
も
の
並
び
に
貸
借
対
照
表
に
注
記
さ
れ
る
有
価
証
券
の

貸
付
け
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
等

を
基
礎
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
各

々
に
関
し
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
金
額

 

破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更

 

破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
（
破
産
手
続
開
始
、
更

生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破

生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
等
の
事
由
に
よ
り
経
営
破

綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権

た
ん

を
い
う
。
）

を
い
う
。
）

あ
あ
あ
あ

 

危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、

 

危
険
債
権
（
債
務
者
が
経
営
破
綻
の
状
態
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、

た
ん

財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元
本
の

財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
が
悪
化
し
、
契
約
に
従
っ
た
債
権
の
元
本
の

回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
を
い
う
。

回
収
及
び
利
息
の
受
取
り
が
で
き
な
い
可
能
性
の
高
い
債
権
を
い
う
。

）

）

 

要
管
理
債
権
（
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払

 

要
管
理
債
権
（
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
（
元
本
又
は
利
息
の
支
払

が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 
が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
上
遅
延
し
て
い
る
貸
付
金
（ 

及
び 

に
掲
げ
る
債
権
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
条

及
び 
に
掲
げ
る
債
権
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
条

517



件
緩
和
貸
付
金
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的

件
緩
和
貸
付
金
（
債
務
者
の
経
営
再
建
又
は
支
援
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債

と
し
て
、
金
利
の
減
免
、
利
息
の
支
払
猶
予
、
元
本
の
返
済
猶
予
、
債

権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
付
金
（

権
放
棄
そ
の
他
の
債
務
者
に
有
利
と
な
る
取
決
め
を
行
っ
た
貸
付
金
（

 
及
び 

に
掲
げ
る
債
権
並
び
に
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
を
除
く
。

 

及
び 

に
掲
げ
る
債
権
並
び
に
三
カ
月
以
上
延
滞
貸
付
金
を
除
く
。

）
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）

）
を
い
う
。
）

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ホ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

ヘ

次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
取
得
価
額
又
は
契
約
価
額
、
時
価
及
び
評

ヘ

［
同
上
］

価
損
益

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

暗
号
資
産

［
加
え
る
。
］

［
ト
～
ヌ

略
］

［
ト
～
ヌ

同
上
］

六

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
八
十
五
条

［
同
上
］

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

保
険
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

二

保
険
会
社
を
代
表
す
る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
を
代
表
す

又
は
監
査
役
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
を
代
表
す

る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
保

る
取
締
役
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
又
は
監
査
等
委
員
（
保

険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会

険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
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社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執

社
に
あ
っ
て
は
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
、
代
表
執
行
役
、
執

行
役
又
は
監
査
委
員
（
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）

行
役
又
は
監
査
委
員
（
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
を
除
く
。
）

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
役
員
等
」
と
い
う
。
）
を
選
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る

う
と
す
る
場
合
又
は
役
員
等
が
退
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す

場
合
を
除
く
。
）

る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
二

［
略
］

二
の
二

［
同
上
］

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

二
の
三

会
計
参
与
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
参
与
が
退
任
し
よ

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二
の
四

［
略
］

二
の
四

［
同
上
］

二
の
五

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

二
の
五

会
計
監
査
人
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
会
計
監
査
人
が
退
任

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

し
よ
う
と
す
る
場
合
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

［
二
の
六
～
三

略
］

［
二
の
六
～
三

同
上
］

四

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く

四

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
の
担
保
権
の
実
行
に
よ
る
株
式
若
し
く

は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

は
持
分
の
取
得
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
他
の

会
社
を
子
会
社
（
保
険
業
高
度
化
等
会
社
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
会
社
又

会
社
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
す
る
こ

は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有

と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く

す
る
会
社
）
と
し
た
場
合
（
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

。
）
を
子
会
社
と
し
た
場
合

り
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
を
除
く
。
）

四
の
二

法
第
百
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第

四
の
二

法
第
百
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
子
会
社
対
象
会
社
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
七
号
の
二
及
び
第
二
百
四

一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
う
。
第
七
号
の
二
、
第
九
十
四
条

十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外
国
の
会
社
を
子

及
び
第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
外

会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

国
の
会
社
を
子
会
社
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
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［
四
の
三
・
五

略
］

［
四
の
三
・
五

同
上
］

六

そ
の
子
会
社
が
名
称
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変
更
し
、
合
併
し
、

六

そ
の
子
会
社
が
名
称
若
し
く
は
主
な
業
務
の
内
容
を
変
更
し
、
合
併
し
、

解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
百
二

解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
法
第
百
二

十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
で
な
く
な
っ
た
こ
と
又
は
子

十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
で
な
く
な
っ
た
こ
と
又
は
子

会
社
対
象
保
険
会
社
等
（
法
第
百
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
保

会
社
対
象
保
険
会
社
等
に
該
当
し
な
い
子
会
社
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
同

険
会
社
等
を
い
う
。
）
に
該
当
し
な
い
子
会
社
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
同

号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

号
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
の
二

［
略
］

六
の
二

［
同
上
］

六
の
三

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

［
号
を
加
え
る
。
］

え
て
保
有
す
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権

数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合

六
の
四

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

［
号
を
加
え
る
。
］

え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
が
名
称
若
し
く
は
本
店
の

所
在
地
を
変
更
し
、
合
併
し
、
解
散
し
、
又
は
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
場

合
（
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

七

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ

七

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数

る
事
由
に
よ
り
、
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
の

を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

会
社
を
い
う
。
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基

準
議
決
権
数
（
同
項
に
規
定
す
る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
し
た
場
合

七
の
二

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
（
保
険
業

七
の
二

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
子
会
社
対
象
会
社
の
議
決
権

高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
）
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を

を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と

超
え
て
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
子
会
社
対
象

と
な
っ
た
場
合
（
当
該
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
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会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
第
百
六
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項

法
第
百
六
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る

の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
及
び
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第

場
合
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ

二
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
場
合
並

ば
な
ら
な
い
場
合
、
法
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る

び
に
第
七
号
の
四
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

場
合
（
第
九
十
四
条
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出

し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認

可
を
受
け
て
い
る
場
合
（
第
百
五
条
第
一
項
第
十
九
号
又
は
第
二
十
一
号
に

掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第
百
七
十
三
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
場
合
（
第
百
五
条
の
六
第
一
項

第
十
八
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
限
る

。
）
及
び
第
七
号
の
四
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

七
の
三

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

七
の
三

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議

え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
国
内
の
会
社
の
議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議

決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合
（
第
七
号
の

決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
保
有
し
な
く
な
っ
た
場
合
（
第
七
号
の

五
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

七
の
四

第
四
十
八
条
の
四
各
号
又
は
第
五
十
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

七
の
四

第
四
十
八
条
の
四
各
号
又
は
第
五
十
九
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
（
子
会
社
を
除
く
。
次
号
及
び
第
七
号
の
六
に

第
七
号
の
六
に
お
い
て
「
特
殊
関
係
者
」
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ

お
い
て
特
殊
関
係
者
と
い
う
。
）
を
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

と
と
な
っ
た
場
合
（
新
た
に
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
関
係
者
が
法
第
百

六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
伴
い
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合

算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
議
決
権
を
新
た
に
取
得
し
、
又
は
保

有
す
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

七
の
五

［
略
］

七
の
五

［
同
上
］
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七
の
六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

七
の
六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超

え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会

え
て
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
（
当
該
保
険
会
社
の
子
会
社
及
び
外
国
の
会

社
を
除
く
。
）
又
は
保
険
会
社
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更

社
を
除
く
。
）
又
は
保
険
会
社
の
特
殊
関
係
者
が
そ
の
業
務
の
内
容
を
変
更

す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
場
合

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

［
八
～
十
八

略
］

［
八
～
十
八

同
上
］

２

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
第
四
号
、
第
六
号
の
三
か
ら
第
七
号

２

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
前
項
第
七
号
か
ら
第
七
号
の
三
ま
で
及
び

の
四
ま
で
及
び
第
七
号
の
六
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
号
の
六
に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

保
険
会
社
は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

３

保
険
会
社
は
、
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
理
由
書
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し

た
書
類
（
第
一
項
第
二
号
の
七
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

た
書
類
（
第
一
項
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
書
類
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

（
事
業
譲
渡
等
の
認
可
の
申
請
）

第
九
十
四
条

保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

第
九
十
四
条

［
同
上
］

同
じ
。
）
は
、
法
第
百
四
十
二
条
（
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
っ
た
後
に
お
け
る
保
険
会
社
が
子
会
社
等
（
法
第

八

当
該
事
業
譲
渡
等
を
行
っ
た
後
に
お
け
る
保
険
会
社
が
子
会
社
等
（
法
第

九
十
七
条
の
二
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

九
十
七
条
の
二
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
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、
第
百
五
条
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第
十
九
号
に
お

、
第
百
五
条
及
び
第
百
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は

い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
会
社
及
び
当
該
子
会
社
等

、
当
該
保
険
会
社
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力

の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み

の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

を
記
載
し
た
書
類

九

［
略
］

九

［
同
上
］

十

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
百
六
条
第
一
項
に

十

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
を
い
い
、
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
除
く
。
以

は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
五
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ

下
こ
の
号
及
び
第
百
五
条
第
一
項
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社

る
書
類

と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
に
関
す
る
第
五
十
八
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

十
の
二

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
保

［
号
を
加
え
る
。
］

険
業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て

保
有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号

に
掲
げ
る
書
類

十
一

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会

十
一

当
該
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会

社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
（
第
十
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
国
内
の
会

な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

書
類

十
二

［
略
］

十
二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
号
の
二
及
び
第
十
一
号
に
規

４

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権
に

定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
百
五
条

保
険
会
社
等
は
、
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を

第
百
五
条

［
同
上
］

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金

融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会
社

六

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会
社
の

等
の
合
併
後
に
お
け
る
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を

合
併
後
に
お
け
る
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す

示
す
比
率
（
法
第
百
三
十
条
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準

比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
険
金
等
の
支

払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
保
険
会
社
等
に

係
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
百
五
条
の
三
第
一
項
第
二

号
ロ
及
び
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を

記
載
し
た
書
面

［
七
～
十
八

略
］

［
七
～
十
八

同
上
］

十
九

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会

十
九

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会

社
等
が
当
該
合
併
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
等
（
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
子

社
等
が
当
該
合
併
に
よ
り
子
会
社
対
象
会
社
等
（
保
険
会
社
に
あ
っ
て
は
法

会
社
対
象
会
社
、
少
額
短
期
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
少
額
短
期
保
険
子
会
社

第
百
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
会
社
、
少
額
短
期
保
険
業
者
に

対
象
会
社
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

あ
っ
て
は
少
額
短
期
保
険
子
会
社
対
象
会
社
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
四

定
め
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
を
専
ら
営
む
会
社
を
い
う
。

の
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第
十
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社

以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第
十
八

と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
社
等
に
関
す
る
第
五
十
八
条
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
会
社
対
象
会
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項
第
四
号
又
は
第
二
百
十
一
条
の
三
十
五
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

社
等
に
関
す
る
第
五
十
八
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
二
百
十
一
条
の
三
十
五

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

十
九
の
二

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

［
号
を
加
え
る
。
］

保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
保
険
業
高
度
化
等

会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と

又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

二
十

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会

二
十

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険
会
社

社
等
が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
会
社
及
び
当
該
子
会
社

が
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
会
社
及
び
当
該
子
会
社
等
の

等
の
収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第

収
支
及
び
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を

百
三
十
条
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

記
載
し
た
書
類

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の

状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
保
険
会
社
等
及
び
そ
の
子
会
社
等

に
係
る
法
第
百
三
十
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
百
五
条
の
六
第
一
項
第

十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

二
十
一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

二
十
一

合
併
後
存
続
す
る
保
険
会
社
等
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
保
険

保
険
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議
決

会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
、
当
該
合
併
に
よ
り
国
内
の
会
社
の
議
決
権
を

権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は

（
第
十
九
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名

、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

二
十
二

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］
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３

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
九
号
の
二
及
び
第
二
十
一
号

３

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権

に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
社
分
割
に
係
る
公
告
事
項
）

（
会
社
分
割
に
係
る
公
告
事
項
）

第
百
五
条
の
三

法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

第
百
五
条
の
三

［
同
上
］

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

保
険
契
約
を
承
継
さ
せ
る
分
割
で
あ
っ
て
、
法
第
百
七
十
三
条
の
四
第
二

二

［
同
上
］

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

分
割
当
事
会
社
の
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力

ロ

分
割
当
事
会
社
の
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力

の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
及
び
保
険
契
約
の
承
継
の
日
に
見
込
ま
れ
る

の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十
条
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率

二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力

の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得

ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
以
下
ロ
及
び
第
百
五
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
保
険
契
約
の
承
継
の
日
に
見
込
ま
れ
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充

実
の
状
況
を
示
す
比
率

［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
会
社
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
百
五
条
の
六

保
険
会
社
等
は
、
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
百
五
条
の
六

［
同
上
］

る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
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付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
十
八

略
］

［
一
～
十
八

同
上
］

十
八
の
二

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
保
険
会
社
若
し
く
は
そ
の
子
会
社
が
保
険

［
号
を
加
え
る
。
］

業
高
度
化
等
会
社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保

有
す
る
こ
と
又
は
外
国
の
保
険
業
高
度
化
等
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
当
該
会
社
に
関
す
る
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
書
類

十
九

当
該
会
社
分
割
を
行
っ
た
後
に
お
け
る
保
険
会
社
等
が
子
会
社
等
を
有

十
九

当
該
会
社
分
割
を
行
っ
た
後
に
お
け
る
保
険
会
社
が
子
会
社
等
を
有
す

す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
会
社
等
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
保
険

る
場
合
に
は
、
当
該
保
険
会
社
及
び
当
該
子
会
社
等
の
収
支
及
び
保
険
金
等

金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

二
十

［
略
］

二
十

［
同
上
］

二
十
一

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
保
険
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会

二
十
一

当
該
会
社
分
割
に
よ
り
保
険
会
社
等
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会

社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

社
の
議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と

な
る
場
合
（
第
十
八
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
国
内
の

な
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た

会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

書
類

二
十
二

［
略
］

二
十
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
十
八
号
の
二
及
び
第
二
十
一
号

３

法
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
議
決
権

に
規
定
す
る
議
決
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
条

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条

第
百
六
十
条

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条
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の
三
の
三
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の

の
三
の
三
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の

六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条

六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条

の
七
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
七
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、
第

の
七
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
七
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、
第

六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配
当

、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配
当

を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規
定

を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規
定

は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い

は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付

一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お

け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金

け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金

に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険

に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険

計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け

計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け

る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す

る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す

る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
五
」
と
あ
る

九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
五
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十

の
は
「
第
百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十

七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
条
の
二
」
と
あ
る
の
は

お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
条
の
二
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
二
」
と
、
同
項
第
一
号

「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
二
」
と
、
同
項
第
一
号

中
「
第
七
十
四
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
三
号
」
と
、
第

中
「
第
七
十
四
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第
三
号
」
と
、
第
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五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧

五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧

客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法

客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法

第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九

十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。

に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
店
等
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る

以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五

け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五

十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第

十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第

五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
（
法
第
百
九

五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
（
法
第
百
九

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「

顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
特

顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
六
中
「
特

定
関
係
者
（
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
）

定
関
係
者
（
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係
者
を
い
う
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

十
三
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」

十
三
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」

と
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九

と
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九

十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七

十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
七

条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同

お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
保
険
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
業
に
係

条
第
二
項
中
「
保
険
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
業
に
係

る
保
険
で
あ
っ
て
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

る
保
険
で
あ
っ
て
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「

に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
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日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の

日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の

は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業

務
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と

務
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と

、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

け
る
保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
十

け
る
保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
中
「
保
険
契
約
者
」
と

一
の
三
中
「
業
務
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
の
う
ち
」
と

あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五

、
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

十
四
条
の
六
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
百
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十

る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条
の
六
ま
で
の
規
定

九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
五
」
と
、
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の

中
「
法
第
百
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
九
条
の
七
中
「
法
第
百
十
一

法
第
百
条
の
五
」
と
、
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険

条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

契
約
者
」
と
、
第
五
十
九
条
の
七
中
「
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は

る
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
、
「
当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業

「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
六
項

務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第

」
と
、
「
当
該
保
険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」

外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険

と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契

契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保

約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
三
第
三
項
中
「
法

険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条

第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」

と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「

と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
中
「
毎

日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
資
産
」

決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度

と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期

に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
「
帳
簿
価
額
」
と
あ

の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七

本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る

十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」

の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
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と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保

金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給

お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五

付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る

十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「

毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二

法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と

項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項

あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
計
算
書
類
を
承

第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七

認
す
る
取
締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間
前

条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
」
と

ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名

あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一

称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条

号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項

」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項

第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「

」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
第
一

又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す

項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準

る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金

備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
」
と
、

又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第

同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」

百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十

と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本

九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取

に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
二
百
十
条
の
七

［
略
］

第
二
百
十
条
の
七

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

９

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

９

［
同
上
］

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
持
株
会
社
が
第
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五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

業
務
は
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
主
と
し
て
保
険
会
社
、
そ
の
子
会

社
又
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
営
む
業
務
の
た
め
に
営
む
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

信
託
専
門
会
社
又
は
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に

三

信
託
専
門
会
社
又
は
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
保
険
業
を
行
う
外
国
の
会
社
に
該

規
定
す
る
信
託
業
を
営
む
外
国
の
会
社
（
保
険
業
を
行
う
外
国
の
会
社
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
子
会
社
と
す
る
持
株
会
社
に
あ
っ
て
は
、
専
ら

当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

当
該
子
会
社
の
経
営
管
理
を
行
う
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
四
号
の
三
か
ら

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
（
第
三
十
四
号
の
三
か
ら

第
四
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て

第
四
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
も
の
（
子
会
社
と
し
て

法
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第

法
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま

八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

で
に
規
定
す
る
会
社
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

［
四
～
七

略
］

［
四
～
七

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

10

10

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
二
百
十
条
の
八

［
略
］

第
二
百
十
条
の
八

［
同
上
］

２

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
に
掲

２

［
同
上
］

げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

二

［
同
上
］

イ

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最

イ

当
該
保
険
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
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終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ

終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

と
が
で
き
る
書
面

こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ハ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

ハ

株
式
交
換
（
法
第
九
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
変
更
株
式

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
各
号
に

交
換
を
含
む
。
）
に
よ
り
子
会
社
対
象
保
険
会
社
等
を
子
会
社
と
す
る
場

掲
げ
る
会
社
以
外
の
会
社
を
子
会
社
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

類［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、

三

当
該
承
認
の
申
請
に
係
る
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及

株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の

び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益

状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

の
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

四

［
略
］

四

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

（
少
額
短
期
保
険
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認

（
少
額
短
期
保
険
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認

の
申
請
等
）

の
申
請
等
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
五

少
額
短
期
保
険
業
者
は
、
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十

第
二
百
十
一
条
の
三
十
五

［
同
上
］

四
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

当
該
承
認
に
係
る
少
額
短
期
保
険
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ

五

当
該
承
認
に
係
る
少
額
短
期
保
険
子
会
社
対
象
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の

と
に
よ
り
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
又
は
そ
の
子
会
社
が
国
内
の
会
社
の
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議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る

議
決
権
を
合
算
し
て
そ
の
基
準
議
決
権
数
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す

場
合
に
は
、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

る
基
準
議
決
権
数
を
い
う
。
）
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は

、
当
該
国
内
の
会
社
の
名
称
及
び
業
務
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類

六

［
略
］

六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
に
記
載
す
る
事
項
等
）

第
二
百
十
一
条
の
三
十
七

法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
二
百
十
一
条
の
三
十
七

［
同
上
］

第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

少
額
短
期
保
険
業
者
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
等
と

ロ

［
同
上
］

し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七

 

保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
（
法
第
二
百
七

十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
保
険
金
等
の

十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
保
険
金
等
の

支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
少
額
短

支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
（
少
額
短

期
保
険
業
者
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に

期
保
険
業
者
に
係
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
用
い
て
定
め
た
も
の
に

限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
第
二
百
十
一

限
る
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。
）

条
の
五
十
九
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

［ 

～ 

略
］

［ 
～ 

同
上
］
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［
ハ
・
ニ

略
］

［
ハ
・
ニ

同
上
］

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
標
準
処
理
期
間
）

（
標
準
処
理
期
間
）

第
二
百
四
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
等
は
、
法
、
令
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ

第
二
百
四
十
六
条

［
同
上
］

る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承
認
若
し
く
は
指
定
又
は
登
録

に
関
す
る
申
請
（
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
そ
の
事
務
所
に
到
達

し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
八
の
二

略
］

［
一
～
八
の
二

同
上
］

九

法
第
百
六
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

九

法
第
百
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
の
認
可

九
十
日

）
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
又
は
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
認
可

九
十
日

九
の
二

法
第
百
六
条
第
八
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
又
は
保
険
業

［
号
を
加
え
る
。
］

高
度
化
等
会
社
の
認
可

九
十
日

九
の
三

法
第
百
六
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
業
高
度
化
等
会
社
の
認
可

［
号
を
加
え
る
。
］

九
十
日

九
の
四

［
略
］

九
の
二

［
同
上
］

［
十
～
二
十
六

略
］

［
十
～
二
十
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

別
表
（
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
五
項
関
係
）

別
表
（
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
三
項
関
係
）

［
表
略
］

［
同
上
］
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別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
生
命
保
険
会
社
）
）

別
表
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
関
係
（
生
命
保
険
会
社
）
）

項

目

記

載

す

る

事

項

項

目

記

載

す

る

事

項

［
略
］

［
同
上
］

保
険
金
信
託
業
務
に
関

［
一
～
四

略
］

保
険
金
信
託
業
務
に
関

［
一
～
四

同
上
］

す
る
指
標
（
保
険
金
信

五

金
銭
信
託
に
係
る
貸
出
金
、
有
価
証
券
及
び

す
る
指
標
（
保
険
金
信

五

金
銭
信
託
に
係
る
貸
出
金
及
び
有
価
証
券
の

託
業
務
を
行
う
場
合
に

暗
号
資
産
の
区
分
ご
と
の
運
用
残
高

託
業
務
を
行
う
場
合
に

区
分
ご
と
の
運
用
残
高

限
る
。
）

［
六
～
十
二

略
］

限
る
。
）

［
六
～
十
二

同
上
］

十
三

暗
号
資
産
の
種
類
別
の
期
末
残
高

［
加
え
る
。
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
適
格
機
関
投
資
家
を
除
く
た
め
の
要
件
等
）

（
適
格
機
関
投
資
家
を
除
く
た
め
の
要
件
等
）

第
四
条

令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

第
四
条

［
同
上
］

げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

当
該
受
益
証
券
の
発
行
者
が
、
当
該
受
益
証
券
と
同
一
種
類
の
受
益
証
券

四

当
該
受
益
証
券
の
発
行
者
が
、
当
該
受
益
証
券
と
同
一
種
類
の
受
益
証
券

（
当
該
受
益
証
券
と
発
行
者
が
同
一
で
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定

（
当
該
受
益
証
券
と
発
行
者
が
同
一
で
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定

す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
十
条

す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
第
十
条

の
二
第
一
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
同
一
で
あ
る
受
益

の
二
第
一
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
同
一
で
あ
る
受
益

証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
（
同
法

号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
各
号
（
同
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
既
に

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
既
に
発
行
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

発
行
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

（
特
定
投
資
家
の
範
囲
）

（
特
定
投
資
家
の
範
囲
）

第
四
条
の
三

法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ

第
四
条
の
三

法
第
二
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ

る
者
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣

る
者
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
五
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る

府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
五
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る

契
約
（
次
項
に
お
い
て
「
有
価
証
券
取
引
契
約
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
金
融

契
約
（
次
項
に
お
い
て
「
有
価
証
券
取
引
契
約
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
金
融

商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お

商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
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い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
六
項
（
同
法

（
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

第
三
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
六
項
（
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準

り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
と
す
る
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
投
資
家
と
み
な
さ
れ
る
者
と
す

る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
指
定
資
産
等
）

（
指
定
資
産
等
）

第
二
十
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
二
十
二
条

［
同
上
］

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規

三

市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規

定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す

定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
係
る
権
利

る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

暗
号
資
産
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
暗
号
資
産
関
連
金
融

指
標
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
を
い
う
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
権
利

四

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
店

四

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
当
該
取
引
に
係
る
条
件
が
金
融
商
品
取
引

定
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
当
該
取
引
に
係
る
条
件
が
金
融

所
の
規
則
又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二

商
品
取
引
所
の
規
則
又
は
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
（
同
条
第
二
十
九
項
に

十
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
の
業
務
方
法
書

規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
清
算
機
関
を
い
う
。
）
の
業
務
方
法
書
に
定
め
る

に
定
め
る
取
引
に
係
る
条
件
と
同
様
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
権
利

取
引
に
係
る
条
件
と
同
様
の
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
権
利
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五

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
三
項

五

外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
三
項

に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
暗
号
資
産
及
び
暗
号

に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）
に
係
る
権
利

資
産
関
連
金
融
指
標
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
権
利

［
六
～
八

略
］

［
六
～
八

同
上
］

２

法
第
十
一
条
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

２

［
同
上
］

含
む
。
）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す

る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
店

二

店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規

頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次

定
す
る
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
い
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

除
く
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

［
三
～
九

略
］

［
三
～
九

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行
う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定
譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内

閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

資
産
対
応
証
券
の
募
集
等
又
は
そ
の
取
扱
い
を
行
う
特
定
目
的
会
社
及
び
特
定
譲
渡
人
に
係
る
行
為
規
制
等
に
関

す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
募
集
等
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
募
集
等
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

第
五
条

特
定
目
的
会
社
又
は
特
定
譲
渡
人
が
そ
の
行
う
募
集
等
業
務
の
内
容
に

第
五
条

特
定
目
的
会
社
又
は
特
定
譲
渡
人
が
そ
の
行
う
募
集
等
業
務
の
内
容
に

つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「
広
告
等
」
と
い
う
。
）
を

つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」
と
い

す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
に

項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
九
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
九
条

［
同
上
］

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

八

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十
九
条

［
号
を
加
え
る
。
］

の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
権
利
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る

募
集
等
契
約
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項

イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）
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第
十
三
条

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す

第
十
三
条

［
同
上
］

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

当
該
募
集
等
契
約
に
係
る
資
産
対
応
証
券
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表

［
号
を
加
え
る
。
］

示
権
利
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示

権
利
等
の
概
要
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

に
関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

投
資
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
五
十
七
条

投
資
信
託
委
託
会
社
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り
附
属
明
細
表

第
五
十
七
条

［
同
上
］

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
附
属
明
細
表
と
し
て

表
示
す
べ
き
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

三

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
契
約
額
等
及
び
時
価
の
状
況
表

引
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
契
約
額
等
及
び
時
価
の
状
況
表

［
四
～
十
一

略
］

［
四
～
十
一

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
信
託
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の
区

第
六
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
財
産
の
区

分
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及

分
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
し
、
第
四
号
、
第
八
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号

び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

に
掲
げ
る
財
産
に
つ
い
て
は
そ
の
細
目
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

。一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

有
価
証
券
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

有
価
証
券

［
三
～
十

略
］

［
三
～
十

同
上
］

十
一

暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十

［
号
を
加
え
る
。
］

九
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

十
二

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
一
条
第
四
項
第
十

七
号
に
規
定
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

十
三
・
十
四

［
略
］

十
一
・
十
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
広
告
類
似
行
為
）

（
広
告
類
似
行
為
）

第
三
十
条
の
十
五

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
各
項
に
規
定
す
る
内
閣

第
三
十
条
の
十
五

［
同
上
］

府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
郵
便
、
信
書
便
（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
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に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す

る
一
般
信
書
便
事
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の

提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
を
い
う
。
）
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装

置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
方
法
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ

り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
内
容
で
行
う
情
報
の
提
供
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

次
に
掲
げ
る
全
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物
品

三

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
景
品
そ
の
他
の
物

（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ
て

品
（
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
さ
れ

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の
他

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
方
法
（
当
該
事
項
の
う
ち
景
品
そ
の

の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景
品

他
の
物
品
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
景

そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の
も

品
そ
の
他
の
物
品
と
当
該
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
る
他
の
物
品
と
を
一
体
の

の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

も
の
と
し
て
提
供
す
る
方
法
を
含
む
。
）

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
条
の
十

ハ

令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
事
項
の
文
字

八
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
れ
ら
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
が
当
該
事

又
は
数
字
が
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き

項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異

な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

。
）

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）

（
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
の
広
告
等
の
表
示
方
法
）
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第
三
十
条
の
十
六

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内

第
三
十
条
の
十
六

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内

容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「
広
告
等
」
と
い
う
。

容
に
つ
い
て
広
告
又
は
前
条
に
規
定
す
る
行
為
（
次
項
に
お
い
て
「
広
告
等
」

）
を
す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
二

と
い
う
。
）
を
す
る
と
き
は
、
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各

号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば

号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し

な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広

２

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
広

告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び

告
等
を
す
る
と
き
は
、
令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文

第
三
十
条
の
十
八
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項

字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な

以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基

３

信
託
会
社
が
そ
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
基

幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第

幹
放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送

二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
を
い
い
、
日
本
放
送
協
会
及
び
放
送

大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条

大
学
学
園
（
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条

に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三
十
条
の
十
九
第
一
項

に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
を
い
う
。
）
を
除
く
。
第
三
十
条
の
十
九
第
一
項

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
同

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
又
は
同

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
音
声
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ

り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
二
条
の
五
第

り
広
告
を
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
十
二
条
の
五
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
第
三
十
条
の
十
八
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以
外
の
事
項
の
文

文
字
又
は
数
字
を
こ
れ
ら
の
事
項
以
外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も

字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示

大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
大
き
さ
で
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）

（
顧
客
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
事
項
）
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第
三
十
条
の
十
八

令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
三
十
条
の
十
八

令
第
十
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

定
め
る
事
項
は
、
当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客

の
不
利
益
と
な
る
事
実
と
す
る
。

一

当
該
特
定
信
託
契
約
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
顧
客
の
不
利
益
と

［
号
を
加
え
る
。
］

な
る
事
実

二

暗
号
資
産
等
の
信
託
（
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
に
お
い
て
、
暗
号
資

［
号
を
加
え
る
。
］

産
及
び
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
百
四
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
を
い

う
。
第
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
財
産
の
信
託

並
び
に
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
令
第
百
二
十
三
条
第
一
項

第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
い
う
。
）

を
行
う
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ

い
て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

（
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
設
備
に
よ
り
放
送
を
さ
せ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法

等
）

等
）

第
三
十
条
の
十
九

［
略
］

第
三
十
条
の
十
九

［
同
上
］

２

令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

２

令
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
第
三
十
条
の
十
五
第
三
号
ニ
及
び
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
第
三
十
条
の
十
五
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

（
誇
大
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
事
項
）

第
三
十
条
の
二
十

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内

第
三
十
条
の
二
十

［
同
上
］

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
広
告
等
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質

ロ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
係
る
保
有
又
は
移
転
の
仕
組

み
に
関
す
る
事
項

六

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
に
つ
い
て
広
告
等
を

［
号
を
加
え
る
。
］

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

暗
号
資
産
の
性
質

ロ

暗
号
資
産
の
保
有
又
は
移
転
の
仕
組
み
に
関
す
る
事
項

ハ

暗
号
資
産
の
取
引
高
若
し
く
は
価
格
の
推
移
又
は
こ
れ
ら
の
見
込
み
に

関
す
る
事
項

ニ

暗
号
資
産
に
表
示
さ
れ
る
権
利
義
務
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ホ

暗
号
資
産
を
発
行
し
、
若
し
く
は
発
行
し
よ
う
と
す
る
者
、
暗
号
資
産

に
表
示
さ
れ
る
権
利
に
係
る
債
務
者
又
は
暗
号
資
産
の
価
値
若
し
く
は
仕

組
み
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
者
の
資
力
若
し
く
は
信
用

又
は
そ
の
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
条
の
二
十
三

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号

第
三
十
条
の
二
十
三

［
同
上
］
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に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
号
の
二
及
び
第
十
二
号
並
び
に
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
当
該
契
約
締
結
前
交
付
書
面
が
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限

の
委
託
を
受
け
た
者
（
委
託
者
又
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け

た
者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の

指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
又
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
に
係
る
も
の
で
あ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

当
該
特
定
信
託
契
約
が
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
関
す

［
号
を
加
え
る
。
］

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
の
概
要
そ
の
他
当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
性
質
に

関
し
顧
客
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
事
項

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

信
託
会
社
が
特
定
信
託
契
約
の
締
結
後
に
当
該
特
定
信
託
契
約
に
基
づ
き
特

３

信
託
会
社
が
特
定
信
託
契
約
の
締
結
後
に
当
該
特
定
信
託
契
約
に
基
づ
き
特

定
の
銘
柄
の
対
象
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
九

定
の
銘
柄
の
対
象
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平

十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
九
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象
有

十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
信
託
財
産
と
す
る
方
針
で
あ
る
と
き
に

価
証
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

を
信
託
財
産
と
す
る
方
針
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三

内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲

十
七
条
の
三
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一

げ
る
事
項
と
す
る
。

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

（
禁
止
行
為
）

（
禁
止
行
為
）
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第
三
十
条
の
二
十
六

準
用
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る

第
三
十
条
の
二
十
六

［
同
上
］

内
閣
府
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ

［
号
を
加
え
る
。
］

の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業

務
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る
に
際
し
、
顧
客
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
金

融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
を
い
い
、

暗
号
資
産
に
関
す
る
金
融
商
品
取
引
行
為
（
同
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取

引
行
為
を
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換

業
者
等
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

交
換
業
者
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
外
国
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う

。
）
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
裏
付
け
と
な
る
合
理
的

な
根
拠
を
示
さ
な
い
で
、
第
三
十
条
の
二
十
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
に
関
す
る
表
示
を
す
る
行
為

五

顧
客
に
対
し
、
第
三
十
条
の
十
八
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
明

［
号
を
加
え
る
。
］

瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
い
で
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
の
文
字
又
は
数
字
を
当
該
事
項
以

外
の
事
項
の
文
字
又
は
数
字
の
う
ち
最
も
大
き
な
も
の
と
著
し
く
異
な
ら
な

い
大
き
さ
で
表
示
し
な
い
こ
と
を
含
む
。
）
暗
号
資
産
等
の
信
託
を
内
容
と

す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
す
る
行
為

六

自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
行
う
暗
号

［
号
を
加
え
る
。
］

資
産
等
の
信
託
を
内
容
と
す
る
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
対
象
と
し

、
若
し
く
は
対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
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係
る
暗
号
資
産
等
（
金
融
商
品
取
引
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
暗
号
資
産
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
四
十
条
第
九
項
第

二
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
信
託
会
社
に
関
す
る
重
要

な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の

取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会

社
の
行
う
当
該
特
定
信
託
契
約
の
締
結
の
業
務
の
全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知

り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
を
、
第
三
者
に
対
し
て
伝

達
し
、
又
は
利
用
す
る
行
為
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
特
定
信
託
契
約
の
締

結
の
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
除
く
。
）

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

（
信
託
契
約
締
結
時
の
交
付
書
面
の
記
載
事
項
）

第
三
十
三
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ

第
三
十
三
条

［
同
上
］

る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

四

特
定
寄
附
信
託
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
三
十
七
条

）
第
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
信
託
を
い
う
。
第
三
十
七
条

第
一
項
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
初
信
託
元
本
額

第
一
項
第
十
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
初
信
託
元
本
額

五

暗
号
資
産
等
の
信
託
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

［
号
を
加
え
る
。
］

イ

暗
号
資
産
は
、
本
邦
通
貨
又
は
外
国
通
貨
で
は
な
い
こ
と
。

ロ

暗
号
資
産
の
価
値
の
変
動
を
直
接
の
原
因
と
し
て
損
失
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

ハ

暗
号
資
産
は
、
代
価
の
弁
済
を
受
け
る
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
限
り

代
価
の
弁
済
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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ニ

取
り
扱
う
暗
号
資
産
（
暗
号
資
産
関
連
金
融
指
標
（
金
融
商
品
取
引
法

第
百
八
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
関
連
金

融
指
標
を
い
う
。
）
及
び
暗
号
資
産
関
連
有
価
証
券
に
関
す
る
も
の
を
含

む
。
）
の
概
要
及
び
特
性
（
当
該
暗
号
資
産
が
、
特
定
の
者
に
よ
り
そ
の

価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
又
は
特
定
の
者

に
よ
り
そ
の
価
値
を
保
証
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
氏

名
、
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
当
該
保
証
の
内
容
を
含
む
。
）

ホ

そ
の
他
暗
号
資
産
の
性
質
に
関
し
参
考
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告
書

第
三
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
信
託
財
産
状
況
報
告
書

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及

び
第
七
項
本
文
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資
家
で
あ
る

び
第
七
項
本
文
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
が
特
定
投
資
家
で
あ
る

場
合
又
は
当
該
報
告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託

場
合
又
は
当
該
報
告
書
が
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託

を
受
け
た
者
（
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た

を
受
け
た
者
（
委
託
者
若
し
く
は
委
託
者
か
ら
指
図
の
権
限
の
委
託
を
受
け
た

者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指

者
が
令
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
の
み
の
指

図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
第
三

図
に
よ
り
信
託
財
産
の
管
理
若
し
く
は
処
分
が
行
わ
れ
る
信
託
若
し
く
は
第
三

十
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
信
託
に
係
る
も
の
で

十
条
の
二
第
一
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
信
託
に
係
る
も
の
で

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、
当

四

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
取
引
の
種
類
ご
と
に
、
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期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中
に
お

当
期
末
現
在
に
お
け
る
取
引
契
約
残
高
又
は
取
引
残
高
及
び
計
算
期
間
中
に

け
る
取
引
契
約
金
額
若
し
く
は
取
引
金
額

お
け
る
取
引
契
約
金
額
若
し
く
は
取
引
金
額

五

不
動
産
、
不
動
産
の
賃
借
権
又
は
地
上
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（

五

［
同
上
］

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
（
受
益
者
で
あ
る
資
産
の

流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
が
発
行

す
る
資
産
対
応
証
券
を
取
得
し
た
者
そ
の
他
実
質
的
に
当
該
信
託
の
利
益
を

享
受
す
る
者
（
第
六
項
に
お
い
て
「
実
質
的
受
益
者
」
と
い
う
。
）
を
含
む

。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら

あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
物
件
ご
と
に
、
当
期

ロ

不
動
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご
と
に
、
当

末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定
資

期
末
現
在
に
お
け
る
価
格
（
鑑
定
評
価
額
、
公
示
価
格
、
路
線
価
、
固
定

産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

資
産
税
評
価
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又
は

第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
課
税
台
帳
又

土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
資

は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

資
料
に
基
づ
き
合
理
的
に
算
出
し
た
額
を
い
う
。
）

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
物
件
ご
と

ハ

不
動
産
に
関
し
て
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
物
件
ご

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借
契

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
稼
働
率
及
び
当
該
物
件
に
関
し
て
賃
貸
借

約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料
収

契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
の
総
数
並
び
に
計
算
期
間
中
に
お
け
る
全
賃
料

入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載
で

収
入
（
当
該
全
賃
料
収
入
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
記
載

き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る

ニ

当
該
不
動
産
の
売
却
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け

売
買
金
額
の
総
額

る
売
買
金
額
の
総
額
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六

金
銭
債
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項

六

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権
の

ロ

債
権
の
売
買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
債
権

種
類
ご
と
の
売
買
総
額

の
種
類
ご
と
の
売
買
総
額

七

知
的
財
産
権
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て

七

［
同
上
］

は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要
し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を

除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

ロ

知
的
財
産
権
に
関
し
て
、
設
定
行
為
に
よ
り
、
実
施
権
及
び
使
用
権
そ

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

の
他
の
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
権
等
」
と
い
う
。
）
が
設

定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の
他

定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権
ご
と
に
、
実
施
権
等
の
範
囲
そ
の

の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

他
の
実
施
権
等
の
設
定
行
為
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
知
的
財
産
権
ご

ハ

知
的
財
産
権
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
知
的
財
産
権

と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ご
と
に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

八

暗
号
資
産
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る
売
買
総
数
及
び
売
買
総
額
並

［
号
を
加
え
る
。
］

び
に
種
類
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
数

量
ロ

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量

ハ

当
該
暗
号
資
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
当
期
末
現
在

に
お
け
る
暗
号
資
産
の
時
価
総
額

九

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
き
、
計
算
期
間
中
に
お
け
る

［
号
を
加
え
る
。
］
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売
買
総
数
及
び
売
買
総
額
並
び
に
銘
柄
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
直
前
の
計
算
期
間
の
末
日
現
在
に
お
け
る
数

量
ロ

当
期
末
現
在
に
お
け
る
数
量

ハ

当
該
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託

の
場
合
に
は
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権

利
等
の
時
価
総
額

十

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
の
財
産
以
外
の
財
産
（
次
号
に
掲
げ
る
信
託
に
係

八

［
同
上
］

る
受
益
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
対
象
財
産
」
と

い
う
。
）
に
つ
き
、
対
象
財
産
の
種
類
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
た
だ

し
、
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
受
益
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
記
載
を
要

し
な
い
旨
の
承
諾
を
得
た
場
合
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と

ロ

対
象
財
産
に
関
し
て
権
利
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご

に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内
容

と
に
、
当
該
権
利
の
権
利
者
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
当
該
権
利
の
内

に
関
す
る
事
項

容
に
関
す
る
事
項

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
は
、
対
象
財
産
ご
と
に

ハ

対
象
財
産
の
売
却
を
予
定
す
る
信
託
の
場
合
に
つ
き
、
対
象
財
産
ご
と

、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

に
、
当
期
末
現
在
に
お
け
る
評
価
額

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

十
一
～
十
七

［
略
］

九
～
十
五

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
）

（
信
託
財
産
状
況
報
告
書
の
交
付
頻
度
）
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第
三
十
七
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

第
三
十
七
条
の
二

［
同
上
］

る
場
合
及
び
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
そ

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

二

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
四
十
条
第
十
二
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

こ
の
号
及
び
第
四
十
条
第
十
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定

定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号

に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
。

。
第
四
十
条
第
十
二
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。

第
四
十
条
第
十
項
に
お
い
て
「
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第

）
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百

百
三
十
条
の
二
第
一
項
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

四
十
一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
契
約
で
あ
る
場
合

一
号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
契
約
で
あ
る
場
合

三

三
月

月

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

（
信
託
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
三
十
九
条

［
略
］

第
三
十
九
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

信
託
会
社
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
信
託
財
産
に
属
す
る

［
項
を
加
え
る
。
］

暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

、
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
顧
客
の
利
便
の
確
保
及
び
信
託
業
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の
円
滑
な
遂
行
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
営
む
信
託
業
の
状
況
に
照
ら
し
、
次
の

各
号
に
定
め
る
方
法
以
外
の
方
法
で
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
な
最
小
限
度
の
暗

号
資
産
（
当
該
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
が
、
そ
の
管

理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
の
数
量
を
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額

に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
及
び
電
子
記

録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合

信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
及

び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転

す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
常
時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
し
て
い
な
い

電
子
機
器
、
電
磁
的
記
録
媒
体
そ
の
他
の
記
録
媒
体
（
文
書
そ
の
他
の
物
を

含
む
。
）
に
記
録
し
て
管
理
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
と
同
等
の
技
術
的
安
全

管
理
措
置
を
講
じ
て
管
理
す
る
方
法

二

信
託
会
社
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
場
合

信
託
財
産
に
属
す
る
暗

号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
保
全
に
関
し
て
、
当

該
信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
場
合
と
同
等
の
顧
客
の
保
護
が
確
保
さ
れ

て
い
る
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
方
法

４

信
託
会
社
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
暗
号
資
産
と
同
じ
種
類
及
び

［
項
を
加
え
る
。
］

数
量
の
暗
号
資
産
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て

「
履
行
保
証
暗
号
資
産
」
と
い
う
。
）
を
自
己
の
暗
号
資
産
と
し
て
保
有
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号
資
産
と
分
別

し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
の
規
定
を

準
用
す
る
。
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一

信
託
会
社
が
自
己
で
管
理
す
る
履
行
保
証
暗
号
資
産

履
行
保
証
暗
号
資

産
と
信
託
財
産
に
属
す
る
暗
号
資
産
、
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
暗

号
資
産
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
以
外
の
自
己
の
暗
号
資
産
と
を
明
確
に
区

分
し
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
履
行
保
証
暗
号
資
産
で
あ
る
か
が
直
ち
に
判
別
で

き
る
状
態
（
履
行
保
証
暗
号
資
産
の
数
量
が
自
己
の
帳
簿
に
よ
り
直
ち
に
判

別
で
き
る
状
態
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
管
理
す
る
方
法

二

信
託
会
社
が
第
三
者
を
し
て
管
理
さ
せ
る
履
行
保
証
暗
号
資
産

当
該
第

三
者
に
お
い
て
、
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
と
そ
れ
以
外
の
暗
号
資
産
と
を

明
確
に
区
分
さ
せ
、
か
つ
、
い
ず
れ
が
当
該
履
行
保
証
暗
号
資
産
で
あ
る
か

が
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
さ
せ
る
方
法

５

［
略
］

３

［
同
上
］

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

（
信
託
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
信
託
業
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

の
な
い
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
条

［
略
］

第
四
十
条

［
同
上
］

［
２
～
８

略
］

［
２
～
８

同
上
］

９

信
託
会
社
は
、
暗
号
資
産
等
の
信
託
を
行
う
場
合
（
第
三
号
に
つ
い
て
は
、

［
項
を
加
え
る
。
］

信
託
財
産
に
属
す
る
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
管
理
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

暗
号
資
産
の
特
性
、
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
に
応
じ
、
顧
客
の
保
護

を
図
り
、
及
び
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
体
制
を
整
備
す
る
措
置

二

暗
号
資
産
の
特
性
及
び
自
己
の
業
務
体
制
に
照
ら
し
て
、
顧
客
の
保
護
又
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は
信
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
暗
号
資
産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
を
取

り
扱
わ
な
い
た
め
に
必
要
な
措
置

三

業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
当
該
業
務
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織

の
管
理
を
十
分
に
行
う
た
め
の
措
置

四

信
託
会
社
が
、
そ
の
行
う
暗
号
資
産
等
の
信
託
の
対
象
と
し
、
若
し
く
は

対
象
と
し
よ
う
と
す
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
暗
号
資

産
等
又
は
当
該
信
託
会
社
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ
て
顧
客
の
暗
号
資

産
等
に
係
る
有
価
証
券
の
売
買
そ
の
他
の
取
引
等
に
係
る
判
断
に
影
響
を
及

ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
信
託
会
社
の
行
う
暗
号
資
産
等
の
信
託
の

全
て
の
顧
客
が
容
易
に
知
り
得
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

信
託
会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転

［
項
を
加
え
る
。
］

10
有
価
証
券
表
示
権
利
等
を
表
示
す
る
財
産
的
価
値
を
移
転
す
る
た
め
に
必
要
な

情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
事
由
に
起
因
し
て
、
法
第
二
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
固
有
財
産
及
び
他
の
信
託

の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
を
分
別
し
て
管
理
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
暗

号
資
産
、
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
で
顧
客
に
対
し
て
負
担
す
る

暗
号
資
産
及
び
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
管
理
に
関
す
る
債
務

の
全
部
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
債
務
の
履
行
に
関

す
る
方
針
（
当
該
債
務
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
対
応
及
び
そ
れ
を
実
施
す

る
時
期
を
含
む
。
）
を
定
め
て
公
表
し
、
か
つ
、
実
施
す
る
た
め
の
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
。
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・

［
略
］

９
・

［
同
上
］

11

12

10

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
）

（
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧
）

第
四
十
三
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
四
十
三
条

［
同
上
］

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

信
託
会
社
の
業
務
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

二

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
け
る
信
託
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て

ロ

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項

［ 

・ 

略
］

［ 

・ 

同
上
］

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高
（ 
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

 

信
託
勘
定
有
価
証
券
残
高

 

信
託
勘
定
暗
号
資
産
残
高
及
び
履
行
保
証
暗
号
資
産
残
高

［
加
え
る
。
］

 

信
託
勘
定
電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
残
高

［
加
え
る
。
］

 

［
略
］

 

［
同
上
］

ハ

直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
信
託
財
産
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て

ハ

［
同
上
］

次
に
掲
げ
る
事
項

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
、
有
価
証
券
及
び
暗
号
資
産
の
区

 

金
銭
信
託
等
の
種
類
別
の
貸
出
金
及
び
有
価
証
券
の
区
分
ご
と
の
期

分
ご
と
の
期
末
運
用
残
高

末
運
用
残
高

［ 

～ 

略
］

［ 

～ 

同
上
］

 

暗
号
資
産
の
種
類
別
の
期
末
残
高

［
加
え
る
。
］

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］
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三

信
託
会
社
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項

三

［
同
上
］

と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
及
び
暗
号
資
産

ハ

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
の
取
得
価
額
、

の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益

時
価
及
び
評
価
損
益

ニ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
信
託
会
社
に
係
る
法
第
三
十
四
条
第
一

２

［
同
上
］

項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

支
店
の
直
近
の
二
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し

三

［
同
上
］

て
次
に
掲
げ
る
事
項

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
及
び
暗
号
資
産

ハ

各
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
け
る
保
有
す
る
有
価
証
券
の
取
得
価
額
、

の
取
得
価
額
、
時
価
並
び
に
評
価
損
益

時
価
及
び
評
価
損
益

［
四
～
六

略
］

［
四
～
六

同
上
］

［
３
～
７

略
］

［
３
～
７

同
上
］

（
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
関
す
る

（
法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
関
す
る

事
項
の
調
査
）

事
項
の
調
査
）

第
五
十
一
条
の
七

法
第
五
十
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
五
十
一
条
の
七

［
同
上
］

調
査
は
、
信
託
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
信
託
を
し
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
種
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類
に
応
じ
て
適
正
か
つ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

一

［
同
上
］

定
め
る
事
項

イ

有
価
証
券
（
チ
及
び
ヌ
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
）

銘
柄
、
数
量
そ

イ

有
価
証
券
（
チ
に
掲
げ
る
財
産
を
除
く
。
）

銘
柄
、
数
量
そ
の
他
の

の
他
の
当
該
有
価
証
券
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

当
該
有
価
証
券
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

［
ロ
～
チ

略
］

［
ロ
～
チ

同
上
］

リ

暗
号
資
産

種
類
、
数
量
そ
の
他
の
当
該
暗
号
資
産
の
内
容
を
特
定
す

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

る
た
め
に
必
要
な
事
項

ヌ

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等

種
類
、
数
量
そ
の
他
の
当
該

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

電
子
記
録
移
転
有
価
証
券
表
示
権
利
等
の
内
容
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項

ル

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
以
外
の
財
産

当
該
財
産
の
種
類
、
権

リ

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
財
産
以
外
の
財
産

当
該
財
産
の
種
類
、
権

利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
財
産
を
特
定
す
る
た
め

利
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
の
当
該
財
産
を
特
定
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

に
必
要
な
事
項

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

（
登
録
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
七
十
一
条

法
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
七
十
一
条

［
同
上
］

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
・
一
の
二

略
］

［
一
・
一
の
二

同
上
］

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
履
歴
書
（
金
融
庁
長
官
又
は
そ
の
権
限
の

二

法
人
で
あ
る
場
合
は
、
役
員
の
履
歴
書
（
金
融
庁
長
官
又
は
そ
の
権
限
の
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委
任
を
受
け
た
財
務
局
長
若
し
く
は
財
務
支
局
長
に
既
に
同
一
内
容
の
履
歴

委
任
を
受
け
た
財
務
局
長
若
し
く
は
財
務
支
局
長
に
既
に
同
一
内
容
の
履
歴

書
を
提
出
し
て
い
る
と
き
を
除
く
も
の
と
し
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

書
を
提
出
し
て
い
る
と
き
を
除
く
も
の
と
し
、
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業

、
当
該
役
員
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
役
員
（
国
内
に
お
け
る
営
業

所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住

所
又
は
事
務
所
に
駐
在
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住

民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明

民
票
の
抄
本
（
役
員
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
役
員
の
登
記
事
項
証
明

書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
七
十
条
第
二
号
ロ 

又

書
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
役
員
が
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
イ

は 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓
約
す
る

か
ら
チ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
役
員
が
誓

書
面

約
す
る
書
面

［
二
の
二
～
五

略
］

［
二
の
二
～
五

同
上
］

別
表
第
二
（
第
三
十
九
条
第
五
項
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
九
条
第
三
項
関
係
）

［
表
略
］

［
同
上
］

別
表
第
十
（
第
七
十
四
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
十
（
第
七
十
四
条
第
一
項
関
係
）

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

届
出
事
項

記
載
事
項

添
付
書
類

［
略
］

［
同
上
］

役
員
の
変
更

［
一
・
二

略
］

一

［
略
］

［
同
上
］

［
一
・
二

同
上
］

一

［
同
上
］

二

就
任
す
る
役
員
に

二

［
同
上
］

係
る
次
に
掲
げ
る
書

面
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［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

法
第
七
十
条
第

ニ

法
第
五
条
第
二

二
号
ロ 

又
は 

項
第
八
号
イ
か
ら

の
い
ず
れ
に
も
該

チ
ま
で
の
い
ず
れ

当
し
な
い
者
で
あ

に
も
該
当
し
な
い

る
こ
と
を
誓
約
す

者
で
あ
る
こ
と
を

る
書
面

誓
約
す
る
書
面

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

投
資
法
人
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

568



改

正

後

改

正

前

（
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
）

（
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
）

第
七
十
三
条

前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
「
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
事
項
」
と

第
七
十
三
条

［
同
上
］

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
当
該
投
資
法
人
の
現
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項

と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
令
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

六

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
を
い
う
。
第
八
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
種
類
ご
と
に
、
当
該

引
を
い
う
。
第
八
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、
種
類
ご
と
に
、
当
該

営
業
期
間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取
引
金
額

営
業
期
間
中
に
お
け
る
取
引
契
約
金
額
又
は
取
引
金
額

［
七
～
二
十
六

略
］

［
七
～
二
十
六

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
八
年
内
閣
府
令
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
経
過
措
置
）

（
証
拠
金
の
預
託
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条

当
分
の
間
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条

第
三
条

当
分
の
間
、
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
二
十
三
条

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
中
「
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
」
と
あ
る
の

第
一
項
第
二
十
一
号
の
十
中
「
相
手
方
に
貸
付
又
は
預
託
（
以
下
こ
の
号
及
び

は
、
「
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
法
第
百
八
十
五
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規

次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と
あ
る
の
は
、
「

定
す
る
暗
号
資
産
関
連
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
除
く
。
）
の
う
ち
」
と
す

相
手
方
に
貸
付
若
し
く
は
預
託
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
差
入
（
以

る
。

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
預
託
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
証
拠
金
」
と

す
る
。
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（
金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

総
理
府

第
二
十
三
条

金
融
機
関
等
が
行
う
特
定
金
融
取
引
の
一
括
清
算
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年

令
第
四
十
八

大
蔵
省

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
評
価
額
の
算
出
）

（
評
価
額
の
算
出
）

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

出
し
た
評
価
額
は
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引

出
し
た
評
価
額
は
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
（
金
融
商
品
取
引

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
第
四
条
に
お
い
て

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
市
場
を
い
う
。
）
に
お
け
る
相
場

同
じ
。
）
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
の
実
勢
条
件
に
基
づ
き
、
公
正
な
方

そ
の
他
の
指
標
の
実
勢
条
件
に
基
づ
き
、
公
正
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

す
る
。

（
一
括
清
算
対
象
財
産
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

［
条
を
加
え
る
。
］

）
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
有
価
証
券
そ
の
他
の
金
融
庁
長

官
が
定
め
る
財
産
（
二
以
上
の
担
保
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。

（
一
括
清
算
対
象
財
産
の
評
価
額
の
算
出
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

［
条
を
加
え
る
。
］

出
し
た
評
価
額
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
に
お
け
る
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
に
お
け
る
金
利

、
通
貨
の
価
格
、
金
融
商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
の
実
勢
条
件

に
基
づ
き
、
公
正
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
担
保
権
の
設
定
を
目
的
と
す
る
契
約
（
次
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号
に
お
い
て
「
担
保
権
設
定
契
約
」
と
い
う
。
）
の
契
約
条
項
中
に
お
い
て

、
一
括
清
算
対
象
財
産
（
同
項
に
規
定
す
る
一
括
清
算
対
象
財
産
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
評
価
額
の
算
出
時
点
を
、
更
生
手
続
開

始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
時
か
ら
特
定
金
融
取
引
に
つ
い
て
将
来
発
生
し
得
る

費
用
又
は
損
失
の
合
理
的
な
見
積
額
の
算
出
そ
の
他
当
該
算
出
に
係
る
手
続

を
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
を
経
過
し
た
時
と
す
る
こ
と

を
約
定
し
て
い
る
場
合

当
該
期
間
を
経
過
し
た
時

二

担
保
権
設
定
契
約
の
契
約
条
項
中
に
お
い
て
、
一
括
清
算
対
象
財
産
の
評

価
額
の
算
出
時
点
を
、
前
号
に
定
め
る
時
と
す
る
こ
と
を
約
定
し
て
い
な
い

場
合

更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
時

２

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
評
価
額
は
、
一
括
清
算

対
象
財
産
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
時
に
お
け
る
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
の
実
勢
条
件
に
基
づ
き
、
公
正
な
方

法
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
が
検
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
等
の
様
式
を
定
め
る

内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
が
検
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
を
す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
票
等
の
様
式

を
定
め
る
内
閣
府
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改  正  後 改  正  前 
別紙様式第二 

                 

 

   

        第   号  

犯  則  事  件  調  査  証  票  

 職名（又は官職）                  

 氏     名                   

 生 年 月 日                       

 上記の者は、当委員会に所属する職員で、金融商

品取引法（昭和23年法律第25号）及び犯罪による収

益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）

の規定に基づき、犯則事件を調査するため、質問、

検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差

押えをする権限を有する者であることを証明する。 

           令和  年  月  日 

           証券取引等監視委員会 印 

                   

 

 

 

   

第   号  

犯  則  事  件  調  査  証  票  

 職名（又は官職）                  

 氏     名                   

 生 年 月 日                       

 上記の者は、当局に所属する職員で、金融商品取

引法（昭和23年法律第25号）及び犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）の規

定に基づき、犯則事件を調査するため、質問、検査 

、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え

をする権限を有する者であることを証明する。 

        令和  年  月  日 

        財務局長又は福岡財務支局長 印 

                   
 

別紙様式第二 

          

                                      

   

第   号  

犯  則  事  件  調  査  証  票  

 職名（又は官職）                  

 氏     名                   

 生 年 月 日                       

 上記の者は、当委員会に所属する職員で、金融商

品取引法（昭和23年法律第25号）及び犯罪による収

益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）

の規定に基づき、犯則事件を調査するため、質問、

検査、領置、臨検、捜索又は差押さえする権限を有

する者であることを証明する。 

           令和  年  月  日 

           証券取引等監視委員会 印 

                   

  

 

  

   

第   号  

犯  則  事  件  調  査  証  票  

 職名（又は官職）                  

 氏     名                   

 生 年 月 日                       

 上記の者は、当局に所属する職員で、金融商品取

引法（昭和23年法律第25号）及び犯罪による収益の

移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）の規

定に基づき、犯則事件を調査するため、質問、検査 

、領置、臨検、捜索又は差押さえする権限を有する

者であることを証明する。 

        令和  年  月  日 

        財務局長又は福岡財務支局長 印 

                   
 

 

 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 ［略］ 

 ［略］   ［同左］ 

  ［同左］ 

        裏                    表          裏                     表 

       裏                     表         裏                     表 

（備考）［略］ （備考）［同左］ 

  （委  員  会  用）      

  （財務局又は福岡財務支局用）      

（委  員  会  用）      

 （財務局又は福岡財務支局用）      
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（
前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

（
外
国
通
貨
の
換
算
）

第
二
条

法
（
第
二
章
に
限
る
。
）
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下

第
二
条

法
（
第
二
章
に
限
る
。
）
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下

「
令
」
と
い
い
、
第
二
章
に
限
る
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁

「
令
」
と
い
い
、
第
二
章
に
限
る
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁

長
官
（
令
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
官
（
令
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局

長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ

長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
務
局
長
等
。
第
二
十
八
条
、
第
三
十
五
条

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
務
局
長
等
。
第
二
十
八
条
、
第
三
十
五
条

第
五
号
及
び
第
三
十
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外

第
五
号
及
び
第
三
十
六
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
中
、
外

国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦

国
通
貨
を
も
っ
て
金
額
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
本
邦

通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

通
貨
に
換
算
し
た
金
額
及
び
そ
の
換
算
に
用
い
た
標
準
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。
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（
資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

資
金
移
動
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
訳
文
の
添
付
）

（
訳
文
の
添
付
）

第
二
条

法
（
第
三
章
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
資
金
決
済
に
関
す

第
二
条

法
（
第
三
章
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
資
金
決
済
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
い
、
第
三
章
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
い
、
第
三
章
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
（
令
第
三
十
条
第
一
項
の

じ
。
）
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
（
令
第
二
十
九
条
第
一
項

規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と
い

の
規
定
に
よ
り
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と

う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

い
う
。
）
に
金
融
庁
長
官
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

財
務
局
長
等
。
第
十
二
条
、
第
十
九
条
第
五
号
及
び
第
二
十
条
を
除
き
、
以
下

該
財
務
局
長
等
。
第
十
二
条
、
第
十
九
条
第
五
号
及
び
第
二
十
条
を
除
き
、
以

同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記
載

下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
書
類
で
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
日
本
語
を
も
っ
て
記

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば
な

載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
訳
文
を
付
さ
な
け
れ
ば

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
が
定
款
で
あ
り
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ
た

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
類
が
定
款
で
あ
り
、
か
つ
、
英
語
で
記
載
さ
れ

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も
の

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
概
要
の
訳
文
を
付
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
も

と
す
る
。

の
と
す
る
。

580



（
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
」
、
「
資
金
移
動
業

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
」
、
「
資
金
移
動
業

」
、
「
暗
号
資
産
交
換
業
」
又
は
「
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
と
は
、
そ

」
、
「
仮
想
通
貨
交
換
業
」
又
は
「
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
」
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定

れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定

す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
、
資
金
移
動
業
、
暗
号
資
産
交
換
業
又
は
認
定

す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
、
資
金
移
動
業
、
仮
想
通
貨
交
換
業
又
は
認
定

資
金
決
済
事
業
者
協
会
を
い
う
。

資
金
決
済
事
業
者
協
会
を
い
う
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
会
員
に
係
る
情
報
）

（
利
用
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
会
員
に
係
る
情
報
）

第
五
条

法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
五
条

［
同
上
］

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
な
い
で
暗
号
資
産
交
換
業
を
行
っ
て

六

法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
受
け
な
い
で
仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
っ
て

い
る
者
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
当
該
者
が
行
う
暗
号
資
産
交
換
業

い
る
者
を
知
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
及
び
当
該
者
が
行
う
仮
想
通
貨
交
換
業

に
関
す
る
情
報

に
関
す
る
情
報

七

［
略
］

七

［
同
上
］

（
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

（
認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
へ
の
情
報
提
供
）

第
六
条

法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ

第
六
条

［
同
上
］

る
情
報
と
す
る
。
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［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

前
払
式
支
払
手
段
の
発
行
の
業
務
、
資
金
移
動
業
又
は
暗
号
資
産
交
換
業

四

前
払
式
支
払
手
段
の
発
行
の
業
務
、
資
金
移
動
業
又
は
仮
想
通
貨
交
換
業

に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
内
容
及
び
処
理
内
容
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
の
内
容
及
び
処
理
内
容
に
関
す
る
事
項

五

前
払
式
支
払
手
段
の
発
行
の
業
務
、
資
金
移
動
業
及
び
暗
号
資
産
交
換
業

五

前
払
式
支
払
手
段
の
発
行
の
業
務
、
資
金
移
動
業
及
び
仮
想
通
貨
交
換
業

に
関
す
る
統
計
情
報
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な
る
情
報

に
関
す
る
統
計
情
報
並
び
に
そ
の
基
礎
と
な
る
情
報

六

［
略
］

六

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
金
融
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

金
融
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

（
監
督
調
査
室
等
及
び
監
督
企
画
官
等
）

第
十
条

総
務
課
に
、
監
督
調
査
室
、
国
際
監
督
室
、
金
融
会
社
室
、
暗
号
資
産

第
十
条

総
務
課
に
、
監
督
調
査
室
、
国
際
監
督
室
、
金
融
会
社
室
、
仮
想
通
貨

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
及
び
信
用
機
構
対
応
室
並
び
に
監
督
企
画
官
二
人
、
主
任
金

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
及
び
信
用
機
構
対
応
室
並
び
に
監
督
企
画
官
二
人
、
主
任
金

融
情
報
分
析
官
一
人
、
金
融
情
報
分
析
官
二
人
、
事
業
再
生
支
援
管
理
官
一
人

融
情
報
分
析
官
一
人
、
金
融
情
報
分
析
官
二
人
、
事
業
再
生
支
援
管
理
官
一
人

及
び
国
際
監
督
調
整
官
一
人
を
置
く
。

及
び
国
際
監
督
調
整
官
一
人
を
置
く
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

金
融
会
社
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

６

［
同
上
］

ど
る
。

一

次
に
掲
げ
る
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

一

［
同
上
］

［
イ
～
ヘ

略
］

［
イ
～
ヘ

同
上
］

ト

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
暗
号
資
産
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
の
所
掌
に

ト

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

７

［
略
］

７

［
同
上
］

８

暗
号
資
産
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

８

仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
は
、
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

者
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

者
の
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

暗
号
資
産
交
換
業
を
行
う
者

一

仮
想
通
貨
交
換
業
を
行
う
者

二

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
そ
の
会
員
と
す
る

二

認
定
資
金
決
済
事
業
者
協
会
（
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
主
要
な
協
会
員
又

も
の
に
限
る
。
）

は
会
員
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）

９

暗
号
資
産
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
に
、
室
長
を
置
く
。

９

仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
室
に
、
室
長
を
置
く
。
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［

～

略
］

［

～

同
上
］

10

16

10

16

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
暗
号
資
産
交
換
業
者
府
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣

府
令
（
以
下
「
新
暗
号
資
産
交
換
業
者
府
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
暗
号
資
産
交
換
業

者
府
令
第
二
十
条
中
「
次
に
掲
げ
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
行
為
及
び
暗
号
資
産
交
換
契
約
の
締
結
若
し
く
は

そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
暗
号
資
産
交
換
業
に
関
し
て
広
告
を
す
る
に
際
し
、
利
用
者
に
対
し
、
法
第
六

十
三
条
の
二
の
登
録
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項
を
表
示
す
る
行
為
」
と
、
新
暗
号
資
産
交
換
業
者
府
令
第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
号
中
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
で
あ
る
旨
及
び
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
情
報
通
信
技
術

の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
暗
号
資
産
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管
理
業
務
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
管
理
業
務
を
い
う
。
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
イ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
及
び
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否
の

処
分
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
当
該
暗
号
資
産
管
理
業
務
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
る
旨
」
と
、
同
条
第
五
項
第
一
号

中
「
及
び
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資

金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
項
に
定
め

る
期
間
に
お
い
て
暗
号
資
産
管
理
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
及
び
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
の
拒
否
の
処
分
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
当
該
暗
号
資
産
管
理
業
務
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
る
旨
」
と
、
新

暗
号
資
産
交
換
業
者
府
令
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
法
第
六
十
三
条
の
二
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
」
と
あ
る
の

は
「
暗
号
資
産
管
理
業
務
の
全
部
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
た
」
と
す
る
。

（
暗
号
資
産
信
用
取
引
に
関
す
る
特
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
暗
号
資
産
交
換
業
者
府
令
第
二
十
五
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
契
約
締
結
前
交
付
書
面
の
交
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
四
条

金
融
商
品
取
引
業
者
等
（
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
金
融
商
品
取
引
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等

を
い
い
、
改
正
法
附
則
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
金
融
商
品
取
引
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
金

融
商
品
取
引
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
含
む
。
）
が
、
施
行
日
以
後
に
金

融
商
品
取
引
契
約
（
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
契
約
を
い
い
、
新
金
融
商
品
取
引
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
前
に
当
該
金
融
商

品
取
引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
顧
客
に
対
し
新
金
融
商
品
取
引
法
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
日
に
当
該
顧
客
に
対
し
当

該
金
融
商
品
取
引
契
約
と
同
種
の
内
容
の
金
融
商
品
取
引
契
約
に
係
る
契
約
締
結
前
交
付
書
面
（
同
項
に
規
定
す
る
書
面
を

い
う
。
）
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

以
下
「
新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
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新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
行
為
と
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
行
為
及
び
金
融

商
品
取
引
契
約
の
締
結
若
し
く
は
そ
の
勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
行
う
金
融
商
品
取
引
業
に
関
し
て
広
告
等
を
す
る

に
際
し
、
顧
客
に
対
し
、
法
第
二
十
九
条
の
登
録
の
見
込
み
に
関
す
る
事
項
を
表
示
す
る
行
為
と
」
と
、
新
金
融
商
品
取
引

業
等
府
令
第
百
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
七
条
の
六
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
五
十
四
条
」
と
、
「
法
第
二
十
九
条
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
新
金
融
商
品

取
引
業
（
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
二
十
八
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
金
融
商
品
取
引
業
を
い
う
。
第
百
四

十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
第
百
七
十
四
条
第
一
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
た
」
と
、

新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
四
条
又
は
第
五

十
七
条
の
六
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
第
五
十
四
条
」
と
、
「
法
第
二
十
九
条
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
」
と
あ
る
の

は
「
新
金
融
商
品
取
引
業
の
全
部
の
廃
止
を
命
じ
ら
れ
た
」
と
、
新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
七
十
四
条
第
一
号
イ
中

「
、
登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
伴
う
金
融
取
引
の
多
様
化
に
対
応
す

る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
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の
項
に
定
め
る
期
間
に
お
い
て
新
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
旨
及
び
法
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
登
録
の
拒
否
の
処
分
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
当
該
新
金
融
商
品
取
引
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
る

旨
」
と
す
る
。

（
暗
号
資
産
関
連
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
禁
止
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
十
七
条
第
一
項
第
四
十
七
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
運
用
報
告
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
同
項
第
一
号

に
規
定
す
る
基
準
日
に
係
る
運
用
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
到
来
し
た
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金

融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
に
係
る
運
用
報
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
報
告
書
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
第
百
七
十
四
条
第
一
号
ニ
、
別
紙
様
式
第
十
二
号
、
別
紙
様
式
第
十
五
号
の
二
、
別
紙
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様
式
第
十
六
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
二
、
別
紙
様
式
第
二
十
一
号
の
三
及
び
別
紙
様
式
第
三
十
号
の
規
定
は
、
令
和

二
年
十
二
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
及
び
説
明
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終

了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
及
び
説
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
金
融
商
品
取
引
業
等
府
令
別
紙
様
式
第
十
七
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月
以
後
の
月
に
係
る
業
務
又
は
財
産
の
状
況

に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
十
二
月
以
前
の
月
に
係
る
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
十
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
一
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
関
係
）

［
一
～
六
十
七

略
］

［
一
～
六
十
七

同
上
］

六
十
八

暗
号
資
産
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令

六
十
八

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
令

第
七
号
）

第
七
号
）

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

内
閣
府
の
所
管
す
る
金
融
関
連
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
四
項

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
三
項

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

六
号
）

六
号
）

［
略
］

［
同
上
］

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成

第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
五
項

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八

第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
三
項

八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

［
略
］

［
同
上
］

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十

第
三
十
九
条
第
五
項

信
託
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十

第
三
十
九
条
第
三
項

六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）

六
年
内
閣
府
令
第
百
七
号
）

［
略
］

［
同
上
］
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別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
四
項

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
三
項

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

［
略
］

［
同
上
］

信
託
業
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条
第
五
項

信
託
業
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条
第
三
項

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
五
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
四
項

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営

第
二
十
一
条
第
三
項

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
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［
略
］

［
同
上
］

保
険
業
法
施
行
規
則

第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
五
項

保
険
業
法
施
行
規
則

第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
三
項

［
略
］

［
同
上
］

信
託
業
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条
第
五
項

信
託
業
法
施
行
規
則

第
三
十
九
条
第
三
項

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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